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平成２６年第１回菊池市議会定例会 

 

議事日程 第１号 

 

平成２６年２月２６日（水曜日）午前１０時開議 

 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 議案第 １号 菊池市再生可能エネルギー活用推進委員会設置条例の制定につい

て 

   議案第 ２号 菊池市子ども・子育て会議設置条例の制定について 

   議案第 ３号 菊池市学校教育施設整備基金条例の制定について 

   議案第 ４号 菊池市部設置条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第 ５号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

   議案第 ６号 菊池市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について 

   議案第 ７号 菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例及び菊池

市一般廃棄物固形燃料化処理施設条例の一部を改正する条例の制

定について 

   議案第 ８号 菊池市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

   議案第 ９号 菊池市リバーサイドパーク条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

   議案第１０号 菊池市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活

性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１１号 菊池市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１２号 菊池市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１３号 菊池市就学指導委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１４号 菊池市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

   議案第１５号 菊池市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て 



 －38－

   議案第１６号 菊池市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１７号 菊池市長等の給料の特例に関する条例を廃止する条例の制定につ

いて 

   議案第１８号 平成２５年度菊池市一般会計補正予算（第５号） 

   議案第１９号 平成２５年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

   議案第２０号 平成２５年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１

号） 

   議案第２１号 平成２５年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

   議案第２２号 平成２５年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算（第４号） 

   議案第２３号 平成２５年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

   議案第２４号 平成２５年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予

算（第３号） 

   議案第２５号 平成２５年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第

４号） 

   議案第２６号 平成２５年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４

号） 

   議案第２７号 平成２５年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第４

号） 

   議案第２８号 平成２５年度菊池市水道事業会計補正予算（第２号） 

   議案第２９号 平成２６年度菊池市一般会計予算 

   議案第３０号 平成２６年度菊池市国民健康保険事業特別会計予算 

   議案第３１号 平成２６年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計予算 

   議案第３２号 平成２６年度菊池市介護保険事業特別会計予算 

   議案第３３号 平成２６年度菊池市簡易水道事業等特別会計予算 

   議案第３４号 平成２６年度菊池市公共下水道事業特別会計予算 

   議案第３５号 平成２６年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算 

   議案第３６号 平成２６年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計予算 

   議案第３７号 平成２６年度菊池市農業集落排水事業特別会計予算 

   議案第３８号 平成２６年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計予算 

   議案第３９号 平成２６年度菊池市水道事業会計予算 

   議案第４０号 市の境界変更について 

   議案第４１号 市の境界変更に伴う財産処分に関する協議について 

   議案第４２号 市道路線の廃止について 
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   議案第４３号 市道路線の認定について 

   議案第４４号 新市建設計画の変更について 

 まで一括上程・説明 

第４ 議案第４５号 熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び規約の一部変更について 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

第５ 報告第１号 専決処分の報告について（市営住宅に関する訴訟上の和解） 

   報告第２号 専決処分の報告について（公用車車両事故） 

   報告第３号 平成２５年度菊池市教育委員会の事務に関する点検評価報告につい

て 

 まで一括上程・報告・質疑 

第６ 請願第１号 孔子公園第一物産館（正面門の右側）の活用について 

 上程 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 議案第 １号 菊池市再生可能エネルギー活用推進委員会設置条例の制定に

ついて 

     議案第 ２号 菊池市子ども・子育て会議設置条例の制定について 

     議案第 ３号 菊池市学校教育施設整備基金条例の制定について 

     議案第 ４号 菊池市部設置条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第 ５号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第 ６号 菊池市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の制定について 

     議案第 ７号 菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例及び

菊池市一般廃棄物固形燃料化処理施設条例の一部を改正する

条例の制定について 

     議案第 ８号 菊池市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

     議案第 ９号 菊池市リバーサイドパーク条例の一部を改正する条例の制定

について 

     議案第１０号 菊池市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及
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び活性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第１１号 菊池市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第１２号 菊池市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第１３号 菊池市就学指導委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

     議案第１４号 菊池市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例の制定

について 

     議案第１５号 菊池市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

     議案第１６号 菊池市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第１７号 菊池市長等の給料の特例に関する条例を廃止する条例の制定

について 

     議案第１８号 平成２５年度菊池市一般会計補正予算（第５号） 

     議案第１９号 平成２５年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号） 

     議案第２０号 平成２５年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号） 

     議案第２１号 平成２５年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第４

号） 

     議案第２２号 平成２５年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算（第４

号） 

     議案第２３号 平成２５年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号） 

     議案第２４号 平成２５年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計補

正予算（第３号） 

     議案第２５号 平成２５年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補正予算

（第４号） 

     議案第２６号 平成２５年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

４号） 

     議案第２７号 平成２５年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予算

（第４号） 

     議案第２８号 平成２５年度菊池市水道事業会計補正予算（第２号） 

     議案第２９号 平成２６年度菊池市一般会計予算 
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     議案第３０号 平成２６年度菊池市国民健康保険事業特別会計予算 

     議案第３１号 平成２６年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計予算 

     議案第３２号 平成２６年度菊池市介護保険事業特別会計予算 

     議案第３３号 平成２６年度菊池市簡易水道事業等特別会計予算 

     議案第３４号 平成２６年度菊池市公共下水道事業特別会計予算 

     議案第３５号 平成２６年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計予

算 

     議案第３６号 平成２６年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計予算 

     議案第３７号 平成２６年度菊池市農業集落排水事業特別会計予算 

     議案第３８号 平成２６年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計予算 

     議案第３９号 平成２６年度菊池市水道事業会計予算 

     議案第４０号 市の境界変更について 

     議案第４１号 市の境界変更に伴う財産処分に関する協議について 

     議案第４２号 市道路線の廃止について 

     議案第４３号 市道路線の認定について 

     議案第４４号 新市建設計画の変更について 

 まで一括上程・説明 

日程第４ 議案第４５号 熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び規約の一部変更について 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

日程第５ 報告第１号 専決処分の報告について（市営住宅に関する訴訟上の和解） 

     報告第２号 専決処分の報告について（公用車車両事故） 

     報告第３号 平成２５年度菊池市教育委員会の事務に関する点検評価報告に

ついて 

 まで一括上程・報告・質疑 

日程第６ 請願第１号 孔子公園第一物産館（正面門の右側）の活用について 

 上程 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

出席議員（２２名） 

                     １番  荒 木 崇 之 君 

                     ２番  柁 原 賢 一 君 

                     ３番  工 藤 圭一郎 君 

                     ４番  城   典 臣 君 

                     ５番  大 賀 慶 一 君 
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                     ６番  岡 﨑 俊 裕 君 

                     ７番  水 上 彰 澄 君 

                     ８番  東   英 俊 君 

                    １０番  泉 田 栄一朗 君 

                    １１番  森   清 孝 君 

                    １２番  中    繁 君 

                    １３番  樋 口 正 博 君 

                    １４番  中 山 繁 雄 君 

                    １５番  怒留湯 健 蓉 さん 

                    １６番  坂 本 昭 信 君 

                    １７番  隈 部 忠 宗 君 

                    １８番  葛 原 勇次郎 君 

                    １９番  木 下 雄 二 君 

                    ２０番  坂 井 正 次 君 

                    ２１番  森   隆 博 君 

                    ２２番  山 瀬 義 也 君 

                    ２３番  境   和 則 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

欠席議員（なし） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

説明のため出席した者 

             市     長     江 頭   実 君 

             副 市 長     木 村 利 昭 君 

             総務企画部長     野 口 祐 成 君 

             市民環境部長     下 田 俊 一 君 

             健康福祉部長     宮 本 誠 一 君 

             経 済 部 長     平 野 國 臣 君 

             建 設 部 長     松 野 浩 一 君 

          総務企画部統括審議員     西 浦 一 義 君 

             七城総合支所長     岩 下 利 昭 君 

             旭志総合支所長     水 上 菊 也 君 

             泗水総合支所長     松 岡 千 利 君 

             財 政 課 長     小 川 秀 臣 君 

             総務課長兼選挙 
                         伊 藤 道 俊 君 
           管理委員会事務局長 
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             市 長 公 室 長     倉 原 良 則 君 

             教 育 長     倉 原 久 義 君 

             教 育 部 長     中 村 鉄 男 君 

           農業委員会事務局長     松 永 隆 則 君 

             水 道 局 長     原   和 徳 君 

             監査事務局長     宮 村 公 男 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

事務局職員出席者 

             事 務 局 長     城   主 一 君 

             議 事 課 長     宮 川 啓 子 さん 

             総 務 審 議 員     德 永 裕 治 君 
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午前１０時００分 開会 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 全員、起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

 ただいまの出席議員は２２名です。定足数に達していますので、ただいまから平

成２６年第１回菊池市議会定例会を開会します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） ここで日程に先立ちまして、諸般の報告をいたします。 

 ２月５日に全国市議会議長会評議員会に出席をいたしました。平成２５年度の事

務報告、また、平成２６年度予算計画、事業計画等について審議いたしました。 

 また、２月１２日は、広域行政圏市議会協議会第４５回総会に出席をしました。 

 次に、監査委員から、平成２５年１２月分までの一般会計、特別会計並びに企業

会計に関する例月出納検査報告があっておりますので、ご報告をいたします。なお、

詳細につきましては、それぞれ事務局に備えつけの書類によりご承諾いただきたい

と思います。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時０１分 開議 

○議長（山瀬義也君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（山瀬義也君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員

は会議規則第８８条の規定により、工藤圭一郎君及び城典臣君を指名します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期につきましては、去る２月１９日の議会運営委員

会におきまして、本日から３月１８日までの２１日間とすることに結論を見ており

ますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、会期は本日から３月１８日まで
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の２１日間とすることに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第３ 議案第１号から議案第４４号まで一括上程・説明 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第３、議案第１号から議案第４４号までを一括議題

とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 皆様、おはようございます。本日、平成２６年第１回菊池市議

会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては本会議にご出席を

いただき、まことにありがとうございます。本定例会の会期につきましては、先ほ

どご決定いただきましたように、本日から３月１８日までの２１日間の日程でご審

議をお願いするものでございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいま上程されました議案第１号から議案第４４号の提案理由の説

明に先立ちまして、まず、平成２６年度における市政運営に関する基本的な考え方

と予算の概要についてご説明申し上げ、議員各位を初め市民の皆様にご理解とご賛

同を賜りたいと存じます。 

 昨年はアベノミクス効果や東京オリンピックの話題など、明るい兆しも見え始め

ましたが、地方においては経済回復を実感するまでには、いまだ時間を要するもの

と思います。 

 さて、昨年４月の市長就任以来、ふるさと菊池市の再興を目指して市政に取り組

んでまいりました。この間、多くの市民の皆様から激励とさまざまな提言をいただ

いたことに心から感謝申し上げます。同時に皆様の期待の大きさと責任の重大さを

改めて感じている次第です。おかげさまで新聞、テレビ、ラジオなどを通じて、本

市の情報発信やＰＲの機会をふやすことができました。また、少しずつではありま

すが、課題解決に向けていろいろなことが進み始めております。 

 まず、農業と観光を今後の発展の両輪として、「癒しの里菊池」を目指していく

中で、「日本一の桜の里」や「森の中のまち」づくりなど、にぎわいをつくりだす

ための基盤づくりを進めてまいりました。こうした取り組みの中で、新しいまちづ

くりに自発的に参加される市民の人々がふえてきたことは大きな喜びであります。

本市の永続的な発展のためには、こうした市民の方々の参画が も重要なことであ

り、そのためにも昨年同様に「市長と語る会」のような皆様との対話の機会もぜひ

継続していきたいと思います。 

 また、菊池渓谷や菊池温泉に代表される豊かな自然、おいしい水と農産物、そし
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て菊池一族の歴史と文化など、本市には一流の素材がそろっています。あとはそれ

をつないで生かす私たちの知恵と努力が求められています。それらのことを着実に

推進しつつ、社会環境の変化や新たな課題に迅速に対応し、将来を見据えた政策立

案機能を強化するため、政策企画部の新設を初めとする組織改変を行ってまいりま

す。 

 これからの私たちに必要なものは、「つどう」「つなげる」「つづける」の三つの

「つ」であります。一つ目が「つどう」。みんなが集うことで、新しい知恵と力が

生まれます。二つ目が「つなげる」。素材、アイデア、人をつなげることで新しい

価値が生まれます。三つ目が「つづける」。継続こそが力と言われる続けるであり、

も重要で も難しいポイントです。この三つの「つ」を合い言葉に、市民の皆様

にもご理解とご協力いただき、市政運営に努めてまいりたいと考えております。今

後とも本市が置かれている現状と課題を的確に把握し、菊池の自然の恵みを守り、

自然を生かして穏やかな発展を続けていく「安心・安全の癒しの里」実現に向けて

市政を進めてまいります。 

 次に、平成２６年度の予算編成方針について述べさせていただきます。 

 本市の財政状況は、歳入につきましては、平成２４年度決算において、市税全体

で前年と比較して約１億２,０００万円の歳入減、対前年比２.３７％減となってお

ります。今後の見通しとしても、人口、特に生産年齢人口の減少や経済の先行き不

透明感から市税の増収は見込みがたい状況にあります。また、普通交付税について

は、現段階において一本算定と合併算定替の差額が約１９億円となっており、平成

２７年度からの段階的な一本算定への移行に伴い、大きな財源不足が見込まれ、市

政運営に多大な影響を与えることが危惧されます。 

 一方、歳出については、少子高齢社会の進展を背景とした社会保障費の増加や、

老朽化が進む公共施設の再整備など多くの課題を抱えており、合併の本来の目的で

ある行財政の効率化を加速させる必要があります。 

 以上を踏まえ、徹底的なコスト削減と国県補助金などの財源確保に努め、「安

心・安全の癒しの里」の実現に向けて、三つの仕組みづくり、すなわち、経済の活

性化、効率化、公平公正を一層推進し、四つの視点、すなわち、市民目線、連携力、

発進力、活力・チャレンジでの行財政運営を進めるという観点から、これまでの成

果を意識して取り組みの重点化を図った予算として編成したものです。その結果、

平成２６年度の一般会計予算の総額は、前年度が骨格予算であったため、肉づけ後

の予算と比較しまして０.６％増の２４６億３,４００万円を計上しております。 

 次に、 近における幾つかの市政の動向について、ご報告申し上げます。 

 まず、庁舎整備については、平成２４年度に作成した庁舎等整備基本構想・基本



 －47－

計画では、庁舎機能が分散されていたこともあり、無理、無駄がないよう合理性や

機能性を考慮しながら、行政機能を１カ所に集約するための具体的な検討を現在進

めております。この見直しはこれまで市議会を初め、地域審議会等で多くの時間と

議論を重ねられてきた経緯や基本的な合意内容を尊重するものと考えております。 

 庁舎整備位置の基本パターンとしては、現本庁舎の３階建て部分はリニューアル

を行い、その北側にある平屋部分は解体して、３階延べ６,０００平米の増築を考

えています。その１階に２,０００平米程度の面積を確保し、ワンストップサービ

スに対応するものです。行政機能を現本庁舎に集約するため、生涯学習センターに

ついては、現計画地である市営プールの場所に２階建てで新築することとなります。

従来と比較すると建築面積が減少し、２５メートルプール、幼児用プールであれば、

同一敷地内での建設が可能となるため、生涯学習センターに隣接して建設する方向

で検討してまいります。 

 次に、ごみ処理については、泗水地域が加入している菊池環境保全組合において

新環境工場建設が進められておりまして、本市全域がその処理区域に加入すること

により、ごみ処理経費の削減や処理の効率化につながると考え、議員の皆様のご協

力をいただきながら構成市町と協議を続けた結果、目標としていた本市全域加入を

決定することができました。今後も新環境工場の建設やごみ分別の方法など、市民

の方が混乱しないよう十分な説明に努めてまいります。 

 産廃問題については、本市と九州産廃株式会社との間で締結した環境保全協定書

及び一部変更協定書、基本合意書などを遵守し、地域の環境保全、処理施設の早期

終了など、市民の皆様の産廃問題に対する不安を払拭するよう、問題解決に努めて

まいります。 

 さらに、行財政改革の取り組みとしましては、平成２２年度から平成２６年度ま

でを計画期間とする第二次行政改革大綱に沿って、簡素で効率的な行政運営と市民

視点の行政サービスの充実を目的に、質の高い行財政運営を目指して推進してまい

りました。国においても行財政改革を強力に進めており、２０１４年度地方財政計

画では、地域の元気創造事業費が新たに創設され、地方交付税の算定に当たっては、

この財源をもとに行革努力や地域経済活性化の成果に基づき算定されることとされ

ており、今まで以上の行革を地方自治体にも促す施策が打ち出されてきております。

本市においても、第二次行政改革大綱の実績を踏まえ、より一層の改革を行うため、

第三次行政改革大綱の策定に取り組んでまいります。 

 重点プロジェクトは、「安心・安全の癒しの里」の実現に向け、「経済の活性化の

仕組み」「効率化の仕組み」「公平公正の仕組み」の三つの仕組みのうち、「経済の

活性化の仕組みづくり」を中心に据え、プロジェクトを展開し、事業推進の加速化
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を図ります。「経済の活性化の仕組みづくり」「住みやすさ日本一の菊池づくり」の

二つを大きな柱とし、それぞれのプロジェクトを進めてまいります。 

 まず、一つ目の経済の活性化の仕組みづくりとして、１点目は「儲かる農業」プ

ロジェクトです。 

 菊池市の安心・安全な農産物を全国に向け発信するとともに、新しい販路の拡大

を図るため、平成２６年秋をめどにインターネットショップの開設を目指します。

開設に当たっては、生産者の顔が見えるようなシステムづくりに努めると同時に、

より一層ブランド力を上げるため、「菊池基準」を新たに設け、本市の産品は安

心・安全であるというイメージを打ち出し、農家の所得向上につなげてまいります。

また、高齢世帯農家や小規模農家においても、このショップを利用しやすい仕組み

も検討してまいります。 

 ６次産業化に関する取り組みについては、認定農業者や加工グループ及び法人等

の農業団体に対して、国や県からの各種情報の提供を行うとともに、相談があった

場合には、熊本県産業技術センターや熊本６次産業化サポートセンターなどと連携

を強化し、ニーズに合った専門家のアドバイスが受けられるよう支援を行ってまい

ります。 

 営農の組織化については、耕作放棄地の発生を防ぎ、農業の持つ多面的機能を維

持する手段としても有効であることから、引き続き、担い手空白地域解消支援事業

に取り組んでまいります。 

 ２点目は、観光戦略「癒しの里」構築プロジェクトです。 

 森の中のまち事業として、市街地緑化の基本計画を市民参加のもとに作成し、市

内外からのにぎわい呼び込みを企画します。本年度は国道３８７号沿いの温泉街隣

接地の既存植栽の見直しを行ってまいります。また、いい夫婦の日にちなみ、県内

のデザイン系の学生や芸術家志望の若い人を対象にベンチのデザインを募集し、菊

池公園やまちなかのポケットパークなどに設置してまいります。 

 桜の里事業は、昨年と同様に桜の植樹を行ってまいります。植栽箇所は七城地区

の迫間川、上内田川の堤防敷を中心に国土交通省と協議中です。県管理河川や国県

道についても菊池地域振興局と協議中であり、可能な限り市内全域に広がっていく

植栽計画を考えるとともに、実行委員会についてはさらなる組織の強化拡充を図っ

てまいります。また、菊池公園において、長寿命化計画に基づき、観光資源の一つ

とするために桜公園としての整備を進めてまいります。 

 ホタル王国事業は、蛍の乱舞が見られる地域の環境イメージアップを図るため、

対象地域地区の意見交換会や勉強会を実施するとともに、小学校における地域学習

の一環として、蛍の生態を学び、みずから育て放流する体験を支援してまいります。 
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 グリーンツーリズムについては、きくちふるさと水源交流館をその拠点施設とし

て推進しておりますが、農のある暮らしに触れ、農山村の素朴な魅力が体感できる

よう、農家民泊の仕組みづくりについて検討してまいります。 

 市民広場再整備については、市民広場基本構想・基本計画（案）に基づき、ＰＦ

Ｉ導入を視野に入れた事業手法調査を行っており、その調査結果を踏まえ、基本計

画を確定してまいります。 

 フットパスについては、庁内外においてコースづくりに着手しておりますが、マ

ップ、標識、ルールなど統一感を持たせる検討を行ってまいります。また、サイク

リング愛好家などの意見をもとにサイクリングコースの検討を行います。 

 ３点目はきくち情報発信プロジェクトです。 

 菊池のよさ、魅力を広く発信するために、リニューアルしたホームページを中心

に、ＳＮＳ、地上デジタル放送、動画など、さまざまな新しいメディアを使った広

報活動を積極的に取り入れた情報発信に努めてまいります。さらに、各課に分散し

ていたメディア関連予算の一本化を行い、統一的な広報活動を推進し、「癒しの里

菊池」をＰＲしてまいります。なお、イベント告知、旬の観光情報については、観

光に特化したホームページを作成することとしており、魅力的で人々の目を引きつ

ける工夫を凝らした構成にしてまいります。 

 平成２７年３月２２日に合併１０周年の節目を迎えます。市民とともに節目を祝

い、一体感の醸成につなげるため、「なんでも鑑定団」出張鑑定大会の開催や１０

周年記念式典及び記念イベントを行います。また、熊日菊池桜マラソンや全日本ジ

ュニアボート選手権大会などにおいても、冠事業として内容の拡充に努めて、より

一層菊池市をＰＲしてまいります。 

 全国さくらシンポジウムや温泉湧出６０周年記念事業である、健康と温泉フォー

ラム日本の名湯百選シンポジウムなど、全国規模のイベントの開催は全国に菊池を

発信できる絶好の機会であります。その成功に向け、関係団体はもとより、市全体

で歓迎する取り組みを行ってまいります。 

 夫婦の手紙・絵手紙コンクールが節目の１０回目を数えるに当たり、これまでの

入賞作品を冊子化し、宿泊施設などに配布を行い、「おしどり夫婦の里菊池」のイ

メージアップを図り、誘客につなげてまいります。 

 次に、二つ目の住みやすさ日本一の菊池づくりとして、１点目は地域おこし・地

域づくりプロジェクトです。 

 市民の皆様とともにまちづくりを進めるために、昨年同様、「市長と語る会」を

開催し、市民の声を広く聞いてまいります。 

 また、外部の連携として六つの大学、三つの高校、九つのまちづくり団体が参加
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し、その専門性や得意分野を活用した域学連携事業を実施し、本市の課題解決に取

り組んでまいります。 

 記憶の記録・伝承事業は、地域や個人のつながりが薄れていく中、昔の町並みや

生活文化を伝える写真などが失われていく現状を踏まえ、地域の伝統や誇り、文化

を後世に残し伝えるため、市全域を対象に昭和初期までの写真の提供を呼びかけ、

収集し、デジタル化を行います。 

 次に、コミュニティ助成事業や地域づくり推進事業による支援のほか、新たに癒

しの里パートナーシップ事業として、市民提案型で地域の課題や住民ニーズに対応

した先駆的かつ他の見本となる事業について、実施団体等に補助を行ってまいりま

す。 

 定住促進については、空き家等の状況を調査し、移住希望者に情報提供を行い、

癒しを求めた田舎暮らしを目指す人々の移住促進へのサポートについて努めてまい

ります。 

 また、新しい形の企業誘致として、光ブロードバンドが整備された中山間地域の

空き家等を利用して、ＩＴ関連事業者への定住推進を図るため、企業誘致の物件と

して２件程度の絞り込み調査を行ってまいります。 

 定住自立圏構想では、合併１市特例要件を満たしておりますので、本市のみで圏

域を形成することができます。総務省から財政措置など各種支援が受けられる上、

圏域内の連携がより強くなり、一体的な地域振興を行うことができるなどメリット

が大きい事業ですので、構想づくりに取り組んでまいります。 

 また、地域おこし協力隊事業は、市が都市住民を受け入れて委嘱し、地域おこし

活動の支援や農林漁業の応援、住民の生活支援など地域協力活動に従事してもらい、

あわせてその定住、定着を図りながら、地域の活性化につなげるものであり、地域

力の充実、強化を図ってまいります。 

 ２点目は、文教菊池再興プロジェクトです。 

 文教菊池の再興としましては、戦乱の世にあっても学問を重んじ、人としてのあ

り方を求め続けた菊池氏の精神を表す言葉である文武両道・廉恥礼節を本市の教育

理念とし、ふるさと菊池を愛し、菊池の伝統文化を受け継ぎながら、文教菊池の確

立を目指すものであります。 

 そのような教育理念に基づき、学校教育充実として児童生徒の着実な基礎学力の

定着向上のため、平成２５年度に引き続き、補助教員や特別支援教育支援員、学校

看護師を配置します。さらに、障害の有無に関係なく誰もが地域の学校で学べるイ

ンクルーシブ教育システムの構築に向けた本市独自の取り組みとして、特別支援教

育に関する専門的な指導主事を増員し、特別な教育的支援を必要とする児童生徒へ
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の生活、学習面に対処する教職員の指導力強化を図り、児童生徒の着実な基礎学力

の定着、向上に努めてまいります。 

 また、施設面としましても、全ての学校施設に空調設備が整いますことから、快

適な教育環境のもと、学力の向上、学校生活の充実に努めてまいります。 

 安全安心の給食としましては、現在進めています「菊池基準」を満たした地域の

食材を、安全安心な給食食材として活用できるよう引き続き検討してまいります。

食育の推進につきましては、幼保小中連携教育による食育推進、また、平成２５年

度に設置した旧市町村単位の地区食育推進委員会の活用により、小中学校が連携し

た食育の推進を実践してまいります。 

 そのほか、衛生管理面として、新たに建設しました菊池地区学校給食共同調理場

並びに旭志小学校を拠点とする体制の整備等により、本年１０月から本格稼働とな

ることから、全ての学校給食施設にドライ方式を導入し、より衛生的で安全安心な

学校給食を提供してまいります。 

 文化面では、友好姉妹都市の遠野市、西米良村、龍郷町と連携し、菊池一族の歴

史にスポットを当てた菊池一族シンポジウムを開催し、歴史のまち菊池を広くアピ

ールしていきます。また、泗水地区に建設中の新泗水公民館では、孔子の教えをま

とめた論語を教材とした論語塾講座を継続的に開催するなど、隣接する孔子公園や

養生市場と連携し、市民の交流の場や人づくりの場として活用してまいります。 

 ３点目は、支え合い安心・安全プロジェクトであります。 

 本市の公共交通については、べんりカー、あいのりタクシー、路線バスを柱に体

系を構築し、おおむね良好に市民の生活交通を確保していますが、近年路線バスの

見直し、スクールバスの活用、べんりカーの拡充、光の森駅までの接続など多様な

要望が上がっているため、交通体系の再検討を行います。 

 子育て支援については、平成２７年４月から施行される子ども・子育て支援新制

度を踏まえ、平成２５年度に実施しました子育てニーズ調査や子どもと家庭を取り

巻く環境等の現状を分析し、菊池市子ども・子育て支援事業計画を策定し、新制度

の円滑な導入と子育て環境の充実を図ってまいります。 

 高齢者対策の充実については、保育園児と高齢者の世代間交流を目的としたコミ

ュニティ施設の整備促進を図ってまいります。また、市内外の認知症の人やそのご

家族が安心してまちなか散策や温泉等の利用ができるよう、旅館組合や商工会の会

員等を対象とした認知症サポーター養成講座の実施や相談体制の構築を図ってまい

ります。 

 健康づくりについては、将来の国保財政の健全化を見据え、菊池養生園と連携し、

生活習慣病の改善や疾病予防のためのトレーニングメニューを提供するとともに、
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商工会や旅館組合を初め、各種団体と一体となった協力体制を構築し、温泉などの

地域資源を活用した運動、食についての情報等を取り入れ、民と官の協働による健

康づくりを行ってまいります。 

 ４点目は、循環型社会モデル都市プロジェクトです。 

 小水力等の自然エネルギーの活用として、有識者及び市民の代表者等により、再

生可能エネルギー活用推進委員会、これは仮称でありますが、これを組織し、本市

にふさわしいエネルギー政策を検討してまいります。また、畜産経営に起因する悪

臭等に対する苦情を初め、圃場への堆厩肥等の過剰な散布による硝酸性窒素の地下

水への影響が懸念されておりますので、県を初めとする関係機関や畜産関連団体と

連携しながら、バイオマス戦略に関する情報収集とその提供に努め、バイオマス技

術導入の可能性について検討してまいります。 

 次に、重点プロジェクト以外の主要施策につきまして述べさせていただきます。 

 総合計画は平成１７年度から平成２６年度の１０カ年を計画期間として、本市が

目指す将来像の実現に向け、取り組んでおります。平成２７年度以降の総合計画に

ついては、平成２５年度には検討に着手し、市民の皆様からのご意見をいただきな

がら、平成２６年度中に計画の策定を行います。 

 また、学校跡地の活用につきましては、学校跡地の適正な管理を行っていくとと

もに有効活用を図るため、地域住民のご意見を尊重しながら、できるだけ早い時期

に活用の方向性をお示ししたいと考えております。 

 人権意識の高揚については、「公平公正の仕組みづくり」の基本であります同和

問題を初めとするあらゆる人権問題の解決に向けて、全ての市民の皆様が人権につ

いて理解と認識を深めながら、お互いの人権が尊重できるような差別のない明るい

まちづくりを目指してまいります。 

 また、男女共同参画の推進につきましては、第２次男女共同参画計画に基づき各

種団体や多くの市民の参加をいただき、さまざまな取り組みを進めてまいりました

が、この計画も平成２６年度で終了するため、新たに市民の意識調査を行い、平成

２７年度から５年間の第３次計画を策定し、継続して事業の推進を図ってまいりま

す。 

 防災行政無線については、従来のアナログ通信からデジタル通信に切りかわるた

め、通信情報量の拡大と双方向通信が可能となり、情報伝達の迅速化と正確さが高

まることで、市民生活における災害・防災対応に大きな効果が期待されます。 

 また、自主防災組織については、今後も未設置区である各区への設立のお願いを

し、組織率アップを図ってまいります。 

 スポーツレクリエーションの振興では、昨年開催した市民体育大会を本年度も開
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催するとともに、斑蛇口湖ボート場を本市の大きな資源として捉え、２０２０年の

東京オリンピック開催年を中期目標に、全日本マスターズレガッタやアジア選手権、

アジアジュニア選手権等の国内外の大会や各国選手団の合宿等の誘致に積極的に取

り組んでまいります。 

 地域福祉につきましては、平成２５年度に策定しました地域福祉計画において、

地域での支え合いを進め、誰もが安心・安全に充実した暮らしを送れるよう、特に

重要な４点について推進してまいります。 

 まず、市民の生活課題の多様化に対処し、個別対応でなく総合的な対応につなが

るシステムづくりを進めます。 

 次に、赤ちゃんからお年寄りまでライフステージに応じた健康づくりと福祉の仕

組みの充実を進めます。 

 さらに、行政区を対象とし、福祉だけでなく防災、健康づくり、人権、生涯学習

などの連携により、地域住民の地域力の充実を支援していきます。 

 後に、人口減少、高齢化が進む中山間地域においての新規転入者に対する各種

サポートの仕組みを整え、地域コミュニティの維持に有益な人材確保につなげてま

いります。 

 生活困窮者支援として、生活困窮者自立支援モデル事業を継続して実施するとと

もに、市民のさまざまな相談をワンストップで受けとめ、適切な機関、制度、サー

ビスへつなぎ、複合的な問題を抱える方に対する縦割りでない、包括的かつ伴走型

の支援体制の構築に取り組んでまいります。 

 障がい者福祉につきましては、障がいの有無にかかわらず地域で安心して暮らせ

る社会の実現を目指します。また、一人一人のニーズに合った障がい福祉サービス

が有効に利用できるよう相談支援の充実を図るとともに、関係機関との連携を図り、

地域での生活を支援してまいります。 

 高齢者福祉につきましては、重点プロジェクト以外にも高齢者が住みなれた地域

で生き生きと暮らしていけるよう高齢者福祉サービスの充実や、老人クラブ等の活

動を支援していきます。また、老人福祉センターを拠点とし、高齢者の自主的な活

動及び地域との交流を積極的に推進するとともに、介護予防施策を重点的に推進し

てまいります。介護支援ボランティア制度については、本市の実情に即した制度を

確立するとともに、高齢者の状況、日常生活の実態やニーズを把握し、介護基盤の

整備や介護予防事業の充実を図ります。 

 健康推進につきましては、健診の意義や必要性などの普及啓発の取り組みを強化

し、がん検診無料クーポン券の配布等による受診率の向上を目指します。疾病の早

期発見、早期治療により市民の健康を守るとともに、医療費の抑制を図ります。予
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防接種事業については、安全な実施体制を整備し、市民への啓発に努めてまいりま

す。妊婦の健康保持や乳幼児の健やかな成長を支援するため、妊婦健診費用の助成

や乳幼児健診等による異常の早期発見や子育て支援、健診後の支援体制の充実に取

り組んでまいります。さらに、市民との協働による健康なまちづくりを推進してい

くために、食生活改善推進活動や母子保健推進員活動の充実を図ってまいります。

また、子ども医療費助成事業は中学３年生までを対象として、引き続き助成を行っ

てまいります。 

 観光施設については、維持補修の中期的な計画とともに、各施設の指定管理者の

事業実施計画や収支状況をチェックしながら、効果的、効率的な運営とサービス向

上を目的としたモニタリングを実施してまいります。また、祭り、イベントについ

ては、四季を通じたにぎわいを創出するため、より多くの集客ができるよう開催時

期や内容等の見直しに取り組んでまいります。 

 商工業の振興については、各種助成及び融資制度を充実、改善することによる経

営安定とにぎわい創出に努めてまいります。さらに、森の中のまちプロジェクトと

タイアップしながら、きらりと光る繁盛店づくり事業などにより店舗の育成強化を

図ることで商店街の活性化を図ってまいります。また、安心・安全な消費生活を守

るため、消費者被害を未然に防ぐための啓発活動の推進、相談体制の充実を図って

いくとともに、自立した賢い消費者の育成に取り組んでまいります。 

 都市基盤の整備については、七城地区の社会資本整備交付金事業による計画書の

策定に取り組みます。国県道と市道の整備促進につきましては、国道３２５号の森

北から大琳寺までの菊池拡幅区間、国道３８７号の菊池グリーンロードの花房交差

点改良に県と協力して取り組んでまいります。また、主要県道につきましては、日

生野隈府線、二重峠菊池線、植木インター菊池線、辛川鹿本線等の該当箇所の整備

促進を継続して県に要望してまいります。 

 次に、幹線市道の整備につきましては、各地域中心部や集落施設へのアクセス道

路となる妻越泗水線、田吹富の原線等の整備を推進し、さらなる地域の活性化を図

り、交通安全対策や市民の皆様の利便性の向上のため、生活道路の整備や維持管理

を行ってまいります。菊池渓谷、阿蘇などへの観光ルート、近隣地域との交流、産

業ルートの確保のため、菊池グリーンロード、古川伊倉線などのアクセス道路の整

備を推進してまいります。 

 水道事業につきましては、泗水地区桜山配水池の更新に着手し、災害に強い水道

施設の構築に努めてまいります。また、簡易水道事業統合や菊池市水道基本計画策

定に向けた水道施設の資産調査を行い、今後とも水道未普及地域の解消や施設の耐

震化を図り、公衆衛生の向上を図ってまいります。 
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 下水道事業につきましては、菊池市浄水センター並びに泗水浄化センターの老朽

化対策として改築更新に取り組んでまいります。未普及対策としては、桜山地区な

どの管渠整備を促進します。また、浄化槽区域については、浄化槽市町村整備推進

事業により取り組み、市全域の生活排水処理対策を推進してまいります。 

 以上、平成２６年度の主要施策を申し述べました。今年度は「安心・安全癒しの

里」の実現を加速させるための事業を重点プロジェクトと位置づけております。そ

れ以外にも緊急性、実効性の高い事業を選択することにより、予算編成を行ってお

ります。また、「経済活性化の仕組みづくり」「効率化の仕組みづくり」「公平公正

の仕組みづくり」の三つの仕組みづくりに取り組み、将来を見据えたまちづくりを

推進してまいります。 

 議員各位におかれましては、本定例会に提案申し上げております平成２６年度予

算案を初め、各種案件につきまして十分にご審議をいただきますようお願い申し上

げ、私の施政方針とさせていただきます。 

 それでは、ただいま上程されました議案第１号から議案第４４号までの４４議案

について、ご説明を申し上げます。 

 まず、議案書その１をお願いいたします。 

 議案第１号から議案第３号につきましては、再生可能エネルギーの利用に関し、

調査検討するための再生可能エネルギー活用推進委員会の設置を初め、子ども・子

育て会議の設置及び学校教育施設整備基金の設置など、新たに制定する条例３議案

でございます。 

 議案第４号から議案第１７号につきましては、先ほど施政方針でも述べました経

済活性化、効率化、公平公正の三つの仕組みづくりに向け、政策調整機能の強化を

図るための部設置条例の一部改正を初め、公職選挙法の改正及び附属機関等の設置

による特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を

初め、各種法律の改正及び市有施設の設置に伴う関係条例の整備など、改正する条

例１３議案並びに市長等の給料の特例に関する条例の廃止１議案でございます。 

 次に、議案書その２をお願いいたします。 

 議案第１８号から議案第２８号につきましては、平成２５年度菊池市一般会計ほ

か各会計の補正予算案の１１議案、いずれも事業確定による減額補正などをお願い

するものでございます。 

 また、別冊となっております議案第２９号、平成２６年度菊池市一般会計予算及

び議案第３０号から議案第３８号の各特別会計予算並びに議案第３９号、水道事業

会計予算は、平成２６年度の当初予算案１１議案となっております。 

 続きまして、議案書その１をお願いいたします。４１ページからになります。 
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 議案第４０号、議案第４１号につきましては、土地改良事業の施行による熊本市

との境界変更の申請及びこれに伴う道路水路等の財産処分の協議を行うため、議会

の議決を求めるものです。 

 議案第４２号、議案第４３号の市道路線の廃止及び認定につきましては、地域交

流センター建設事業に伴う路線変更及び市道基準を満たす道路の新たな認定のため、

道路法の規定に基づき議会の議決を求めるものです。 

 後に、議案第４４号、新市建設計画の変更につきましては、計画の一部変更に

伴い、市町村の合併の特例に関する法律の規定に基づき議会の議決を求めるもので

あります。 

 以上、上程されました議案の概要につきましてご説明を申し上げました。内容の

詳細につきましては、この後、総務企画部長が説明をいたしますので、議員各位に

おかれましては、これらの議案につきまして慎重ご審議の上、ご賛同を賜りますよ

うお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（山瀬義也君） ここで、１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４５分 

開議 午前１０時５３分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） おはようございます。今定例会に提出の議案第１号か

ら議案第４４号につきまして、一括して説明をさせていただきます。 

 それでは、議案書その１の１ページをお願いいたします。議案第１号、菊池市再

生可能エネルギー活用推進委員会設置条例の制定についてでございます。 

 提案理由といたしましては、執行機関の附属機関として設置する委員会について

は、地方自治法第１３８条の４第３項の規定により条例を制定するものでございま

す。 

 あけていただきまして、２ページから３ページが制定する条例案でございます。

内容といたしましては、第１条で菊池市の豊富な資源を生かした再生可能エネルギ

ーの利用に関し、必要な事項の調査、検討をするため、菊池市再生可能エネルギー

活用推進委員会を設置するとしております。そのほか、第２条から所掌事務、組織、

任期等を定めております。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することといたしております。 
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 以上、議案第１号の説明とさせていただきます。 

 次に、５ページをお願いいたします。議案第２号、菊池市子ども・子育て会議設

置条例についてでございます。 

 提案理由といたしましては、執行機関の附属機関として設置する委員会について

は、地方自治法第１３８条の４第３項の規定により条例を制定するものでございま

す。 

 あけていただきまして、６ページが制定する条例案でございます。内容といたし

ましては、第１条で子ども・子育て支援法第７７条の第１項の規定に基づき、菊池

市子ども・子育て会議を置くとしております。そのほか、第２条から所掌事務、組

織、任期等を定めております。附則といたしまして、この条例は平成２６年４月１

日から施行することといたしております。 

 以上、議案第２号の説明とさせていただきます。 

 次に、７ページをお願いいたします。議案第３号、菊池市学校教育施設整備基金

条例の制定についてでございます。 

 提案理由といたしましては、本市が設置する学校教育施設の整備に充てるため条

例を制定するものでございます。 

 あけていただきまして、８ページが制定する条例案でございます。内容といたし

ましては、第１条で菊池市の学校教育施設の整備に要する経費の財源に充てるため、

菊池市学校教育施設整備基金を設置するとしております。そのほか、第２条から積

み立て、管理、運用益金の処理、繰替運用、処分等について定めております。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することとしております。 

 以上、議案第３号の説明とさせていただきます。 

 次に、９ページをお願いいたします。議案第４号、菊池市部設置条例の一部を改

正する条例の制定についてでございます。 

 提案理由といたしましては、まちづくりにおいて経済活性化の仕組みづくり、効

率化の仕組みづくり、公平公正の仕組みづくりの三つの仕組みづくりに取り組むた

め政策調整機能の強化を図る必要があり、条例の一部を改正するものでございます。 

 あけていただきまして、１０ページから１２ページが改正する条例案でございま

す。 

 それでは、別冊の新旧対照表の１ページから２ページをお願いいたします。改正

部分としましては、下線部分でございますが、主な改正内容は総務企画部を政策企

画部と総務部とするものでございます。その他の詳細につきましては記載のとおり

でございます。 

 なお、附則のとおり、この条例は平成２６年４月１日から施行することとしてお
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ります。 

 以上、議案第４号の説明とさせていただきます。 

 次に、１３ページをお願いいたします。議案第５号、特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでござい

ます。 

 提案理由といたしましては、青年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法

等の一部を改正する法律の施行により、条例別表の公職選挙法関係の部を改正する

必要があり、また、再生可能エネルギー活用推進委員会委員、子ども・子育て会議

委員、介護相談員及び地域おこし協力隊員を新たに設置することから、同条例別表

に追加するものでございます。 

 あけていただきまして、１４ページが条例の一部を改正する条例案でございます。 

 別冊の新旧対照表の５ページから６ページをお願いいたします。改正部分としま

しては、下線部分でございますが、現行の選挙長から期日前投票所の投票立会人ま

での職名、区分、金額欄に、指定病院等における不在者投票の外部立会人、再生可

能エネルギー活用推進委員会委員、子ども・子育て会議委員、介護相談員、地域お

こし協力隊員を追加するものでございます。区分、金額、備考欄につきましては記

載のとおりでございます。 

 なお、この条例は附則のとおり、公布の日から施行することとしております。 

 以上、第５号の説明とさせていただきます。 

 次に、１５ページをお願いいたします。議案第６号、菊池市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 提案理由といたしましては、自宅に係る住居手当等の廃止及び勤務時間１時間当

たりの給与額の見直し等を行うため、条例の一部を改正するものでございます。 

 あけていただきまして、１６ページが一部を改正する条例案でございます。 

 それでは、別冊の新旧対照表の７ページから９ページをお願いいたします。改正

部分としましては、下線部分でございますが、主な改正点といたしましては、国に

おいては平成２１年の人事院勧告において、県においては平成２４年の人事院勧告

において、自宅に係る住居手当の廃止が勧告され、それぞれ施行されております。

今回、本市においても他市等の状況を踏まえ関係条例の改正を行い、自宅に係る住

居手当の廃止を行うものでございます。 

 なお、附則のとおり、この条例は平成２６年４月１日から施行することとしてお

ります。 

 以上、議案第６号の説明とさせていただきます。 

 次に、１７ページをお願いいたします。議案第７号、菊池市廃棄物の処理及び清
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掃並びに浄化槽に関する条例及び菊池市一般廃棄物固形燃料化処理施設条例の一部

を改正する条例の制定についてでございます。 

 提案理由といたしましては、消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い、一般廃

棄物処理手数料等の見直しを行うため関係条例の整備を行うものでございます。 

 あけていただきまして、１８ページが一部を改正する条例案でございます。 

 別冊の新旧対照表の１０ページから１１ページをお願いいたします。改正部分と

しては、下線部分でございますが、金額の改正が主なものでございます。なお、附

則のとおり、この条例は平成２６年４月１日から施行することとしております。 

 以上、議案第７号の説明とさせていただきます。 

 次に、１９ページをお願いいたします。議案第８号、菊池市ひとり親家庭等医療

費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 提案理由といたしましては、配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法

律の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

 あけていただきまして、２０ページが一部を改正する条例案でございます。 

 新旧対照表の１２ページをお願いいたします。改正部分としましては、下線部分

でございますが、第２条第１項第１号中、「父母」の次に「（養父母を含む。以下同

じ。）」を加え、同項第５号中「保護」を「保護等」に改め、同条第３項第１号中

「（養父母を含む。以下同じ。）」を削るものでございます。 

 なお、附則のとおり、この条例は公布の日から施行し、改正後の菊池市ひとり親

家庭等医療費の助成に関する条例の規定は平成２６年１月１日から適用することと

しております。 

 以上、議案第８号の説明とさせていただきます。 

 次に、２１ページをお願いいたします。議案第９号、菊池市リバーサイドパーク

条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 提案理由といたしましては、消費税及び地方消費税の税率の改定及び光熱水費の

高騰に伴う使用料の見直しを行うため、条例の一部を改正するものでございます。 

 あけていただきまして、２２ページから２４ページが一部を改正する条例案でご

ざいます。 

 別冊の新旧対照表の１３ページから１５ページをお願いいたします。改正部分と

しましては、下線部分でございますが、使用料の金額の改正が主なものでございま

す。なお、附則としまして、この条例は平成２６年７月１日から施行することとし

ております。 

 以上、議案第９号の説明とさせていただきます。 

 次に、２５ページをお願いいたします。議案第１０号、菊池市企業立地の促進等



 －60－

による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第１０条第１項の規定

に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 提案理由といたしましては、菊池テクノパークの完成に伴い、条例の一部を改正

するものでございます。 

 あけていただきまして、２６ページが一部を改正する条例案でございます。 

 新旧対照表の１６ページをお願いいたします。改正点といたしましては、下線部

分でございますが、第３条の表、甲種区域の分布、区域の範囲の欄中、「新明地

区」の次に「菊池テクノパーク」を加えるものでございます。 

 なお、附則のとおり、この条例は平成２６年４月１日から施行することとしてお

ります。 

 以上、議案第１０号の説明とさせていただきます。 

 次に、２７ページをお願いいたします。議案第１１号、菊池市都市公園条例の一

部を改正する条例の制定についてでございます。 

 提案理由といたしましては、都市公園の新設及び名称変更を行うため、条例の一

部を改正するものでございます。 

 あけていただきまして、２８ページが一部を改正する条例案でございます。 

 それでは、別冊の新旧対照表の１７ページをお願いいたします。改正部分としま

しては、下線部分でございますが、菊之池公園から中西寺公園までが名称の変更で、

新たに「さくら山公園」の名称と「菊池市泗水町永」の位置を加えるものでござい

ます。 

 なお、附則のとおり、この条例は平成２６年４月１日から施行することとしてお

ります。 

 以上、議案第１１号の説明とさせていただきます。 

 次に、２９ページをお願いいたします。議案第１２号、菊池市営住宅条例の一部

を改正する条例の制定についてでございます。 

 提案理由といたしましては、菊池市営朝日西団地の下水道切りかえに伴い、共益

費を改定するため条例の一部を改正するものでございます。 

 あけていただきまして、３０ページが一部を改正する条例案でございます。 

 別冊の新旧対照表１８ページをお願いいたします。改正点としまして、下線部分

でございますが、別表第２中、名称欄の「朝日西団地合併浄化槽及び給水施設等」

を「朝日西団地給水施設等」に改め、使用料欄の「２,０００円」を「１,０００

円」に改めるものでございます。 

 なお、附則のとおり、この条例は平成２６年４月１日から施行することとしてお

ります。 
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 以上、議案第１２号の説明とさせていただきます。 

 次に、３１ページをお願いいたします。議案第１３号、菊池市就学指導委員会条

例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 提案理由といたしましては、学校教育法施行令の一部改正に伴い、教育的ニーズ

に応じた支援体制、教育内容について専門的な立場から協議を行い、保護者及び教

育関係者に助言及び支援を行うため、条例の一部を改正するものでございます。 

 あけていただきまして、３２ページが一部を改正する条例案でございます。 

 別冊新旧対照表の１９ページをお願いいたします。改正点としましては、下線部

分でございますが、第１条では障がいのある児童及び生徒に対し、適正な就学指導

並びに教育的ニーズに応じた支援体制、教育内容等について専門的な立場から協議

を行い、保護者及び教育関係者に助言及び支援を行うため、菊池市教育支援委員会

を置くと定め、第２条中では「諮問」を「要請」に、「障害児」を「障がい児」に

改め、「就学指導及び」の次に「教育支援並びに」を加える。第３条では、委員に

ついては記載のとおり、委員会は１２人以内の委員をもって組織し、教育委員会が

委嘱することとしております。 

 なお、附則としまして、この条例は平成２６年４月１日から施行することとして

おります。 

 以上、議案第１３号の説明とさせていただきます。 

 次に、３３ページをお願いいたします。議案第１４号、菊池市学校給食共同調理

場条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 提案理由といたしましては、菊池地区学校給食共同調理場新設に伴い、条例の一

部を改正するものでございます。 

 あけていただきまして、３４ページが一部を改正する条例案でございます。 

 別冊の新旧対照表の２０ページをお願いいたします。改正点といたしましては、

下線部分でございますが、別表第２条関係の名称と位置の欄に「菊池地区学校給食

共同調理場」と「菊池市隈府７９１番地」を追加するものでございます。 

 なお、附則のとおり、この条例は平成２６年４月１日から施行することとしてお

ります。 

 以上、議案第１４号の説明とさせていただきます。 

 次に、３５ページをお願いいたします。議案第１５号、菊池市社会教育委員設置

条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 提案理由といたしましては、社会教育法の一部が改正されたことに伴い、社会教

育委員の委嘱の基準を定めるため、条例の一部を改正するものでございます。 

 あけていただきまして、３６ページが一部を改正する条例案でございます。 
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 別冊の新旧対照表の２１ページをお願いいたします。改正点といたしましては、

下線部分でございますが、第２条見出しを「委員の定数及び任期等」に改め、同条

に次の１項の「２委員は学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する

活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、菊池市教育委員会（以下「教育委

員会」という。）が委嘱する。」を加え、第４条中「菊池市教育委員会」を「教育委

員会」に改めるものでございます。 

 なお、附則のとおり、この条例は平成２６年４月１日から施行することとしてお

ります。 

 以上、議案第１５号の説明とさせていただきます。 

 次に、３７ページをお願いいたします。議案第１６号、菊池市公民館条例の一部

を改正する条例の制定についてでございます。 

 提案理由といたしましては、菊池市泗水公民館の新築移転に伴い、条例の一部を

改正するものでございます。 

 あけていただきまして、３８ページが一部を改正する条例案でございます。 

 別冊の新旧対照表の２２ページをお願いいたします。改正点としましては、下線

部分でございますが、別表第１の名称菊池市泗水公民館の位置を「菊池市泗水町豊

水３５６５番地」と改めるものでございます。 

 なお、附則のとおり、この条例は平成２６年７月１日から施行することとしてお

ります。 

 以上、議案第１６号の説明とさせていただきます。 

 次に、３９ページをお願いいたします。議案第１７号、菊池市長等の給料の特例

に関する条例を廃止する条例の制定についてでございます。 

 提案理由といたしましては、職員の懲戒処分に伴い制定した条例を廃止するもの

でございます。 

 あけていただきまして、４０ページが廃止する条例案でございます。 

 なお、附則のとおり、この条例は公布の日から施行することとしております。 

 以上、議案第１７号の説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案のその２をお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。議案第１８号、平成２５年度菊池市一般会計補正

予算（第５号）についてご説明申し上げます。 

 次のページをお開きください。今回の補正は予算総額から６億４,１２３万円を

減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２４７億１,１７７万９,０００円とするも

のでございます。 

 今回の補正は、工事の入札残や事業費の確定及び執行見込みに伴い減額する一方、



 －63－

国の経済対策関連経費として社会資本整備総合交付金事業としての橋梁補修３カ所、

農業競争力強化基盤整備事業として花房中部２期地区圃場整備、学校施設防災機能

強化事業として体育館の天井改修として、総額８,４４０万円の増額が含まれてお

ります。 

 歳入につきましては、市税、国庫及び県支出金、繰入金、市債などの補正をお願

いしておりますが、その多くが事業費の確定及び執行見込みに伴う予算額の調整で

ございます。 

 そのほかに、国の１次補正、経済対策に伴う地方交付税、国庫補助金や市債につ

きまして追加の補正をお願いし、今回の補正による財源調整のため財政調整基金繰

入金を３億４,２５４万５,０００円減額するものでございます。 

 次に、３０ページから７７ページまでが歳出の事項別明細でございます。今回の

歳出の補正につきましても、その多くが事業費の確定及び執行見込みに伴う減額補

正でございます。そのほかに、先に述べました国の１次補正、経済対策に伴う関連

事業につきまして追加の補正をお願いしております。 

 ７ページをお開きください。第２表、継続費補正でございます。庁舎等整備設計

業務委託事業につきまして、庁舎等の整備内容の見直しに時間を要するため、継続

費の期間を１年延長し、年割額を変更するものでございます。 

 次に８ページをお願いいたします。第３表、繰越明許費補正でございます。国の

１次補正に伴う追加事業及び工法選定、関係機関等との協議に不測の日数を要する

ほか、社会情勢としての資材調達や労務者不足により、今年度内に事業完了が見込

めないため、社会福祉整備事業ほか１７事業につきまして、地方自治法第２１３条

の第１項の規定に基づき、繰越明許費の追加を行うものでございます。 

 次に９ページをお願いいたします。第４表、債務負担行為補正でございます。菊

池市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託につきまして、事業費が確定したた

め、限度額を１０７万１,０００円に減額するものでございます。 

 次に、第５表、地方債補正でございます。今回の補正に伴う地方債の変更でござ

いまして、限度額を２億６９０万円減額し、発行限度額を２８億８６０万円とする

ものでございます。 

 以上、議案第１８号、平成２５年度菊池市一般会計補正予算（第５号）の説明と

させていただきます。 

 次に、８３ページをお願いいたします。これから説明いたします特別会計及び水

道事業会計の補正予算関係の１０議案につきましては、補正の内容のほとんどが各

事業の確定あるいは執行見込みに伴います減額及び増額の補正でございますので、

歳入歳出の事項別明細書による説明は省略をさせていただきます。 
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 それでは、議案第１９号、平成２５年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予

算（第２号）から説明をいたします。８４ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、予算総額に１,６４６万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ７１億８,２２０万８,０００円とするものでございます。 

 次に、９７ページをお開きください。議案第２０号、平成２５年度菊池市後期高

齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

 あけていただきまして、今回の補正は、予算総額から７７８万９,０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５億１,９７０万７,０００円とするものでご

ざいます。 

 次に、１１１ページをお願いいたします。議案第２１号、平成２５年度菊池市介

護保険事業特別会計補正予算（第４号）でございます。 

 あけていただきまして、今回の補正は、予算総額から４８２万８,０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５１億２,７５３万９,０００円とするもので

ございます。 

 １１４ページをお願いいたします。第２表、地方債補正でございますが、精算に

伴い前年度繰越金が増額となったため、財政安定化基金貸付金の借り入れを取りや

めたことによるものでございます。 

 次に、１２９ページをお願いいたします。議案第２２号、平成２５年度菊池市簡

易水道事業等特別会計補正予算（第４号）でございます。 

 あけていただきまして、今回の補正は、予算総額から１,７３２万８,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億４,２５２万９,０００円とするもので

ございます。 

 １３２ページをお開きください。第２表、地方債補正でございますが、今回の補

正により、限度額を６２０万円減額し、総額を１億１,０５０万円に変更するもの

でございます。 

 次に、１４３ページをお開きください。議案第２３号、平成２５年度菊池市公共

下水道事業特別会計補正予算（第４号）でございます。 

 あけていただきまして、今回の補正は、予算総額から１,７９５万９,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５億３,４４８万６,０００円とするもので

ございます。 

 次に、１４６ページをお願いいたします。第２表、地方債補正でございますが、

今回の補正により、限度額を１,２８０万円減額し、総額を２,８８０万円に変更す

るものでございます。 

 次に、１５７ページをお願いいたします。議案第２４号、平成２５年度菊池市特



 －65－

定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）でございます。 

 あけていただきまして、今回の補正は、予算総額から２,１６０万９,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５億４,５８６万６,０００円とするもので

ございます。 

 １６０ページをお願いいたします。第２表、繰越明許費でございますが、桜山地

区支線整備事業が地元との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が見込めな

いため、繰り越すものでございます。 

 次に、第３表、地方債補正でございますが、今回の補正により、限度額を５４０

万円減額し、総額を１億４,２５０万円に変更するものでございます。 

 次に、１６９ページをお願いいたします。議案第２５号、平成２５年度菊池市地

域生活排水処理事業特別会計補正予算（第４号）でございます。 

 あけていただきまして、今回の補正は、予算総額から１,０２３万５,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億１,５１７万円とするものでございま

す。 

 次に、１７２ページをお願いいたします。第２表、地方債補正でございますが、

今回の補正により、限度額を２,１５０万円減額し、総額を２,８７０万円に変更す

るものでございます。 

 次に、１８３ページをお願いいたします。議案第２６号、平成２５年度菊池市農

業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）でございます。 

 あけていただきまして、今回の補正は、予算総額から１,３５５万６,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億６,６１８万４,０００円とするもので

ございます。 

 次に、１９５ページをお願いいたします。議案第２７号、平成２５年度菊池市特

別養護老人ホーム特別会計補正予算（第４号）でございます。 

 あけていただきまして、今回の補正は、予算総額から１,６７７万２,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億６,３９５万７,０００円とするもので

ございます。 

 次に、２０９ページをお願いいたします。議案第２８号、平成２５年度菊池市水

道事業会計補正予算（第２号）でございます。 

 あけていただきまして、今回の補正は、第２条におきまして、業務の予定量の水

道設備費３,０６０万２,０００円を１,０１０万円減額し、２,０５０万２,０００

円に、水道整備費の１億６,５００万円を３,４００万円減額し、１億３,１００万

円とするものでございます。 

 次に、第３条の収益的収支におきまして、水道事業収益４億６,４０９万９,００
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０円を２８３万円増額し、総額４億６,６９２万９,０００円とし、水道事業費用４

億１,６２６万１,０００円を６１６万９,０００円増額し、総額を４億２,２４３万

円とするものでございます。 

 次に、第４条の資本的収支におきまして、資本的収入６,１０２万１,０００円を

２６２万５,０００円増額し、総額を６,３６４万６,０００円に、また、資本的支

出３億２４万４,０００円を４,４１０万円減額し、総額を２億５,６１４万４,００

０円とするものでございます。 

 以上、議案第１９号から２８号までの説明とさせていただきます。 

 続きまして、予算に関する説明資料により、議案第２９号から３９号までを説明

させていただきます。 

 それでは、予算に関する説明資料の１ページをお願いいたします。平成２６年度

の菊池市の財政規模でございます。一般会計、特別会計、水道事業会計の合計で４

１１億８,６５２万５,０００円となっており、平成２５年度と比較しますと７億６,

９５４万５,０００円、１.９％の増となっております。 

 一般会計につきましては、予算総額２４６億３,４００万円で、平成２５年度の

肉づけ後の予算と比較しまして１億５,５８７万５,０００円、０.６％の増となっ

ております。主な要因は消費税率の引き上げに伴う増額及び低所得者への臨時的な

措置としての臨時福祉給付金や子育て世帯への子育て世帯臨時特例給付金、安心こ

ども基金事業としての私立保育所改修などに加え、安心・安全癒しの里の実現に向

けたインターネットショップ開設等のプロジェクトを重点的に進めるものでござい

ます。 

 次の特別会計につきましては、主な増減理由について説明をさせていただきます。 

 まず、国民健康保険事業会計でございますが、予算総額７２億１,８９０万６,０

００円で、対前年度比２億１,３５５万８,０００円、３％の増となっております。

主な要因は、一般被保険者療養給付費及び一般被保険者高額療養費の伸びによるも

のでございます。 

 次に、後期高齢者医療事業会計につきましては、予算総額５億３,５７４万６,０

００円で、対前年度比８２５万円、１.６％の増となっております。主な要因は、

保険料の賦課限度額の引き上げ及び保険料の軽減拡充によるものでございます。 

 次に、介護保険事業会計につきましては、予算総額５２億７,６０７万７,０００

円で、対前年度比２億３,３５４万６,０００円、４.６％の増となっており、主な

要因は、高齢者人口の伸びに伴う介護サービス給付費の増によるものでございます。 

 次に、簡易水道事業等会計につきましては、予算総額２億１,９７７万８,０００

円で、対前年度比１億３,５２７万６,０００円、３８.１％の減となっております。
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主な要因は、平成２５年度で旭志北部地区簡易水道建設事業が完了したことによる

ものでございます。 

 次に、公共下水道事業会計につきましては、予算総額６億７,８９３万８,０００

円で、対前年度比１億３,１４１万９,０００円、２４％の増となっております。主

な要因は、未普及対策における汚水枝線管渠築造工事費の増及び菊池市浄水センタ

ー改築更新事業実施に伴う建設工事委託料の増によるものでございます。 

 次に、特定環境保全公共下水道事業会計につきましては、予算総額５億５,８２

４万４,０００円で、対前年度比７０１万５,０００円、１.２％の減となっており

ます。主な要因は、泗水町桜山地区汚水管渠築造工事費及び舗装工事費の減による

ものでございます。 

 次に、地域生活排水処理事業会計につきましては、予算総額１億３,１６８万２,

０００円で、対前年度比６４９万２,０００円、５.２％の増となっております。主

な要因は、合併処理浄化槽市町村整備事業の推進による設置基数の増に伴い、維持

管理費が増となったことによるものでございます。 

 次に、農業集落排水事業会計につきましては、予算総額３億８,８５４万６,００

０円で、対前年度比１,２８３万３,０００円、３.４％の増となっております。主

な要因は、消費税率の改定及び処理場管理委託に係る労務単価の見直し等に伴い、

維持管理費が増となったことによるものでございます。 

 後に、特別養護老人ホーム会計につきましては、予算総額６億８,３７１万４,

０００円で、対前年度比５４７万４,０００円、０.８％の増と、ほぼ前年度並みと

なっております。 

 以上、特別会計全体では１５６億９,１６３万１,０００円で、対前年度比４億６,

９２８万１,０００円、３.１％の増となっております。 

 水道事業会計につきましては、予算総額８億６,０８９万４,０００円で、対前年

度比１億４,４３８万９,０００円、２０.２％の増となっております。主な要因は、

泗水桜山配水池の更新によるものでございます。 

 次に、２ページをお開きください。平成２６年度目的別歳入予算の状況でござい

ます。表中の主なものを説明させていただきます。 

 １番上の市税につきましては、４９億４,５９４万６,０００円で、対前年度比８,

７２３万６,０００円、１.８％の増となっておりますが、法人市民税を３,３６０

万円、市たばこ税を４,７８２万６,０００円の増と見込んでいることによるもので

ございます。 

 次に、地方譲与税から地方交付税につきましては、国の地方財政計画と本市の実

績等を十分に精査した上で見込額を計上いたしております。消費税率の改定に伴う
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地方消費税率の引き上げによる増額を見込み、地方交付税につきましては公債費算

入の増額を踏まえ、前年度と同額の７９億円と見込んでおります。 

 次に、国庫支出金は３１億５,３７９万３,０００円で、対前年度比２億３,２２

１万５,０００円、７.９％の増となっておりますが、主な要因としましては、臨時

福祉給付事業及び社会資本整備事業に対します国庫補助金の増などによるものでご

ざいます。 

 次に、県支出金は２２億９,６７０万５,０００円で、対前年度比３億２３８万９,

０００円、１５.２％の増となっておりますが、主な要因は、介護基盤緊急整備特

別対策事業及び安心こども基金事業特別対策事業に対します県補助金の増額などに

よるものでございます。 

 次に、繰入金は１３億５,７２２万２,０００円で、ほぼ前年度並みとなっており

ます。 

 後に、市債は２５億７,４４０万円で、対前年度比７億８,１１０万円、２３.

３％の減となっておりますが、主な要因は、防災行政無線デジタル整備事業費及び

臨時財政対策債発行額の減によるものでございます。 

 次に、３ページをお願いいたします。平成２６年度目的別歳出予算の状況でござ

います。表中の主なものを説明させていただきます。 

 まず、議会費でございますが、２億１,７４７万５,０００円で、２,３９２万４,

０００円、９.９％の減となっておりますが、主な要因は、議員定数の削減に伴う

議員経費の減によるものでございます。 

 次に、総務費は２５億７,５６９万３,０００円で、２億３９７万５,０００円、

８.６％の増となっておりますが、主な要因は、臨時福祉給付事業、市議会議員選

挙費の増などによるものでございます。 

 次に、民生費は９４億１,４９２万６,０００円で、５億４,１２２万７,０００円、

６.１％の増となっておりますが、主な要因は、安心こども基金特別対策事業、介

護基盤緊急整備特別対策事業、子育て世帯臨時特例給付金事業の増などによるもの

でございます。 

 次に、衛生費でございますが、１８億５,１６７万２,０００円で、１,１８０万

６,０００円、０.６％の減となっておりますが、主な要因は、環境整備基金積み立

て、予防接種事業の減などによるものでございます。 

 次に、農林水産業費は１５億７,７２１万１,０００円で、５,３０３万１,０００

円、３.５％の増となっておりますが、主な要因は、市有林造成事業、花房中部２

期畑地帯総合整備事業の増などによるものでございます。 

 次に、商工費は３億２,４３８万３,０００円で、４,７６３万６,０００円、１２.
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８％の減となっておりますが、主な要因は、観光施設整備事業、コンベンション等

誘致事業の減などによるものでございます。 

 次に、土木費は２５億２,６７６万１,０００円で、９３１万３,０００円、０.

４％の増と、ほぼ前年度並みとなっております。 

 次に、消防費は、１１億６,５７３万４,０００円で、５億９,９７２万７,０００

円、３４％の減となっておりますが、主な要因は、防災行政無線デジタル整備事業

費の減によるものでございます。 

 次に、教育費は２１億８,８１２万６,０００円で、３,２３１万１,０００円、１.

５％の減となっておりますが、主な要因は、市民会館改修事業費の減などによるも

のでございます。 

 次に、災害復旧費は１,０１０万円で、２５８万５,０００円、２０.４％の減と

なっております。 

 後に、公債費は２７億７,１９１万９,０００円で、６,６３１万８,０００円、

２.５％の増となっておりますが、主な要因は、平成２２年度からの経済対策に伴

う地方債借り入れの償還が始まったことによるものでございます。 

 なお、４ページから１９ページにかけましては、性質別歳入予算分析表、目的別

性質別歳出予算分析表、性質別歳出予算分析グラフ、主な普通建設事業の状況、一

般会計の主要事業一覧表、特別会計の主要事業一覧表を記載しておりますので、後

ほどご覧いただきたいと思います。 

 以上が、一般会計、特別会計、水道事業会計の平成２６年度当初予算の概要でご

ざいまして、議案第２９号から議案第３９号までの説明とさせていただきます。 

 それでは、議案書その１に戻っていただきまして、４１ページをお願いいたしま

す。議案第４０号、市の境界変更についてでございます。 

 提案理由といたしましては、土地改良法第２条第２項第２号の規定により、区画

整理が熊本市及び菊池市にまたがって施行された結果、市の境界を変更する必要が

生じたので、地方自治法第７条第１項の規定による申請をするため、同条第６項の

規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。 

 あけていただきまして、４２ページが境界変更の調書で、４３ページから４４ペ

ージが位置図となっております。内容の詳細につきましては記載のとおりでござい

ます。 

 以上、議案第４０号の説明とさせていただきます。 

 次に、４５ページをお願いいたします。議案第４１号、市の境界変更に伴う財産

処分に関する協議についてでございます。 

 提案理由といたしましては、市の境界変更に伴う財産処分に関する協議について、
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地方自治法第７条第６項の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。 

 あけていただきまして、４６ページが財産処分に関する協議書、４７ページから

４８ページが位置図となっております。内容の詳細につきましては記載のとおりで

ございます。 

 以上、議案第４１号の説明とさせていただきます。 

 次に、４９ページをお願いいたします。議案第４２号、市道路線の廃止について

でございます。 

 提案理由といたしましては、地域交流センター建設事業による路線変更に伴い当

該路線を廃止するため、道路法第１０条第３項の規定により議会の議決をお願いす

るものでございます。 

 あけていただきまして、５０ページから５１ページまでが市道廃止路線の道下頭

図線の詳細と位置図でございます。 

 以上、議案第４２号の説明とさせていただきます。 

 次に、５３ページをお願いいたします。議案第４３号、市道路線の認定について

でございます。 

 提案理由といたしましては、七城管内における市道基準を満たす一般生活用道路

の認定及び地域交流センター建設事業に伴う路線変更により新たに市道認定するた

め、道路法第８条第２項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 

 あけていただきまして、５４ページから５８ページまでが今回市道路線として認

定をお願いする５路線、排水機場本村線、下橋田南部浄化センター線、富の原北５

号線、道下頭図１号線、道下頭図２号線の一覧と位置図でございます。 

 以上、議案第４３号の説明とさせていただきます。 

 次に、５９ページをお願いいたします。議案第４４号、新市建設計画の変更につ

いてでございます。 

 提案理由といたしましては、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例

に関する法律の施行により、地方債を起こすことができる期間の特例が定められた

ことに伴い、計画の一部を変更するものでございます。 

 あけていただきまして、６０ページから６５ページが新市建設計画の一部変更の

内容でございます。 

 別冊の新旧対照表の２３ページをお開きください。２３ページから３４ページま

でが改正部分の主なものでございます。下線部分でございますが、まず２３ページ

の表紙に「平成２６年度３月変更菊池市」を下段に追加し、２４ページからの序章、

新市建設計画策定の方針、（３）の計画の期間から、第２章、主要指標の見通し、

１、将来の人口、２、世帯数の推移、３、就業人口の推移、２８ページからの第７
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章、財政計画、１前提条件等、（１）歳入、（２）歳出、（３）国・県の支援、３３

ページから３４ページの第７章、財政計画、２の財政計画までを一部変更いたして

おります。詳細につきましては記載のとおりでございます。 

 以上、議案第１号から議案第４４号までの説明とさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 以上で説明を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第４ 議案第４５号 上程・説明・質疑・討論・採決 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第４、議案第４５号を議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） それでは、ただいま上程されました議案第４５号について、ご

説明申し上げます。 

 議案書その１の６７ページをお願いいたします。議案第４５号、熊本県市町村総

合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更についてにつき

ましては、一部事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させ規約を変更するた

め、地方自治法の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 

 内容の詳細につきましては、この後、総務企画部長が説明をいたしますので、議

員各位におかれましては、議案につきまして慎重ご審議の上、ご賛同を賜りますよ

うお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） それでは、議案書その１、６７ページ、議案第４５号、

熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更

についてでございます。 

 提案理由といたしましては、一部事務組合を組織する地方公共団体の数を減少さ

せ規約を変更しようとするときは、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決

をお願いするものでございます。 

 別冊の新旧対照表の３５ページから３７ページをお願いいたします。変更内容は

別表第１、別表第２、第３条第１項１号に関する事務の項及び同表第３条第９号に

関する事務の項中、高遊原南消防組合を削るものでございます。 

 附則といたしまして、この規約は平成２６年４月１日から施行することとしてお

ります。 

 なお、この議案は熊本県市町村総合事務組合を組織する関係市町村等と同文議決
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を行うものでございます。 

 以上、議案第４５号の説明とさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 以上で説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 議案第４５号は、会議規則第３７条第３項の規定によって、委員会付託を省略し

たいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに

決定しました。 

 委員会の付託を省略し、引き続き審議します。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。 

 お諮りします。議案第４５号については、原案のとおり可決することにご異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、議案第４５号については、原案

のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第５ 報告第１号から報告第３号まで一括上程・報告・質疑 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第５、報告第１号から報告第３号までを一括議題と

します。 

 提出者の報告を求めます。 

 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） それでは、議案その１の６９ページをお願いいたしま

す。報告第１号、専決処分の報告についてでございます。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会において指定されている事項

について専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定により報告するものでご

ざいます。 
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 次の７０ページをお願いいたします。専決第１４号の専決処分書でございますが、

請求事件に係る訴訟上の和解について専決処分を行ったものでございます。専決日

は平成２５年１２月２７日でございます。１、和解の相手方は記載のとおりでござ

います。和解の条項も記載のとおりでございます。 

 以上、報告第１号の説明とさせていただきます。 

 次に、７１ページをお願いいたします。報告第２号、専決処分の報告についてで

ございます。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会において指定されている事項

について専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定により報告するものでご

ざいます。 

 次の７２ページをお開きください。専決第１号の専決処分書でございますが、車

両事故による損害賠償に係る額の決定について専決処分を行ったものでございます。

専決日は平成２６年２月７日でございます。事故の発生日は平成２６年１月８日で

ございます。相手方は記載のとおりでございます。事故の概要につきましては、本

庁第３庁舎駐車場において、庁用車で公務外出の際、後方発進したところ確認不足

により相手方の駐車車両と接触し、相手方車両のスペアタイヤカバーを破損し、損

害を与えたものでございます。損害賠償の額は５万１,４５０円でございます。決

定事項につきましては記載のとおりでございます。 

 以上、報告第２号の説明とさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、中村鉄男君。 

［登壇］ 

○教育部長（中村鉄男君） 報告第３号につきまして、教育委員会のほうから説明をさ

せていただきます。 

 議案その１の７３ページをお願いいたします。報告第３号、平成２５年度菊池市

教育委員会の事務に関する点検評価報告につきまして、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第２７条第１項の規定により報告いたします。 

 教育委員会の事務に関する点検評価につきましては、平成２４年度事業を対象に

昨年１１月と１２月に評価委員会を開催いたしました。２回の会議を通じ、評価委

員会としての取りまとめができましたので、去る１月２３日開催の教育委員会議に

諮り、承認をいただきましたので、今回その内容等につきまして報告させていただ

くものでございます。 

 ７７ページをお願いいたします。点検評価の趣旨、目的につきましては、法律の

一部改正が行われ、平成２０年４月から教育委員会は毎年その権限に属する事務の

管理及び執行の状況について点検評価を行い、その結果を議会に報告するとともに
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公表することにより、より効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説

明責任を果たそうというものでございます。 

 点検評価に当たりましては、客観性を確保するために法律の規定に基づき、本市

の教育行政に関し、学識経験を有する５名の方にお願いをいたしました。委員名簿

につきましては７７ページに記載のとおりでございます。 

 なお、今年度の点検評価の対象は、７８ページに掲載の平成２４年度に教育委員

会が実施しました主要な１４の事業でございます。 

 点検評価の方法としましては、担当課で作成いたしました評価シートをもとに、

７９ページに掲載しております評価基準により、必要性、有効性、目的達成度、効

率性の四つの観点から評点づけをお願いしたところでございます。評点は５段階と

し、改善を要するものを１点、検討を要するものを２点、妥当と思われるものを３

点、良好と思われるものを４点、的確と思われるものを５点とし、その合計点数に

よりＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４区分による総合評価をしていただきました。 

 総合評価基準としましては、Ａ区分は合計点数１６点以上のもので計画どおりに

事業を進めることが適当なもの、Ｂ区分は合計点数が１１点から１５点までのもの

で事業の進め方の改善を要するもの、Ｃ区分は合計点数が６点から１０点のもので

事業規模、内容または実施主体の見直しが必要なもの、Ｄ区分は合計点数が５点以

下のもので事業の抜本的見直し、休止、廃止の検討を要するものと位置づけており

ます。 

 そういう基準のもとに１４の事業を評価していただいた結果、８０ページから８

２ページに掲載しておりますように、総合評価では１４事業全てにつきましてＡ評

価という結果となっております。 

 事業ごとに評価委員会として集約されたコメントを備考欄に記載しておりますが、

その中で幾つか、ご紹介させていただきます。 

 まず、事業番号１番の小学校耐震推進事業につきましては、子どもたちの安全で

安心な学校環境の整備に努め、耐震工事が完了したことは大いに評価できる。今後

は非構造部の耐震性を高めるとともに、老朽化した校舎等の改修に積極的に取り組

んでいただきたいとのご意見をいただいたところです。 

 次に、事業番号３番の奨学資金貸付事業につきましては、経済的な理由での就学

困難者を支援することは大変必要性の高い事業である。他市町村に比べ多額の奨学

資金が貸与されていることは大変好ましいことである。今後も所得基準緩和等を考

慮しながら有効に活用していただきたいというご意見です。 

 続きまして、事業番号５番、外国語指導事業につきましては、ＡＬＴの派遣によ

り生きた英語教育がなされており、国際化が進む社会の中で価値観を形成していく
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要素として重要である。ＡＬＴの人員確保や英語の森・きくち事業のさらなる充実

を期待するというご意見、また、議会の決算特別委員会でご指摘を受けました英語

の森・きくち事業の費用対効果に関しましては、教育の価値観を形成する上で一概

に費用対効果を論じるべきではないが、今後参加者の増員に努め、できる限り考慮

すべきとの意見もいただいたところです。 

 次に、事業番号７番、文化財管理事業につきましては、有形、無形の文化財や史

跡の保存保護は市民に課せられた責務である。大仏像などの盗難防止等、管理体制

も徹底すべきである。市民全体の関心が低いので啓発に努めていく必要があるとい

うご意見です。 

 また、事業番号１０番の生涯学習推進事業につきましては、各事業の参加者が前

年度より増加したことは、その成果が評価できる。子どもたちが対象の事業は継続

して参加したいと思うような講座やイベントを企画し、参加者増のためＰＲに努め

ていただきたいというご意見をいただきました。 

 後に、事業番号１２番の各種イベント事業につきましては、各種スポーツイベ

ント等を開催し、市民の健康増進と相互の親睦、融和が図られたことは評価できる。

市外からの参加者も募る熊日桜マラソン等のイベントと市民参加型のイベントをバ

ランスよく開催していただくようお願いしたいというご意見でございます。 

 以上、ご意見をいただいた一部のものについて紹介させていただきましたが、今

回の点検評価に当たりまして、各委員の皆さんからのご指摘やご意見をいただきま

した事項につきましては、今後の計画や事業執行に当たり真摯に受けとめ、さらな

る事業効果につながるよう検討してまいりたいと考えております。 

 以上、平成２５年度菊池市教育委員会の事務に関する点検評価報告とさせていた

だきます。 

○議長（山瀬義也君） 以上で報告を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１番（荒木崇之君） お昼を過ぎましたけれども、質疑をさせていただきます。 

 報告第３号、平成２５年度菊池市教育委員会の事務に関する点検評価報告につい

て。７３ページでございます。８０ページをお開きください。その点検評価表の中

で５番、外国語指導事業、英語の森・きくち事業を含むとありますが、これが効率

性で４となっております。私が質問したいのは、この英語の森事業にかかる費用、

そして参加の人数をお聞きいたします。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、中村鉄男君。 
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［登壇］ 

○教育部長（中村鉄男君） お答えをいたします。要した費用は２８４万５,０００円

でございます。また、参加者につきましては、５１名となっております。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１番（荒木崇之君） 要した費用が約２８０万円。そして、５１名の参加ということ

は、割ってみますと１人当たり５万４,０００円なんですね。そして、５１名、菊

池市の全生徒、児童合わせますと大体４,０００名とお聞きします。そのうち英語

に関係するのを差し引いてどれぐらいになるかわかりませんが、４,０００分の５

１というと、０.０１２％なんですね、事業を活用した生徒が。これで果たして費

用対効果があったと思われるでしょうか。 

 これは質疑で、自己の意見を述べられませんので、私の意見は言えませんので、

次の質問にしますが、効率性というところは費用対効果としてのコスト改善につい

てということで書いてあるわけですね。費用対効果とはっきりしてあるならば、こ

れを１とするならば総合評価点は１５点以下となって、見直しの必要があるのでは

ないかと思われます。この非効率と思われるような事業、１人５万４,０００円で

すよ、駅前留学するなら５カ月分の授業料が出るんじゃないですか。 

 そこでお尋ねしますが、今後また続けていかれるのか。この事業を２６年、２７

年とずっと続けていかれるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、中村鉄男君。 

［登壇］ 

○教育部長（中村鉄男君） 再質疑にお答えをいたします。この英語の森事業につきま

しては、教育振興基金を利用しまして、平成２２年度から開始した事業でございま

す。５年間実施した後、検証をすることといたしておりまして、平成２６年度がち

ょうど５年目となりますので、２６年度事業が終わりましたら、今後の事業のあり

方について検証をさせていただきたいと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１番（荒木崇之君） たしか、この事業は福村前市長の肝いりで始まった事業かと思

います。十分検討して改善されることを望みます。 

 以上で質疑を終わります。 

○議長（山瀬義也君） ほかにありませんか。 
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 中繁君。 

［登壇］ 

○１２番（中 繁君） 報告第１号及び第２号について、お尋ねをいたします。 

 まず、第１号、和解条項の中に、被告は原告に対し、つまり菊池市に対し２０万

円の支払義務を認めて、それを２６年１月１０日限り菊池市に支払うということに

なっておるようです。そこで、これは家賃の滞納だろうと思うわけですが、そうで

あるならば毎月の家賃が幾らで何カ月分なのか。そして、これは１月１０日に確か

に支払われているのか。それと、訴訟費用は各人の負担とするということになって

おるようですが、菊池市は負担分は幾らか、以上をお尋ねしたい。 

 続けて、これは交通事故ですね。庁用車で公務外出の際、後方発進、つまりこれ

はバックしていて確認不足により相手の車両に行き当たったということでしょう。

よっぽどバックのお好きな方かどうか知りませんが、部長、今の車はバックしてい

て後ろに障害物があるときは、ピッピッピッピピピというように警報が鳴るんです。

そのとき、ぽっとブレーキを踏めば車はとまるから、衝突までいかなかったと思う

わけですが、そういった設備はこの車にはなかったのか、あったのか。その辺の状

況をもうちょっと具体的に、ご説明をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） それでは、ご質問にお答えいたします。 

 まず、報告案件の１でございますが、何カ月間の滞納かと金額でございますが、

滞納につきましては、平成１６年７月から２０年６月、７月も含めまして、トータ

ルで申し上げますと４７カ月分でございます。家賃が一月当たり４,９００円とい

うことでございます。それと、裁判の費用でございますが、顧問弁護士のほうに市

といたしましてはお願いしておりますので、その中で時間当たりの単価でやってい

るというところでございます。 

 それと、２番目の公用車の設備についてでございますけれども、公用車が建設部

の黄色のパトロール車でございます。そういうバックのセンサー等については、つ

いておりませんので、後方の確認不足という事故だったと思われます。 

 以上でございます。 

○１２番（中 繁君） ありがとうございました。 

○議長（山瀬義也君） ほかにありませんか。 

 森隆博君。 

［登壇］ 
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○２１番（森 隆博君） ３号の教育委員会の中の報告でありますけれども、学校関係

の耐震が全て完了したということで、特別いいような評価をされておりますけれど

も、隣接の町村で今問題に出てきたのが、子どもが多くなって増築という形に入ろ

うとしたときに、以前やった耐震が建築基準法の改正で満たしていない、以前１回

耐震を受けたところはもう補助金は出ないということで財政的に相当負担がかかっ

てきているというようなことも聞いております。そういった改正関係も含めた中で

の評価であったか、なかったかをお聞かせいただきたい。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、中村鉄男君。 

［登壇］ 

○教育部長（中村鉄男君） 小学校の耐震推進事業についてのお尋ねだったかと思いま

すが、その評価につきましては、現在の耐震基準等に基づいた小学校の耐震事業が

行われたということでの検証だと思いますので、改正の部分につきましては、今の

ところ考慮はされていると考えております。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２１番（森 隆博君） やっぱり今、菊池郡内の学校でそういった状況になっている

とお聞きしておりますので、できますなら、そこまでの調査も今後お願いしておき

ます。 

 以上で終わります。 

○議長（山瀬義也君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） これで、質疑を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第６ 請願第１号 孔子公園第一物産館（正面門の右側）の活用について 上程 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第６、請願第１号を議題とします。 

 請願第１号が、今定例会までに提出されました請願であります。その内容につい

ては、お手元に配付しているとおりです。 

 以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

 お知らせします。次の会議は３月４日午前１０時から開き、質疑、委員会付託及

び一般質問を行います。議案に対する質疑を行う方は、事務局備えつけの様式によ

り、その要旨を具体的に記載し、明日２月２７日の正午までに事務局に提出をお願

いします。 

 本日はこれにて散会します。 

 全員起立をお願いします。 
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（全員起立） 

 お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後零時１５分 
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特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についての訂正について 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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○議長（山瀬義也君） 全員起立をお願いします。傍聴席のほうも起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時０６分 開議 

○議長（山瀬義也君） これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 ここで発言の申し出があっておりますので、これを許します。 

 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） おはようございます。議長より、発言のお許しをいただき

ましたので、訂正のほうをさせていただきます。 

 去る２月２６日の本会議におきまして、報告第１号の専決処分の報告で、市営住

宅に関します訴訟上の和解につきまして一部訂正をさせていただきます。 

 中議員より質疑の中で、裁判費用につきましてお尋ねがございましたところで

ございます。私のほうで、総務課で一括した訴訟委託契約委託料の中で含まれてい

るとお答えをしたところでございますが、この訴訟につきましては別途費用がかか

っておりますので、その費用につきまして述べさせていただきます。 

 その費用につきましては、１９万１,７７０円でございます。 

 以上、訂正をさせていただきます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 議案第１号 菊池市再生可能エネルギー活用推進委員会設置条例の制定に

ついて、議案第３号 菊池市学校教育施設整備基金条例の制定について

及び議案第５号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例の制定についての訂正について 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第１、議案第１号、菊池市再生可能エネルギー活用

推進委員会設置条例の制定について、議案第３号、菊池市学校教育施設整備基金条

例の制定について及び議案第５号、特別職の職員の非常勤ものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の制定についての訂正についてを議題とします。 

 議案第１号、議案第３号及び議案第５号の訂正について説明を求めます。 

 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） おはようございます。議案第１号、菊池市再生可能エ
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ネルギー活用推進委員会設置条例の制定について、議案第３号、菊池市学校教育施

設整備基金条例の制定について及び議案第５号、特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についての訂正について

ご説明申し上げます。 

 この新規制定条例及び一部改正条例の３議案につきましては、いずれも平成２６

年度菊池市一般会計当初予算に計上しております事務事業に係るものでありまして、

予算との整合性上、施行期日を誤っておりましたので、その訂正をお願いするもの

でございます。 

 まず、議案書その１の３ページ、議案第１号、菊池市再生可能エネルギー活用推

進委員会設置条例の制定について、附則の施行期日につきまして、「公布の日から

施行する」を「平成２６年４月１日から施行する」に、８ページの議案第３号、菊

池市学校教育施設整備基金条例の制定について、 下段の附則の施行期日につきま

して、「公布の日から施行する」を「平成２６年４月１日から施行する」に、次に

１４ページの議案第５号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について、 下段の附則の施行期日につきまし

て、「この条例は公布の日から施行する」を「この条例中別表公職選挙法関係の部

の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成２６年４月１日から施行す

る」に訂正をお願いするものでございます。 

 今回の件につきましては、事務処理上の確認不足によるものであり、深くおわび

申し上げるものでございます。申しわけありませんでした。今後、このようなこと

が発生しませんよう、十分気をつけてまいりますので、訂正につきまして、よろし

くお取り計らいくださいますようお願い申し上げます。 

 なお、議案の訂正につきましては、ご許可をいただきましたならば、後ほど、議

員さん個別にお持ちの議案書を職員より訂正させていただきたいと思いますので、

あわせてよろしくお願い申し上げます。申しわけありませんでした。 

○議長（山瀬義也君） 説明が終わりました。 

 この件につきましては、質疑、討論を省略し、直ちに採決をします。 

 お諮りします。ただいま議題となっております議案第１号、議案第３号及び議案

第５号の訂正について、許可することにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、議案第１号、議案第３号及び議

案第５号の訂正については、許可することに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第２ 質疑 
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○議長（山瀬義也君） 次に、日程第２、質疑を行います。 

 ここで、申し合わせ事項について申し上げます。質疑は、一括質疑として３回ま

でとなっております。質疑は、提出議案に対し疑義をただすものであり、一般質問

と違って、自己の意見を述べることはできません。 

 発言の申し出があっております。質疑を許します。 

 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１５番（怒留湯健蓉さん） おはようございます。質疑を１点だけさせていただきま

す。 

 議案第２９号、平成２６年度菊池市一般会計予算の款３民生費、項４生活保護費、

目１生活保護総務費の生活困窮者自立促進支援モデル事業委託料３,８８５万円に

ついて、お伺いをいたします。 

 この３,８８５万円の事業内容をお示しください。委託となっておりますが、こ

の委託先はどこか、その委託先にした理由は何かをお聞かせください。まず 初の

質疑です。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） おはようございます。お答えします。事業内容といた

しましては、保護に至る前の相談時の段階から早期に就労支援を行い、保護になる

ことを防ぐとともに、生活保護受給者に対しましても就労支援を行い、自立に導く

もので、本市では、昨年１０月から生活困窮者の相談に対応し、当該生活困窮者が

抱える問題を把握するとともに、その置かれている状況や本人の意思を十分に確認

することを通じて、個々人の状態に合った支援計画の作成等を行い、関係事業との

連携を含めた支援を包括的に行う相談支援事業及び就労意欲の喚起のため、生活習

慣の確立、社会参加能力の形成、事業所の就労体験など、一般就労に従事する準備

としての基礎能力の形成を計画的かつ一貫して支援する、就労準備支援事業の二つ

をモデル事業として取り組んでいます。 

 事業費は、２５年度１,７０６万円、２６年度は４,０００万円を予算計上いたし

ております。 

 委託先としましては、社会福祉法人菊愛会に委託しております。委託先につきま

しては、障がい者福祉事業、老人ホーム運営事業など、多方面にわたり福祉事業を

展開しているばかりでなく、現在、県の委託事業として、平成２３年度から県北全

域の担当者として生活保護世帯の就労意欲喚起等支援事業、精神障がい者の社会的

な居場所づくり支援事業、子どもの健全育成支援事業など、生活保護に関する三つ
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の事業を展開しており、十分なノウハウと実績を持っており、近隣には生活保護事

業に関して同様のノウハウ及び実績を持っている事業所はないため、圏域会議で協

議いたしまして決定いたしました。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１５番（怒留湯健蓉さん） 大体、概略はわかりました。生活困窮者自立支援法が来

年度から本格施行になります。その準備だということがわかりましたが、本格施行

になりますと、必須事業が二つ始まりますね。この必須事業もこの圏域で可能なの

か。そうなったときに単独でやるのかをお知らせください。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） お答えいたします。平成２７年度より生活困窮者自立

支援法が施行され、全国全ての福祉事務所での自立相談支援事業と住居確保給付金

事業は必須事業となりますので、今後、さらなる庁内体制の整備が必要になると考

えております。 

 また、本年９月ごろまでには、圏域で継続して事業をするのか、市単独でするの

か、菊池圏域会議で結論を出す必要があると考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１５番（怒留湯健蓉さん） 県域のモデル事業の中で もいいスタイルを研究してい

くということ、９月ごろに結論を出すということですね。 

 それから、本格施行に向けて、その必須事業の中では、今おっしゃいましたよう

に非常に高度な内容が求められると思うんですけれども、そのモデル事業において、

本格施行に向けての人の育成とか人の確保も含めて、庁内体制は完成するんでしょ

うか。 

 それから、本格施行になった場合、今、モデル事業は委託ですが、直営でされる

のか、委託でされるのか。この辺をお示しください。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） お答えいたします。この事業の担当は福祉課２名で対

応しておりまして、市民の方が相談に来られた場合、委託事業所の担当者を中心と

して面接相談を受け、医療費、多重債務、不登校、介護、生活困窮などの問題点を
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聞き取り、関係課の職員を交えて、各種制度の説明を含め、できるだけその場で対

応できるようにしております。ワンストップサービスというようなことでも考えて

おります。また、必要に応じて、自宅訪問、法律相談、年金相談、破産の相談など

を行っております。 

 さらに、モデル事業への申請があった場合、委託事業所がこの支援プラン案に沿

って、関係各課の担当者、例えば子育て支援課、高齢支援課、学校教育課、消費生

活センター、税務課、社会福祉協議会等が集まりまして支援会議を行い、支援内容

の決定を行うものです。そして、支援決定に基づきまして、委託事業所が自宅訪問

をいたしまして、ハローワーク等への同行も行いながら、自立へ結びつけていきた

いということで考えております。 

 以上、お答えいたします。 

［「直営か委託かを」と呼ぶ者あり］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） 今のところ直営で考えております。 

 失礼しました。現在、委託でやっておりますので、そこも一緒に今後検討をして

いきたいということで考えております。 

 以上、お答えいたします。 

［「質疑ですので、これでとどめますが、あとは」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） ３回でございます。 

［「はい。付託委員会の審議に委ねます。ありがとうございました」と呼ぶ者あ

り］ 

○議長（山瀬義也君） 次に、荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１番（荒木崇之君） おはようございます。議案第９号、菊池市リバーサイドパーク

条例の一部を改正する条例の制定について質疑します。 

 議案その１の２２ページをお開きください。今回の改正ですが、消費税増税によ

る利用料の改正かと思いますが、平成２５年１１月に指定管理選定委員会というの

が行われております。どこに指定管理をするかという選定委員会ですが、その段階

で、指定管理の相手方から出てきた収入計画の中に消費税増税に関する計画があっ

たのかをお尋ねします。 

 また、同じ表の２３ページのところです。南プールのロッカー代５１円とありま

すが、５１円のロッカー代というのを現在のロッカーで物理的に徴収が可能なのか。

簡単に言いますと、５０円入れて１円入れられるようなロッカーなのかというのを

お尋ねいたします。 

 次に、議案第２９号、平成２６年度菊池市一般会計予算についてです。予算書の
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２１３ページになります。款９教育費、項５社会教育費、目５文化施設費の使用料

及び賃借料についてです。これは、菊池市文化会館の地権者との賃借料についての

予算計上かと思われますが、現在の文化会館の契約につきましては、市職員の給与

が上昇すると、この賃借料もその上昇率にあわせて上昇すると、非常にわかりにく

い契約になっております。これは、決算特別委員会でも問題になりましたが、今回

も８６５万９,０００円が計上されております。文化会館の地権者との契約改正は

なされたのかお尋ねします。 

 また、本市の顧問弁護士の見解は、決算特別委員会では今の解釈のままでよいと

のことでしたが、顧問弁護士以外のほかの弁護士に相談されましたでしょうか。も

し相談されていれば、その内容をお聞かせください。 

 以上、２点です。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 荒木議員の質疑にお答えします。今回の菊池市リバーサイ

ドパークの指定管理者の募集につきましては、消費税の閣議決定前でありましたの

で、収入計画に消費税増税分は反映されておりません。なお、指定管理料につきま

しては、平成２５年度分を上限として募集いたしております。また、利用料金の改

正につきましては、基本的に消費税増税分を反映させておりますので、円単位の数

値となっておりますが、本条例の第１９条の２に「利用料金の額は別表に定める額

を上限として定める」ということで規定されておりますので、実際徴収する料金設

定につきましては、１円単位の徴収はしないということで調整をいたしております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、中村鉄男君。 

［登壇］ 

○教育部長（中村鉄男君） おはようございます。教育委員会からは、文化会館の賃借

料に関してお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の、契約内容の改正についてでございますが、現在、その内容等に

ついて検討をしている段階のため、改正は行っておりません。そのため、現在の契

約書に基づき、平成２６年度の予算につきましては、これまでどおり計上いたして

おりますが、今年度、説明しましたとおり、固定資産税農地相当額について差し引

きをしまして計上しているところでございます。 

 次に、２点目の顧問弁護士及び他の弁護士の見解についてでございますが、今回、

新たに２名の弁護士の方にご意見を伺っております。そのうち１名の方は、法の解

釈として、契約書の文言による解釈をすると、土地賃貸借契約書第３条第２項で前
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項の金額と定めてあるため、毎年の賃借料の額は４００万円をもとに人事院勧告に

よる職員の平均上昇率を加味して決定すべきであると。また、もう１名の方は、３

０年余りの支払いの経緯は無視できず、この契約により現在、本市が支払いしてい

る方法でも争議等なく、お互いに守られてきており、土地賃貸借契約書第３条第２

項の前項の金額とは、前年度に支払った額と解釈されるというように見解が分かれ

たところでございます。 

 しかしながら、両弁護士とも、大切なのは契約時と現在では事情も変わってきて

いるので、それを再度協議することは支障ないのではないかということでございま

す。 

 以上のとおり、各弁護士の見解には違いがありますが、これまでの支払いが不適

切ということではありませんでした。賃借料の額が適正であるかも含めまして、疑

義がないように改正もしくは確認書や覚書などにより定めていくことの必要性につ

いては、それぞれの弁護士から助言をいただいたところでございます。 

 今後、このようなご意見もいただいておりますので、それらも含めまして、契約

書の内容及び賃借料について庁内で検討しながら、地権者の方々と協議を進めてま

いりたいと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１番（荒木崇之君） 文化会館のご答弁につきましては、弁護士で見解は分かれてい

ると。それだけ非常に契約書というものがわかりにくい契約になっているのかなと

思います。 

 決算特別委員会では、これははっきり契約をすべきだということは、全議員さん

が指摘されてますので、ぜひともこれから取り組んでいただきたいと思います。 

 再質問は、リバーサイドに絡んだことなんですが、この指定管理に出していて利

用料を取ってるというところは、私がぱっと思い浮かべますだけで、老人福祉セン

ター、文化会館、総合体育館、ほかにも利用料を取っているところは多々あると思

います。これは、消費税増税後にまた契約を改正されるというふうに理解してよろ

しいですか。これが質疑に当たるかどうかは、ちょっと微妙なところかと思います

が、いかがでしょうか。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 再質疑にお答えします。指定管理料につきましては、先ほ

ど、募集の段階で２５年度分の指定管理料を上限ということで募集をいたしており
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ます。そういったことで、期間も５カ年間ということで限定いたしておりますので、

５カ年間については、この指定管理料を継続していくということで理解をしており

ます。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１番（荒木崇之君） 両議案につきましては、所管の委員会で審議されると思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上で質疑を終わります。 

○議長（山瀬義也君） これで質疑を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第３ 委員会付託 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第３、委員会付託を行います。 

 議案第１号から議案第４４号まで、及び請願第１号については、お手元に配付し

ております議案・請願等付託表のとおり、それぞれの所管各常任委員会に付託しま

す。 

 各常任委員会は、付託されました案件を十分審査いただきますよう、お願いいた

します。 

平成２６年 第１回菊池市議会定例会議案・請願等付託表 

付託委員会 議 案 番 号 件            名 

総 務 文 教 

常任委員会 

議案第 ３号 

議案第 ４号 

議案第 ５号 

 

議案第 ６号 

 

議案第１３号 

 

議案第１４号 

 

議案第１５号 

 

議案第１６号 

議案第１７号 

菊池市学校教育施設整備基金条例の制定について 

菊池市部設置条例の一部を改正する条例の制定について 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

菊池市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定について 

菊池市就学指導委員会条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

菊池市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例の制

定について 

菊池市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定

について 

菊池市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

菊池市長等の給料の特例に関する条例を廃止する条例の制
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付託委員会 議 案 番 号 件            名 

 

議案第１８号 

議案第２９号 

議案第４４号 

定について 

平成２５年度菊池市一般会計補正予算（第５号） 

平成２６年度菊池市一般会計予算 

新市建設計画の変更について 

福 祉 厚 生 

常任委員会 

議案第 １号 

 

議案第 ２号 

議案第 ７号 

 

 

議案第 ８号 

 

議案第１８号 

議案第１９号 

 

議案第２０号 

 

議案第２１号 

 

議案第２７号 

 

議案第２９号 

議案第３０号 

議案第３１号 

議案第３２号 

議案第３８号 

菊池市再生可能エネルギー活用推進委員会設置条例の制定

について 

菊池市子ども・子育て会議設置条例の制定について 

菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例及

び菊池市一般廃棄物固形燃料化処理施設条例の一部を改正

する条例の制定について 

菊池市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

平成２５年度菊池市一般会計補正予算（第５号） 

平成２５年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号） 

平成２５年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号） 

平成２５年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第４

号） 

平成２５年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予算

（第４号） 

平成２６年度菊池市一般会計予算 

平成２６年度菊池市国民健康保険事業特別会計予算 

平成２６年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計予算 

平成２６年度菊池市介護保険事業特別会計予算 

平成２６年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計予算 

経 済 建 設 

常任委員会 

議案第 ９号 

 

議案第１０号 

 

 

議案第１１号 

議案第１２号 

菊池市リバーサイドパーク条例の一部を改正する条例の制

定について 

菊池市企業立地の促進等による地域における産業集積の形

成及び活性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づく

準則を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

菊池市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

菊池市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 
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付託委員会 議 案 番 号 件            名 

議案第１８号 

議案第２２号 

 

議案第２３号 

 

議案第２４号 

 

議案第２５号 

 

議案第２６号 

 

議案第２８号 

議案第２９号 

議案第３３号 

議案第３４号 

議案第３５号 

 

議案第３６号 

議案第３７号 

議案第３９号 

議案第４０号 

議案第４１号 

議案第４２号 

議案第４３号 

請願第 １号 

平成２５年度菊池市一般会計補正予算（第５号） 

平成２５年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算（第

４号） 

平成２５年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算（第

４号） 

平成２５年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計

補正予算（第３号） 

平成２５年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補正予

算（第４号） 

平成２５年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第４号） 

平成２５年度菊池市水道事業会計補正予算（第２号） 

平成２６年度菊池市一般会計予算 

平成２６年度菊池市簡易水道事業等特別会計予算 

平成２６年度菊池市公共下水道事業特別会計予算 

平成２６年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計

予算 

平成２６年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計予算 

平成２６年度菊池市農業集落排水事業特別会計予算 

平成２６年度菊池市水道事業会計予算 

市の境界変更について 

市の境界変更に伴う財産処分に関する協議について 

市道路線の廃止について 

市道路線の認定について 

孔子公園第一物産館（正面門の右側）の活用について 

 



 －96－
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 日程第４ 一般質問 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第４、一般質問を行います。 

 ここで申し合わせについて申し上げます。質問の順序は通告順です。質問時間は、

答弁を含めまして６０分以内です。通告事項以外の質問並びに関連質問はできませ

ん。質問は一問一答方式となっております。 

 発言の通告があっておりますので、これより順次質問を許します。 

 初めに、怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１５番（怒留湯健蓉さん） これより、一般質問をいたします。 

 初に、新庁舎整備方針について伺います。これにつきましては、昨年１１月に

示されました見直し案に対して、市民の皆さんの関心はいまだに高いようです。先

月の私の勉強会でも、的を射た多くの意見が聞かれました。そこで、ここでは、そ

れらのいわゆる市民目線の率直な声にお答えいただき、同時に問題の整理をさせて

いただきたいと思います。 

 長い苦難の経緯を経て到達した新庁舎の原型は、２０１１年１１月の第５回菊池

市臨時議会の議決である本庁舎の耐震工事にあわせ、エレベーター設置、トイレ改

修に加え、外壁、屋根、サッシ、内部改修などのリニューアルを行う。構造耐震指

標の高い第２庁舎、第３庁舎及び第４庁舎を統合し、本庁方式としたときの職員配

置を考慮し、不足する面積を増築する。並びに支所の耐震工事や改修工事を行うと

いうものでした。 

 この方針での基本構想・基本計画の予算が平成２４年１２月第４回定例議会で決

議され、年が明けた３月には基本構想・基本計画の設計作業に着手されました。そ

の１カ月後に、江頭市長のご就任を迎え、議会も市民も歓迎の明るい雰囲気に包ま

れておりましたが、一方では、我々がこれまで苦労して積み上げてきた事業につい

ては、ぜひご理解の上、引き継いでいただきたいという切なる願いが膨らんでいた

ことも事実です。その たる願いが新庁舎問題であったことは言うまでもなく、私

もその一人として、ご就任後の６月議会ではそのことをお尋ねいたしました。ご答

弁はおおむね、これまでの経緯を理解し、議決事項を尊重すると。若干の調整は、

さきの議決の範囲であるという、大変謙虚で誠実なものであり、私どもは安心をい

たしました。したがって、同時に上程された新庁舎等整備市民検討委員会の設置も

認めてきたわけですが、その委員会が機能する前の２５年１０月、市長より、新た

な知見の建築方法があるということで、検討委員会開催の延期が説明され、１１月

２日、市長主催であるところのリファイニング建築の勉強会が開催されました。そ
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して、１１月２１日、リファイニング建築を想定した、市長のいわゆる新素案とい

うものが示されたのでしたが、それは経費の見直し、基本設計、実施設計の変更、

工期の延長もあり得るという、さきの議決の範囲を超えるものであったため、大変

驚いたわけです。この時点で、リファイニング建築はさきの議決の範囲を超えると

いうご認識はあったのでしょうか。 

 お示しになった素案は、既に一部執行している経費の返還も発生し得るという大

幅な変更であったことから、議会軽視等が問われ、首長の裁量権に触れるという指

摘もありましたが、これについてはどういうご認識であったでしょうか。 

 以上、 初の質問です。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） おはようございます。庁舎問題に関して、リファイニングに関

する認識、特に議決との関係でというのがまず第１点でございます。それから、第

２点は、市長の裁量権ということに対する認識というご質問であったかと思います。 

 まず、第１点目でございますが、庁舎整備内容の見直しに当たりましては、これ

まで一般質問等で答弁してきましたとおりでございまして、市議会において、これ

まで承認、議決された経緯については尊重すると。その上で、無理無駄がないよう

に、市民目線で合理性や機能性の観点を考慮して、市民の皆様の利便性のさらなる

向上を第一に考えておりました。とりわけ、庁舎機能が２カ所に分かれているとい

う点が、実は将来何十年にもわたって、市民の利便性という観点から禍根を残すの

ではないだろうかと、大変私としては懸念しておりました。 

 そのような折、９月でございましたけれども、まちづくりワークショップという

ところで、リファイニング建築というアイデアに出会ったわけでございます。リフ

ァイニング建築というものは、一言で言うならば、既存の建物構造を極力生かした、

いわば省コストの考え方であるわけですから、行政機能を１カ所に集約するための

一つの方法になるのではないだろうかと、こういうふうに期待したところでありま

す。 

 こういうふうに、せっかく新しい知見による新しい技術的な可能性に触れたわけ

でございますから、この可能性を１回検討してみようということで着手した次第で

ございまして、議決との関係で問題があるとかといった認識はございませんでした。

あくまで、市民にとってよいものをつくっていきたいという思いでございます。 

 それから、２番目の点でございますけれども、庁舎は一度建設しますと数十年に

わたり使用することになりますので、市庁舎整備に当たって、合理性、機能性を追

及するということは、市民の長期にわたる利便性の確保ですとか、それから行政の
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効率化ということにもつながりますので、お金という面でのコストだけではなくて、

それに加えまして、大変重要なもう一つの要素であろうと思っております。そのた

めに、既に建築のための一定の手続が進行しておりましたけれども、これはやはり

一大事業でございますので、集約化について、再度、コスト面に加えて機能面、そ

れから長期の使い勝手等をもう一回総合的に判断する必要があろうという思いから、

検討をあえてお願いしたところでございます。 

 また、こうした新たな検討に着手する際には、常にそれに先立って、議会、審議

会等の場で事前にお伺いを立てるなど、議会を尊重して進めてきたというふうに私

としては認識しています。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１５番（怒留湯健蓉さん） 本当に、 もよいものをという熱い思いの中で、市長が

繰り返しご説明をされてきましたが、ただいま、当時は認識がなかったとおっしゃ

いましたが、客観的に見れば、その範囲を超えたということを言われても仕方がな

いと思うんですね。範囲を超えたということは、議会の議決の範囲を超えて、議会

軽視ということで、市長の裁量権についても皆さんが問うことについては、これは

客観的な状況からすると、やむを得ないことだったと思います。 

 私が首長の裁量権について伺いましたのは、人事権などはよく知られております

けれども、裁量権については諸説いろいろあって、法廷に持ち込まれた例もあるん

ですね。判例にもいろいろ判断が見られまして、大変微妙なところですが、本件に

ついては、これを執行されたわけではありませんので、裁量権がどうであったとい

うことを追及することはこれにとどめたいと思いますが、そういう客観的な状況と

いうか、そういう危惧をはらんでいたということは、きっちりやっぱり受けとめて

いくべきだろうと思います。 

 私は、行政のいわゆる前例主義とか慣例主義といった悪癖は克服すべきだと思っ

ていますので、そういう意味では、市長の新素案を全否定する考えは 初からあり

ませんで、おっしゃっていたように、もう一つオプションがふえるという意味で、

できるだけ耳を澄まして聞いてきたんですけれども、それでもやっぱり一連の流れ

には、ちょっと疑問符が浮かぶわけです。 

 １１月２日に市長の呼びかけでリファイニング建築に関する勉強会が行われまし

たが、そこへの職員の参加が公務としてかとか、あるいは講師謝礼の公金の支出は

適法かなどと問われること自体、大変残念なことです。行政事務は、何事も法令、

要綱等によらなければなりませんよね。この勉強会は、市長の先取の気鋭に満ちた
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非常にすぐれた一面であると私は評価をいたしますが、それと同時に、そこにあら

われた幾つかの矛盾点は、やっぱり行政執行上の手続及び手法といったものに誤り

といいましょうか、瑕疵があったのではないかという指摘もございますが、これに

ついてはどうお答えになりますでしょうか。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ただいまのご質問は、リファイニングにかかわる勉強会に関す

る手続についてということでございますが、リファイニング建築というのは、繰り

返しになりますが、今まで想定されていなかった新しい知見と思われまして、かつ、

これが新しい選択肢につながる可能性があるということで、まずはその中身を詳し

く知る必要があるということで勉強会を企画したわけでございます。また、万一、

その検討の結果、その手法が計画の見直しに値するということになりますと、これ

はなるべく時間の節約という観点からも、より多くの方に早い段階から情報を共有

していただくということは非常に有効であろうということで、議員の皆様にもお声

かけをさせていただきまして、そういう経緯で、１０月２１日の議会審議会で、そ

れに先立ちまして勉強会の提案を行わせていただいたところであります。 

 それから、職員につきましても、今、冒頭申しましたような、せっかくの機会で

もございますので、これは任意ではございましたけれども、参加を呼びかけて、

終的には１１月２日に勉強会を開催したものでございます。 

 庁舎整備というのは、市にとって大変重要な課題でございます。ですから、本当

にスタートする前によく吟味して、本当に後悔のないようにベストを尽くして準備

する必要があると思っておりまして、それに伴う知見を得るための勉強会の開催と

いうのは、これはもう市の業務執行の一環であると私は認識しているところでござ

いますので、以上をもって、ご質問に対する回答にしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１５番（怒留湯健蓉さん） 庁舎に関する整備の仕方は、もうおっしゃるとおりだと

思います。ただ、進め方の手順としてといいましょうか、手法として、いささか丁

寧さを欠いたといいましょうか、専門性を欠いたということは、言われても仕方が

ないと思います。私ども議会が法や内規による縛りを受けているように、首長もま

た執行権を法や各種施行令で規定されておって、独断専行などを戒められておりま

すよね。どんなにすぐれた人でも、新しい世界で 初から完全であるはずはありま

せんが、市長ともなれば、知らなかったでは済まされない。市長に限らず、専門職
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の無知は犯罪だと言います。私どもも同様、何事も市民の高い目線にたえ得るもの

でなければならないというふうに改めて考えさせられた次第でした。 

 私のほうの勉強会で、「市長はリファイニング建築について、えらく強気ですね、

大丈夫でしょうか」と心配する発言がございました。市長主催の勉強会の講師であ

った青木茂教授は、リファイニング建築と名づけたのは、リニューアルやリノベー

ションや改装といった従来の手法と自分のやっていることが根本的に違うと思った

からだと言っておられました。調べてみますと、リファイニング建築とは、広く一

般的に使われている建築様式の一つの呼称ではなくて、青木茂教授が特別の思いを

込めてネーミングされて商標登録された登録商標ですね。ということは、この方の

独占排他的な使用権が保護されており、その権利は、故意・過失を問わず侵害が許

されないものですが、この時点で、その把握はなされていたのでしょうか。登録商

標だとすれば、市長主催の勉強会は、議案提案前の、いわゆる事前協議の枠を超え

た法の見落としにつながる可能性があったと思われますが、市長のご認識はいかな

るものであったでしょうか。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） リファイニングが商標登録だという点に関する私の認識につい

て、それに関する２点でございますね。 

 まず 初、商標登録の件でございますけども、リファイニング建築が商標登録だ

ということにつきましては、今回の今の議員のご指摘で初めて知っておりますので、

当時としてはそういう認識は全くございませんでした。 

 それから、先ほどからの繰り返しになりますが、私どもにとっての新しい建築の

手法でございます。かつ、非常に省コストという考え方でございますので、私ども

としては、検討の選択肢がふえたということで、これまで勉強会を続けてきたとこ

ろでございます。実際に参加された皆様もご記憶のとおり、当日は非常にさまざま

な実例を通しまして基本的な考え方を学ぶことができましたので、今日の 終案に

つながる、文字どおり大変よい勉強の機会であったというふうに私は認識している

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１５番（怒留湯健蓉さん） 大変誠実なご答弁ありがとうございました。思いが本当

に、何と言いましょうか、熱いものがあって、一生懸命の余り、ちょっとその辺に

気がつかなかったということでした。 



 －101－

 私がここで事前協議の枠を超えた法の見落としと申し上げましたのは、リファイ

ニング建築は、そもそもその商標権者である青木氏の独占排他的な使用権ですから、

ややもすると、発注者が受注者を指名するなどということにもなりかねないと、そ

ういう事態を予想させたということを指しているんですね。１２月のご答弁では、

その辺がどうも念頭にないような内容でありましたので、ここで確認をさせていた

だいた次第です。 

 市長は、１２月議会での４人の方々の質問に対して、それぞれにいささかもぶれ

ない、まことに生真面目なご答弁をされています。要約しますと、自分がリファイ

ニング建築にこれだけこだわるのは、４０年、５０年の計として四十数億円をかけ

てつくるのだから、何であのときもっときちっとしたものをつくっておかなかった

んだということになれば、責任を果たしたことにならないと。リファイニング建築

は、先ほどからおっしゃっていますように、当時は知見としてそれを知らなかった、

しかし、知った今はそれを取り入れることこそ責任を果たすことになるとおっしゃ

っています。 

 私は、市民の皆さんと同じように、この強気のご答弁の後に予想される事態を案

じていました。ところが、年が明けた１月の議会審議会での新庁舎整備に関する説

明では、リファイニング建築に全く触れられませんでした。渡された資料からもそ

れを読み取ることができませんでしたが、後になって、資料の中の「現在の設計委

託業務について、継続の期間延長を次期議会に上程する」というフレーズがリファ

イニング建築を取り下げることと同義語だということに気がつきました。私は内心

ほっとしたんですけれども、あれほどこだわると言われたリファイニング建築をす

っぽりと取り下げられるに至った協議があったと思いますが、その協議の柱は何で

あったかお聞かせください。 

 さらに、取り下げられるのであれば、現在の設計委託業務について継続の期間延

長は次期議会に上程するなどという曖昧な表現でお茶を濁さずに、私どもにも正確

にその旨を説明されるべきではございませんか。 

 １２月議会の印象のままの市民も多いと思われますが、周知については何かお考

えでしょうか。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） リファイニングを 終採用していないことの考え方という理解

でよろしゅうございますでしょうか。それから、市民への周知に関しての意見とい

うことでございます。 

 まず、リファイニング建築については、先ほどから申し上げておりますが、私ど
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もにとって新しい手法、知見であったことなわけですから、よいものをつくりたい

という中で、検討の選択肢が広がりました。これは、従来からずっと一貫して申し

上げていることでございまして、リファイニング決め打ちとか、何かの方式、もう

これで決めたということではなくて、さあ、これからスタートしようとするときに、

もう一つ私たちの知らない、どうもこれは省コストにつながる可能性があるものが

出てきたわけですから、それは、もう時間がないからやめようとか、仕事がふえる

からということではなくて、私たちの市民に対する責任を考えたら、やはりそこは

きちっと立ちどまって、しっかりとそこの検討をやって、だめならだめ、いいなら

いいということをきちっと出して前に進まなきゃいけませんよと、こういう考え方

だったわけですね。 

 実際には、リファイニング建築の手法の中では、いろいろな工程が変わってくる

とか、耐震工事、補強工事の一部を場合によっては無駄にしなきゃいかんとか、い

ろんな問題も出てくるわけです。一方で、より重要なことは、このリファイニング

という新しい手法に接したことで、もう一回、ちょっと足元を念のために見直しま

しょうという機運となりまして、これがきっかけとなりまして、実はそれを見直す

過程で、この間に実は建築基準法が緩和されてたという非常に重要な前提条件の変

更という認識につながったわけでございます。それであれば、現委託をしている設

計士のほうで、それに似たようなことはこちらでもできますよという話も出てきま

した。そういった全ての工程、コスト等を考えますと、今ご案内をしている庁舎機

能の１カ所への集約という改善策にたどり着いたわけでございますから、リファイ

ニング建築という手法に出会ったことは、私たちにとっては、よりよいものをつく

る上で大変意義があったことだと考えております。 

 それから、市民の周知に関しては、今後、ホームページや広報等で随時お知らせ

をして、周知を図っていきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１５番（怒留湯健蓉さん） ご答弁を通して、私もリファイニング建築という素案を

お示しくださった一連の流れのいろんなもろもろのことに出会ってよかったと思い

ます。いろいろ調べることができましたし、執行部の皆さんも、そういうことを通

して、 初におっしゃっていたようなことが、そっくりそのままなじまないという

ことにお気づきがあって、さらに立派なものを追求していくというところに到達さ

れたということで、大変問題の整理ができたというふうに思っています。ますます

鋭意努力されていきますように、これについては陰ながら応援したいと思います。 
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 次に移ります。産廃問題の解決について伺います。三十数年に及ぶ長い紛争の歴

史を正しく語れる者は、今となっては少なくなりましたが、環境を守る運動として、

真摯に心を砕いてきた市民たちは、真実を語り継いでいくことと思います。ここで

は、二、三点、確認をさせていただきます。 

 管理型埋立処分場については、平成２６年度いっぱいで閉鎖。それに伴い九州産

廃は、産廃処分業の許可を返還し、廃業する。現在ある処分場残余については、災

害等によって発生する本市の廃棄物と特に市長が認めるものに限るとし、満杯にな

り次第閉鎖する。この原理原則に変更はございませんか。 

 次に、キルンについては、昨年１１月の説明である水処理方法の確立及び新たな

焼却施設の稼働までの期間、これは 長５年を延長することとし、この後は、九州

産廃は菊池市内に新たな焼却施設を設置しない。それから、新たに必要となる処分

場の浸出水処理の方法については、この５年間の間に確立させることとし、環境保

全上の支障が生じないように維持管理していくこと。この二つを成案として合意で

きるように先方と確認したということでしたが、成案合意の準備の状況をお聞かせ

ください。 

 以上、２点です。簡潔にいいです。 

 すみません、暫時休憩求めます。時間がもったいない。 

 できますか。じゃあ、いいです。 

［「いえいえ、暫時休憩で」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） では、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５９分 

開議 午前１１時０７分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） まず、ご質問をもう一回確認させていただきたいと思いますが、

第１点は現状についてということでよろしゅうございますか。 

［「管理型処分場の、これまで説明を受けてきた原理原則に変わりはないかという

こと」と呼ぶ者あり］ 

○市長（江頭 実君） わかりました。それから、２点目が交渉の現状。 

［「２点目はキルンに対する現状ですね、１１月の説明」と呼ぶ者あり］ 

○市長（江頭 実君） わかりました。 
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 第１点について、ご回答申し上げます。 終処分場が、今のところはまだ枠あき

があるわけでございますけども、事の合意事項は、平成３０年までの埋め立て処分

の期間を４年間短縮することとし、菊池市内における 終処分場は終了するという

ことになっております。ただし、平成２７年３月３１日までを残務整理に必要な期

間としまして、 終処分場の終了時に容量の残余がある場合は、会社の中間処理に

伴い配置される廃棄物のほか市が特に必要であると認めた一般廃棄物については、

協議の上、埋め立てができるものとするとなっております。 終処分場が満杯にな

れば、これはもう約束していることでございますから、許可権者である県が終了の

確認をすることになりますので、これは間違いなく終了するということになります。 

 それから、キルンをめぐる交渉の現状でございますが、溶融キルン焼却施設の閉

鎖に向けましては、昨年１１月１４日に九州産廃と締結しました環境保全協議会確

認事項に基づきまして、新たな焼却施設を本市内につくらないということを会社が

確約するということを前提に協議を進めております。会社は、本市が焼却施設の市

外移転を求めるのであれば、新たな土地取得や施設の建設等が必要になってしまう

ということで、あらかじめ決めておりました環境保全協定書及び環境保全協議会の

設置要領に基づいて補償を求めてきております。現段階では、この補償額について

の合意というのは 重要課題となっておりますので、専門のコンサルタント会社が

算定した資料をもとに弁護士と相談して、本年度内に、つまり３月３１日までに合

意ができるように協議を続けておるところでございます。 

 以上でございます。大変失礼いたしました。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１５番（怒留湯健蓉さん） わかりました。管理型処分場の閉鎖移転にかかわる移転

費用というのがありましたが、これも一般財源からの持ち出しはゼロという試算に

今日も変更はありませんか。あるかないかだけで結構です。 

 それから、キルンは 長５年をめどに水処理の確立とともに当該地から撤退する

という案について、地元の方も受諾されて、それに基づいて２通の要請書が出され

ていますが、これが今後の協議の柱になっていくと思いますが、これは採用されま

すか。簡単にで結構ですよ。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ただいま２点のご質問をいただきまして、第１点目は一般財源

からの持ち出しはないかどうかの確認、第２点目は地元の住民の方々からの要請の

受けとめということですね。 
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 第１点目につきまして、もう簡単に申し上げます。一般財源からの持ち出しはご

ざいません。全て合意に基づきました環境保全協力金ですとか寄附金、あるいは県

から交付される立地交付金相当額の積立金、こういったものを原資とする環境整備

基金を設けておりますので、全額をそこからの支出に充てるということを予定して

おります。 

 それから、住民の皆様からは、地元の４団体から要請書をいただいたところでご

ざいまして、住民が安心して生活できる環境を維持し、豊かな自然を将来に引き継

ぐことができるような環境づくりが何より大切であるという皆様の強い思いを重く

受けとめておりますし、また、私はそれを共有しておりますので、それを大事に受

けとめながら、これに向けて実現をしてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１５番（怒留湯健蓉さん） 力強いご答弁ありがとうございました。この案について、

いろいろ意見があって、あのころのような反対運動が起きるのではないかという話

も聞きましたが、長い間住民運動の渦中にあった私としては信じがたい話です。再

び、三度、あのような不毛な反対運動が起きれば、５年をめどのキルンの撤退は望

むべくもありません。当局が地元へ説明に赴かれた際、あるいは地元外の住民のリ

アクションとして、そのような感触があるでしょうか。あるかないか。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 地元で大きな反対運動が起きるような素地があるかというご質

問ですが、私の接する限りでは、そのようなことは全くございません。もちろん、

大変重いテーマではございますが、皆様が大変ご理解をお示しいただいているとい

うふうに感じております。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１５番（怒留湯健蓉さん） 安心いたしました。思い返しますと、管理型埋立処分場

を前倒しで撤退させる一部変更協定の締結にこぎつけたときに、キルンも一体的に

解決したいという方向が模索されたんです。しかし、当時、キルンは係争中でした

ので、やむを得ず２者は別々の道をたどることになりました。結果、その後キルン

をどうするか、この難問が、文字どおり菊池市民の喉にひっかかった骨のように

我々を苦しめてきたわけです。無防備に出ていってくれと言えば、九州産廃は、１
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３条を盾に必ず裁判に持ち込むだろうと言われてきたし、そうなれば、今度はこち

ら側に１３条不履行が問われ、勝訴の見込みは限りなく低いという、九州産廃から

損害賠償を訴えられた経験も含めて、私もそうでしたが、過去に三つの苦い裁判を

経験した市民は知っています。 

 もともと九州産廃との交渉は、管理型埋立処分場のときもそうでしたけれども、

自由経済の中で営業中の企業を撤退させるという、まあ、途方もない話ですよね。

それにもかかわらず、当局のご努力により、我々の悲願である当該地からのキルン

の撤退が現実味を帯びてきました。キルン撤退に向けて一歩も引かないという市長

のご意志のほどをお聞かせください。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） キルン問題に関しては、もう本当に長い間、地元の住民の方々

はもとより、菊池市民全体にとっても非常に深刻な問題であったと思います。これ

まで、いろいろな経緯はあったと思いますが、どうしても長期間かかっております。

ですから、私はもう今回、本当の意味で根本解決をきちっとやらなきゃいかんとい

う強い思いでおります。ですから、みずからに、この３月３１日を一つの期限とし

て設定しまして、背水の陣で臨んでおりますので、必ずやそれまでに私としては結

論を求めていきたいという強い気持ちで向かっていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１５番（怒留湯健蓉さん） ありがとうございました。ご苦労かけますが、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 じゃあ、 後の質問に行きます。女性行政の推進についてです。１９９９年、男

女共同参画社会基本法が施行されて１５年、法はそれに準じた責務を行政や地方自

治体に求めておりますね。本市の女性行政の取り組みも、はや１０年を超えました。

現在の菊池市男女共同参画推進条例の前身は旧菊池市の条例であり、これは県下で

は八代に次ぐ２番手で制定されましたし、ＤＶ防止法の施行とともに女性相談員の

配置も、菊池圏域では も早かったんですね。女性管理職の登用率は、まだ１３％

程度ということですが、それでも菊池圏域では も高い率なんです。しかし、もち

ろんこのレベルでいいというわけではありません。 

 市長は、機関紙「ともに」の第１１号で、女性の議員がふえてほしいとおっしゃ

っており、これは大変うれしい、ありがたいことですが、それはなぜですか。同紙

上で、女性議員から女性の管理職登用の声が上がれば、もっと推進できるだろうと
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おっしゃっておりますが、このお考えは、女性行政を進めるトップとして、あるい

は人事管理の 高責任者として、私にはいささか他力本願の印象を受けます。国の

第３次男女共同参画基本計画のポジティブアクションは、２０２０３０を打ち出し

ておりますが、これについては、どう取り組まれ、達成されるでしょうか。 初の

質問です。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 女性登用に関するご質問の中で、女性議員に対する私の期待、

それから２０２０３０に対する私の考えというご質問でございます。 

 初の女性の議員さんのお話でございますけども、まず、菊池市の女性の登用状

況ということで考えますと、いろいろなアンケートの声や現状からしますと、女性

の登用という点では、まだまだという感じを私は受けております。この改善に向け

て、私も含めて社会全体でこれに取り組んでいく必要があるわけですけども、こう

した社会の大きな仕組みを変えていくというときには、どうしても、やはり中心に

なるリーダーという方の役割が非常に大事であろうと思っております。まさに議会

もその大きな推進力の一つではないかと考えております。 

 しかしながら、現状は女性の議員の方は怒留湯さんお一人ということで、やはり

ここを、女性の議員さんがふえていくことで、女性に密着した、生活に密着した声

であるとか、女性の視点というものが反映されやすくなるんではないかということ

で、大きな推進力につながるだろうと思いますので、大変期待しているところでご

ざいます。 

 それから、２０２０３０に向けて、これは２０２０年までに女性の指導的地位に

占める割合を３０％にしようというお話でございますが、私はこれは前向きに取り

組んでいきたいと思っています。ただ、現状は非常にギャップが大きゅうございま

す。課題も大きいですので、一つ一つの課題に着実に取り組んでいかねばならんと

思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 質問は一問一答式になっておりますから、怒留湯議員さんの今

の質問事項は３番ですから。その要旨については、１から４まで一括でよろしくお

願いしたいと思います。 

 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１５番（怒留湯健蓉さん） わかりました。 

 それからですね、要旨については、何を言ってましたかね。ただいまのご答弁を
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もとにして。 

 じゃあ、これからですね、中長期的に体系的な仕組みをどうつくっていかれるか、

それから女性の貧困と政策について、それから地域の課題との関連について伺って

いきます。 

 私はこれまで、ただいま女性議員に期待する旨、よくわかりました。ただし、女

性議員は生活の視点とか、そういうことばかりではなく、これからの女性たちは広

く、やっぱり総務的なところにも目を向けていく力を持っていますので、その辺の

期待も持たれていいと思います。 

 これまで、女性管理職の登用は、もちろん将来管理職になるためのスキルアップ

の機会や配属に十分な配慮がなされることを求めてきました。また、女性農業委員

起用についても同様に主張してきましたが、これについては、男性側からの強い抵

抗に遭い、やっと３度目の改選時に実現したのでした。 

 それらを通して思うことは、市長のおっしゃる女性の意識改革もさることながら、

やはり何といっても、男女共同参画推進を阻む要因は、利権意識やジェンダー意識

の強い男性側により深刻に存在するということです。したがって、理念の構築や意

識改革と同時に、この分野でも重要なことは、行政上の仕組みをつくるということ

です。市長はもちろんクオーター制をご存じだと思いますが、雇用や議員の選出、

また管理職や審議会への登用等の際、人員の構成に性別や人種やマイノリティーな

どによる偏りが生じないように、一定の比率を定める割り当て制ですよね。一気に

ノルウェーのようにはいかなくても、まず、市役所の人事管理にクオーター制を導

入されたらどうかと思いますが、いかがですか。 

［「全項聞いて」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 全項聞いてよかですか。 

○１５番（怒留湯健蓉さん） はい。クオーター制ですね。それから、私が経験した中

で、夫のＤＶにより、お嬢さんを一人連れてシングルマザーになった方がいらっし

ゃって、そのお母さんが、お嬢さんが高校２年のときにちょっと働けなくなったん

ですね。お嬢さんは高校を中退して自分が働くと言いましたけれども、高校中退で

働くところは限られており、処遇も望ましいものではありませんでした。このまま

では、そのお嬢さんに貧困の連鎖が引き継がれてしまいます。このように、これは

ほんの一例ですけれども、男女共同参画以前に横たわっている女性の貧困という問

題について、やっぱり政策が必要だろうと思います。 

 それから、女性の社会参画を阻む要因としてのジェンダー意識とか、性別役割分

業論というのは、その土地土地の政治、産業、それから文化というものに深く根差

しているわけです。この地域においても、それが言えます。ですから、私が政策立
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案者たる市長に期待することは、この風土の中で何が問題であるかを、あらゆる機

会を通してじかに感じとっていただいて、その上の政策立案であってほしいと願っ

ているんですね。 

 これらについてご所見をお聞かせください。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 男女共同参画と関連するテーマということで、女性の貧困とい

う問題について、それから、女性の登用、社会への進出を進める今後の施策等に対

しての展望というご質問かと思います。 

［「クオーター制」と呼ぶ者あり］ 

○市長（江頭 実君） まず、第１点でございますが、男女共同参画専門委員というの

を設置しておりまして、専門委員による相談機能を提供しております。その中で、

今ご指摘のあったようなドメスティック・バイオレンスですとか離婚などの問題は、

実は年々増加してきておりまして、生活ですとか、場合によっては命にもつながる

問題でもございますので、大変深刻化するケースもあるのではないかと懸念してお

ります。それに伴う貧困などの生活困窮の方に対しては、関係各課でそれぞれ連携

をとりながら進めているところでございます。今後もさらに、相談情報の提供であ

るとか、専門家による対応など、さまざまな手法を用いながら総合的に支援する仕

組みを充実していきたいと考えているところでございます。 

 それから、女性登用を阻む社会的な意識、あるいはその原因といいましょうか、

なへんにあるかということでございますが、これに対しては、ちょうど２２年から

２６年の５カ年で男女共同参画計画を作成してきたわけですが、来年度が 終年度

になるということもございまして、１回ここで男女共同参画というテーマに関する

市民の意識調査を行いたいと考えております。その結果を踏まえまして、できれば、

また次の５年間ということの計画を策定していきたいと思っておりますので、その

中で、いろいろな気づきとともに、必要な対策を考えていきたいと考えておるとこ

ろです。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１５番（怒留湯健蓉さん） ただいまクオーター制についてお触れになりませんでし

たよね。クオーター制の導入について。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 
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○市長（江頭 実君） 失礼しました。特に、これは市役所の中においてという設問で

よろしゅうございますね。 

［「当面はね」と呼ぶ者あり］ 

○市長（江頭 実君） 当面は。はい。 

 クオーター制の導入についてということでございますが、現時点ではまだ考えて

おりませんけども、今申しました次期の５カ年計画を策定する機会になれば、そう

いったテーマも含めて検討にのせていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１５番（怒留湯健蓉さん） クオーター制の導入こそ市長の裁量権の範疇だと思うん

ですね。ご意志があって導入になれば、それこそ近隣に先駆けて、近い将来２０２

０３０も夢ではないと思いますので、どうぞお取り組みいただきたいと思います。 

 それから、私が女性の貧困と申し上げたのは、ここでいう貧困とは、格差社会が

もたらした構造的なものであるという見方に立てるかということです。特に若い女

性の貧困、就業の形態とか職種によりますね。それと深いかかわりがあって、子ど

もの貧困、これは６人に１人が貧困状態と言いますし、また、高齢女性の貧困、本

市でも無年金とか低年金の方は女性に多いということで、これらは自己責任を問え

ない社会問題という側面が大きくて、対処療法では根本的な解決がつかない問題、

つまり政治の問題であるという意味で、行政にはその一つ一つの現象に学ぶ姿勢と

想像力が求められるんですよということを言いたかったわけです。 

 それから、意識調査を行ってくださるということですが、これは質問といいます

か、何が課題だということをまずつかんでおいて、それに沿う設問の項目が大事で

す。何を聞くか、設問が大事だと思います。そういうところにもやっぱり目配りを

された意識調査をしていただかないと、その質問が慣例的、一般的であれば、地域

の状態はつかめないと思いますので、その辺のところのご配慮をお願いしたいとい

うことです。その辺については、どうでしょうか。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 男女共同参画に関する市民意識調査等をする際の留意点という

ことでございますが、おっしゃるとおりだと思います。特に男女共同参画の担当部

署は、そういう意味で、やはり女性の視点を生かそうということで、ただいま女性

を登用しているところでございますから、こうした方々の視点を通して、今のよう

な、適切な設問等を心がけていきたいと考えているところでございます。 
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 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１５番（怒留湯健蓉さん） ぜひ、トップとして、そういう目配りをお願いしておき

たいと思います。 

 後の質問になるつもりですが、この風土の中で何が問題であるか。地域社会の

中での問題というのは、やっぱり先ほど言いましたように、文化、歴史、産業、政

治と深いかかわりがあるわけですけれども、この地域社会の中の風土の問題をやっ

ぱり市長にじかに感じとっていただきたいと思いますが、その上の政策立案であっ

てほしいと願うんですけれども、もう少しその辺のところについての思いをお聞か

せください。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 地域風土というものがあるのではないかというご質問ですが、

風土という事柄だけに、きちっとこれがそうだろうというふうにはなかなか定義し

づらいわけですけども、恐らく年齢層であるとか、また置かれている環境によって

も大分ばらつきがあるのだろうなとは想像するところでございます。都市部と比較

しますと、一般的には、まだこういう、例えば風習やしきたりが残っているんだな

と感じることは少なからずあるのは確かでございます。ただ、中には非常に開明的

な人もいらっしゃったりしますので、そこら辺は年代層、それからご自身の経験等

で大分ばらつきが出てきているのかなと思います。 

 ですから、今こうこうこういう状態だというのは、なかなか一般論としては言い

にくいとは思いますが、まさにそうしたことを先ほどの意識調査であるとかを通じ

てまずつかんでいきたいと思いますし、それを踏まえて、一度きりということでは

なくて、継続ということが非常に大事になると思いますので、継続的に、ある意味

では生涯にわたって多様で定期的な学習会を開催していくとか、さまざまな情報提

供といったものを市民の方や活動団体、あるいは企業と連携をとりながら推進して

いきたい、社会全体でそうやって取り組む必要があろうと考えております。 

 以上です。 

○１５番（怒留湯健蓉さん） この分野でも新しい施策を大いに期待しております。あ

りがとうございました。 

○議長（山瀬義也君） ここで、都合により暫時休憩します。午後の会議は、午後１時

から開きます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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休憩 午前１１時３５分 

開議 午後 零時５７分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１０番（泉田栄一朗君） 皆様、こんにちは。 

 まずは、さきに亡くなられた東裕人議員にお悔やみを申し上げます。今、そこに

カサブランカがありますけども、同期の議員でしたので、特にいろいろなことを教

わりまして、今後の市議会のために私も裕人議員と同じ気持ちで、また頑張ってい

きたいと、そういう思いでございます。 

 それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 生活困窮者対策についてでございます。 

 生活困窮者の支援、この要因はといいますと、一言で言えば、雇用の縮小と経済

的困窮の拡大が原因と言えます。例えば、非正規雇用の労働者の割合は平成２３年

度で３５％、年収２００万以下の給与所得者は、この１０年で５％増加していると

いうことでございます。また、１年以上の長期失業者数が平成１１年ごろから急増

し、ここ数年は１００万人に達しているということでございます。働き続ける意欲

が減退し、社会には将来の見通しを持てずに困窮状態に陥る人がふえているという

ことです。また、社会構造の変化や高齢化、核家族化、または離婚や未婚による単

身世帯の増加等で家族のつながりを失い、人間関係が希薄化しています。 

 また、既存の制度、機関において対応が難しいもう一つの理由として、支援を必

要とする困窮者から制度機関へのアクセス、また逆に、制度機関から困窮者へのア

クセス等の難しさがあります。地域に数多くの制度や機関があっても、市民への周

知が十分でない。生活困窮者への支援を市はどのように対応しているのか質問しま

す。 

 次に、ワンストップについてでございます。 

 生活困窮者は、一人一人が健康面や仕事、家族関係等々、いろいろな課題を持っ

ています。生活困窮者には、経済的困窮、社会的孤立、そして複合的な課題を抱え

ている人が非常に多いということでございます。しかし、こうした方々への支援は、

既存の制度や機関のみでは対応が難しい場合が多く、その理由の一つは、生活困窮

者の抱える課題が複合的であり、１カ所でその全ての課題に対応できる制度、機関

が存在しないことにあるのではないでしょうか。 

 例えば、生活保護は自治体の福祉課に行きます。また、就労支援はハローワーク
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や職業訓練機関、また、若者で仕事がない人たちは、その支援でジョブステーショ

ン、高齢者の介護問題は地域包括支援センター、ＤＶ被害者は保護をし、支援する

県の男女共同参画支援センターなど、地域にはさまざまな支援機関が存在していま

す。これらの機関は、子ども、高齢者、障がい者、女性、また失業者といったカテ

ゴリーで支援の対象を規定しており、支援を必要とする生活困窮者が複数の課題を

抱えていた場合、１機関では、その一部しか対応することができず、根本的な解決

に至らないことが多いのです。 

 １機関で複合的な課題に対応できない場合、複数の機関が連携して支援に当たる

ことが考えられますが、結果的に制度のはざまや機関のはざまにこぼれ落ちてしま

うケースがかなりあるようです。実際、生活困窮者がどこに相談すればよいのかわ

からない。みずからＳＯＳを出せずに、支援につながらないといった状況もありま

す。まずは、相談を包括的に受けとめる仕組みが必要であることが明らかになりま

した。 

 市長の施政方針の中で、生活困窮者支援として、市民のさまざまな相談をワンス

トップで受けとめ、適切な機関、制度、サービスへつなぎ、複合的な問題を抱える

方に対する、縦割りではない包括的かつ伴走型の支援体制の構築に取り組むとあり

ました。市役所という立場から、関係する各課が連携して支援していく包括支援プ

ロジェクトチームの立ち上げを提案したいと思います。 

 また、どこに相談に行ったらいいかわからないことにならないように、相談をワ

ンストップで受けとめる総合相談窓口の設置が必要ではないでしょうか。 

 次に、ひきこもりの現状と対策についてでございます。 

 今、若者のひきこもりが社会的な問題になっていますが、地域で活動しています

と、若者に限らず、４０代、５０代など、大人のひきこもりも相当数に上っている

のではないかと思われます。ひきこもりの多くは、職を失い、政策の谷間で放置さ

れているのではないかと懸念されます。どこに相談したらいいか、相談すらできな

いと悩んでいる方々がおられるように実感しています。 

 先日、ＮＨＫの「クローズアップ現代」で放送された秋田県の藤里町を少々紹介

させていただきます。 

 人口３,８００人の町で、高齢者が人口の４割いる町でございます。社協の職員

がある高齢者宅を訪問したところ、困っているのは自分ではなく、実は、仕事につ

かず引きこもっている子どものことで悩んでいたという実態がわかりました。社協

の職員は、ほかにもひきこもりがいるはずだと家庭訪問を繰り返しています。そう

いう中で３年間その訪問を続けられ、ついに、藤里町に１１３人もの人が半年以上

引きこもっていることがわかりました。 



 －114－

 そのうちたった一人の方から聞き取りがとれたのですけれども、彼は高学歴ゆえ

に、就職の面接を受けても３０社から断られ、自信をなくしてひきこもりになった

という現実です。彼のように、学力があり、また３０社も受けて行動力もある。働

く能力があるのに、働く場がない。そういう方もおられ、その方も、チャンスがあ

ればよみがえられる可能性が高いということがわかったそうです。 

 そこで、藤里町では、就労支援が必要という結論に至り、引きこもっている人た

ちに国の事業のホームヘルパー養成の研修チラシを配布したところ、たくさんの応

募があり、今では１１３人中５０人が外に出て、また、３０人が働き始めたという

ことです。社会に必要とされることの喜びで頑張れる蘇生のドラマのようでした。 

 この件は、本市においても実態調査をすればかなりの数の方がいると予測されま

す。私の知り合いの家庭でも、今はひきこもりの子どもと自分の年金で暮らしてい

るが、自分が死んだ後はどうなるかと、本当に切実な悩みを抱えておられました。 

 市として、このような相談を聞いたことがあるでしょうか。また、本市では、ひ

きこもりの実態をつかんでいるのでしょうか。また、今現在の課題と今後の取り組

みについて質問します。 

 まず、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） お答えします。 

 本市における生活困窮者支援としましては、生活保護法による支援、さらに、昨

年１０月から開始しております生活困窮者自立促進支援モデル事業による支援があ

ります。モデル事業につきましては、厚生労働省の生活困窮者支援対策事業であり、

菊池市、合志市、菊陽町、大津町の菊池圏域の合議体と合わせて、菊陽町と大津町

の生活保護を担当します県菊池福祉事務所も本事業に参加しております。 

 生活困窮者が生活保護に至る前の相談時の段階から、早期に就労支援を行い、生

活保護になることを防ぐとともに、生活保護受給者に対しましても就労支援を行い、

自立に導くものです。 

 また、このモデル事業は、平成２７年度より生活困窮者自立支援法に移行し、全

国全ての福祉事務所で自立相談支援事業と住居確保給付金事業は必須事業となりま

すので、今後、さらなる庁内体制の整備が必要になると考えております。 

 ワンストップに対する対応につきましては、現在、市民からの相談につきまして

は、相談内容に応じて関係各課が連携し対応しております。また、福祉課が行って

おりますモデル事業では、相談に来られた場合、委託事業所の担当者を中心として

面接相談を受け、現在抱えている問題点を聞き取り、関係課の職員を交えて、各種
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制度の説明を含め、できるだけその場で対応できるようにしています。また、必要

に応じて、自宅訪問、法律相談、年金相談などを行っております。 

 今後も、関係課が連携して、総合的に支援していく体制を構築していく必要があ

ると思いますので、総合相談窓口等についても検討していきたいと考えております。 

 次に、ひきこもりにつきましては、ひきこもりイコール生活困窮者とは限りませ

んし、ひきこもりを把握する手段がないのが現状であり、把握しておりません。課

題としましては、本人が行政機関へ相談に来られることはまれですが、相談があっ

た場合は、自宅訪問をしながら、保健所を含め、精神保健相談の専門機関へつなげ

ること、及び社会と接する場の確保が重要となりますので、相談体制の構築及び充

実に努める必要があると考えます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１０番（泉田栄一朗君） 今、答弁いただきまして、まず、ワンストップですけれど

も、今、菊池市もそういうモデル事業としてさまざまな体制をとっているというこ

とで、今後期待するところでございます。やはり、そこの聞き取り調査の 初の執

行部の方が非常に重要な役割を果たすんではないかと思います。今後、このモデル

ケースについても、途中経過でまた質問をさせていただきたいと思っております。 

 また、ひきこもりについては、その手段が今のところないということでございま

すけれども、やはりさまざまな機関を活用しながら、組織を活用しながら、知恵を

絞りながら、いろんなチラシ等を使いながら、そのひきこもりの人を待つというこ

とはまず難しいと思います。やはり、こちらから何らかの手を打っていくというこ

とが必要ではないだろうかと思っています。 

 まずは、今回、このことをモデルケースとして頑張っていただくということで、

市民も期待していると思いますので、どうか頑張っていただきたいと思います。 

 きょうは、もう答弁は要りませんので、次に移らせていただきます。 

 それでは、次に、消防団の処遇改善ということで質問をさせていただきます。 

 近年、局地的な豪雨や台風などの自然災害が頻発し、地域防災力の強化が喫緊の

課題となる中、消防団の重要性が改めて注目を集めています。消防団は、消防署と

ともに火災や災害への対応などを行う消防組織法に基づいた組織です。全ての自治

体に設置されており、団員は非常勤特別職の地方公務員という立場になり、年額報

酬や出勤手当などが支給されています。 

 私も地元で１０年間消防団員を経験させていただきました。主に火災跡の片づけ、

年末の夜警、操法大会の練習また出場、そして出初め式等々が主な事業ですけれど
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も、青年世代間の交流や、郷土愛、使命感を持つ等、人間形成に大きくつながった

と思っております。 

 今、問題なのは、全国的に団員数の減少が顕著になっていることです。昭和２６

年に制定された翌２７年には２００万人だった団員が、平成２年で１００万人、そ

して、昨年、平成２５年には８７万人という減少です。その背景として、高齢化、

少子化で後継者がいない中、サラリーマンが７２％を占めて、緊急時の出動や訓練

に駆けつけにくいという実情があります。しかし、いざ災害等があったときには必

要不可欠な消防団です。 

 初めに、本市の消防団員数の推移と現状を質問します。二つ目に、消防ポンプ車

の整備、消防詰所等の装備品等の現状について質問をいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） こんにちは。泉田議員のご質問にお答えいたします。 

 本市の消防団の現状につきましては、組織体制が旧市町村からなる４方面隊で大

きく組織されております。菊池７分団、七城３分団、旭志２分団、泗水３分団の計

１５分団と本部機動隊１隊並びに女性消防隊１隊の体制を整えており、定数１,６

３２名で構成しているところでございます。 

 しかし、議員おっしゃいますとおり、新入団員の確保は、地域によりまして、過

疎化や高齢化等により厳しい状況にもあります。また、団員の中には市外の会社に

勤務している者もおります。昼間の火災時に出動が難しい者がいるのが現状でござ

います。 

 機械器具装備につきましては、消防格納庫、詰所を１４４カ所、有しております。

積載車１０６台、小型ポンプ１４４台を配備しております。この積載車、小型ポン

プの維持管理について、おおむね２０年ごとに新規更新を行い、消防団活動におい

て機器の性能維持に努めているところでございます。 

 また、消防団員に対しまして、災害等現場活動に適した被服等を貸与、支給し、

火災現場での迅速、確実、安全に活動を行うとともに、規律を保持する態勢を整え

られるよう努めているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１０番（泉田栄一朗君） 我が市も、やはり確保ということは非常に厳しいというこ

と、わかりました。また、装備については、ちゃんと点検をしているということで

す。 
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 次に、処遇改善について質問します。 

 大きな自然災害が起こったときは、人命にも及ぶこともあります。東日本大震災

では、団員みずからが被災者であることにもかかわらず、救援活動に身を投じ、１

９８人が殉職され、命がけの職務であることが全国的にも知られました。 

 地域の消防団員と夜警等で話を聞くと、地元を守るという使命感とボランティア

精神で何とか今頑張っているが、現場の実情は本当に厳しいという話を伺います。 

 特記すべきは、全国的に女性消防団員がふえているということです。今月２４日

の熊日新聞に女性消防団員の記事が載っていました。県内、１０年間で１.６倍の

６４６人がいるということです。そして、すばらしいことに、我が菊池市の女性消

防団員は、昨年の全国女性消防団操法大会準優勝という成績を残し、活躍されてい

ます。２８人の団員が全員仕事を持ち、家事、育児をしながら活動されているとい

うことです。やはり、女性がいると、高齢者のお宅では安心感があると喜ばれてい

るということです。しかし、全体的には、消防団員の減少は深刻であります。 

 こうした実態を受け、昨年１２月に消防団支援法が成立、施行されています。同

法は、消防団を将来にわたり、地域防災力の中核として欠くことのできない存在と

定義し、消防団の抜本的な強化を国や自治体に求め、団員の処遇改善や装備品、訓

練の充実に向けた予算が確保されたそうです。 

 本市としまして、消防団員の人数の確保に当たって、どのような手を考えておら

れるのか。例えば、緊急時の消防活動出動や重要な消防行事の際に、仕事を休んだ

人に不利益な扱いをしないよう市から要請をしたり、会社に休んだ分の補助金など

を出すなど、それが一つ。それと、二つ、階級や在籍年数に応じて設けられている

退職報奨金、出動手当等の引き上げなどです。 

 市のお考えをお聞きします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） お答えいたします。 

 近年度の災害の形態は、環境異変等に伴い、大規模な自然災害等が多発している

傾向でございます。この災害時に 大の動員力、即時対応能力を持つというのが消

防団であります。議員がおっしゃいましたとおり、昨年１２月に、消防団を中核と

した地域防災力の充実を図り、もって住民の安全確保に資することを目的とした、

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律、消防団支援法でございま

すけれども、これが成立しております。これにより、地域防災のかなめとして活動

する消防団員に対しまして、処遇の改善と装備改善の拡充が図られることとなった

ところでございます。 
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 本市の消防団員の処遇改善につきましては、この法に基づきまして、現在の退職

報奨金を、２６年度からでございますけれども、一律５万円引き上げる予定として

いるところでございます。 

 また、本市の消防団員の報酬でございますけれども、年額報酬と出動手当を支給

しており、年額報酬は、階級ごとで異なりますけれども、一般団員で２万円となっ

ており、災害時の出動手当は一律２,２００円となっているところでございます。 

 次に、現在の消防団員の雇用状況でございますけれども、産業構造や就業構造が

大きく変化し、本市でも全消防団員の約７割が被雇用者でございます。このような

ことから、本市では、菊池市消防団協力事業所表示制度を制定し、消防団員の多数

雇用や消防団に積極的に協力している事業所または団体に対しまして、消防団協力

事業所として認定を行うとともに、表示証の交付なども行っているところでござい

ます。これは地域の防災力を担う消防団員の活動支援や協力を行うことで、事業所

等のイメージアップにつなげるものとともに、消防団員が火災等への出動がしやす

い環境をつくるためのものでございます。これも消防団員の処遇改善につながって

いるものと考えているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１０番（泉田栄一朗君） 今、処遇改善で報奨金等も引き上がると、また、団員がい

ざというときに出動しやすい体制、これが協力事業者を募りながら、その会社がや

はりメリットになるような形で、できるだけ出やすい体制をつくると。非常に重要

ではないでしょうか。さまざまなことを考えながら、消防団員が出動しやすい体制

をつくっていただきたいと考えております。 

 ただ、今後は、いろんな災害が起きます。火事等以外にも、台風また雨、地震そ

の他のいろんな災害を救援活動する人たちが重要になってきます。その中には、や

はり今の消防団員だけではできないところもあると思います。そういうことから、

日ごろから地域の人たち、コミュニティをしている消防団員、その確保が非常に重

要ではないかと思います。 

 例えば、先日、新聞を読んでおりましたら、大学生の機能別消防団員、通称防災

サポーターを熊本市が設置してあります。本年４月からです。これは、一般の消防

団より活動を限定してあり、大規模災害時に避難所での応急処置、支援物資管理、

外国人への通訳等を担っているということです。 

 今後は、大学生だけでなく、予備軍として高校生への消防教育や、勤務時間が多

様化しているサラリーマンなど、幅広い層への働きかけが必要だと思いますけれど
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も、こういうことを踏まえて、市長のお考えを聞かせていただきたいと思います。

部長で結構です。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） お答えいたします。 

 近年の社会情勢の変化によりまして、構成する団員の高齢化やサラリーマン団員

も多くなっております。こういうことから、消防団を取り巻く環境は一段と厳しい

状況になっておりますので、本市では、一般団員とは別に、地元における火災等へ

出動する支援団員として、消防団ＯＢの方に再入団をしていただきます支援団員制

度を導入しているところでございます。消防団活動へご協力をいただいております。 

 このほか、現在、自主防災組織の設立にも力を入れておりますので、この自主防

災組織との連携を図りながら進めてまいりたいと考えております。 

 後に、消防団の入団につきましては、各分団ともそれぞれ努力されております

が、市といたしましても、広報等により、新入団員の勧誘促進に努めてまいりたい

と考えておるところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１０番（泉田栄一朗君） どうか市民の方への協力をお願いしたいと思っております。 

 次に移りたいと思います。次に、市の名木についてでございます。 

 昨年９月議会で老樹名木の調査、保存について質問させていただきました。菊池

市においても、県指定、市指定の樹木を紹介していただき、１２本あることがわか

りました。そのときの質問に対する答弁の中で、今年度は全ての天然記念物の樹木

診断を行い、その結果をもとに、今後の管理の方向を決定するとありました。今回、

私も、この樹木診断の調査に同行する機会を得まして、指定樹木１２本全部の診断

に立ち会うことができました。改めて１本１本、さまざまな角度から、根回り、幹、

枝ぶり、その他全体の容姿をじっくり観察し、診断させていただきました。改めて

歴史の重みと地域での存在感に深々と頭が下がる思いがしました。 

 初めに、１２月の指定文化財樹木観察会を終えて、結果はどのようなものだった

でしょうか。また、観察会を踏まえ、今後どのように対処しようと思っているのか、

市の見解、考え方を質問します。 

 次に、観光活用についてですが、先ほど観察会を踏まえ、市の名木を観光資源と

して活用するために、その樹木の保護と整備をどのように考えているのか質問しま

す。 
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 つけ加えまして、昨年９月、わいふ一番館で巨木、名木の写真展が開催されまし

た。折よく、熊日新聞が、その記事を載せたということでもあります。それらのこ

とを紹介をしていただきたいと。どれくらい見学者がいて、感想がどうであったか、

それがわかれば、それを紹介していただきたいと思います。 

 そして、菊池の観光資源にさまざまなマップがありますけれども、その１２本の

樹木をそのマップの中に紹介できないだろうか。 

 以上、３点についてご答弁をお願いします。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、中村鉄男君。 

［登壇］ 

○教育部長（中村鉄男君） 泉田議員のご質問にお答えをいたします。 

 指定文化財樹木観察会は、今年度実施しました指定文化財の樹木診断にあわせて、

委託業者主催で熊本県樹木医会の樹木医により実施されたものでございます。市か

らも都市整備課、生涯学習課の担当職員が研修のために参加しましたが、担当職員

にとっても観察会は初めての体験で、樹木に関するさまざまな情報を得ることがで

きたよい機会であったようでございます。 

 なお、本年度実施しました樹木診断につきましては、委託業者よりの診断結果が

わかり次第、市の文化財保護条例に基づき、速やかに所有管理者への報告と、必要

な対策の協議を進めてまいりたいと考えております。 

 また、今回実施しました樹木診断につきましては、今後も定期的に実施していき

たいと考えております。 

 次に、観光活用につきましては、昨年の９月定例会でもお答えしましたが、基本

的には、指定文化財は個人、団体が所有しているものですので、観光面等への活用

につきましては、所有者の理解を得ることはもちろん、その生育環境に十分配慮を

する必要があると考えております。 

 樹木の観光資源化に関しましては、散策マップ等がございますが、地域ごとに樹

木を紹介しているものであり、市全域を対象とした樹木マップは作成をいたしてお

りません。市のホームページ等の中で、樹木特集等として紹介はできると思います

が、観光的な利用には、今後、所有者の方との詳細な協議が必要だと考えておりま

す。 

 いずれにしましても、樹木は繊細な生き物であることを理解し、今年度実施しま

した樹木診断等により、常に樹木の生育状況を適切に把握し、環境変化に 大限の

配慮をすれば、本市の重要な観光資源となり得るものではないかと考えております。 

 次に、巨樹・名木展についてでございますが、昨年の８月２日から１２月１日ま

で、わいふ一番館において企画展として開催されたところでございます。熊日新聞
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に掲載されたこともあり、多くの来館者がございました。来館された方から、散策

のために場所を知りたいとのお尋ねや、新聞を見て、見に行きたいという電話での

問い合わせも大変多くいただき、反響の多さに驚いたところでございます。 

 今後も、巨樹、名木に限らず、菊池遺産、文化財等の企画展や、それらをつなげ

た散策コース等の作成、整備を行い、多くの方に楽しんでいただけるような企画等

を検討してまいりたいと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１０番（泉田栄一朗君） 今、ご答弁ありましたように、やはりそういう写真展等を

やると、非常に、興味を持った人たちが集まってきたということで、やはりこれか

ら観光資源になり得るものではないかと、今は確信しているところでございます。 

 例えば、今まで１２本見てきましたけれども、旭志の四季の里ふれあい動物広場

がありますけれども、仏供石のたぶの木について、まず、正面入り口から見ると、

私が見た限り、そのたぶの木は見えません。やはり、周辺整備の必要性があるので

はないかと思いました。また、七城町の妙見の樟は、周辺の竹山がクスノキに迫っ

ていて、非常に悪い影響を及ぼしているのではないかと思いました。 

 そのほか、老木等がありましたけれども、弱っている木も見られ、周辺の民家や

人為的に危険性があるのも見受けられました。やはり、その中で元気のいい名木も

たくさんありましたけれども、やはり、地域に密着して存在感をあらわしておりま

した。 

 私もつい先日、葛原議員が前回議会で一般質問されましたけど、山に五葉松があ

るということで、私は非常にそれを気にしておりましたので、何とかこの議会前に

見に行かなくてはということで、葛原議員とその五葉松を探しに行ってまいりまし

た。 

 道なき道を登ること２時間でございます。夢にまで見た五葉松が目の前にあらわ

れまして、二人で抱きついて、二人で抱きつくほどの３メートル以上の木でありま

したけど、感動で胸が熱くなりました。そして、次の瞬間、上を、五葉松を見ます

と、どうも五葉松ではないような感じなんですね。やっぱり確かなことを調べにゃ

いかんということで、何とかその木の上に登りまして確かめましたけど、やっぱり

五葉松じゃないんですね。幻の木に終わりました。 

 それで、いろいろうわさがありまして、やはり実際の目で見て調べてみないとわ

からないところがありますけど、確かに地域の人たち、また、この議員の中にも、

五葉松って必ずあると言われている方がおられます。そういう中で、私も、これは
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絶対見に行かなくちゃいけないと、また、見つけなくちゃいけないという確信が出

てきたところでございます。 

 今、１２本が菊池市の名木に指定されておりますけれども、それ以外で、菊池渓

谷で石を抱いたケヤキ、また杉並木、これはすばらしいものでございます。そうい

う名木等がまだ探せばたくさんあると思います。そういうことから、今後、そうい

う名木を見つけた場合に、国、県の指定の文化財の条件というものがどういうもの

か、確認の意味で答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、中村鉄男君。 

［登壇］ 

○教育部長（中村鉄男君） 再質問にお答えをしたいと思います。 

 菊池市文化財保護条例では、文化財としての種類にかかわらず、市にとって重要

なものを文化財指定するとしております。県指定になりますと、県民にとって重要

なもの、国指定になりますと、国にとって重要なものとなります。そのほか、具体

的な要件は明示してありませんが、市内の実情としましては、地域の歴史にかかわ

る場合や、樹木自体が珍しい場合が文化財指定となっております。 

 現在、市内にある指定文化財の樹木は、先ほど議員にもご紹介いただきましたが、

１２本でございます。この内訳といたしましては、菊池地域では、歴史にかかわり

があるものが将軍木を含め３本、樹木自体の生育が珍しいものが菊池高校のチャン

チンモドキ１本で、合計４本、七城地域では、歴史にかかわるものとして妙見の樟

１本、旭志地域では、歴史にかかわるものとして仏供石のたぶの木を含め４本、泗

水地域では、歴史にかかわるものとして村吉のいちいがしを含め３本となっており

ます。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１０番（泉田栄一朗君） 菊池市で、また県で、やっぱり文化財としての価値がある

ということだと思います。今度は、まず５月に議員の選挙がありますけど、その議

員に通ってからのことですけども、ぜひ五葉松を見つけて、またこの場で紹介をし

ていけたらと思っております。 

 次の質問をさせていただきます。 

 次は、市職員の飲酒運転の罰則についてでございます。 

 飲酒運転に関係する裁判の中で、私が大変気になる裁判があります。公務員が飲

酒運転で摘発され懲戒免職とされたとき、その処分を受けて、免職が重すぎると言

って、処分取り消しを求める裁判を起こしておられます。訴えられた行政は、必ず
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と言ってよいほど行政側の主張が認められない裁判となり、控訴するケースが多々

あるようであります。 

 例えば、阿蘇のケースでありますけれども、２００９年に酒気帯び運転容疑で摘

発され、阿蘇市が懲戒免職にした男性の方ですけれども、その処分を停職６カ月に

修正する裁決を出されました。そういうケースもあります。この飲酒運転違反関係

の規定では、阿蘇も菊池市も同じであります。 

 なぜ、違反を起こした側と処分する側の間に解釈の開きがあったのか、規定はど

うなっていたのか、そもそも違反した本人は処分規定を理解していたのか、さまざ

まな疑問が湧き上がります。処分の規定が曖昧だから、お互いいがみ合い、司法の

場で時間と費用をかけているのだと思っております。結局、規定そのものが、本来

の飲酒運転を撲滅する取り組みとほど遠い、誰もが納得できない結果だけを招いて

しまうのではないかと思えてなりません。 

 このような争いの原因になる公務員の飲酒運転違反が本市内で起こらないことを

ただ願うだけでありますが、過去５年間の年間の飲酒運転摘発件数を熊本県や市町

村、一部事務組合を対象に見てみますと、１０件から１４件起こっております。こ

れを多いと見るか少ないと見るか、それは個人差があると思いますが、公務員とい

う立場からすれば、いかなる理由があれ、私は絶対にあってはならないと思います。

また、我々議員も同じであります。市職員も、飲酒運転は断じて許さないとの決意

で取り組んでいただきたいと思います。 

 そこで、私は提案をしたいのですけれども、市職員の懲戒処分の指針を見てみま

すと、飲酒運転に関して、酒酔い運転をした職員は免職とすると。酒気帯び運転を

した職員は免職または停職とするとあります。飲酒運転を起こした職員は免職また

は停職とするとの解釈が、結果的に曖昧さを生み、裁判で争う羽目になるのではな

いかと思います。 

 ちなみに、飲酒運転基準でございますけれども、それを見てみますと、酒気帯び

運転が０.１５ミリ以上というのが６点、違反減点です。そして、酒気帯び運転に

はもう一つ、呼気中アルコール濃度が０.２５ミリグラム以上が１３点となってお

ります。酒酔い運転というのは特に基準はないということで、２５点になっており

ます。 

 参考までに、酒気帯び運転の６点、０.１５ミリグラムというのは、例えば２時

間の会合で初めのビールを１杯飲んだだけで、その０.１５ミリグラムというのが

出るということでございます。それで、その酒気帯び運転と酒酔い運転というのは、

非常に差がありまして、酒酔い運転には基準がないということで、警察の判断です

けれども、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態という
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ふうに書いてあります。 

 そこで、本市が職員の飲酒運転撲滅を真剣に考えているのであれば、「免職また

は停職」とせずに、「免職」と改めることで、職員の意識も高まり、飲酒運転の抑

止につながるのではないかと思います。 

 この考えを示しているのが、過去に福岡市の職員が飲酒運転で幼い子どもの命を

３人も奪った飲酒運転事故をきっかけに、福岡市では、酒酔い運転または酒気帯び

運転をした職員は免職と改めておられます。このように、本市でも懲戒処分の指針

を見直したらと考えますけれども、市長のお考えをお伺いします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 泉田議員のご質問にお答えいたします。 

 本市における飲酒運転に係る処分規定につきましては、菊池市職員の交通事故違

反に対する処分基準及び菊池市職員懲戒処分の指針により定めており、この基準に

基づいて、違反事由の状況等により処分を検討することといたしております。 

 過去５年間におけるということで、先ほど県内の状況等もお話ございましたけれ

ども、飲酒運転等による本市における職員の処分につきましては、平成２２年の９

月に、当時、土木課に所属していた臨時職員による酒気帯び運転での追突事故が発

生をいたしております。このときの処分につきましては、当該の臨時職員は懲戒免

職の処分、当時の部長及び課長のほうには文書訓告を受けております。 

 見直しというお話がございましたけれども、先ほど阿蘇市の例等が挙げられまし

たけれども、酒酔いで免職、酒気帯びで免職・停職というような、いろんなことが

ございます。新聞等を見ていますと、駐車場内の、例えば相手がいなくて、道路上

ではなくて、その中でぶつけたとか、逆に、自損で、対向車とか人身ではなくて、

そういう部分でいろんな違いがあるみたいですけれども、なかなかそういう部分で

は判断しづらい部分もあります。 

 現状では見直しという形でなくて、これはあってはならないことですけども、仮

にそういうことがありました場合は、そういう点もいろんな形で十分検討した上で

判断材料の一部となっていくかと思いますけども、当面すぐ、今申し上げられまし

たように、見直しという形は、現在のところ考えておりません。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１０番（泉田栄一朗君） 当面はちょっと、いろいろなケースがあるということで言

われております。確かにそういうケースもあると思います。ただやっぱり、この飲
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酒運転については厳しい処置で臨まないといけないと思っております。 

 後に、市長の見解をお聞きして、お願いしたいと思います。答弁をお願いしま

す。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 市職員の飲酒運転に対する私の方針ということでございますけ

ども、一言で言えば、こういう基準だったら飲まないとか、こういう基準だったら

飲むとかいう類いの話ではございませんので、やはり社会の基本的な、根本的な、

もう原則的なルールだと思うんですね。ですから、飲んだら乗るな、乗るなら飲む

なということを、本当に肝に銘じて、もう一回、継続して徹底を図っていきますし、

万が一、そのような事態が起きたときには、もう厳罰に処するということで臨んで

いきたいと思っております。 

 何よりも、そういうことがないように、ただ言うだけではなくて、いろいろな安

全啓発のために、例えば、警察署の職員の方をお迎えして交通安全講習会のような

ことをやっております。こうした講習会、それから不祥事防止に向けた研修会等、

適宜入れまして、職員の意識高揚には努めていきたいと考えます。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１０番（泉田栄一朗君） よろしくお願いします。 

 以上で終わります。 

○議長（山瀬義也君） ここで、１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後１時５０分 

開議 午後１時５８分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、城典臣君。 

［登壇］ 

○４番（城 典臣君） 皆さん、こんにちは。春は出会いと別れの季節です。職員の中

にも第二の人生へ歩み出される方もおられます。退職される職員の皆さん、長い間

ご苦労さまでした。皆様のますますのご活躍を期待申し上げまして、質問に入りた

いと思います。 

 施政方針について。１点目、地域おこし、地域づくりプロジェクトについて。２
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点目、重点プロジェクト以外の主要施策について。３点目、施政の動向について。

以上、３点の中身についてお伺いしたいと思います。 

 １点目に、地域おこし、地域づくりプロジェクトの中で定住促進について触れて

おられます。空き家対策の一つとして、新しい形の企業誘致を、光ブロードバンド

が整備された中山間地域の空き家等を利用してＩＴ関連事業者への定住促進を図る

ため、企業誘致の物件として２件ほど絞り込みの調査を行うとありました。 

 全国的に見れば、この事業を既にやっている自治体があります。例えば、四国徳

島の過疎地に、東京、大阪に本社を置く計９社のＩＴベンチャー企業が進出し、人

口６,３００人の、公共機関は１時間に１本のバスだけという過疎化の進んだ町で

あったのが、企業誘致をきっかけに、若者が定住し始め、全国の自治体関係者など

の注目を集めているそうです。 

 菊池市は空港にも近く、東京、大阪へのアクセスもいいので、ぜひとも成功させ

ていただきたいと思います。市長の思いをお聞かせください。 

 ２点目に、重点プロジェクト以外の主要施策の中で、子ども医療費助成事業は、

中学３年生までを対象として、引き続き助成をしていくと書いてありました。大変

ありがたく思っております。県下でも先駆けた事業で、ほかの市町村に誇れるすば

らしいことだと思います。子育て支援策としても大切なことと考えます。 

 しかしながら、一部負担はそのままです。くどいようですが、完全無料化にしま

せんか。市長にお伺いします。 

 ３点目に、施政の動向についての中で、庁舎整備について触れておられます。本

庁整備については具体的に触れておられますが、支所の利活用については一言も触

れておられません。２６年３月の庁舎等整備基本構想・基本計画の中で、支所の利

活用は現行どおりと明記してあります。現行どおりとは、２５年２月の庁舎等整備

基本構想・基本計画の中で、支所利活用の方向性の中で語られております。 

 支所については、業務スペース、防災機能スペース、災害備蓄倉庫等を配置しま

すと書いてあります。利活用については、地域のニーズと想定される支所利活用の

例を参考に検討を進めるが、施設の耐久性、改善費用、施設の維持管理費用を勘案

して、今後、計画を検討することとなりますと書いてあります。 

 そして、活用例として、次の事柄が表としてあらわしてあります。区分としまし

て、福祉関係は、活用例、健康福祉施設、子育て支援施設、学童保育施設、地域包

括支援センター等に利用。教育関係、地域学習等、コミュニティセンター、メディ

アセンター、調理室（教室）、地域図書室、研修施設等。農林関係では、グリーン

ツーリズム施設、特産品加工、次世代農業者支援施設、研修施設等。商工関係では、

市民マーケット、レストラン、食堂、起業者支援施設、宿泊施設等。文化・歴史関
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連、市民ギャラリー、歴史民俗資料館等。行政関係では、書庫、資料庫、倉庫、市

民活動の事務所等。その他、合宿所、健康トレーニング室、自由使用の会議室、民

間移譲等。以上、支所の利活用の例を書いてあります。 

 聞くところによりますと、七城支所も旭志支所も、議場は物置になっていると聞

いています。先ほど述べました支所利活用の方法を検討されているのかお聞きした

いと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ただいま、城議員さんから３点ご質問をいただきました。一つ

は、中山間地域等の空き家活用について、それから、子ども医療費の完全無料化の

件、それから、支所の取り扱いに対する方針ということでございました。 

 まず、１点目でございますけれども、ご存じのとおり、本市では、もう全域で、

平成２１年から２３年度にかけて光ブロードバンドが利用できるように整備を行っ

たところであります。ただいま、空き家の調査を実施しましたところ、約１４０件

程度の物件の存在が確認できているところでございます。さらに、２５年度から２

６年度の２カ年で、約８０の行政区に対しても空き家調査を実施したいと考えて進

めているところでございます。 

 そういう環境の中で、これは施政演説の中でも述べましたけども、この空き家と

いうものを活用したいと。その実例というのは、先ほどご紹介のあったようなとこ

ろに触発されているわけでございます。 

 当面につきましては、まず、具体的な手がかりをつくってやっていくことが非常

に実際的であろうと考えておりますので、まずは、ＩＴ関連事業者等が事務所等と

して利用できそうな空き家を２件程度抽出してみて、一つのモデルのケースでござ

いますね。それでいろいろと実際に企業と当たりながら、具体的なニーズ、それか

らいろいろな修正が必要であれば修正を加えていくといったアプローチでやってい

きたいと考えているところでございます。 

 それから、２点目については、子どもの医療費について、一部まだ自己負担が残

っておるわけでございますが、これの完全無料化に対する考え方ということでござ

いました。 

 県下１４市の中でも、当市の、中学生まで含めた取り組みというのは非常に早か

ったわけでございます。しかしながら、医療費全体としては、国民健康保険、社会

保険問わず、毎年右肩上がりで膨張しておりますので、同様に本市の子ども医療費

助成事業による支給額も、実は増加している状況にございます。 

 一方で、本市の財政状況というのは、今後、交付税の減額等も予想される中でご
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ざいますから、大変厳しい財源不足が懸念されているところでございます。 

 一方、自己負担額については、多少まだ残っているとはいいましても、一月当た

りに外来で１,０００円、入院で２,０００円ということで、一般家庭にとっても、

必ずしも大きな負担ということではないのではないかと考えております。こうした

ことを総合的に考えますと、子ども医療費の助成事業というのは、今は県下の中で

も大変いい水準にあると思いますので、しばらくは、この医療費の推移を見守りな

がら、現行制度のままで実施してまいりたいと考えているところです。 

 それから、庁舎整備の関係で、今の総合支所の取り扱いということでございます

けども、今、ご指摘がありましたとおり、この総合支所につきましては、庁舎整備

等に係る基本構想・基本計画の策定の中で、さまざまな現況、課題を分析して、利

活用の方向性について既に出ているところでございますけども、今後の検討の方向

性としては、将来を見越して、支所の分掌事務にさらに検討を加えていきたい。そ

ういうことをやりながら、業務スペースを検討する中で、防災機能スペースですと

か、災害備蓄倉庫等のスペースのほかに、今し方ご指摘をされたようなさまざまな

事例を踏まえて、地域の方々のニーズを吸い上げていくという作業が非常に重要で

あろうかと思いますので、こうしたことに当面、力を入れていきたいと考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○４番（城 典臣君） ２点目の、医療費の中学生まで無料ということ、一部負担のあ

っておりますけども、 低でもこれを後退させるようなことがないようにお願いし

たいと思っております。 

 ３点目についてお伺いしたいと思います。 

 私が思いますに、支所の利活用は現行どおりと言われています。まず、泗水、七

城、旭志の支所の利活用に手を打たれて、皆さんが納得される措置をとってから本

庁整備に着手したら市民の理解を得やすくなるのではないかと考えますが、再度、

市長にお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 今の再質問でございますけれども、支所の利活用というのは、

やはり特に地元にお住まいの住民から見ますと、大変重要な問題であろうと思いま

すので、ここのところは、やはり、余り性急にせずに、じっくりとご意見を聞きな

がらやっていくというプロセスを尊重したいと考えているところでございますので、



 －129－

よろしくご理解をいただきたいと申したいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○４番（城 典臣君） わかりました。じゃあ、よろしくお願いして、次に行きたいと

思います。 

 道路整備の状況についてお伺いいたします。市道立門木護線整備の進捗状況につ

いて。２点目、市道古川堂床線整備の状況について。以上、２点についてお伺いし

たいと思います。 

 １点目に、市道立門木護線についてお伺いします。 

 この道路は、道幅が狭く落石もあり、大変危険な道路です。市民の皆さんは、毎

日この危険をはらんだ市道を通っておられます。また、森林管理署の山があり、ト

ラックの往来もあります。市道立門木護線は、市道の入り口から大きな岩がせり出

して、大変危険です。この岩も取り除いてもらえないかと要望されております。ま

た、途中に、地元の人の持ち物で、ちょっとした岩のようなものがあり、そこも無

償で提供するので取り除いてもらえないかという要望も受けております。何か起き

てからでは間に合いません。市長も選挙のとき通られて、危険な市道だと認識され

ているのではないでしょうか。 

 そこで、現在、市道整備の進捗状況についてお聞きします。 

 ２点目に、市道古川堂床線の整備状況についてお聞きします。 

 この道路につきましては、３年ほど前に質問しております。この道路の奥には、

少年自然の家や福祉施設、またゴルフ場があります。大型のバスも少年自然の家へ

子どもたちを乗せてきます。国道から市道へ入るのに、バスは大変苦労しておりま

す。道幅は狭く、ゴルフ場帰りの車も多く、離合が困難であると思います。 

 前回質問したときは、用地取得がなかなかできず、また諸般の事情で拡張が難し

いとのお答えでしたが、その後、用地交渉はなされたのか。そもそも市道整備の計

画はどうなったのか。市道をする気があるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） それでは、まず 初に、立門木護線の進捗状況につきまし

てお答えいたします。 

 市道立門木護線の改良工事につきましては、平成２５年度より着手をしている状

況でございます。昨年の８月に地元説明会を終了いたしまして、現在は詳細設計を

行っているところでございます。工事の内容といたしましては、木護線との交差点
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までの間、約２,０００メートルにおいて道路の幅員が狭く、離合に支障を来して

いる状況であることから、延長１５メートル、幅員５メートルの離合箇所を１０カ

所程度設置し、車両安全通行の確保に努めてまいるところでございます。 

 今後につきましては、離合箇所の設置箇所の用地交渉を行いまして、ご協力をい

ただき、工事を推進してまいりたいと考えているところでございます。 

 それと、落石防止等の石の処置でございますが、交差点等の改修、並びに今回計

画しております離合箇所の設置におきまして、地元の皆さん方と協議をして検討し

てまいりたいと考えているところでございます。 

 また、次に、古川堂床線につきましては、先ほど議員もおっしゃられましたとお

り、県立少年自然の家、社会福祉法人施設わらび学園、ゴルフ場などがございます。

重要な路線と考えているところでございます。 

 平成１４年度より、国道３８７号から６００メートルの区間におきまして事業の

着手をしているところでございます。しかしながら、用水路の改修、並びに国道と

の交差点協議の必要がある８０メートルを除き５２０メートルにつきまして先行し

て用地交渉を行っておるところでございます。しかしながら、一部の区間におきま

して交渉が難航しており、現在は事業を休止しているような状況でございます。 

 今後につきましては、残りの用地交渉並びに交差点協議を行いまして、事業を進

めてまいりたいと考えているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○４番（城 典臣君） 古川堂床線の整備は、またよろしくお願いしておきます。 

 それと、１点目の立門木護線について再質問したいと思います。 

 工事に着手した場合、迂回路となる木護柏線があります。そこが落石がひどくて、

そこも手をつけないと、仮に工事をやり出したら、どっちからも出られないという

ような、孤立してしまうおそれがあります。立門木護線の改修工事が始まる前に、

落石防止策を検討していただき、安心して通行できるよう配慮をお願いしたいと思

います。 

 また、舗装もよくありません。路面が悪く、すぐにでも直さなければいけない状

態ですが、市道の拡張が終了するとき、同時にこれもしていただきたいと思ってお

ります。 

 それから、山側から流れる土砂の撤去や、道路上空に覆いかぶさってきた木の枝

とか、地元の皆さんで片づけができないような状況にあります。今後、市道の維持

管理は安全な通行のためにも必要です。どうか配慮などをお願いしたいと思います。
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再度お答えを願いたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） ただいま議員ご質問の立門木護線の工事に際しましては、

議員がおっしゃいますとおり、数カ月間の通行規制が必要になると考えているとこ

ろでございます。木護地区の唯一の迂回路になります市道柏木護線は、地元の皆さ

んの要望により、平成２３年度より道路舗装等を中心に整備を完了しているところ

でございます。議員がおっしゃいました落石につきましては、地元の皆さんより連

絡をいただき、現地を調査いたしまして、状況は把握をしているところでございま

す。工事の施工前には地元の皆さん方との協議をした上で対応してまいりたいと考

えております。 

 また、落ち水や舗装の悪化の対応につきましても、離合箇所の設置の説明会の際

に、地元の皆さんとの協議の中で、必要なところにつきましては工事にあわせまし

て検討してまいりたいということを確認しているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○４番（城 典臣君） よろしくお願いしておきます。 

 では、次に行きます。 

 臨時給付金についてお伺いします。 

 消費税率引き上げに伴う臨時給付金支給について。ことし４月から消費税が５％

から８％に引き上げられるのに伴い、影響が大きい家庭への負担軽減策として、住

民税非課税世帯には臨時福祉給付金、児童手当給付世帯には子育て世帯臨時特例給

付金等が支給されます。 

 消費税には所得が低いほど影響が大きくなる逆進性があり、その負担を緩和する

ために実施されるのが今度の給付金です。生活保護受給者については、今回の臨時

給付金とは別に、ことしの４月に消費税の増税分の影響を盛り込んで、生活保護支

給額の生活費分、生活補助基準を改定する方針となっているようです。 

 そこで、市の対象となる世帯の数と、支給される金額は、それぞれ１万円と５,

０００円が支給されますが、手続の方法について、次の点をお聞きしたいと思いま

す。引っ越してこられた世帯が給付金の支給を受けるには、いつまでに住民登録を

している世帯が対象なのか。２点目に、申請の仕方は市町村で違うようですが、本

市の申請の仕方はどのようになりますか。３点目に、消費税は４月から上がります。

給付金が支給される時期はいつごろになるのかお聞きします。４点目に、給付金支
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給に当たり、市の体制は整っているか、その体制で人員は足りているか、速やかな

実施ができるのかお聞きしたいと思います。世帯数もお願いしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 城議員の、臨時福祉給付金支給についてお答えいたし

ます。 

 今回実施される臨時福祉給付金につきましては、本市が給付する対象者の基準日

は、平成２６年１月１日時点で本市の住民基本台帳に登録されていることが条件と

なります。したがいまして、基準日以降に本市に転入された方につきましては、基

準日時点で住所を置かれていた市町村が給付を行うことになります。 

 また、本市における申請の方法につきましては、まず、平成２６年度における個

人住民税の当初賦課の時期に、非課税の人に対して、税情報通知とあわせて臨時福

祉給付金のチラシと申請書を送付いたします。なお、この事業が円滑に進むよう、

全市民に対しまして、市広報やホームページでの通知を計画しています。対象者の

方は、その申請書に必要事項を記入の上、市民税が確定する６月以降に市役所に提

出していただくことになります。 

 給付時期につきましては、申請書を提出される方から順次審査を行いまして、早

ければ８月からの支給を考えているところでございます。 

 なお、支給につきましては、原則口座振り込みで行うことになります。 

 それと、世帯数でございますけれども、対象者の絞りが今からになりますので、

その世帯数とか 終的な人員については、まだこれからになります。 

 市民の皆様へ一日でも早く給付できるよう努めてまいりたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

 失礼しました。本給付金の支給の体制につきましては、全庁挙げての事業ですの

で、平成２１年の定額給付金のときと同様に、プロジェクトチームを設置し、相談

窓口としてのコールセンター業務や対象者の抽出から給付業務まで、一元管理のも

と、円滑かつ正確に実施してまいりたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。大変失礼いたしました。 

○議長（山瀬義也君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○４番（城 典臣君） 速やかに、抜かりなく、手続をしていただきたいと思っており

ます。 

 我が党は、消費税が１０％になる場合、軽減税率の導入を政府に認めさせており

ます。消費税増税後の影響を少しでも減らすよう、対象品目の選定を、この夏ぐら
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いまでにはまとめる作業に着手しているところです。影響が少ないように配慮して

もらうよう、今後も訴えていきたいと思っております。 

 それでは、次の質問に行きます。 

 地域振興策について。過疎化の振興策についてお伺いしたいと思います。 

 施政方針の中で、将来を見据えたまちづくりということで、さまざまな事業につ

いて書いてあります。その中で、町部以外の事業は、と見ますと、グリーンツーリ

ズムについて触れられておられます。そして、中山間地域の空き家対策について、

また、公共交通について交通体系の再検討について触れておられます。町部以外の

事業は、今上げた箇所かと思われます。 

 旧菊池市には山間地に集落が、龍門方面、水源方面、四町分方面、それと私が住

む水迫方面と４カ所、路線に沿って集落が点在しています。そして、山間地の小学

校も４校全てが廃校となった今、山間地の抱える問題は、高齢化と人口減少、アク

セスの悪さで、このままでは地域の存続すら危ぶまれる事態に陥るのではないかと

考えております。 

 そこで、２点についてお伺いしたいと思います。 

 １点目に、私の住む近くに生味という地区がございます。そこに、江戸時代、番

所が置かれてあって、日田、上津江、両往還、行き来ですね、ここを中心に通行人

や物資移動の取り締まりを続けられていました。番所には上中下の区別があって、

生味番所は中でした。そこには、太田黒家、笠家が番所役人をされ、毎日交代でこ

の任に当たっていたようです。歴史的にも重要な生味番所跡に、太田黒家の住まい

が残っております。この家には、数年前、持ち主の太田黒さんがうん千万かけてリ

フォームされてあります。 

 菊池市には、高木医院、旧松倉邸、宮村ホール及び石垣と４件の国指定有形文化

財があります。この建物を国登録有形文化財として登録していただきたいと思いま

す。そして、本市で取得してもらい、維持管理していただき、観光地菊池渓谷へ向

かう一連の流れの中に組み込み、地域振興の核として利用してもらえないかお聞き

します。 

 ２点目に、山間地域の振興に、また市の活性化につながる提案をしたいと思いま

す。 

 今、全国的に木質バイオマス発電が脚光を浴びておりますが、その燃料として県

産材を使い、製材で出た木くずなどの端材や樹皮、日常の間伐材を利用しています。

近くでは、八代市の日本製紙が来年４月稼働を目指して、施設の建設が行われてお

ります。また、荒尾でも、２年後の稼働を目指し、計画が進んでおります。九州だ

けでも１５カ所ほど計画されております。 
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 一つの例として、岡山県真庭市でも木質バイオ発電事業が行われております。バ

イオマスタウンを目指し、新たな産業観光につなげて、ツアーを組み、発電施設の

見学、バイオマス集積基地の見学などで、中山間のバイオマスタウンの先進地のよ

うです。このように、全国にバイオマス発電事業が５０近く計画、構想されている

ようです。 

 しかし、私が思うに、燃料となる木の供給は、将来的に大丈夫かと考えます。こ

の事業が成功するも成功しないも、燃料となる木材の供給次第と思います。今は森

林が豊富にあるように思えますが、九州だけとっても、計画されているこの施設１

５か所全部が稼働し出したら森林は崩壊しかねません。この事業は森を救うのか、

それとも破壊するのか、危惧する専門家もおられます。そこで、何を言いたいか、

本題に入りたいと思います。 

 菊池には、木の種類で、クモトオシという品種があります。雲を通すと書いて、

「ウンツウ」とも言われておりました。この木は成長が早くて、ほかの品種は成長

して利用できるまで成長するのに四、五十年はかかりますけれども、このクモトオ

シの成長は早く、２０年、３０年で利用できます。それぐらいの早さで成長します。

この木材を燃料として考えられないかという質問です。燃料としてなら、１０年か

１５年で利用できるようになると思います。 

 この品種は、永山地区の方が大正初期に発見され、一時は年間数万本の苗を販売、

全国に広がった品種だったようです。しかし、成長が早い分、年輪が詰まらなくて、

荒くて、結局もろかったということで、建築材には向かなかったようで、残念なが

ら衰退していったということであります。今では、この苗をつくっている方も、も

ういないのではないかなと思っておりましたら、木佐木地区の方が一人だけ苗を生

産されておりました。今の用途はといいますと、田や畑の周りに、成長が早いので

防風林として利用されているそうです。で、森林組合に出しているということを言

われておりました。 

 私が思うに、この品種の苗を他県に先駆けて生産し、苗の販売と、燃料としての

木材供給基地として、菊池発の事業としてできないかと考えます。将来的には、建

築に使う材木と燃料として使う材木は、すみ分けなければならないときが来ると思

います。そのとき、あのとき手を打っておけばよかったと思うのか、あのとき手を

打っていてよかったと思うのか、どちらかではないかと考えます。 

 伐採までは森として酸素を供給してもらい、その後は、燃料として電気をつくる

役目をしてもらう。これがどんどん循環していけば、再生エネルギーとして利用で

き、木材の枯渇や森林の崩壊も防げると考えます。どこかの国のように、木が１本

も生えていないようなことになったら、大変なことになります。災害も起きてきま
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す。この事業をやれば、雇用も生まれ、過疎地の振興にもつながると思いますが、

執行部は真剣に検討してはいかがかとは思いますが、答弁をよろしくお願いしたい

と思います。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、中村鉄男君。 

［登壇］ 

○教育部長（中村鉄男君） それでは、まず教育委員会から、太田黒家に関しましてお

答えをさせていただきたいと思います。 

 議員ご紹介の番所とは、江戸時代に幕府の関所と同様の役割を果たすものとして、

各藩が主な往還道に独自に設置したものでございます。市内でもその跡地は永山と

生味の２カ所で確認されているところでございます。 

 議員お尋ねの太田黒家につきましては、江戸時代の庶民の生活を記した市の指定

文化財である古文書「嶋屋日記」の中に生味番所の役人であったとの記述がありま

すので、太田黒家の居宅は、日記に記された番所の存在の一つを示す重要な建物だ

と考えております。 

 この居宅は、ここ２０年ほど空き家となっておりますが、関係者の話から、江戸

時代の終わりころに建てられたものと推測され、一部改修は見られますが、歴代当

主のご努力により、全体としては建築された当初に近い状態が維持されていると思

われます。現在の所有者の方からも、その保存、活用について相談があっておりま

すので、まずは、この居宅について、番所の所在を残すものとしての歴史的価値や

江戸時代の建造物としての文化的価値などの詳しい調査を行いまして、その後、ど

のような活用法があるのか関係部署で協議してまいりたいと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 城議員の質問にお答えします。 

 本市の森林面積は１万５,１６５ヘクタールで、総面積の約５５％を占め、その

うち民有林面積は１万２,６１１ヘクタールで、人工林が８,７２８ヘクタール、天

然林が３,３１５ヘクタール、その他が５６８ヘクタールとなっており、人工林の

樹種別割合は、杉が６６％、ヒノキが２５.６％、クヌギが６.８％、その他が１.

６％となっております。 

 また、市有林につきましては、５５団地で、面積は約１,３１８ヘクタールで、

そのうち杉、ヒノキの人工林が約１,０２９ヘクタールと７８％を占め、残りがク

ヌギ及び天然林となっており、樹齢が５０年を超える伐期を迎えております杉、ヒ

ノキが植栽してある面積が約６１０ヘクタール存在し、人工林全体の５９％を占め
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ている状況にあります。 

 現在、市有林の人工林や間伐材等を木質バイオマス燃料とする取り組みについて

は行っておりませんが、県におきましては、平成２４年度から平成２７年度にかけ

て、木質バイオマス等エネルギー対策事業として、県北や県央、県南にモデル地域

が指定され、園芸ハウスへの木質バイオマス加温機の導入補助や燃焼灰の有効活用

策などについて、検証を含め事業が実施されているところでございます。 

 また、議員ご質問の中にもありましたように、県内でもバイオマス発電事業につ

きましては、八代市に続き、荒尾市が２０１６年４月の稼働を目指し、民間の合弁

会社による事業展開が計画されているところでございます。 

 燃料となります木質チップは主に県産材で、製材で出た木くずなどの端材や樹皮、

間伐材であり、特に本市は森林を多く有しておりますので、木材の有効活用は森林

振興を図る上で重要な課題の一つと捉えております。 

 バイオマス発電は太陽光発電と同じく新たな電力源として期待されており、特に

木材価格の低迷などにより、林業経営は大変厳しい状況が続いておりますので、議

員ご提案いただきました本市の林業振興策の一環として、市有林に将来的にも大き

な需要が見込めるバイオマス燃料となる杉の品種クモトオシを植樹することについ

ての検証をする必要があるものと考えてはおります。 

 このクモトオシという品種につきましては、菊池市原永山で大正の初期ごろ、吉

野杉実生林の中で、特に成長のすぐれた一個体を選抜して挿し木により育成された

もので、この品種につきましては、鹿児島大学の論文に、九州の代表的な挿し木在

来種品種で早生型の品種ということで取り上げられております。 

 市有林は市にとって貴重な財産でありますので、育成管理につきましては、本市

森林施業計画に基づき施業を行っているところであり、特に、平成２６年度は、平

成３０年を目標とした森林経営計画を策定しなければいけませんので、ご提案のバ

イオマス燃料としてのクモトオシの植樹や苗の育苗などについて、県や森林組合、

市有林管理人などと策定協議の中で検討していきたいと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○４番（城 典臣君） １点目の質問は、過疎化振興策としても、ぜひとも太田黒家の

ことはよろしくお願いしておきたいと思います。 

 ２点目のことについて再質問したいと思います。 

 市長は施政方針の中で、農業と観光を今後の発展の両輪としてと書いておられま

すが、林業に対しては触れておられません。無理もないことで、材価は安く、手を
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かけても引き合わない時代が続いていたことと、今まで林業が活性化するような事

業が起きていなかったという事情があるかもしれません。 

 しかし、政府は、原発依存度を限りなく低減させつつ、原発を再起動させる方針

で、新エネルギー計画政府案ということを提出されたようです。方向性としては、

代替エネルギーへ徐々に転換させるのではないかと考えられます。風が吹くところ

では風力発電、地熱が噴き出るところでは地熱発電で、海があるところは波の力で

発電し、また、水力発電、太陽光と、その地に合った代替エネルギーが考えられま

す。 

 このバイオマス発電事業が始まり、燃料が木材ということで、幸いにも本市は部

長が答弁されましたように、市有林が１,３１８ヘクタールあります。山だらけと

いう地形に恵まれております。この地の利を生かさない方はないと考えます。他市

にはまねができない、平坦地ではまねができないところであります。 

 もしも、この事業が頓挫しても成功しても、どちらに転んでも、この事業は無駄

にはならないと思います。この木は三、四十年間はばあっと大きくなります。その

後は、余り普通の木と変わらないぐらいの成長になってきます。ということは、目

も詰まってきて、建築材としても将来は使われるんじゃないかなという思いはしま

す。ですから、早く切らなくて、立てておけばいい木になるんではないかなという

思いがしております。 

 今回、立ち上げられる再生エネルギー活用推進委員会ができますが、本市に相応

し、エネルギー政策を検討していきたいと書いてあります。そこで、若い世代に林

業を担って守ってもらうためにも、このクモトオシという品種の木材を農林振興、

過疎地域の活性化のためにも生かすことを委員会の中で検討していただきたいと思

います。 

 まだまだ語り足らないことがあります。いっぱい話したいですけども、限りがあ

りますので、この辺にしときますが、 後に、市長は私の今の提案に対してどのよ

うな感想を持たれましたか。また、この事業を検討してもらえますか。お聞きした

いと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 当市の特性を生かした新しい代替エネルギーということでのご

質問でございますが、先ほどご紹介ありましたように、当市の持ち味といいましょ

うか、考えますと、例えば小水力であるとか、それから畜産が大変盛んでございま

すから、そこから生まれるふん尿をベースとしたバイオマスであるとか、こういっ

たことが一つ可能性があるんではないかなと思っておりますので、活用推進委員会
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でぜひ検討してほしいと思っているところなんですね。 

 今、お話をお聞きしました中で、クモトオシとかの特性というのは今初めてお聞

きしたところでございますので、まだ私自身の知見が足りませんので断定的なこと

は言えませんけども、市の特性に合っているという意味では、林業のまちとして、

そういう可能性は一つはあるのではないかなと思っております。 

 ただ、いろいろと検討しなきゃいかん点は多々あろうかと思います。市有林は確

かにたくさんございますが、一方で、それは水資源を支えているという側面もあり

ます。それから、コストの比較とか、そういったことも含めて総合的に判断してい

く必要はあろうと思いますので、少なくとも活用推進委員会においての検討の俎上

にはのせて考えていきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○４番（城 典臣君） ちょっともう先に行こうかとは思いましたけど、もう一つだけ。 

 この品種が菊池から、菊池の人がそれを発見されて広げられたということに対し

て、これを、前のやつを復活させるという意味でも、私が言ったように絶対損にな

らん話ですので、手をつけていただきたいと。構想は、いろいろなこととか、役所

ですから、計算せにゃいかんとか言われますけども、とにかく手をつけてみらんと

わからんとですよ。ですから、伐採した後にそれを植えていただいて、どのような

状況になるのか。どんなに早くても１５年かかりますんで、ここに誰かおられるか

というと、それはおられないかもしれませんけども、将来のためにも手をつけてい

ただきたいという思いです。もう一回だけ、市長お願いします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 今、特にクモトオシという特定の銘柄を念頭におっしゃってい

ると思います。おそらくそういう可能性、それから、その特性を生かすべきところ

はあろうかと思いますが、何分ちょっと私、今お聞きしておりますので、検討の俎

上にはのっけていきたいと思いますけども、まだ見たこともございませんので、ち

ょっとこの場で、着手するということは軽々にはなかなか申しがたいところでござ

いますけども、検討の俎上にはのっけていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○４番（城 典臣君） ありがとうございました。じゃあ、次に行きます。 
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 産廃問題について。産廃問題の解決についてお伺いします。溶融キルン焼却施設

の閉鎖についてお聞きしたいと思います。 

 本来ならば、昨年１１月１７日をもって稼働を停止していなければならなかった

施設と思います。地元に住む者として甚だ遺憾に思うところであります。 

 平成１８年１０月１１日付の熊日新聞紙上において、九州産廃訴訟和解へという

ことで掲載されています。 後の和解案を受け入れて、住民は溶融キルン施設の監

視を強化する道を選んだことが書いてあります。当時の原告１８８人の苦慮の選択

ではなかったかと推測されます。 

 そして、広報きくち平成１９年８月１日号に、産業廃棄物の 終処分場の増設・

拡張問題が解決しましたという見出しで載っております。中身は、産廃処分場の操

業期間を４年短縮で決着したということが書いてあります。その広報の 後に、市

のほうから、今後は溶融キルン式焼却施設の問題解決に向けて協議を行ってまいり

ますと書いてあります。 

 それから現在まで７年たっております。また、期間はわかっていたのに、何をし

てたのという思いがあります。そして、説明も、期間が来てから説明してもだめで

すよ。これでは、説明責任を果たしていないと皆さんから言われても仕方がないと

思います。そこは反省してもらわないといけないと思います。 

 それから、このことは水迫だけの問題ではなく、菊池市全体の問題と捉えて解決

しなければならないと考えます。 

 そこでお聞きしますが、溶融キルンの許可権者の県は、県の責任において解決す

ることができるのですか。また、協定書の中に深く携わっている県が積極的に携わ

ることはできないのでしょうか。それから、産廃の 終処分場には、その決着に対

して、県も財政負担をしますよね。以上のことから、県に解決してもらうことはで

きないのか、お聞きします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 城議員ご質問で、県の責任において解決することはで

きないかというお尋ねだと思います。 

 県は確かに平成１０年１１月１７日に、本市と会社が締結しました環境保全協定

書で立会人となっております。実際、この協定書にも深くかかわっております。し

かし、県は関係法令にのっとり、産業廃棄物の許認可業務を行っておりますので、

民事上の契約行為を行うなどの裁量権の行使はできないこととなっており、当事者

にはなり得ないことから、立会人として市と会社の協議がまとまるよう指導助言を

していただいているところでございます。 
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 また、 終処分場の問題解決時期におきまして、県費支出が約定されております

から、今回も一定の財政負担を求めることができるんじゃないかというご質問でご

ざいますけども、当時は県内 終処分場供給量の確保という必要性等の観点から決

断されたものでありまして、今回の焼却施設とは同一には論じられないところでご

ざいます。 

 さらに、過去に同様の施設の移転に対し県が財政的負担をした例もなく、移転予

定地が県内となれば、県費支出に対して県民及び県議会の理解は得られないのでは

ないかと考えているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○４番（城 典臣君） じゃあ、県の姿勢は、市と会社の間で問題解決で協議に立ち会

うだけという、今、説明のようですけれども、合意ができなければ、さらに問題が

こじれ、係争化、問題解決が長引くことが予想されるとの話です。地元に住む者と

して、解決が長引けば、さらに新たな問題が発生するんじゃないかと思います。そ

れでは困るし、これから何年我慢すればいいのかという危惧があります。考えると

ころがありますが、ここで、例えば交渉の窓口が途絶えてしまったとしたら、どう

なるのか心配です。今となっては、現実的な判断で合意に向けて努力してもらうし

かないと考えます。 

 そこで、どのような解決策を持っているのかお聞きしたいと思います。昭和５６

年、産廃の埋め立て処分が開始され、途中で溶融キルン式焼却施設ができて、三十

数年間、地元水迫地区は我慢を強いられてきました。このままずるずるいってもら

っては困る。 後に、溶融キルン問題の解決に向けた市長の強い決意をお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 産廃問題は、もう、今おっしゃったように３０年以上になりま

して、市民の皆様の本当に頭痛の種になっていることでございます。地元の皆様の

願いは、とにかく一日も早く産廃施設がなくなることだと思っております。 

 今回の溶融キルン式焼却施設の使用期間は、そもそもこの２５年１１月１７日ま

ででございました。本来だったら、ここでとめるべきでございましたが、問題が二

つございました。それは、私が市長就任後、産廃問題を 優先に取り組んでまいっ

たわけですが、その二つの問題というのがどうしても時間がかかりまして、何分に

も時間が足りないために、苦渋の決断でありましたけども、昨年１１月１４日に、
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環境保全協議会確認事項というのを定めて、数カ月の余裕をつくったと。それで本

年度内に問題解決するために協議を続けているというところでございます。 

 問題は何であったかと。一つ目は、実は協定書の中に、施設の閉鎖等については

会社の意思を尊重し、誠意をもって、施設の移転先、及び施設の移転の場合の撤去

もしくは移転費用及び補償について協議をするとなっておったということなんです

ね。当然、４年間裁判等でもめておりましたから、こういった準備の段階が全くコ

ミュニケーションがとれておりません。 

 それから、二つ目の問題は、当然、会社としては、この焼却事業というのは会社

の業務の柱でございますから、今後とも永続的に続けていくわけですが、この協定

書の中にもう一つ定めがありまして、溶融キルン以外の新しい形の焼却施設を建て

ることがいけないとはどこにも書いてないんですね。ですから、それを協定書上、

法律上でとめるということは、甚だ困難である。従って、私どもの都合でやめてく

ださいと言わざるを得ないわけなんです。そのためには、溶融キルンをとめるにつ

いては、どうしても市の外に新たな焼却施設を建設してもらうしかないもんですか

ら、そのために一定期間の稼働延長はやむを得ませんし、それから、出ていっても

らうための補償問題、これが実はもう避けられないことなんですね。このことは、

実は協定書の中にもこれを協議するものとなっておるわけでございまして。 

○議長（山瀬義也君） 時間が来ました、市長。 

○市長（江頭 実君） 今、この２点を中心に進めております。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） ここで、１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後２時５８分 

開議 午後３時０６分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１番（荒木崇之君） 議席番号１番、荒木崇之です。私の報酬は、市民の皆さんの税

金からいただいている。常にこれを肝に銘じて、初心を忘れることなく取り組んで

いきます。 

 それでは、通告に従いまして、一般質問を行います。 

 今回の一般質問は、市議会議員の税情報の公開についてであります。 

 私は、６月、そして９月、１２月の議会の一般質問において、市民の税金から、
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さらには血税から報酬を得ている市議会議員が、仮に市税を滞納している、もしく

は滞納していたということであれば、憲法第３０条で定められている国民の重要な

義務を果たしていないことになるため、真面目に納税している市民を愚弄している

行為であり、納税に対する市民の信頼を裏切る大きな問題であるので、市議会議員

の税情報を公開してくださいと質問しました。 

 しかし、江頭市長からの答えは、残念ながらノー、公開しないという答えでした。

そして、菊池市は、公開しないとしたことを不服とされた市民の方から、不開示決

定の取り消しを求めて提訴されていました。なぜ過去形かといいますと、この不開

示決定の取り消し裁判は、新聞紙上でご存じかと思いますが、２月２６日に熊本地

裁の判決が言い渡されました。結果は棄却であります。 

 裁判所の判決の内容をわかりやすく言いますと、開示請求している文書について

は、法令で公にできない情報が含まれていて、開示の義務はない。さらに、部分開

示や市の裁量による開示も認めないとの判決であります。 

 そこでお尋ねしますが、熊本地裁の判決を受けて、江頭市長はどう思われますか。 

 ２点目です。菊池市が不開示決定にした理由に、情報公開審査会に諮問され、不

開示という答申がなされたためとされています。私は、この情報公開審査会という

機関の透明性に疑問があります。なぜなら、審査会のメンバーは市長の権限で指名

されることから、市長が思うとおりに人選できるということで、言いかえれば、市

長の思惑どおりに答申を出すことが可能ということです。現に、誰が委員になって

いるかは、この議場におられる議員はほとんどご存じないと思います。 

 三重県では、情報公開審査会の答申をホームページで事細かに公開しています。

審査会の結論、異議申し立ての趣旨、審査会の判断、審査会の処理経過、審査した

委員の氏名等を詳しく掲載しています。ほかには、横浜市、神奈川県藤沢市など、

多くの自治体でもホームページで公開しています。 

 今後の情報公開審査会の透明性について、どのようなお考えか、ご答弁をお願い

いたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ただいま、荒木議員から二つの質問をいただきまして、一つは、

２月２６日の裁判の結果に対する私の感想ということ。それから、もう一つは、他

県他市の例を踏まえた上での、今後の公開のあり方についてということかと思いま

す。 

 １点目でございますけども、今回の行政文書不開示決定取り消し請求の件につき

ましては、この２月２６日に、熊本地方裁判所において、原告の請求を棄却すると
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の判決が言い渡されたところであります。私としましては、これまでの一般質問に

おいて荒木議員のほうにもお答えしてまいったところでございますけども、基本姿

勢として、基本的に行政の情報公開というのは積極的にやっていきたいと考えてお

りますと申し上げているところでございますし、また、市民の皆さんと課題を共有

しながら、皆さんに参画していただいて市の問題を考えていきたいという基本姿勢

でございますので、そういう上でも、やはり情報公開というのは非常に意義のある

ことと考えております。 

 しかし、一方で、行政運営を行っていく上では、当然さまざまな法律やルールな

どのもとで運営をしていかねばなりません。今回の議員の方にかかわる税情報の開

示請求につきましては、本市の情報公開条例に規定する不開示情報に該当する情報

であるということを理由に不開示決定を行っておるわけでございますけども、その

中で、不服申し立てがあった件につきましては、学識経験者を含めた情報公開審査

会に諮問して、その審議の結果、総合的に判断して、市の不開示決定は妥当という

答申がなされたものであります。その後、今回、訴訟の原告の方から開示請求があ

って、同様の不開示決定を行った後、訴訟に移行したと。こういう全体の大きな流

れの中で、今回、今般の司法の決定があったわけです。 

 私はこれまで複数回にわたりまして、私は市長に就任しました際には、この裁判

が実はもう始まっておりましたので、かくなる上は司法の判断を待って、その判断

に従い、市長としての責務を忠実に果たしていきたいと、そのように議会でも申し

上げてきたところでございます。 

 今般、熊本地方裁判所の判決で、本市情報公開審査会の判断と同様に、本市の不

開示決定の妥当性ということが改めて示されたものと受けとめているところでござ

います。 

 それから、２点目に、情報公開審査会にかかわる今後の情報の公開という考え方

でございますけども、まず、冒頭にお断りしておきますと、私が就任する以前に情

報公開審査会での不開示が妥当という決定がなされておりますので、私は、基本的

には冒頭に言いましたように、行政の情報公開というのは、法律等ルールが許す限

り積極的にやっていきたいと考えているものでございますので、そこはよろしくご

理解をお願いしたいと思います。 

 情報公開についてでございますけども、情報公開審査会の調査審議手続について

は、不開示決定がされた文書も、必要に応じて、実際に検分して調査審議を行うと

いうこともございますので、情報公開法においては非公開とされております。した

がいまして、本市の情報公開条例におきましても、同じ考え方で非公開としておる

ところでございます。 
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 ただし、審査会の調査審議後の答申内容につきましては、議員ご指摘のとおり、

ホームページでの公開を行っている自治体があることは承知しておりますし、私の

原則からいいましても、本市におきましても、先進事例等を参考にしながら、この

調査審議後の答申内容については公開に向けた検討を進めてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１番（荒木崇之君） 情報公開審査会についてでありますが、将来的には、私は物す

ごく複雑な案件がたくさん出てくると思います。やはり、一つの自治体で持つこと

が困難になってくるんじゃないかなと思われますので、今後は、広域連合、菊池郡

市広域連合あたりで持つことが 適かと、私は思います。これは一つの案として、

市長、お考えというか、これからの考察の資料としてお考えいただければと思いま

す。 

 次に、地裁の判決を聞きますと、市民にとっては非常に危ういと思います。知る

権利はどこに行ったのか危惧します。なぜなら、市民が市議会や行政をチェックす

る手段として情報公開請求や住民監査請求があるわけです。しかし、今回の熊本地

裁の判決でその手段が失われた。市民はチェックするすべを失ったことになります。 

 そこで、総務企画部長にお尋ねしますが、仮に市議会議員が、もしくは市長が滞

納していたとすれば、誰がどうやってチェックすればよいのでしょうか。そのすべ

を教えてください。 

 さらに、市長も議員も、そして市職員もそうです、税金を徴収する立場の人間で

す。仮に市議会議員の滞納があったとすれば、税金を滞納している者から市民は税

金を徴収されるという不文律が生じます。わかりやすく言いますと、いじめをして

いる人がいじめはいけないよと言っているのと同じです。全く説得力がありません。

徴収する側がグレーなのに、市民が納得して納税すると思いますか。徴税する側は

常に、徴収する側は常に白でないといけないわけです。それを踏まえてお尋ねしま

すが、仮に市議会議員の滞納があったとすれば、いけないことですか。総務企画部

長にお尋ねいたします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 荒木議員の再質問にお答えいたします。 

 税の賦課徴収につきましては、地方税法等関係法令に基づき、適正に行われてい

るところです。 
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 納税は国民の義務として、納税者みずからがその義務を果たすことに尽きると考

えております。 

 税情報の開示請求につきましては、先ほど市長の答弁にありましたように、本市

の不開示決定の妥当性が示されたものでありまして、今後、税情報の開示請求があ

りましても、これまで同様に不開示を決定することになります。行政の対応といた

しましては、関係法令を遵守して対応していく。それが公務員としての責務と考え

ております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１番（荒木崇之君） 今、ちょっとお答えになられなかったところがありました。市

民がチェックするすべを失ったわけですね。それはご理解いただけますか。今回の

で、出しても、全部非開示となるなら市民はチェックできないわけです。そのチェ

ックをどうやってすればいいですかということはどう考えますか。質問といたしま

す。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 先ほどお答えいたしましたけど、公務員として、行政

の対応として、関係法令を遵守して対応してまいりたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１番（荒木崇之君） お答えになっているのか、なっていないのかわからない答弁で

すが、私が言っているのは、では、仮に法令を職員が遵守してなかったとしても、

今回、もうわからないわけです。市民がチェックできないわけです。そういうこと

になります。遵守します、遵守しますと言っても、過去に幾つも不祥事が起こって

おります、全国的に。これをチェックするすべがなくなったということなんです。 

 もうこのことについては、水かけ論になりますので、ここまでにしますが、現在

の熊本地裁の判決でいえば、あったかなかったかさえ、市長の裁量で公開してはい

けないということになります。 

 では、福村前市長が平成２４年第４回の定例会の工藤議員の一般質問において、

「２４年５月末現在で滞納はなかった。さかのぼって調べる必要はない」と答弁さ

れております。この答弁自体が、熊本地裁の判決で解釈すれば判決の解釈と異なり

ますが、その整合性について、総務企画部長にお尋ねします。 

［「議長、暫時休憩よろしいですか」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（山瀬義也君） ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後３時２２分 

開議 午後３時２８分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 今回の裁判の判決につきましては、公開できないとい

うことで棄却されていますけども、情報公開審査会、情報開示があった場合でも、

それは全てに言えるかもしれませんけど、内容によってそれぞれ違いますので、開

示できるものは開示できるものがあると思いますので、その分の点はご理解いただ

きたいと思います。 

 それと、前福村市長が答弁された件でございますけれども、市長が当時、政治的

判断でされたということはお聞きしましたけれども、それ以上のことは私も聞いて

おりませんので、それについては、ちょっとこれ以上のことは申されませんので、

ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１番（荒木崇之君） ご答弁のとおり、前福村市長は、政治的判断でなかったとおっ

しゃいました。ただ、なかった証拠は出されませんでした。ただ、今度の判決でい

えば、江頭市長が出したいと思っても、もう出せなくなったわけです。政治判断さ

えも許されない判決だったわけです。 

 今回、熊本地裁の判決は、情報公開については棄却となりましたが、これで市議

会議員の税金滞納疑惑が晴れたわけではありません。それどころか、真偽、まこと

か偽りかさえ明らかにできない。市民の市議会と行政に対する不信感が募っていく

のではないでしょうか。 

 平成２４年４月２４日の熊日新聞で、１３人の市職員が税の滞納をした議員がい

ると知っていた、税を滞納している議員がいたことが明らかになったと掲載されて

います。さらに、平成２４年６月２９日の熊日新聞では、議員の税滞納疑惑くすぶ

ると題し、棚上げに批判、情報漏えいの百条委員会設置に対し、そもそも議員の滞

納こそ問題、みずからの対応を棚に上げて職員を責めるのは論外と、市民の声を掲

載しています。 

 実は、情報公開審査会の、先ほど申しました審査会の答申の中に興味深い一文が
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あります。これは出された答申です。読みます。 

 本審査会も、不服申立人が主張するように、議員は納税義務を果たすことについ

て、一般市民よりも厳格さが求められると考えるものであり、本審査会の審議にお

いても、委員から、市民の代表である市議会議員が市税を滞納するようなことは、

感情論として許すことはできないという意見もあったところであると。滞納があっ

たことをうかがわせる、そういう答申がなされております。 

 私は、市民の方に言われました。「市議会議員がみずから公表して、あったかな

かったかすればよかたい。市民に訴えられること自体恥ずかしか」と言われました。

まさにそのとおりです。自浄作用をすればよいとの声ですが、しかし、過去の議会

において、平成２４年６月議会で、菊池市議会議員の市税の賦課徴収に関する百条

委員会設置を求める動議。平成２４年９月議会で、決議案第３号、菊池市議会議員

の税滞納疑惑に関する調査に関する決議が、真相を究明する議員から提出されまし

たが、いずれも否決であります。否決。要は、みずから出すのは嫌だということを

議会が示したわけです。 

 これで自浄作用があると言えるでしょうか。これを執行部の方に言っても始まら

ないと思いますが、もはや菊池市議会議員に、そして市議会に、自浄作用はないと

言っても過言ではありません。 

 私は、市の不開示決定に対し、納得いかないと揺るぎない正義感で１年２カ月の

長期に及ぶ裁判を闘ってこられた原告の方に敬意を表します。原告の方にお話をさ

せていただくことがありました。判決後にたくさんの市民の方から励ましの言葉が

あったそうです。市民の知る権利のためにも上告してください。中には、 高裁ま

で闘う覚悟でカンパをしたいとの意見もあったそうです。ご本人も納得する結果が

あるまでやりますと言われ、福岡高裁に上告するとのことであります。 

 この裁判はまだまだ続きます。熊本地裁に正義はありませんでしたが、福岡高裁

には正義があることを信じています。５月には市議会議員選挙があります。議席を

いただくことができましたら、市民の方が も知りたい市議会議員の税金滞納疑惑

について、何度も言いますが、誰に何を言われても、どんな圧力をかけられても、

次の議会で、たとえ一人になっても、どんなことをしても、正面から追究していき

ます。このことを市民の皆さんにお約束して、一般質問を終わります。 

 ご清聴ありがとうございました。 

［「議長」「手を挙げてるだろう」「発言」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 一般質問の途中でございますから、次に行きたいと思います。 

［「動議たい、緊急動議」「趣旨を聞いてください。動議がありますけん」「議長、

会議規則１５３条の規則にのっとって進めてください」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（山瀬義也君） はい。次に、中山繁雄君。 

［登壇］ 

○１４番（中山繁雄君） 一般質問を行います。 

 市道亘甲森２号線について質問いたします。私は何回か質問してまいりました。

江頭市長に対して初めての質問であります。 

 菊池市の元の焼却場下の道の拡幅工事が行われ、今村橋からの直線道路は田んぼ

の途中で狭くなっており、私は通称「よごよご真っすぐ」と言っております。あの

直線がなぜできなかったのか不思議でたまりません。私のこの質問に対して、市の

答弁は、国道３２５号が計画された時点で考えますとの答弁でありました。３２５

号の計画も決定されているようでありますが、市の考えはどうなっているのか質問

いたします。あわせて、今村橋からミカエルの方面の計画もあるのなら、同時に答

弁をお願いいたします。 

○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） 中山議員のご質問にお答えいたします。 

 国道３２５号の４車線化に伴います森北交差点から大琳寺交差点までの整備計画

につきましては、県のほうに伺いましたところ、平成２１年度に工事着手をして以

来、道路詳細設計や用地測量等を進め、平成２５年度から用地の個別交渉に取り組

んでいると聞いております。国道３２５号と市道亘甲森２号線の森北交差点の整備

計画によれば、市道亘甲森２号線は、現在の市道の規格により、国道３２５号に取

りつく計画と聞いているところでございます。 

 それと、森北交差点から今村区までの道路整備につきましてでございますが、こ

れにつきましては、交通の流れに大きく影響いたします市道亘深川線から市道大琳

寺木庭橋線の区間を先行して整備が完了した上で、その交通の動向を踏まえまして

検討してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 中山繁雄君。 

［登壇］ 

○１４番（中山繁雄君） せっかく今村橋ができております。いい道ができております。

やはり旭志の方は結構通られると思いますので、今後とも計画を続けていただきた

いと思います。 

 続きまして、菊池市の農業について質問いたします。 

 就農支援事業、これは新しく農業をする人に対して、研修を受ける場合、また農

業法人のようなところで農業技術の取得をする場合など、補助を受ける補助事業で



 －149－

あります。昨年、菊池市で何人くらい受給されたか質問いたします。 

 それから、飼料米の作付を国は推進しております。国民１人当たりの米の消費は

減る一方であり、減反政策もなくなります。そこで、飼料米の作付を奨励しており

ます。かなりの金額が提示され、奨励されていることにより、多くの方が作付を考

えておられるようであります。菊池米、それは全国食味コンクールで上位になって

いる菊池市のブランドになっております。 

 そこで質問ですが、旭志で黒米を作付された周りの米が、その花粉によって数メ

ートルが交配し、黒米になったというような話を聞いております。特に、七城など

で飼料米をつくることにより、飼料米と交配し、菊池米のブランドがなくなりはし

ないかという思いで質問いたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 中山議員の質問にお答えします。 

 青年就農給付金は、新規就農者の就農意欲の喚起と、経営が不安定な就農直後の

所得を確保することを目的として、平成２４年度より開始された国の施策で、本市

におきましても、平成２４年度は６名の新規就農者に対して給付を開始いたしてお

ります。また、今年度におきましても、新たに５名への給付を見込んでおり、事業

開始より２年で、合計１１名の新規就農者への給付を予定をいたしております。 

 本事業につきましては、多数の就農予定者からご相談を受けているところであり

ますが、耕作する農地の半分以上は親族以外の者から借りなければならないなど、

給付要件が親に依存しない独立・自営の就農となっており、親元の後継者は原則対

象とならず、給付対象者が予定より下回っている現状にもあります。 

 また、主食用米と飼料用米が近接して栽培されたとしても、両品種の開花時期に

違いがありますので、県に確認をいたしておりますが、交雑が起こる確率は極めて

低いということで考えております。 

 なお、現在、カントリーで集荷されております米につきましては、原則、指定種

子生産圃場で栽培された種子で作付された米のみを集荷されておるなど、徹底した

品質保持に努められているところでございます。 

 今後、本市としましては、極めて低い確率ではありますが、交雑が起こらないよ

う、作付体系について本市農業再生協議会を中心に、県やＪＡと協議しながら、点

在しております飼料用米と主食用米の圃場の団地化を促進するなど、菊池米の品質

低下につながらないような取り組みを模索してまいりたいと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 中山繁雄君。 
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［登壇］ 

○１４番（中山繁雄君） 米については、安心しました。監視をよろしくお願いいたし

ます。 

 先ほどの就農資金でありますけど、農業をしようとすることで、「農業の仕事っ

てどんな感じ」、「仕事の内容やライフスタイルは」、「農業という仕事や生活の様子

など不安でたまらない」、「就農したい、何から始めたらいい」、「農業を始めたいけ

ど、どこに相談に行けばいいんだろう」、「何が必要になるんだろう」という悩みも

あります。就農しました。経営を安定、発展させたい。就農した後、技術の悩み、

経営の悩みを抱えたときにサポートしている機関を知りたいなど、これから就農さ

れる方には大きな問題が出てくると思います。その相談口にもなっていただきたい

と思います。 

 それから本年度、就農・経営総合支援事業が大幅な見直しが行われております。

その内容について、どのようになったか、また、この情報を農家の皆さんに、どう

周知するかお聞きいたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 再質問にお答えします。 

 平成２６年２月６日付の新規就農・経営総合支援事業実施要綱の一部改正により、

青年就農給付金につきましても一部改正が行われております。主な改正点としまし

ては、これまで給付要件で大きなハードルとなっておりました農地の貸借に関して、

５年以内に所有権が移転できる農地であれば、親族から借りても給付対象とすると

いった給付要件の緩和がされております。 

 今回の給付要件の緩和により、青年就農給付金の対象者もふえてくることが予想

されますので、制度改正の周知につきましては、本年２月にはホームページで、４

月には広報での周知を図り、多くの新規就農者に給付金を活用していただけるよう

努めているところでございます。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 中山繁雄君。 

［登壇］ 

○１４番（中山繁雄君） 私も指導農業士の県の役員をしております。国会議員の方々

に、現在の後継者を残して生産力を上げる、それが一番農業のリスクが少ない方法

だと言いました。今までの方法では、なかなか後継者にはそういう援助がありませ

んでした。その後継者がすぐ就農したからといって、所得が倍増するわけではあり

ません。そのためにも、この就農支援事業が必要だと思います。 
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 これは市にお願いでありますが、これからは、国・県からの認定ばかりではなく、

市長権限での認定が含まれております。市からの応援をよろしくお願いいたします。 

 次に、菊池市のイベントについて質問いたします。 

 あるとき、東京のコンサルの方と菊池の農産物や観光について話していたとき、

菊池の祭りの話になりました。龍門で行われているふるさと祭りの話題になりまし

た。農作物の品評会、その後の競り、その話を聞かれ、東京からシェフやバイヤー、

また、観光ツアーなどを組んだら東京の人は喜ばれますよと言われました。 

 そこで質問です。あの祭りを拡大し、菊池市全体の物産を持ち寄り、品評会をし、

競りをし、それに、菊池市全体に声かけすることにより、そこに郷土の料理を出品

し、その地域の産物を使った郷土料理も、使うことにより菊池市の農産物を知って

もらう。それがこの菊池市の農産物を売る足がかりになるのではないかと思い、質

問いたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） それでは、私のほうから答えさせていただきます。 

 地域のイベント、祭り等と、その地域食材セールス、この組み合わせというアイ

デアはどうかということでございますが、私も全く同感でございます。もう２回、

３回、竜門フェスタなどにも出させていただきました。 

 実は、私は人づてではなくて、直接、フェイスブックというものがございますの

で、ああいったもので、菊池市のセールスマンになったつもりで、そういう機会を

捉えて発信しているわけですけれども、あれを見て、実は、東京とか都市部の友人

たちが大変びっくりしておりました。 

 ですから、前々から、私はそういうふうな、地域の食材を地域の祭りと抱き合わ

せる形で都会の人を呼び込むことで、大いに一種のグリーンツーリズムといいまし

ょうか、これが成り立つであろうとずっと考えておりまして、だからこそ、菊池の

自然をそのまま商品化していけばいいんですと申し上げていたところでございます。

これからそういう形で、ぜひ具体的に考えていきたいと。そのためには、東京ほか

都市部との人的なネットワークというのが非常に有効になりますので、そういった

ところもあわせて開発していきたいと。 

 それから、その種のフェスタ等になりますと、一度に人が買いに来ても、そのと

きはいいんですけど、後が続かないと、その日１日で売れる量というのはたかが知

れてるわけですね。ですから、そういったところと、継続的につなげるために、イ

ンターネットショップということを、今、インフラをつくっているということでご

ざいますから、そういった組み合わせが実現していきますと、大いに菊池ファンと
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いうものがふえてくるんではないかと思います。一言で言えば、食と観光というの

は、今後切り離せないであろうということでございます。 

 ただ、よく注意しなきゃいかんのは、特に竜門フェスタのように、地元の人の楽

しみとして素朴な形でやっとるものは多少変質する可能性がありますんで、ちょっ

とそこら辺をどう考えるか。これは地元の人とよくお話をしながら進めていかんと

いかんと思いますね。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 中山繁雄君。 

［登壇］ 

○１４番（中山繁雄君） 市長、私は菊池市全体で後でしたらいいと、全体的に考えて

いただければと思います。 

 では、次の質問に移ります。 

 高齢者対策について質問いたします。 

 現在、菊池市では、「あいのりタクシー」「べんりカー」が行われており、交通手

段の便利が悪い地域をカバーしております。利用率も高く、国から表彰も受け、す

ばらしい施策だと思っております。しかし、これからますます高齢化も高くなりま

す。何回か一般質問してまいりましたが、「あいのりタクシー」「べんりカー」ばか

りでのカバーでいいのかと思います。旭志の山間地域の方から、昔あった移動販売

があったらとても便利だなあというような話を聞きましたので、それに対してどう

思われるか質問いたします。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） お答えします。 

 本市におきましては、高齢化が進み、中山間地域における高齢化は顕著なものと

なっており、地域住民の減少や後継者不足などにより、中山間地域の商店などは営

業をやめられるところも多く見受けられます。このため、日用品や食料品を購入す

る場合は、市街地のスーパーなどに出かけなければならない状況となっており、特

に高齢者の方々にとっては不便な生活環境となっております。 

 議員ご提案の移動販売事業の導入や買い物弱者の支援につきましては、以前の議

員の質問にもお答えしましたように、公共交通機関のない中山間地域をほぼ網羅し、

利用者の制限もなく、買い物だけではなく、病院や公共機関への移動にも大いに利

用することができる「あいのりタクシー」や「べんりカー」の事業は非常に有効な

対策であり、本市としましても積極的に取り組んでおりますので、この事業を活用

し、生活環境の改善を図っていきたいと考えております。 
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 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 中山繁雄君。 

［登壇］ 

○１４番（中山繁雄君） 申し出もありますが、ある企業で菊池地域で移動販売をやっ

てみようかという声が少し上がっているのを聞きました。計画段階ではありますけ

れども、これをやるということになったら、国からの補助や市からの補助などを考

えられないか質問いたします。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） お答えします。 

 さまざまな事情で買い物等に行くことができない方への民間企業の新しい事業と

して、食料品等をインターネットで注文し、自宅に届けてもらうネットスーパーや、

コンビニエンスストアの宅配サービスなどもふえてきているようです。 

 本市におきましては、高齢者福祉サービスの一つとして、介護保険の適用を受け

ていない高齢者が在宅で生活されるための支援をする生活管理指導員派遣事業を行

っております。この事業は、体が虚弱なため、日常生活を営むことに支障のある方

や、ひとり暮らしの高齢者等に対し、生活管理指導員を派遣することで、生活必需

品の買い物や調理等の家事の一部を支援するものです。さらに、今後は、在宅高齢

者の生活支援や介護予防を目的に、地域の支え合いを推進していくため、ボランテ

ィアなどの人材養成や組織化などを検討してまいります。 

 また、先ほど答弁しましたように、現在実施しております「あいのりタクシー」

と「べんりカー」の利用を推進したいと考えておりますので、移動販売を実施する

特定の個人や事業所などへの直接的な補助を行うことについては現在考えておりま

せん。 

○議長（山瀬義也君） 中山繁雄君。 

［登壇］ 

○１４番（中山繁雄君） 先ほど言われた対策については、高齢者のためによく努力し

ていただきたいと思います。 

 では、 後の質問に入ります。 

 菊池市の活性化について質問いたします。 

 江頭市長におかれましては、昨年の４月に３候補が出ました選挙におきまして、

はや１年が経過しようとしております。市長は市民派宣言され、菊池を変える骨太

ビジョンとして上げられておりますその中から、幾つかの今後の方向性について質

問させていただきます。 
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 市長は、常日ごろより、暮らしたい、訪れたいと思う癒しの里、さくらの里事業

などを進めて、市街地に緑あふれるまち、いわゆる森の中のまちづくりを目指した

いと言っておられます。以前からありました本市の市民広場再生計画について、こ

の１年間取り組んでこられましたが、現在の進捗状況と今後の方向性について、市

長の見解をお聞きいたします。 

 次に、菊池市では、菊池ブランド確立のため、前市長時代の平成２２年にブラン

ド推進課が設置されました。私は、この一つのブランドを確立することは容易にで

きるものではないと認識しております。私もお茶関係などでブランド力アップと販

路開拓と６次産業化に向けて、ブランド推進課が関係する幾つかの商談会に参加さ

せていただきました。商談会では、数多くの同業者も参加しており、自分の商品を

他社の商品と比較してみると、価値観の違いが痛感でき、バイヤーからの意見を聞

くことにより、市場の方向性も伝わってまいります。 

 なぜこのことを言うかと申しますと、ブランド推進課で取り組んでいた東京、大

阪での商談会について、昨年度はなくなり、熊本市のグランメッセで開催された２

回の商談会についても、本市の参加はありませんでした。現在、６次産業化につい

ては国レベルで推進が行われていますが、農家が独自で考えた商品は、はっきり言

って売れません。 

 本市の豊かな農産物を使用した新商品づくりをする場合において、６次産業に向

けた取り組みに興味のある人たちが商談会に参加することで、その他の商品を観察

し、いろいろな意欲ある人たちが出会えることが商品開発の参考になると感じてお

ります。このような取り組みの予算が削られたことによりまして、非常に残念だと

思っております。菊池市の農業者だけでなく、商工業の事業者に対しても、新商品

開発の意欲と新たなビジネスチャンスを逃しているようにも感じております。この

ことについて、どうお考えでしょうか。 

 さて、加工食品の原料になる農産物は、ここ菊池市には山ほどあります。本市の

農作物は品種にこだわっているとか、農薬や化学肥料を低減したり、全く使用して

いないとか、栽培方法が違うなど、アピールできる戦略を立てて、栽培から販売ま

で考えていくほうが主流になると考えております。 

 江頭市長は、菊池市独自の農産物の安全安心な栽培方法である菊池基準とネット

販売について就任当初より言っておられましたが、現在どうなっているでしょうか。

ネットで販売するにしても、ここ菊池市にどんな野菜、どんな果物、どんな加工品

がどれだけの量があるのか、品質的に問題がないかなどを把握することがとても重

要だと思います。それを詳細に把握してからのネットを利用した販売がベストであ

ると私は考えております。当然、市長は菊池市の作物の品種や現在の品質状況など
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をご承知の上でこの取り組みを進めているものと考えておりますが、いかがでしょ

うか。 

 現在、日本では、アベノミクス効果により景気が回復しているとマスコミ各社は

報道していますが、皆さんどうでしょうか。先日、私は講演を聞きに行って言われ

ました。これから、消費税が５％から、ことしの４月で８％、２７年１０月には１

０％になります。どうですか。消費税は結局、近い将来１０％になります。もうか

ったから払うのではなく、売り上げの中の１０％は蓄えに回す必要がありますが、

中小企業の人は、消費税をこのままでは払えなくなるのが現実になってくると思わ

れます。 

 消費税だけではなく保険税も上がります。円安により燃料の重油は高騰し、それ

に伴い、農業資材価格や電気料も上がっています。あと５年後には、中小企業の方

は現在の売り上げを１５０％以上にしないと倒産すると言われました。なるほどだ

なと私は思いました。 

 その対策として、政府から補助金が、今、どんどん出ております。今、我が家の

ことを言うといけませんが、娘が新規事業を始めるということで、現在、１,００

０万円の補助金申請をしております。この事業は１,０００万満額の交付になりま

す。これは商工会からの情報であります。私も熊本大学のインキュベーターの勉強

会で知りました。 

 江頭市長、これはほんの一つの例であります。これから菊池の企業、農業者に対

して、いかにこのような情報を収集し、行動を起こさせるかが菊池市の活性化につ

ながると私は考えております。 

［「そのとおり」と呼ぶ者あり］ 

○１４番（中山繁雄君） 江頭市長、いかがでしょうか。国の補助金事業のいち早い情

報収集に対する市長としての取り組みは、どうお考えでしょうか。 

 以上、菊池市の活性化と農業の生産意欲につながるであろうという取り組みにつ

いて、市長に質問いたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ただいま、４点の質問をいただいたと認識しております。整理

させていただきますと、市民広場の件、２点目が商談会の件、３点目が菊池基準、

インターネットの取り組み状況、それから、補助金に対する情報提供ということか

と思いますが、よろしゅうございますか。 

［「あと一つ、ブランド推進の」と呼ぶ者あり］ 

○市長（江頭 実君） 商談会のことですね。 
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［「はい、そうです」と呼ぶ者あり］ 

○市長（江頭 実君） １番目の、市民広場の件でございますけども、平成２４年度に

菊池市民広場再整備協議会で取りまとめられました報告書をもとに、三つの案によ

る基本構想・基本計画（案）というものができております。平成２５年度につきま

しては、この基本構想・基本計画（案）のコンセプトに基づきまして、その中に入

っておりました商業施設とか温泉施設等のいわゆる商業施設、商業系の部分が絵に

描いた餅であっては意味がないということで、そのための基礎調査として、需要予

測ですとか収支予測、またＰＦＩ導入による民間事業者の参入を視野に入れた調査

を行ってまいりましたところです。市民広場というものは、市民の憩いの場という

側面と、それから観光交流の拠点としての空間という、いろいろな活用が考えられ

ます。 

 今回の調査結果を踏まえて、再整備協議会を初めとする市民の皆様の広い意見を

反映しながら、公共性の高い施設の整備であるとか、収益を伴う商業施設の必要性、

それから採算性について検討した上で、平成２６年度中に基本計画（案）というの

を確定していきたいと、それをベースに今後の整備手法について検討してまいりた

いと考えております。 

 それから、菊池ブランドということについての商談会ということの考え方ですが、

私も商談会というのは非常に有効な機会だと思っておりますが、ただ、やり方を効

果的になるように考えなければいかんだろうと思っております。 

 ですから、ポイントで、小さな点で、単発で、例えば東京に乗り込む、大阪に乗

り込む、そこに何万円かの補助をするという単品散発型よりは、先ほどの竜門フェ

スタの例ではないですけども、やはり菊池の産物を見てもらうとか、菊池の自然の

環境の中でその産物を見てもらうということは、非常にまたインパクトが違うと思

うんですね。 

 そういった仕かけであるとか、それから、本市単独の助成事業としては、「きく

ちブランド販路拡大事業補助金」というのがございますけども、そこの見直しも行

っていきたいと思います。特に、地元での開催要望が強かった商談会については、

玉名、山鹿と連携しました熊本県北３市物産商談会連絡協議会というのを事業とし

て山鹿市で開催したところ、本市からも参加者が多くて、商談も数件成立するとい

うことで、それなりの成果が見られたようでございますので、こういうやり方を、

試行錯誤を含めながら、当市に一番合ったやり方で販路拡大につなげていきたいと

思っております。 

 それから、菊池基準、インターネットの取り組みでございますけども、菊池基準

については、「くまもとグリーン農業」との整合性をとりながら、今、市内の農業
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者組織、ＪＡさん、それから県ほか諸団体と協議を進めておるところでございまし

て、インターネットの整備とあわせて、今年度の秋には皆様にお示しできればと考

えているところです。 

 また、インターネットショップ開設に向けまして、本年度開設に向けた基礎調査

を既に実施しておりますので、ブランドづくり実行委員会の専門部会の中に、いわ

ゆるコンサル業者も加えて、委託先となる事業主体の決定ですとか、農林畜産物・

加工食品などの商材に対する商品ラインナップをどうするかとか、それから、先ほ

どおっしゃった、販売のところだけではなくて、今度は生産物の仕入れのところで

すね。数量の調査、それから、計画的な生産というのはどのぐらい可能であるかと

か、そういった細々としたことをこれから検討していかなきゃいかんと思います。 

 実際には、これをやるためには、かなり集中的に専任体制でやる必要があると思

っておりますので、今回、その人員、体制づくりも含めて、予算の中で計画してお

願いしているところでございますので、何とぞ皆さんのほうでも、ご理解、ご協力

いただければと考えております。 

 それから、 後に、補助金に対する考え方でございますが、特に今、国のほうで、

経済の活性化ということで積極的に補助金を出しているわけでございますので、こ

れはもう、私としてもどんどん取り込んでいきたいと考えております。 

 ただ、そのためには、やはり私どもの反省としては情報でございます。これまで

以上に国・県との情報ルートをもっともっと強くしていかなきゃいかんなと思いま

す。場合によっては、その情報は実は足もとまで来ているんですけど、なかなか気

づかれていないとかいうことも時として起き得ることだと思いますので、これをよ

り効率的にやるために、組織的な対応ということも今考えております。特に、経済

対策等については短時間での取り組みが求められるものですから、情報収集はもと

より、事業対応ができるように、日ごろから対象事業の抽出であるとか、優先順位

の決定などを事前に備えるよう指示をしているところでございます。 

 また、こうしたことを効果的に統括していくところが非常に重要であると思いま

すし、また、情報を共有化するということがスピード感を持った対応にもつながる

と思いますので、こうした狙いから、今回、部の設置条例の一部を改正して、政策

企画部というのを設置しまして、よりアンテナを強化するということと、情報の共

有、それから政策調整機能の強化ということを図っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 中山繁雄君。 

［登壇］ 

○１４番（中山繁雄君） 今、市長が言われましたように、今の補助金に対しても、今
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度の補助金では２週間で書類をつくり上げてくれというようなこともありますので、

いかにその情報を早く把握してするかが至急することだと思っております。 

 現在、６次化については国レベルで推進されておりますけども、私はいろんな勉

強会に参加してまいりましたが、農家で６次化に取り組むのはほとんど無理であり

ます。 

 初めのハードル、農業法人になること。これが法人化するのに２年かかります。

６次化申請にまた半年。これだけの期間がかかれば、その作物へのブームは終わっ

ております。取れたとしても、農家が考えた品物は、ほとんど企業も考えておりま

す。商品をつくっても、品質が安定しない、衛生面が悪い、販売量が少ない。これ

らの理由で絵に描いた餅になるのが現実であります。 

 それよりも、これからはちょっとした商品をつくる。例えば、菊池の麦の粉でダ

ゴ汁をつくり、その麦の粉を国産ですというようなことで売る。また、菊池のゴボ

ウも、もうゴボウも宮崎、鹿児島がまねをしまして、どんどん生産量がふえて、単

価も安くなっております。そこで、品種にこだわったり、無農薬で育てたり、つく

り方を変えたりして、どこにもないようなゴボウをつくる。これに早く手がけない

と、収入が減るばかりだと思います。こういうことを考えていかなければ、農業は

残らないと思います。 

 また、物産館においても、 近聞いたことでありますが、買い物に来ておられる

方が、午前中で品物がないとか、メロンがないときが多いなど、 近よく聞くよう

になりました。七城では、ここ５年間で農家数がかなり減っているようであります。 

 市長は、メロンドームの社長でもあられます。これから生産農家は激減していき

ます。いずれ、大改革をしなければならなくなります。それなら、物産館を早く統

合し、農作物の横とのつながりを持ち、品物が欠品しないような対策をとるべきだ

と考えます。各地域の農家の反発はあると思いますが、ぜひやっていただきたいと

思います。 

 それから、先ほどの補助金ですが、アベノミクスの考えは農家、企業ばかりの問

題ではありません。職員の皆さんも消費税が上がり、保険料、ガソリン、食料品が

上がると、１０％以上目減りしたことになります。農家、企業においては、やる気

のある企業は残ってくれ。やる気のない企業は要らない。これがアベノミクスであ

ります。これに対応する市としない市では、１０年後はすごいことになっていると

予想されます。 

 本市にも新規企業で水関係の工場が増築され、すごい工場ができております。国

は、新しい事業を始める、新しい雇用をする、そんな企業に補助金を出しているの

であります。 
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 これから農業について補助金が出ると思われます。農業においても、ある地区で

は、その書類の書き方で補助金が出た、あるところでは出ないというような不公平

さも出ております。これは職員の方にお願いですが、なぜそこが出たかぐらいの勉

強はしていただきたいと思います。 

 それから、今議会中に電話がかかってまいりまして、菊池の菊芋がトン単位でき

くち物産館を通じて販売ができました。これついては、先ほど言いました、私が東

京に行ったときの業者から電話がかかってきたわけであります。本年度からは契約

栽培でしていただきたいというようなこともあっております。 

 また、菊芋の葉っぱ、ヤーコンの葉っぱの乾燥もしてくれないかというような問

い合わせも来ております。やはり、東京とか、この商談会を大事にしていただきた

いと思います。 

 終わります。 

○議長（山瀬義也君） 以上で、本日の一般質問は終わりたいと思います。明日も引き

続き一般質問となっております。 

 本日は、これにて散会します。 

 全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後４時１７分 
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○議長（山瀬義也君） 全員、起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（山瀬義也君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（山瀬義也君） それでは、日程第１、一般質問を行います。 

 初めに、工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○３番（工藤圭一郎君） 皆さん、おはようございます。議席番号３番、工藤圭一郎で

す。通告に沿って、一般質問に入っていきたいと思います。まず、施政方針につい

てお伺いしたいと思います。 

 １点目、少子高齢化社会の対応についてであります。２点目、文教菊池再興プロ

ジェクトについて。３点目、市民視点の行政サービスの充実についてお伺いしたい

と思います。 

 まず、１点目の少子高齢化社会の対応についてですが、今回、市長が空き家対策

ということを施政方針の中で言われております。それも一つだろうと思いますけど、

これだけの菊池市の人口減に対して、まず人口増を図る、そういう計画を立ててほ

しいなという思いで今回この質問をします。 

 ポイントを決めて、人口増が図れる地域をつくる、私の頭の中では、それが花房

地区じゃないかなというふうに思っております。月例会のときに、下水道課より下

水道料金を引き上げなければなりませんというようなお話がありました。そのとき

も私が質問したんですけど、下水道課だけで見れば当然苦しいのはわかります。た

だ、全市的に見れば、もっと人口をふやす、下水道につなぐ人をふやす、そういう

ことで、できることをもう少しやってほしい。その中の一つなんですよ。 

 花房地区は泗水の浄化センターにつなげられる地域でもあります。その地域を、

ここは合併浄化槽区域ですよというような形で区域決めしてあります。今現在です

ね。そういう地域にきちっと下水道を整備し、農振がかかっている場合は農振を外

す。そういうことを進めていって、後は民間業者がきちっと開発していくでしょう。

そうやって、やはり新規の住宅が建つような、そういう地域をゾーン分けしてやっ
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てほしいなという思いで今回この質問をします。 

 菊池市は小学校が四つ閉校して、まだひょっとすると、あと何校かというような

お話も聞きます。そういうことがなるべく起きないように、やはり人口増をしっか

りと図っていく、そういうことが大事じゃないかなと思います。そのことで、市長

にまずひとつお伺いしたいと思います。 

 ２点目、文教菊池の再興プロジェクトについてですが、これはずばり、地元の菊

池高校の現在の定員割れの状況を私は見て、そのことに対して多くの議員さんが質

問されております。ただ私は、当然県立高校ですので高校の仕組みについてお伺い

するつもりはありません。江頭市長の地元、そして多くの人があそこでの菊池高校

の立て直しを要望されて、現在、子どもたちが菊池高校に地元から余り行っていな

い。そういう状況を地元の人たちがどういうふうに思われているのか。そして、市

長も自分の出身校でありますので、そのことをどういうふうに捉えられているのか。

私は、もっと地元が本気になって菊池高校を立て直そうと、頑張って子どもたちを

やろうと、菊池高校の仕組みとは別に地元の盛り上がりというのが必要じゃないか

というふうに思っております。 

 そのためには、前回ソフトバンクの誘致でソフトバンクの旗が立ちましたね。あ

あいうことをやってみてはどうでしょうか。商店街を挙げて、みんなで子どもたち

を応援しようと、そういう機運を盛り上げていただきたい。そういう点において市

長がどういうふうにお考えなのかをお聞きしたい。 

 ３点目、市民視点の行政サービスの充実。このことについては、先月、江頭市長

の応援団の一人でもあります菊池市の河﨑洋さんという方が白血病で亡くなられま

した。私はその方と大変親しくさせていただきましたし、いろんなことを教わりま

した。その方が、病気の 中、退院されて、私は全然そのことを知りませんでした

けど、私に病状のことは言われなかったんですけど、おうちに遊びに行ったときに、

その方が、「菊池市は、まず職員の住民に対するサービスをしっかりやる。そして、

それを日本一にしたいという宣言をすれば、おのずと市民はついてくるよ。それは

お金がかかることじゃない。市長の宣言一つ、市長のリーダーシップ一つだ」と言

われました。そして、そのときにやっぱり人口増のことも言われました。頑張って

人口をふやさないかんと。確かだなと思いました。 

 ただ、そういう方が亡くなられたので、私にとっては、これが遺言みたいな形に

なりましたけど、ここでやっぱりそれをしっかり言っていきたい。これは一つの市

長のアピールだけで済む話。そうすると、市長がそういう宣言をするだけで職員は

しっかりと動き始めると思います。江頭市長が就任されて、大分対応がよくなった

という話も確かに聞きます。ただ、もっともっとよくしてほしい。それには、江頭
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市長のそういう宣言あたりがあることでしっかり変わってくると思います。 

 その３点について、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 皆さん、おはようございます。ただいま工藤議員から３点ご質

問をいただきました。人口増対策について、それから菊池高校問題について、それ

から、行政サービスのレベル向上についてということでございました。 

 まず、人口増対策に係る、特に花房台における人口増ということでご提言を今い

ただきました。現在の花房台のインフラの整備状況につきましては、上水道につい

ては泗水地区と一体的に給水しておりますけども、下水道事業については平成２０

年度に下水道事業泗水処理区の全体計画を見直しまして、花房台も追加されたとこ

ろでございますけども、現在までのところでは認可区域ではございませんので、浄

化槽市町村整備推進事業により整備を行っておるところでございます。 

 今のところ、農振問題等もあり、花房台地区において大規模な開発を市で実施す

るという計画はございませんけども、当然住んでらっしゃる方についての生活環境

の向上が必要な区域については、排水路の整備などの必要なインフラ整備を行って

まいりたいと思っております。人口増対策自体は非常に重要なテーマと私も考えて

おりますので、花房台も視野に入れつつ、全市的な観点から別途総合的に検討して

いきたいというふうには考えておるところです。 

 ２点目の菊池高校の件でございますが、実はこれはご指摘のとおり、私は就任当

時から、非常に高等教育の重要性というのを唱えてまいりまして、それはつまると

ころ、菊池の価値を永続的に高めていきましょうという運動を開始しとるわけです

が、これは行き着くところ、人材ということに尽きるわけでございまして、そうい

う意味でも非常に高等教育は重要であると。ところが、特に菊池高校を例にとりま

すと、校長先生のお話では、来年度の出願者数も定員に満たずに、ある意味、非常

に寂しい状況にあると。もっと厳しく言いますと、危機的な状況にあるというふう

に私は認識しております。 

 まず地域を盛り上げるには、若い人の力、とりわけ地元高校の力というのはとて

も重要だと思っておりまして、菊池を再生する上でも、地元の高校の参画というの

は大きな意味があると思います。お互いに活力につながるシナジーを持っていると

思うんですね。 

 そこで、高校教育ということになりますと県の管轄ではございますけども、一つ

には、市内外の有識者を講師に私のほうでアレンジをして、さまざまな講演会を開

催するなどして、いろいろと刺激を与えていこうという試みであるとか、あるいは、
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まちおこしや祭りなどにどんどん高校生の参画をふやして地域との交流をふやす。

そうすることで、応援団もどんどんふえていく、ファンがふえていくとか、そうい

ういったふうな施策をやっていきましょうということで、実はもう既に校長先生と

もお会いしてお話を始めているところでございます。 

 それから、３点目が、すみません、ちょっと資料を置いてきましたので、取りに

行かせてください。 

 失礼しました。３点目が行政サービスのレベルアップという叱咤激励であるとい

うふうに理解しております。行政運営に当たって も重要なこと、それはやはり市

民目線で考えて行動して、市民の皆さんが満足できるサービスを提供するというこ

とだろうと思います。先ほど、少しは対応がよくなったというお褒めの言葉をいた

だきましたが、まだまだというふうに自戒しておりますので、これは永遠の課題と

して取り組んでいきたいと思っております。 

 本市におきましても、職員の接遇の向上を目的に、平成２２年度、２３年度に参

事職以下を対象に接遇研修を行っておりますけれども、本年度は全職員を対象に実

施していきたいと思います。特にこの分野では、私は民間から来ておりますので、

民間で求められているレベルというのをそれなりに承知しておりますので、いろい

ろな人的なネットワークも生かして、それにふさわしい講師等もまたこちらのほう

に招聘したいと、いろんな手を打っていきたいと思います。 

 そういう中で、接遇日本一を目指してはどうかというご提案でございますが、そ

ういう気概を持ってやるということは非常に大事だと思います。ただ足元を見たと

きに、やはりまだまだ改善していかなきゃいかん基礎的な部分も多いと思います。

私としては、そういう気概は大事ですが、やみくもにスローガンだけでは長続きし

ない部分もあるかと思いますので、実直に、地道に、具体的にそこを進めていきた

いと思います。先ほどの講師を呼んでくる等とあわせて、やはり現状分析とか問題

の所在、強み・弱みの分析等を、いろんな市民の声ですとか、あるいは自分たちで

そういうことを議論させるといった作業を通じて、自分の問題として取り組ませて

いきたいというふうに思っておるところでございます。 

 いずれにしましても、これも永遠のテーマとして、日々これから努力していく所

存でございます。どうぞよろしくご指導のほどお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○３番（工藤圭一郎君） 今の市長の答弁を聞いておりますと、私はやはり本気度がも

う少し足らないのかなというふうに思います。 
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 まず１点目の人口増なんですけど、これこそ本気で取り組まないと、もうどうし

ようもない。市長もよく言われていますけど、来年度から段階的に交付税が減ると。

それはわかっているんですよね、当然、皆さんも。やっぱりそこはしっかり取り組

んでいくというか、言うだけではなくて、実際にもう取りかからないと、待ったな

しの状態ということはわかられていると思いますので、今のお答えだけではどうし

ても私には本気度が足らない。 

 それと、２点目の菊池高校のことなんですけど、仕組みを言われるのはわかりま

す。ただ仕組みだけじゃなく、私が言いたいのは、地元からの強い大きい要望で、

あそこでの、そのままの場所での建てかえが進んだ後に、今の状況はどういうこと

ですかということが言いたいんですよ。それこそ、庁舎のことしかり、市民広場の

ことしかり、地元からの要望でいろいろ計画が進んでいきますけど、あとは知らな

いみたいなことでは始まらないんじゃないかなと思います。だからこそ、要望があ

った以上は、その要望された人たちが真剣になってそのことを考える。地元が押す。

地元からの子どもたちがよその学校に行っているようでは、このことは一体何なん

だというふうに私は思いますよ。それをお聞きしているんです。 

 それと３点目の接遇日本一宣言。日本一宣言はしなくても、今、これから庁舎整

備の話をしていく中で、ほかの議員さんたちも言われています、総合支所のことも。

そうやって職員がいろんな思いでいる中で、しっかりと先を見つめて進めていく目

印になることじゃないのかなと私は思います。まずはそれでしっかりやろうと、市

民の皆さんとしっかり話ができる体制を職員がつくろうと。そうすると、いろんな

これから来る問題にしても、市民の人からの本当の理解が得られるんじゃないかな

と思いますので、日本一宣言をしろということではなく、きちっと本当に前に向く

ぞと、本当に市民の人たちとがっぷり四つで行くぞというような市長の宣言ですよ

ね。「やってますよ」では、これからいろんな問題が起きてくる中で、市民と職員、

市民と行政の間の壁が高くなってしようがないような気がします。それを少しでも

下げるためにも、いま一度、この３点をお尋ねしたいと思いますけど、市長、同じ

お答えでしょうか。お願いします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） １点目は、菊池高校の問題に関しまして、地元の気持ちをどう

引き上げていくかということ、２点目が、サービスレベルの向上に向けての実際的

なものが必要じゃないかというご指摘かと思います。 

 １点目の菊池高校の問題ですが、おっしゃったような知らん顔ということではな

いと思いますが、地元の方が地元の高校に通わせていないという事実はあると思い
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ますね。それはなぜかといえば、やはり学力を大変心配をなさっている、そのため

に人材が集まらずにまた学力が低下するという悪循環じゃないかと思います。です

から、まず学力をアップさせなきゃいかんわけですよね。 

 学力をアップさせるためには、じゃあ、今いる生徒たちがだめかということでは

なくて、やはりモチベーションのつけ方にあると思うんですね。そのためには、み

んなの持っている潜在力を引き出すための意識力、意識のアップというのが非常に

大事になります。ですからこそ、そこを刺激するために、いろんな有識者を講師に

招いていろんな刺激を与えるといったふうな、実際的な具体的なことが必要になる

わけですね。ただ「いかん、いかん」では菊池高校は改善しません。こうしたふう

な一つ一つを地道に具体的に施策として結びつけていかないと、それは前に進まん

と思います。 

 また、まちの人の意識が薄れているのはあるんだろうなとは思います。そういっ

たことを、これまたかけ声だけではなくて、実際に意識を掘り起こしていくために

は、地元の祭りとかまちおこしの行事等に参画をさせる。そのことで菊池高校との

距離感をぐっと縮めて、応援してやろうというふうなファンをふやしていく。自分

の息子が高校生になったときに、「やっぱり菊池高校はいいよな。そこに送りた

い」と。こういったふうな手だてというものが非常に必要なわけでございますから、

私は今具体的な案として、例えばということで申し上げたところでございまして、

このことは既に校長先生ともお話をしているところでございます。 

 ２点目の接遇レベルの件も、ある意味、趣旨は同じでございます。スローガンだ

けではなかなか前に進まんと思いますし、一方で、目標というのが非常に重要だと

思います。ただ目標というのは、チャレンジャブルな目標でないとかえって意欲を

なくしてしまう。あるいは、これは言っているだけだなというふうに形骸化しがち

でございますから、自分が少し、とにかく努力をして、背伸びをして、汗をかいた

ら何とかやれそうだという目標をまず持ってくる。そこに到達すれば、さらにまた

次の目標を持ってくるというふうな、やはり具体的な手だてというものが必要だと

思いますので、私としてはそこを地道に一つずつ実際的にやっていきたいという趣

旨でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○３番（工藤圭一郎君） 次に行きたいと思います。庁舎整備についてです。 

 今回、本庁舎整備について大きな変更があります。施政方針では、市長は、議会

の議決を尊重しというふうに言われていますけど、私からすると尊重しているふう
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には思えません。議会審議会を通して説明をしたとされますけど、まだまだこの変

更に対しての説明は全然足りていないというふうに思っております。 

 １点目、本庁舎整備についてなんですけど、市民の利便性を重視して今回の変更

に至ったというふうにされております。その市民とは誰たちを意味するのか。誰と

いうことはありませんけど、市民とは、お伺いしたいと思います。 

 ２点目、花房圃場整備地内の庁舎用地について、使用目的が決まったのであれば

お知らせいただきたいと思いますし、決まっていなければ、そのことをお答えいた

だきたいと思います。 

 ３点目、総合支所についてなんですけど、きのう城議員からお尋ねがありました。

各地域によっての事情があるから、その地域の声を吸い上げてしっかり検討したい

というふうに市長がお答えになっていましたけど、各地域の事情はもうわかってい

るはずなんですよね。残してほしい、今の状況を保ってほしい。すぐ計画を立てれ

ばいいじゃないですか。 

 国も言っていますよね。合併した市町村で地域の疲弊が進んでいるから、各総合

支所あたりに手当をつけて、しっかり地域が疲弊しないように。そういう予算、手

だてもされましたよね。だから、しっかり計画はすぐ立てるべきであるし、まさに

本庁の整備計画と同時進行しなければ、これこそおかしな話なんですよね。後回し

にするというふうにしか聞こえません。だから、その理由がもしあれば。城議員と

同じお答えじゃないお答えを期待しまして、この３点の質問としたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ただいま３点のご質問をいただきまして、本庁舎整備等でいう

と、市民の利便性というところの市民とは誰かというご質問、それから花房台の整

備方針は決まったのかというご質問、それから総合支所についてでございます。 

 初の市民とは誰かというご質問でございますけれども、これは市庁舎をご利用

になる市民の皆様全てということにほかなりません。それから、花房台については、

整備方針は現在ではまだ決まっていない状況でございます。 

 それから、総合支所に関する今後の利活用ということでございますが、ご質問の

趣旨の確認でございます。きのうの城議員のご質問も利活用についてということで

ございまして、とりわけ、あいたスペースをどういうふうに今後使っていくかとい

うことでのご質問でございました。ですから、テーマは二つあると思います。あい

たスペースをどういうふうに利活用していくかという問題と、その空きスペースの

もとになります今後の支所のあり方をどういうふうに考えるかという二つの問題が

あるかと思いますが、このいずれも、住民の皆様の意見をよく聞きながら進めてい
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くという趣旨で申し上げておるわけでございます。 

 当然ながら、実際の進め方としては、本庁の整備と並行して進めていくわけでご

ざいますけれども、とりわけ支所のありようについては住民の皆様の生活にも直結

する話でございますから、そこのところはよく手間暇をかけてといいましょうか、

じっくりと皆様の声に耳を傾けながら進めたいということをきのう申し上げたとこ

ろでございまして、きょうの私の答弁も同じ趣旨になるというふうにご了解いただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○３番（工藤圭一郎君） そうです。１点目は、市民は菊池市の市民ですよね。当然で

す。 

 それと今回の変更でまず思いますのが、「あ、変更できるんだ」と。議会の議決

も通って、設計が進んでいる本庁舎整備がですね。変更できるのであれば、もう一

回花房に建てるというような話ができるのかなというふうに私は思いますし、泗水

町で話を聞くと、多くの人がそういうふうな考えでいらっしゃいます。ただ、全く

その話は出てきません。この本庁舎での整備計画が、どうも市民の利便性にとって

はよくないから変更したいと。しかし、その利便性といったときに、本当に駐車場

も大してふえない、その整備が、利便性をということなのかなというふうに思うん

ですよね。 

 総合支所の話を今言われましたけど、あいているスペースの利活用ではなく、総

合支所としての機能をしっかり充実させてほしいということなんです。総合支所で

何でも物事が済めば一番いいよと皆さんおっしゃいます。この菊池に行かなくて済

むように。じゃあ、ここを本庁舎としたときに、泗水、七城、旭志の人がここに集

まってこなければいけない状況ができたときに、やっぱり駐車場が足りないと。窓

口は一つにはなったけどと。そこに利便性が果たしてあるのかなというふうに思い

ます。 

 そもそも合併協議会で決めていたとおり花房に建てた場合、総合支所は泗水も七

城も旭志もほぼ窓口業務だけになる。後々はもうなくなる。しかし、そのときに、

ここは支所として残る。多分、そういう計画だったと思います。しかし、ここを本

庁とした場合は、総合支所を残してほしいという市民の声が上がるのは当然であり

ます。だからこそ、花房でいいんじゃないかなというふうに思います。まだ計画も

立てていないんであればですね。そう話が行くのは当然です。 

 やはり、この庁舎整備は、大きな決断、大きな思い、それによって泗水町は大変
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な状況に置かれました。それを今回市長が就任されて、市民の声は今の計画ではお

かしいと、そういう人が多いと、だから私としては変えたいとおっしゃる気持ちは

十分わかります。ただ、そのときに、 初にお尋ねしたように、近くの市民だけを

市民というふうに思われているんじゃないかなと私は思うので、そういう、あえて

意地悪な質問をしましたけど、全体を考えたときには、やはり総合支所がしっかり

機能しないと、今みたいに少子高齢化が進んで、車に乗れなくなる高齢者がふえて、

それでも菊池の本庁に行かないとそのことは済みませんという状況をつくるのか、

そこを尋ねているんです。だからこそ、原点に返って検討し直したらどうかという

ことを思っております。 

 どうですか、市長。花房の圃場整備地内の庁舎用地に検討は今回されたんでしょ

うか、されてないんでしょうか。お尋ねしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ご質問の趣旨をもう一回確認しますと、本庁の場所についての

見直しがあったのかどうかというご質問ということでよろしいでしょうか。今の庁

舎整備方針の中で、その基本枠の中で、庁舎機能を一本化することが合理的ではな

かろうかという提言をさせていただきまして、今、議会の皆様にご報告をしながら

進めてきておるわけですが、その見直しに着手する際に、これは議会で申し上げま

したが、私は三つのことを方針としてやっていきたいと。一つは、平成２３年１１

月４日の庁舎整備方針を尊重してやっていきたい。２番目に、ですから場所として

はそのまま、今計画している場所で進めますと。３番目、ただし利便性の観点から

市民にとってそのほうがいいということが合理的に、機能的に言えるのであれば、

そこは見直していきましょうと。こういう話を申し上げておりまして、繰り返しに

なりますが、庁舎等の整備の位置については現本庁舎及び市営プールの場所という

ことで、これは私は明言しておりますので、花房台については一切検討しておりま

せん。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○３番（工藤圭一郎君） それとこの庁舎整備について、たしか庁舎整備等検討委員会

ができたと思うんですけど、そこで検討が何かされていないようにお聞きしたんで

すが、方針が変更されるからというふうに市長が言われたと思います。これこそ検

討委員会にまずかけて、その検討委員会でその変更がいいのか悪いのかという、そ

のための検討委員会かなというふうに私は思っておりましたけど、そこはどうだっ
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たのかお尋ねしていいですか。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 答弁の前に、大変恐縮でございます、ちょっと私の理解が足り

なかった部分がございまして、今のご質問の趣旨ですが、庁内に庁舎等整備検討委

員会というのがございますが、そこについてのご質問という理解でよろしゅうござ

いますか。 

［「いや、もう一つ、市民が入るほうのがあるでしょう」と呼ぶ者あり］ 

○市長（江頭 実君） 庁舎等市民検討――ちょっと正式名称は忘れましたけど、市民

がお入りになった検討会ですね。それは実施しておりません。なぜならば、そこに

検討してもらうべき案というのは、今言ったように、庁舎機能を一本化してみるこ

との検討を進めておりましたので、それがまとまってから、また別途お願いすると

いうことで延長しているというのが実情でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○３番（工藤圭一郎君） 私の理解は、その検討委員会に諮るべきだと思っておったの

で、諮らず、方向性、形ができて、あとはその中身というようなところの検討をさ

れている状況なのかなというふうに思うので、今の質問をしたところです。私の理

解では、その方針変更というか、これは大きいことですので、それこそ市民も入っ

た検討委員会で諮ってほしかったなというふうに思って質問したところです。 

 花房のところの検討はしていないということでしたけど、花房のその圃場整備の

庁舎用地もやはりきちっと方向を示さないと、今いろんなうわさ話が出てきている

のが私は聞こえております。あそこはどうなるんだと、菊池市はあそこを持ってい

るという中で、だからこそ私みたいな話が出てくるんですよね。合併当初に戻って

その検討はされたんですかと。あそこの使用目的、利用目的をはっきり示さないと、

やはりそういう話をする人が出てくるし、今度は全然違う利用目的を言う人も出て

くる。 

 だから、今回の変更に当たって、私がやはり素直にそのことを言いたくなるし、

ならば、もっときちっとした、みんなに説明がつくような利用目的を立ててほしい。

そのときに一つ私が思うのが、振興局をあそこに持ってきてはどうかというふうに

思いますけど、それは県がすることですのであれなんですけど、そういうふうなお

話が市長のほうから振興局とあるのかどうか、お伺いしたいと思いますけど、いい

ですか。 
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○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 花房台についてでございますけども、ここの検討をなるべく早

い時期に着手しなきゃいかんのはおっしゃるとおりだと思いますね。ただ、その前

の本庁舎の庁舎機能の一本化という見直し、これも非常に大きなテーマでございま

すので、これを並行させるということは非常にむしろ混乱することでございますか

ら、まずは本庁舎の話ということで今進めておるわけでございます。そういう意味

では、花房台の検討というのはこれからでございますけども、今おっしゃったよう

な県の総合庁舎云々ということについては、そういう希望の声が時々出てくるとい

うのは仄聞することはございますけれども、そういう類いの話だと私は承知してお

りますので、当然テーマとして県の方とお話ししたということは全くございません。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○３番（工藤圭一郎君） それを私が言うのは、市民広場の再整備計画を立てていく中

で、やはり振興局、保健所あたりがもしかして動くということになると、あれ一帯

がもっと広い範囲で再整備計画が立つんじゃないかなというふうに思いますし、物

すごく利活用がまた広がっていく話でもあります。そういう思いで、逆に当市から

するといい話ではないかなという思いで市民の方々も言われますので、そういうこ

とでの意見です。 

 庁舎整備については、もっといろいろありますけど、やはり総合支所をしっかり

維持してほしいという思いが出るのは当然であるということは理解してほしいと思

います。ここを本庁として動かさない場合はですね。だからそこは、お答えのよう

に空きスペースをどうのということではなくて、総合支所としての機能をしっかり

維持してほしいというふうに思います。 

 後の行政運営についてに移ります。３点上げておりますけど、合併検証につい

てと今後の菊池市について、２点だけ質問したいと思います。 

 まず、合併検証について。当市は泗水町の独立運動を経験した市であります。こ

のことについて、いろんな地域の議員さんからいろんな話を私も聞きました。やは

り平成の大合併というのは、かなり全国的にも無理がある合併でありましたし、い

ろんな大小の市町村の合併によって、小さいところがやっぱりのみ込まれていくよ

うな状況が生まれております。 

 そこで、やはり当市はしっかり合併検証を早く、真面目に、真摯に取り組んでほ

しいなというふうに思っております。そこが今どういう状況になっているのか、お
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伺いしたいと思います。そして、地域審議会が今ちょうど合併１０年で終わりにな

るのかなと思いますけど、特例債の延長も５年決まりましたので、私としては、地

域審議会もそのまま５年延長を強く望みますけど、そのことについていかがでしょ

うか。 

 ２点目、今後の菊池市についてという形で出しておりますけど、これは、この菊

池市が今後単独でしっかりとしてやっていけるのかということを質問したいと思い

ます。そのときに、実はやっぱりどこと連携していくのかなと。今、一部事務組合

をしております合志、菊陽、大津としっかり連携をとっていくのか、地域振興局の

枠組みであります阿蘇、菊池、山鹿、玉名としっかり連携をとっていくのか。どこ

とというふうには、当然思われてないかもしれませんけど、そこが大きく今後どち

らかという形になってきたときに、住民にとっての利益、不利益が出てくるのかな

と私は思いますので、もし市長の中で、こちら側を優先していくんだという形をお

持ちであればお答えいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ご質問は２点ございまして、１点目は、合併１０周年を迎えた

後の地域審議会に対する考え方、２点目が今後の合併等に対する展望観ということ

かと思います。 

 第１点目でございますが、まず合併につきましては、平成２６年度に合併１０周

年を迎えることになりますので、今後、総合的な検証に着手して、合併の効果です

とか課題といったものの整理を行いたいというふうに考えております。 

 そういう中で、地域審議会のありようでございますけども、地域審議会自体は、

合併時に行政区域が拡大して住民の声が届きにくくなるんではないかという懸念を

払拭するために、合併協議で１０年間設置するということで決定したものでありま

す。そういった声を酌み取っていくというメリットがある一方で、１０年たってく

るわけですが、なるべく新しい市に生まれ変わっていかなきゃいかんという中で、

ともすれば合併前の市町村意識というのが温存されて、新市としての一体感形成の

ときに必ずしもプラスばかりに動くものではないということの弊害も考えられると。

両面あると思うんですね。 

 したがいまして、こういうプラスマイナス両面をにらみながら、平成２７年度以

降をどうするかということについては、そもそも地域審議会の設置自体が議会の議

決が必要になることでもございますので、そうしたメリット、デメリットを踏まえ

ながら、議員の皆さんですとか地域審議会の委員さんの意見を伺いながら総合的に

判断する必要があるというふうに考えています。 
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 ちなみに、ほかの市町村の事例でございますけども、全国の合併市町村で地域審

議会を設置している市町村というのが、平成２３年度で２０５の市町村あったそう

です。これが平成２５年度になりますと１９５市町村となっておりまして、１０市

町村が減っているわけですね。なぜ減ったかといいますと、この２５年度、２３年

度の間に期間が満了しまして、満了したのが１０市町村。ですから、どこもその後

地域審議会というのを継続しなかったということのようでございます。 

 それから、菊池市の今後の合併等に関する展望観ということでございますが、先

ほどから申し上げていますように、本市ではまだ１０年たっておりませんで、これ

から合併検証を行わなきゃいかんということで、自分の 初の合併がどういうプラ

スだったのかマイナスだったのかというのが、まだ整理できていない状況でござい

ます。そういう中で、次の合併のことがどうかというのは、ちょっと考えられる状

況にはないと思いますし、それは恐らく他の市町村も同じじゃないかと思います。

ただ、工藤議員のご趣旨として、いろんな目的とか事業でテーマごとに連携を深め

ていくということであるのならば、それはおっしゃるとおりで、非常に重要な視点

であるというふうに考えております。特に、ごみのように非常にコストがかかるイ

ンフラの部分につきましては、菊池郡市の一部事務組合が非常に有効だというふう

にも思っておりますし、一方で、観光戦略については、今菊池川沿いで桜を植えた

り、あるいは温泉や歴史といったことを組み合わせることで一つの大きなストーリ

ーができますので、観光戦略なんかでは、この菊池流域というのは非常にメリット

感があるような気がするわけですね。それは恐らくそうしたほうがいいんでしょう

ね。ですから、ここは余り固定的に考える必要はないと思っておりまして、非常に

したたかに、各目的、戦略に応じて、ここと組んだほうが一番メリットがあるとい

うことでやっていけば、おのずとそれが集積していきますので、 終的に、これは

仮の話ですけど、また将来になって合併のニーズというのが出てきたときに、おの

ずとそういう実績の積み上げというものが一つの判断に材料にもなってくるのでは

ないかと思いますから、テーマごとにどんどん前向きに連携を深めていきたいと考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○３番（工藤圭一郎君） 合併検証の話は、市長、旧の四つの市町村でいえば、一番大

きかったのが菊池市ですよね。そちら側から見れば、今の市長のお話だろうと思い

ます。ただ、この菊池市は泗水の独立運動を経験した市でありますので、もう少し

周りに配慮をしていただきたいという思いです。合併検証というのはですね。どう
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だったのか、相手側がどう思ったのかを検証してほしい。１０年できちっとおさま

る話ではないんですよ、これは。だからこそ、その１０年を迎えて、それからしま

すじゃなくて、その前から検証を始めて、きちっと本当にうまくいっていれば、そ

のまま地域審議会を残してほしい、延長してほしいという話は出ません。なぜ言う

かというと、そのときの状況をしっかり把握されているから、継続して議論に参加

していただきたいという思いで延長をお願いしているのであります。 

 それと、今の今後の菊池市についての市長のお考えはわかります。ただ、やはり

用途、目的によってあっちとこっちとという形は、結局市民の本当に思いというか、

利便性じゃなくて、行政トップの都合みたいな感じに聞こえるんですよね。特に泗

水町を言えば、やはり南部のほうと近かった関係もありますので、方向が変わって

くると全然違ってくるんですよ。そこあたりをしっかり理解していただくには、ま

ず合併検証じゃないかなというふうに思います。 

 どういうことからそうなった、今泗水の人たちがどういうふうな理解であるのか

ということを市長と語る会あたりは進めていきたいというふうにおっしゃっていま

すので、しっかりと聞いていただきたいなと思います。私がただ言っているんでは

なく、本当に市民の人が言われていますので、そういう声をしっかりとこれから引

き上げていただいて、理解していただきたいと思います。 

 これで私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） ここで１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５４分 

開議 午前１１時０３分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、東英俊君。 

［登壇］ 

○８番（東 英俊君） 改めまして、こんにちは。無所属の東英俊でございます。と言

うと、亡くなられた共産党の裕人君がそこの席からにやりと笑われたのを思い出し

ます。昨年暮れに亡くなられた共産党の裕人君のご冥福を心よりお祈り申し上げま

す。 

 さて今回は、江頭市長が１年間の助走期間を経ての本格始動ということで、市長

の思いの詰まった施政方針を熟読しての政策提言をしたいというふうに思っており

ます。 

 恐らくこの１年間は、外から見た菊池の視点から市政運営をなされてきたものと
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思います。ですが、実際にこの菊池市の中に入られて、市長が外から見た菊池で感

じられたものを解消するにはどこをどのように変えていかなければいけないのか、

幾つかの根っこの部分に重点を置かなければいけないのか、もう既に感じられてい

るものとしての一般質問としたいというふうに思っております。また、今議会を

後に数名の部長さんたちが退職をされると聞いております。長い間ご苦労さまでご

ざいました。きょうは長年市政に携わってこられた思いを遠慮なくぶちまけていた

だきたいというふうに思っております。 

 まずは施政方針について４点お伺いをいたします。「儲かる農業」プロジェクト

について、観光戦略「癒しの里」構築プロジェクトについて、地域おこし・地域づ

くりプロジェクトについて、重要プロジェクト以外の主要施策の中の地域福祉につ

いての４点をお聞きします。 

 まず１点目の「儲かる農業」プロジェクトについて４点お聞きします。「儲かる

農業」づくりとしてインターネットショップ開設とありますが、その具体的な取り

組み内容はどのようになっているのか。２点目、インターネットショップによる情

報発信という観点から見ると、施政方針の５ページ③の「きくち情報発信プロジェ

クト」の施策の内容と、情報発信という観点からはほぼ同一と見てとれると思いま

すが、その大きな違いは何なのかお示しください。３点目、先日、県の振興局の農

業普及・振興課の方とお会いをしたときに、県内でもインターネットショップに取

り組んだ事例が過去にはあったけどというお話をお聞きしました。そのような失敗

事例も参考にした上での取り組み内容となっているのか。４点目、インターネット

ショップの開設が、本当に本市の農業振興、底上げにつながり、農家の体質強化と

なるものとお考えか。 

 次に、２点目の観光戦略「癒しの里」構築プロジェクトについて、３点お聞きを

します。 

 １点目、森の中のまち事業としてデザインされたベンチの設置を考えられている

みたいであります。大変すばらしいことと思います。そこで、募集されるデザイン

のテーマというのは何かあるのかお聞かせください。２点目、その設置をされるベ

ンチのデザインをデザイン系の学生や芸術家志望を対象に募集されるみたいという

ふうに聞いております。そうではなくて、菊池市内の小中高校生にそのテーマに限

りデザインを依頼されるほうが、より多くの市民が集うことが想像できるのではな

いでしょうか。いかがお考えですか。３点目、また、桜の植樹も大変すばらしいと

思います。実行委員会の組織の強化、拡充も必要なことと思います。ただ、お聞き

をしたいのは、１０年後、２０年後の維持管理費や高齢化の進んだ地域の将来負担、

それはどのくらいになるのか。もし試算されているのであればお聞かせください。 
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 次、３点目でございます。地域おこし・地域づくりプロジェクトについて施政方

針の６ページの上段に書いてありますが、今年度新たに、市民提案型の「癒しの

里」パートナーシップ事業に取り組まれるみたいであります。従来のコミュニティ

助成事業や地域づくり推進事業と大きくどこが違うのかお聞かせください。 

 次に、重要プロジェクト以外の主要施策の中の地域福祉について、施政方針の８

ページ、下段にありますが、この地域福祉について読んでみますと、地域での支え

合いを進め、誰もが安心・安全に充実した暮らしを送れるように４点について書か

れています。 

 １点目が、市民の生活課題の多様化に対処し、個別対応でなく総合的な対応につ

ながるシステムづくり。２点目、赤ちゃんからお年寄りまで、ライフステージに応

じた健康づくりと福祉の仕組みの充実。３点目、行政区を対象とし、福祉だけでな

く防災、健康づくり、人権、生涯学習などの連携により地域住民の地域力の充実を

支援する。４点目に、人口減少、高齢化が進む中山間地域における新規転入者に対

する各種サポートの仕組みを整え、地域コミュニティの維持に有益な人材の確保を

する。以上４点が地域福祉について書かれております。私から言わせていただくと、

これは 重要プロジェクトとなるのではないかというふうに考えます。また、四つ

の重点課題を見るからに、これからの地域福祉は福祉課だけの所管でいいのか、そ

のように考えてしまいます。そこで、本市における、これから も重要となるこの

施策の達成のために何が必要であるか、何を考えますか。 

 以上、１回目の質問といたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） おはようございます。東議員のインターネットショップの

開設の取り組みにつきましてお答えをさせていただきます。 

 昨年の１２月に開設に向けた調査を完了し、現在、菊池市ブランドづくり実行委

員会の専門部会の中におきまして、委託先となる事業者やメーン商品のラインナッ

プ、通販サイトのデザインやシステムの構築などを協議しており、本年度中に委託

先となる事業者を含めた基本計画を策定することといたしております。 

 次に、インターネットショップの情報発信につきましては、このネットショップ

を多くの消費者に知ってもらうため、農産物を中心としたＰＲページと買い物を行

うショップ機能に特化したものであり、菊池市全体の行政情報や祭りなどのイベン

ト情報を紹介する、きくち情報発信プロジェクトとは異なるものであると考えてお

ります。実際にインターネットショップを開設した際には、本市のホームページと

インターネットショップサイトの双方のページにリンクを張ることにより、双方の
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サイトを見た人がもう片方を見るといった相乗効果を促すような取り組みを行いた

いというふうに考えております。 

 また、県内の自治体がインターネットショップに取り組んでいる事例につきまし

ては、現在、武雄市等が出店しているヤフーショッピングストアのジャパンエスジ

ーに昨年９月から球磨郡の錦町が出店されており、まだ出店６カ月ということでは

ありますが、運営状況や課題などについての情報収集に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、インターネットショップでは、本市独自の安全・安心な生活の取り組みで

あります菊池基準で生産された商品を販売し、他のインターネットショップの商品

との差別化を図ることで消費者にアピールをしていきたいと考えております。この

ネットショップでの売り上げを上げるためには、販売量の増加と顧客の継続性が必

要と考えておりますので、そのためにも、一度購入された顧客をリピーターとして

ふやしていくことが重要で、菊池基準により生産された、より安全・安心な農産物

を全国に販売することが、農家の生産意欲と農業所得の向上につながるものである

と考えているところであります。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） 私のほうからは、２番の観光戦略「癒しの里」構築プロジ

ェクトについてお答えいたします。 

 まず 初に、ベンチのデザインの募集についてでございますが、これはいい夫婦

の日にちなんだものでございます。ポケットパークや森の中のまちの施工箇所に設

置する予定でございます。今回は、おしどり夫婦が仲むつまじく座ることができる

よう、まちなかの緑地に設置いたしますベンチのデザインを県内の若いアーティス

トの卵や学生を対象に募集してまいりたいと考えているところでございます。まず

は２人がけのベンチのデザイン画を募集いたします。なお、機能性や芸術性はもと

より、座った二人の愛が深まるような工夫を自由に入れてもらうものとしたいと考

えております。 

 次に、募集方法につきましては、県内の高校、大学の芸術・建築などのデザイン

系の学科や市内の主要施設にポスターやチラシを配布し、応募を促す予定でござい

ます。議員がおっしゃいましたように、市内の小中高校の児童、生徒にも募集をか

けたらいかがかということでございます。これも参加を呼びかけてまいりたいと思

っております。 

 次に、桜の管理でございますが、植栽箇所に近い集落の皆さんや有志によります
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管理をお願いしてまいりたいと考えているところでございます。管理の内容といた

しましては、除草、消毒、施肥、かん水、剪定等を考えております。また、ことし

１月に設立いたしました、菊池さくら千年プロジェクトの実行委員会は、桜の里プ

ロジェクトに取り組む市民の皆さんを全面的にバックアップする団体として位置づ

けておりまして、その中で、管理体制を考える部会を立ち上げることといたしてお

ります。ご提案のとおり、地元の皆さんには、高齢化等により維持管理が懸念され

るところでございますが、実行委員会を母体といたしまして、市民の皆さんのご理

解とご協力により、市内外のボランティアの方々とともに永続的な管理を行ってま

いりたいと考えております。維持管理の将来の費用については、現在のところ試算

はしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） おはようございます。東議員の施政方針について、３

点目の地域おこし・地域づくりプロジェクトについてご説明申し上げます。 

 市民ニーズの多様化に伴い、従来の行政サービスでは市民満足度の高い行政サー

ビスを行うことが困難となってきております。そこで、市民団体やＮＰＯ法人等が

有する課題発見力、解決のアイデア、ひらめきを市行政に反映させ、市民生活の課

題解決を図るため、市民みずから企画を練り上げ、提案し、市役所とともに実践し

ていく手法を導入することといたしました。公共サービスを市民が主体となり提供

する新しい公共の考え方に沿った、多様な主体による市民目線での事業推進を図っ

ていくものでございます。この市民提案型協働事業は、三つの種類に分かれていま

して、一つ目が市民提案型でございます。市民の皆さんが自由なテーマで地域の課

題解決に取り組んでいただくもので、公共性・公益性の高い事業が対象でございま

す。例えば、例で申し上げますと、草刈りボランティアの観光事業、フットパスコ

ースの整備事業等がございます。次に、二つ目が行政提案型で、今年度は、森の中

のまちづくり、桜の里づくり、ホタルの王国づくりの三つのテーマで事業を募集し

ています。三つ目が行政課題型となっており、現在、各課で市民の皆さんと協働で

取り組む事業課題の洗い出しを行っているところでございます。平成２６年度は２

００万円の事業費で、１事業３０万円を限度額として実施する予定としております。

現在行っております地域づくり補助と違いますのは、現在の分は２分の１地元負担

というか、そういう部分で行っておりますけども、今回はこの事業に乗っかります

と、３０万円を地元負担がなくて協働でやっていくとか、そういう内容になってお

ります。 
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 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） ４点目の地域福祉についてお答えします。 

 施政方針の中で、地域福祉につきましては、重要プロジェクト以外の主要施策と

なっておりますが、常に取り組むべき課題として、その重要性は認識しております。

少子高齢化、中山間地での生活、交通、健康や介護など、幾つもの問題が重なり合

い、複雑化して、一つの課で対応できる問題ではなくなってきております。地域福

祉の推進につきましては、地域での支え合いにより、誰もが安心・安全で充実した

暮らしが送られるよう地域福祉計画を作成しており、市民の生活課題の多様化に対

応し、これまでも関係部門への相談に対するつなぎ等の連携は行っていますが、よ

り一層の関係部局との連携により、個別対応ではなく、横断的で総合的な対応につ

ながるシステムづくりが必要であると考えます。 

 今後、現在策定しています地域福祉計画と活動計画に基づき、地域福祉の推進の

ために庁内の連携を図り、検討してまいります。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 東英俊君。 

［登壇］ 

○８番（東 英俊君） まず、松野部長が言われたベンチのテーマは、恐らくラブベン

チという形になりますよね。それと野口部長が言われた地域おこし・地域づくりプ

ロジェクトについては、新しい公共のあり方、市民目線というところで、市内に広

く今後普及することを望みます。 

 再質問に移ります。まず、インターネットショップでありますが、再質問で１点

目、パソコンの画面上で安心・安全の菊池基準をどのように表現し伝えていく予定

なのか。 

 それと２点目、当然みずから生産しているものを安心・安全でないと言う人は恐

らく農家の方々にいないと思います。菊池基準という呼び名が逆に、そういった商

品、そういった活動に対して縛りをかけるものになりはしないか、そういう心配を

してしまいます。それに対してのＪＡとか農業団体からどのような意見があるのか

お聞かせください。個人商店とか企業、三セクあたりがこだわりの面からやられる

のは私は大いに結構だというふうに思います。ですが、その発想そのものは行政に

なじまないんじゃないかなというところからであります。 

 それと３点目に、ネットを開設して１０年目を迎えるある農業団体、あるといっ

ても畜産連合会にお聞きをちょっとしました。その中で、問題点として職員の張り
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つけがあると。それとクレーマー対策と。クレーマーの処理の問題、これが非常に

多いと。それと受注の問題の不手際もいろいろあったと。そして 後に言われたの

は、やはり広告とか広報にかける金額、これが莫大だと。実際に食させないとやっ

ぱりだめじゃないか、そこが一番大切であるというふうに今回お聞きをしました。 

 先日、菊池市では、菊池米の食味コンクールなども開催しておられます。大変す

ばらしいイベントだと私は思います。ですが、これらのイベントをただの順位づけ

で終わらせるのは非常にもったいなくはないか。福岡などからの集客と同時に、そ

の場で見て、食べさせて、そして菊池ファンを獲得し、それと同時に、農家の意識

改革につなげて、よりいいものを生産していただく。それに追随する形でインター

ネットの開設というふうにするべきだと考えますが、いかがですか。また、熊本県

の福岡事務所、これが本市から見て集客とかイベントとなどの周知のためには必要

な出先機関であるかというふうに思われます。実際に本市が何かをやろうとした場

合に、そのサポートができるような状態に福岡事務所は実際あるのかどうなのか、

市としての見解をお聞きしたいと思います。 

 それと、これは市長に再質問なんですけど、「癒しの里」構築プロジェクト、こ

れは聞き取りではありませんが、桜も大変すばらしいと私は思います。ただ、もう

少し時期を早めて、梅というのはどうかなというふうに思います。数万本の梅を植

樹し、早咲きの紅梅の後を追うように白梅が咲く。これが数万本も植われば、大変

見事なものになると。またいろいろ全国を検索しても、梅の観光スポットというの

は意外に少ない。これも非常におもしろい戦略になりはしないかなと。市長の見解

をお聞きしたいと思います。 

 それと、地域福祉についてでありますが、宮本部長が言われるとおり、各課連携

しなければこの施策は達成できるものではないというふうに私も思います。それで

は、現在そういった部署はあるのか。攻めに転じなければいけない、一歩を踏み出

さなくてはいけない、そういった部署がなくて、このようなことを施政方針という

文書、活字で示すことも大変大切ではありますが、それだけでは当然絵に描いた餅

で、達成したことにはなりません。一歩を踏み出し、攻める部署は庁内に存在しな

いわけですから、そこのところをお聞きしたいと思います。 

 各課連携をし、これらの重点課題を対処、処理していく部署、もしくはそれにか

わるものが、もしあるなら示してください。また、この地域福祉の施策は 重要課

題の一つであると、早期の達成が必要と同時に加速させるにはどうするべきかと考

えたときに、私が尊敬してやまない隈部忠宗議員も、以前、提言をされました。職

員の地域担当制を私もあえて提言したいと思います。事務方の仕事も職員さんは大

変大切なことと思います。ですが、市民サービスというサービス業を兼ね備えてい
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る以上、現場を知らないで何ができるのか、現場の情報を役所に来られる方々や市

長から委嘱を受けた人たちだけの意見とするのかという点であります。 

 合併をして広域になったといえども、１０年目を迎え、恐らくほぼ各行政区には、

職員のＯＢの方、ＯＧの方、たくさんいらっしゃると思います。そういう方々も巻

き込み、サポートしてくれる、そういった体制づくりが必要かというふうに感じて

おります。まずはみずから動き、地域の方々を巻き込んでいく勢いが今からの行政

には求められるのではとないかというふうに考えますが、以上を再質問といたしま

す。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） まず地域福祉の各課の連携についてお答えいたします。 

 地域福祉に関する問題は、単に福祉課だけではなく、関係する部署全体の問題と

して捉えることが重要だと考えております。現在、地域福祉計画及び活動計画を策

定しておりますが、地域福祉計画策定委員のほかに庁内の関係部署の職員によりま

すプロジェクトチームを編成し、問題点等の洗い出しを行っております。地域住民

が安心して暮らせるまちを築くためには、地域の福祉力を高め、地域住民の支え合

いに関する各種活動を支援する地域包括ケア・システムを構築し、今まで見えてこ

なかった地域の困りごとなどを発見し、地域支え合いの推進を図る必要があります。

また、地域福祉計画策定委員につきましては、平成２６年度からは評価委員として

携わっていただきますので、今後もご意見等をお聞きしながら、年度ごとに検証を

実施する予定です。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 再質問にお答えいたします。 

 地域担当者制度、職員地域サポーター制度でございますけども、これにつきまし

ては、平成２４年度に他の自治体の状況調査や区長、職員への意向調査を実施し、

そのことを精査した結果、本市の職員は地元地域へのかかわりが高いことがわかり

ました。そこで、平成２５年６月議会の隈部議員のご質問の答弁で、この結果を鑑

み、これらの地域活動を行っている職員の自主性を伸ばすことにより、本市独自の

地域の活性化を図っていくことが適当であると答弁をいたしているところでござい

ます。しかし、そうした状況の中ございますけれども、議員のご提言にもありまし

たように、自治会組織と退職された職員の皆様方と職員地域サポーター制度がどう

かかわれるかを今後検証してまいりたいと思います。 
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 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 先ほど東議員のほうから７点のご質問をいただいております。

１点目は、「儲かる農業」プロジェクトに関連して、インターネットビジネスの中

で菊池基準をどう表現していくのかという問題。菊池基準が逆に一つの縛りになら

ないだろうかというご懸念。３番目がクレーム対応に対する考え方。４番目が食味

コンクール等をきっかけに、むしろ菊池に来てもらう仕掛け。それから、福岡事務

所でのサポート状況。それから、梅の里はどうだろうかというご提言。それから、

福祉分野にかかわる連携のあり方と。こういうことであったかと思います。 

 １点目でございますけども、インターネットショップの特性を生かして、うまく

ハートをつかむやり方でやりたいと思っています。一つには、今、安心・安全を求

める消費者に対して、栽培履歴ですとか肥料の管理状況といったデータ面は当然で

ございますけれども、これに加えまして、例えば、生産者の非常に実直そうなお顔

が見えるような写真つきであるとか、またその生産者の栽培意識に対するこだわり

だとか、考え方のコラムを設けるとか、そういったふうな生産サイドでの安心感が

伝わる仕組みというのが一つ画面の上で表現できると思います。あわせまして、ま

た市としての観光のホームページを今、来年度で計画しておりますけれども、こち

らとのリンクを考えることで、農産物だけではなくて、それを生んだ清らかな水、

あるいは菊池の自然のイメージというもので安心イメージを打ち出していきたいと。

それから、インターネットというとつい静止画面でお考えかと思いますが、動画と

いうのが非常に有効でございまして、今、地方動画研究委員会というのを実はこの

菊池市役所の中に設置しておりまして、若い人がたくさん入っておりますので、そ

ういったことから大きな知恵が出てくると思います。 

 ２点目の、菊池基準が逆に縛りにならんかというご懸念でございますが、結論を

申し上げますと、そのご懸念は無用でございます。一つには、菊池基準とはいって

も、ベースとしては今あります、くまもとグリーン農業を基本に、そことの整合性

をとりながら、市内の農業者が取り組みやすい制度を考えております。このグリー

ン農業を採用されている農家というのが、菊池地域、これは郡市でございますけれ

ども、全体で２６年１月末で３７７戸あるようですが、実は何とそのうち３６６戸

は菊池市の生産農家でございますので、ほとんどの農家の方にとっては従来と何か

変わるとかいうことではなく、非常にスムーズに移行ができるのではないかという

ふうに考えております。 

 それから、ネットショップ運営上のいろいろなクレーム等の問題についてですけ
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ども、これは専門業者などに委託しまして、県内の事例だけではなくて、全国の事

例について既に調査を行いました。そういう中で、ネット販売の精通者を確保する

であるとか、商品に対するクレーム対策、あるいは商品の安定供給等々の問題点の

今整理が進んでおりますので、今後、コンサルティング業者を含めた専門部会の中

で、現場での対応策について協議を進めていきたいというふうに考えております。 

 それから４番目に、菊池米食味コンクール等のさらなる活用ということで、私も

全く同意見でございます。せっかくの機会でございますので、こうしたことを通じ

て、全国の食品を取り扱う業者の方をなるべく菊池に取り込むと。その人たちを菊

池ファンにしていきますと、その下に何万、何十万という消費者がつながっている

わけでございますから、非常に有効だと思います。そういう意味では、菊池米食味

コンクールに加えまして、これは平成２８年になりますけども、米・食味分析鑑定

コンクール国際大会というのが、本市で開催されるということが決定しております。

これはまた本市を全国にＰＲできる絶好の機会と考えておりますので、今言ったふ

うな流通関係の人を取り込む絶好の機会にしたいというふうに考えております。 

 それから福岡事務所の件については、既に県北対応する担当者という方を配置い

ただいておりまして、大変心強いサポートを実際に受けているところでございます。 

 それから梅の里というアイデアは大変おもしろいと思います。ただ、梅、桜、そ

のほかにもたくさん候補としてあると思うんですが、やはり当市としての特色出し

というんですか、これをどう絞り込んでいくかということ。それから、やはり今は

菊池に歴史とか基盤があるかないかで、大分打ち出しの迫力が変わってきますし、

当然費用等にも関係してきます。それから、菊池の人の心のＤＮＡにひっかかるか

どうかというようなこともあろうかと思いますが、そうしたことも含めてアイデア

としてはおもしろいと思いますので、いろんな意見を聞いてみたいと思います。 

 それから 後に、福祉にかかわる連携のありようですが、先ほど両部長から説明

したとおりでございますけれども、何よりも各分野にまたがる場合がございますの

で、やはり各課の連携というのが極めて重要だというふうに思っております。一つ

の手だてとしては、４月より政策企画部というのをつくりまして、全体の司令塔と

して全体調整統合機能というのを持たせますので、よりスピードアップと、それか

らエアポケット等を防ぐ体制になるのではないかというふうに期待しておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 東英俊君。 

［登壇］ 

○８番（東 英俊君） インターネットショップについては、先ほど市長の答弁を聞き
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まして、ある程度安心したところはあります。よろしくお願いをしたいと思ってお

ります。 

 次に、本市の活性化について２点お聞きをしたいと思います。本市は合併をして、

ことし１０年目を迎えております。１市２町１村の自治体が平成１７年３月２２日

合併をいたしました。議論を重ね、おのおのの自治体が思いや思惑といったさまざ

まな感情のもとで一つの到達点にたどり着き、合意に至ったものというふうに思っ

ております。ただ、私は当時議員ではありませんでしたから、どのレベルまでの協

議がなされたかはわかりません。ただ今回、合併について調べると、多くの誤解に

よって成り立ってきたのかなというところがわかります。 

 まず、単純な自治体側の誤解とすれば、合併すれば地方交付税が減らないので合

併したほうがいいんじゃないかという誤解。また、合併すれば、行財政が効率的に

なるという誤解。言うまでもありませんが、合併すれば地方交付税は当然減らされ

るに決まっております。旧市町村が交付されていた総額を下回るからこそ、特例的

に期間限定で激変緩和措置、いわゆる合併特例債がとられるわけであります。こう

いう誤解で心配なのが、既に目の前に来ておりますが、合併をしてから十五、六年

目、自治体の交付税が少なくとも約３割程度は減額されます。本市の試算だと約１

９億円減らされるという形になっております。その時期から合併特例債の償還ピー

ク時期も当然この十五、六年後にやってきます。いずれもほぼ確実にやってきてい

ます。本市において、昨日財政課のほうで調べてもらったところ、合併特例債の償

還ピークは合併後１６年後、いわゆる平成３３年度にやってくるそうです。そのこ

ろになると、合併を決断した当事者、いわゆる市長、町長、村長、市職員、幹部、

先輩議員の方々、第一線には恐らくいないかなという感じで、残された者がその負

担を当然背負うことになる、そういう流れであります。 

 ここで合併という点で、身近なわかりやすい例を挙げますと、ＪＡいわゆる農協

というものがあるかと思います。私も組合員の一人でありますが、昔の農協は校区

ごとや村単位に支所がありました。農家の営農指導にも躍起になり、農家もそれな

りに活気があったように思われます。しかし、客観的に農協の合併を検証したとき

に、実際、組合員のための合併であったのか、組織を守るためだけの合併ではなか

ったのかというふうに思っております。自治体合併に似たものを物すごく感じます。 

 物を生産するような工場、企業なら大規模化すれば効率が上がるということは当

たり前のことであります。しかし、組合員へのサービス、市民へのサービス、また

は組合員のやる気、活気、生き生きとした市民の活気が、その組織や自治体、これ

を支えることにつながりはしないのか。これらを踏まえ、失われた１０年とかの議

論ではなくて、新しく一歩を踏み出すための合併検証を私はやるべきだというふう
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に考えております。もし検証するとすれば、どういった点、どのような手法が考え

られるのか、またそれとも検証は既になされているのか、お聞きをしたいというふ

うに思いますが、先ほど、工藤議員の一般質問の中で検証はまだされていないとい

うことだったので、どのような点で、また、するとすればどういった手法をお考え

なのか、まず１回目の質問としたいと思います。 

 次に、本市の活性化についてであります。「福祉のまち・きくち」というものを

私は提言をしたいと思います。全国的に人口減少化社会を迎えた今日、各自治体の

生き残り競争となってきております。以前の高度経済成長時代は、自治体として大

企業や中小企業などの雇用の場を多く抱えて人口増を図り、法人税、市民税、固定

資産税などを財源として自治体運営に使い、そのような自治体が体力的にも強いも

のであったと思われます。しかし、これからの時代は人口減少社会だということを

もっと視野に入れて施策を講じ、内外から人を呼び込むことも一つの案だというふ

うに思っております。他の自治体を見ても、それに特化した施策で人口増を図って

いる自治体は非常に少ないからであります。 

 そこで、まちおこしで高齢者の出番をつくっている鹿児島のやねだんあたりも物

すごいと私は思っております。ですが、今回、私が言いたいのは、介助や介護ボラ

ンティアがいて安心して親を預けられる温泉町菊池、もしくは年金だけでも支え合

って暮らせる温泉町菊池、また新しいコミュニティハウスのある温泉町菊池、また

車椅子でも飲みに行ける温泉町菊池、また高齢者でも元気なら楽しく働き、収入を

得、高齢者ビジネスを生む温泉町の菊池、以上のようなものを私は提言したいと思

います。市長の見解をお聞きし、１回目の質問といたします。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） 介護福祉に特化したまちづくりについてお答えいたし

ます。 

 本市におきましても、出生率の低下による人口減少と相まって、６５歳以上の高

齢者の割合は上昇し、国立社会保障・人口問題研究所によりますと、団塊の世代が

７５歳以上の後期高齢者となる平成３７年には、総人口４万４,３４４人、うち６

５歳以上の人口は１万５,８３４人、高齢化率３５.７％と推計されております。そ

の後も人口減少と高齢化は進むものと推測をされております。このような中、介護

保険制度を将来にわたり安定的に運営していくためには、本市でも３年ごとに策定

しております「老人保健福祉計画及び介護保険事業計画」において、介護基盤の整

備はもちろん、介護予防事業の充実や高齢者の地域・社会貢献活動の推進など、さ

らに推し進めていく必要があると考えます。今後、少子高齢化とともに核家族化が
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進み、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯が増加すると見込まれる中、安全で安心し

て生活ができる場所があることは、高齢者本人はもちろん、家族にとっても も望

まれていることだと考えます。 

 そのためにも、「安心・安全の癒しの里」実現に向け、「老人保健福祉計画及び介

護保険事業計画」の基本理念である、全ての高齢者が幸せを実感できる、光あふれ

る健康のまちづくりを推進していくことは、菊池市の新たな魅力となり、市外へも

発信することができるものと思います。また、議員が提案される介護福祉に特化し

たまちづくりにつきましても、長期的な視野に立った高齢者福祉施策の中で検討し

ていく必要があると考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ただいま東議員から２点のご質問をいただいております。合併

１０周年の検証の件、それから、今、部長のほうからご説明しました、介護福祉に

特化したまちづくりの可能性ということでございました。 

 まず１点目でございますが、先ほどお答えしました工藤議員からの一般質問と多

少重複しますが、合併の検証については平成２６年度から合併の効果や課題の整理

を行って、総合的に、かつ冷静に検証していきたいというふうに考えております。

どういう検証の仕方かというご質問でございますが、第２次総合計画の基本データ、

人口推計ですとか、アンケート等、こういったものであるとか、あるいは職員数、

組織体制に係る行政データ、あるいは歳入歳出等に係る財政データ等についての分

析を初めとしまして、行政改革大綱に基づく効果等も活用しながら総合的に検証し

ていきたいというふうに考えております。また、平成２６年度においては、熊本県

が実施します合併検証の結果というのも出てくると思いますので、これも活用して、

特に県内の他市町村との比較ということも行っていきたいと思います。 

 それから「福祉のまち・きくち」というアイデアでございます。いつも、いつも

ご提言、本当にありがとうございます。大変おもしろい、また「癒しの里」にも通

ずる部分のあるアイデアかと思います。特色出しという意味では発信力につながる

可能性はあるかと思います。ただ一方で、狙いをどこに定めるかというところもよ

く考える必要があろうと思いまして、交流人口として狙っていくのか、定住人口と

して狙っていくのかですね。特に定住人口として、こういう高齢の方々をどんどん

迎え入れようということになりますと、確かに介護関係の雇用というものはふえる

可能性がある一方で、市全体としてのコストが相当程度考えられるといったふうな

両面があると思いますので、よくそこら辺は総合的に見ながら進めていきたいとい
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うふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 東英俊君。 

［登壇］ 

○８番（東 英俊君） 交流人口でも定住人口でも、それは市長の思うままであります。

近よく話に聞くのが介護離職です。我々、四十五、六から５０歳ぐらいの夫婦で、

子どもがいて親がいて、親の介護をするからどちらかが仕事をやめなきゃいけない

という介護離職が非常にふえてきています。都心部で仕事をやめなくてもいいよう

な形で親の面倒を見られるような地域、場所、施設、それも安い中で介護ボランテ

ィアが非常に多いまちというところからすると、菊池あたりは非常に「癒しの里」

というところで、もってこいじゃないかなというところからの提言であります。 

 市長へまだ通告してないと思いますが、再質問させていただきます。 

 熊本県は平成２０年３月に合併検証の報告を実際しておられます。内容的には、

ただ合併自治体からのアンケート調査の結果報告というような形で若干寂しい報告

となっておりますけど、その時点で本市もアンケートに当然答えられています。検

証したからアンケートに答えられたのか、アンケートが来たからアンケートにただ

書いたのか、そこはわからないとしましても、市長が言われるように、今後検証に

当たっては、現時点での合併の成果、それと合併後の市政改革という観点に基づい

て、できれば住民満足度、あと地域との一体感はどうか、現在の財政状況予測、そ

れとそれを踏まえた建設計画あたり、それと庁内職員レベルでの一体感の調査。昨

日、総務課に行って、職員あたりでアンケートあたり、意識調査は行われたかと聞

いたら、まだ行われていないということであった。それを踏まえれば、庁内レベル

の一体感のための意識調査は必要じゃないかなというふうに考えております。 

 以上のような５点をぜひ検証してもらいたいというふうに思いますし、またそれ

らを総合計画策定あたりにも、またつなげていっていただきたいというふうに思っ

ております。本市に、菊池に住んでよかったと、これからも住み続けたいと思える

ようなまちづくりに執行部としても臨んでもらいたいというふうに思いますが、市

長、どのようにお考えになりますか。お答えください。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 合併検証については、先ほど、例としてさまざまなデータを上

げましたが、ちょっと触れましたとおり、やはり総合的に、冷静に、客観的に進め

ていきたいと思っておりますので、そういう意味でのアンケートの類いというのは

有効ではないかというふうに私も考えているところでございます。それから、福祉
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のまちをまちづくりに生かすということでしたっけ。すみません、ちょっと２点目

の論点、ちょっと今おぼろげになったんですが。 

［「２点目の論点というのは、５点ぐらいを挙げて言ったんですけど。市長が言わ

れたのプラスですね」と呼ぶ者あり］ 

○市長（江頭 実君） おっしゃったことは全て前向きの提言として受けとめておりま

すので。ただ、コストとか効果とかいろんなことは考えていかなきゃいかんと思い

ますから、それを踏まえて検討を進めていきたいと思います。また、いずれにして

も、市民一体となったまちづくりというのが一番の基本でありますので、そのため

にも、私どもとしてはさまざまなアイデアをこれから打ち出していきたいと思いま

すけども、どうか議員の皆様におかれてもぜひご協力をいただきたいと願っている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 東英俊君。 

［登壇］ 

○８番（東 英俊君） じゃあ、市長、すみません、再々質問させてください。 

 アンケート調査というのは、庁内の職員に対しての意識調査のアンケートをぜひ

やっていただきたいと。要するに、庁内の職員の意識統一がまず何をするにしても

第一じゃないかなというふうに思うからであります。そこのところをお聞かせ願い

たいと思いますが、合併前の各市町村の事務体制とか申し合わせ事項というのは、

当然上げると違いがあるに決まっております。要するに、庁内自体が合併にまだ対

応できていないのに、市民が合併対応できるはずがないわけです。助け合える職員

同士の体制の構築あたりも、この庁内を考えれば必要じゃないかなと。市民からの

信頼度アップを再度やっぱり目指してもらいたいというふうに私は思います。 

 以前、市民からの信頼を失墜させた・・・・・問題もありました。熊日にも掲載

されましたが、処罰された職員がいたということは皆さんご承知のとおりでありま

す。もし、共産党の東君も生きておるなら、もう亡くなってしまいましたけど、当

時の１００条調査委員会の委員長として、本当に今ごろ泣いているかもしれません。

きのうの一般質問で荒木議員も言われました。今の議会に自浄作用はないみたいな

ことを言われましたけども、私も、この議会側も自浄作用をより強化すべきだとい

うふうに思います。次の改選まで、当然議会側は山瀬議長がリーダーシップを発揮

されることでしょう。また、倫理的な観点からは、その人自身が一番わかられるこ

とだというふうに思います。当然、庁内の職員に対してこちらから提言するのであ

れば、議会側も質の高いモラルが求められるのではないかというふうに思います。 

 そのために、今、隈部忠宗議員を委員長として議会改革検討特別委員会も議会が
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設置をしております。本定例会で議会基本条例の制定及び菊池市の政治倫理条例の

改正だというふうに思い、１９回ぐらい委員会を開いてきております。そこで、庁

内意識の統一という観点から江頭市長の見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 意識調査ということでございますが、今まだ詳細の検討はして

いない状況ではございますけども、職員にアンケートをするということは、当然な

がらどういうふうに受けとめているかといったことも入ってくる話だと思いますの

で、そういったことも踏まえて設問等を考えていきたいというふうには思っており

ます。庁内意識の一体化というのは、おっしゃるとおり基本中の基本でございます

から、私としても大変重要なことと受けとめております。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 東英俊君。 

［登壇］ 

○８番（東 英俊君） それでは次の質問に行きます。３点目の教育振興について。こ

れは、先ほど工藤議員が言われたので省きたいと思います。 

 ４番目の隈府小学校の中学校区割りについてお聞きをしたいと思います。このこ

とについては、請願書そのものを平成２３年６月議会において議会で採択をされま

した。既に約３年が経過しようとしています。今日までの進捗状況をお示しくださ

い、教育長。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、中村鉄男君。 

［登壇］ 

○教育部長（中村鉄男君） お答えいたします。 

 議員ご承知のとおり、教育委員会では、平成２０年６月、学校規模適正化審議会

に対し、菊池市立小中学校の学校規模及び通学区域の適正化について諮問を行い、

審議会では約１年にわたり審議を重ねられ、平成２１年４月、学校規模の適正化に

ついては、複式学級を有する過小規模校の解消を 優先とする答申がなされ、それ

に基づき平成２５年４月１日には河原小学校が隈府小学校に、水源、迫水、龍門小

学校が菊池北小学校に統合されたところです。また、同時に通学区域の適正化につ

いても、通学区域は当分の間、菊池市立小中学校通学区域に関する規則第２条とす

るという答申があったところでございます。しかしながら、隈府小学校においては、

卒業生が菊池北中学校と菊池南中学校に分かれて進学しているという現状があり、

平成２３年６月には隈府小学校ＰＴＡ会長から市議会議長に、隈府小学校児童の卒

業後の同一中学への入学をお願いしたい旨の請願書が提出され、議会でも全会一致
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で採択されたところです。その後、平成２４年３月には、同内容の要望署名が市長

及び教育長宛てに提出されたところでございます。 

 そのようなことから、教育委員会でも、さまざまな現状に対する問題、課題、菊

池南中学校や菊池北中学校の設立に対する今までの経緯等を検証し、通学区域につ

いては平成２１年４月に審議会答申が出ているものの、隈府小学校児童に係る中学

校通学区域について検討する必要があると判断をし、請願採択から遅くなり大変申

しわけありませんが、２月の教育委員会議において、隈府小学校児童に係る中学校

通学区域の適正化について、学校規模適正化審議会に諮問する旨、決定したところ

でございます。今月中には、第１回目の学校規模適正化審議会を開催し、諮問する

ことといたしております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 東英俊君。 

［登壇］ 

○８番（東 英俊君） これから諮問に入るというところで、大変長くかかったなとい

うふうに思っております。 

 再質問ですが、本当に長い間、ほぼ手つかずの状態であったというところからし

て、今定例会の開会初日に報告第３号で、平成２５年度の菊池市教育委員会事務に

関する点検評価報告がなされました。これは地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の一部改正で、教育委員会の責任体制の明確化の一つとして、教育委員会の点

検評価が位置づけられたものであります。第２７条の第１項で「教育委員会は、毎

年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、そ

の結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公表しなければな

らない」とあります。では、今後、教育長、私は毎年議会に上がってくるこの点検

評価報告書の中に、予算を伴う事業だけではなくて、議会が審議をし、採択をした、

こういった請願書あたりも点検評価の項目に入れるべきではないかなというふうに

思いますが、教育長はどのようにお考えになりますか。見解をお示しください。時

間は３分しかないです。 

○議長（山瀬義也君） 教育長、倉原久義君。 

［登壇］ 

○教育長（倉原久義君） 簡潔に申し上げます。教育委員会が受けました要望あるいは

陳情などが、事務事業の管理及び執行の状況の点検及び評価の対象となるのかにつ

きましては、法令等の趣旨からはなじまないのではないかと考えております。こう

した要望、陳情等につきましては、今後とも教育委員会議の中で審議をし、必要に

応じて対処してまいりたいと、このように考えております。 
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 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 東英俊君。 

［登壇］ 

○８番（東 英俊君） あと２分ありますので、なじまないというところから次の質問

に移りたいと思います。 

 後に、農業振興についてお聞きをしたいと思います。本市の基幹産業として位

置づけられる農業なんですけど、その中核を成す、年収７００万以上だったり１,

０００万以上だったりの専業農家の数が年々減少していっている実態があります。

裏を返せば、そのぐらいの年収を上げてもやめざるを得ない現状やさまざまな理由

で廃業に追い込まれる農家、またその予備軍の農家の人たちが本市に点在をしてい

る。だから本市がとるべき基本的な対策は一体何なのか。そこをまず１回目の質問

といたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 東議員の質問にお答えさせていただきます。少し早口で答

弁させていただきます。 

 本市におきましては、これまで基幹産業である農業発展のために、国や県等の関

係機関と連携しながら、さまざまな取り組みを進めてまいりました。結果、農家の

皆さんの長年にわたる努力によりまして、国内でも有数の農業生産額を誇っている

ところであります。しかしながら、近年、農業を取り巻く情勢は、ＴＰＰ問題を初

め、農業従事者の高齢化による労働力の低下に伴う耕作放棄地の増加などの問題が

山積しており、先行きは不透明であり、大変危惧されているところでございます。

こうした中、今後永続的な営農活動を存続させるためには、経営者みずからの営農

感覚をさらに磨いていただくことはもちろん、市としましても、関係機関や団体と

連携しながら安定して経営が持続できるよう……。 

○議長（山瀬義也君） 質問時間の６０分となりました。発言を中止します。 

○８番（東 英俊君） 終わります。 

○議長（山瀬義也君） ここで、昼食等のために暫時休憩します。 

 午後の会議は、１時から開きます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後零時０４分 

開議 午後零時５７分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 次に、森隆博君。 

［登壇］ 

○２１番（森 隆博君） こんにちは。午後の眠気の差す時間帯と思いますけども、ど

うかおつき合いのほどよろしくお願いしたいと思います。それでは、通告に従いま

して、一般質問に入らせていただきます。 

 共通事業と旧市町村事業ということで、１点目に、共通事業と旧市町村事業の仕

分けということで、さきの１２月の定例会でもお尋ねいたしましたけれども、明確

な答弁といいますか、市民、議員が納得するような状況の計画ということが認めら

れないというような考えを持ちまして、再度お尋ねをいたします。 

 普通建設事業の計画は、新市の財政規模で対応できないとの要望のために、旧市

町村の財政基準規模の過去３年間の平均に応じた枠配分を調整し、普通事業建設費

４２９億に対しまして、旧市町村事業と共通事業で構成し、進捗状況を管理しなが

ら事業の見直し等も含め調整に努めてきたという、さきの議会での部長の答弁であ

りました。「進捗状況を管理しながら、事業を見直し、調整」に対して再度お尋ね

をいたします。進捗状況の管理上で、どのような理由から共通事業、旧市町村事業

の見直しがあったのか、主な事業見直しを再度お尋ねいたします。 

 ２点目に、合併２年後の新市建設計画の見直しと合併効果についてでありますが、

平成１９年２月と２５年度の全体見直しで新たな事業は理解できますけれども、湧

いてきたような事業も共通事業の中に取り入れてないかということであります。１

９年度の見直しはどのような理由で行われたのか。また、事業の線引きによる事業

実績もあわせてお聞かせいただきたいと思います。 

 ３点目に、地方債発行と将来負担に基金創設への計画ということでお尋ねをいた

します。合併から１０年間の交付税特別措置終了に備え、基金創立への更新の考え

があるかないか。菊池市の基金内訳についても、内容についてもお示しをいただき

たいと思います。市債に充てられる基金がどのような基金で、どれだけの金額にな

るのか。合併算定替の特別措置終了後、激変緩和措置５年間にどれだけの減額を見

込んでおられるのか。できれば、５年間、段階的に削られるパーセントでどれぐら

いの金額と、５年間でトータルどれぐらいの金額になるかも、よかったらお示しを

いただきたいと思います。 

 ４点目に、事業延長に伴います地域審議会のあり方ということで、これは先ほど

工藤議員のほうからもありましたが、東日本大震災によりまして、合併特例債が５

年間の延長となりました。新市建設計画はやっぱり地域審議会に報告するという、

これは義務でありましたので、今後、延長５年間に対しましての審議会のあり方に

ついての考えを再度お尋ねいたします。 
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 １回目の質問といたします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 森隆博議員のご質問にお答えいたします。 

 合併当初の計画では、全体事業費約４２９億円、その内訳として共通事業費が約

１３４億円、市町村事業費が４市町村合計して約２９５億円となっております。平

成１９年の全体見直しでは、全体事業費を約２０％削減して、全体事業費約３４７

億円、その内訳といたしまして、共通事業費約１６１億円、４市町村の合計事業費

約１８６億円となっております。このようなことからして、共通事業費については

増加し、市町村事業費については減少しています。 

 次に、新市建設計画、普通建設事業の共通事業と、市町村事業の基本的な考え方、

仕分け、線引きについては、合併協議で旧４市町村から出された事業を市町村事業

とし、新市で全体的に取り組む事業を共通事業として整理した経緯がございます。

新市になってからは、合併時に作成いたしました、普通建設事業計画に基づき、進

捗状況を管理しながら、事業の見直し等も含めて調整に努めてまいりました。 

 次に、事業の全体見直しによる事業区分の取り扱いでございますが、これまでに

事業の全体見直しは、平成１９年２月と本年度に行っております。見直しを行う中

で、共通事業としては、合併当初より予定されていた事業、庁舎や生涯学習センタ

ーの整備事業、防災無線整備事業、それと全市的に新たに取り組むことになった事

業の光ブロードバンド整備事業や県営菊池テクノパーク整備に伴うアクセス道路の

整備事業、それに、合併当初は市町村事業であったが共通事業へ移行した事業がご

ざいます。合併当初は市町村事業であったものが共通事業へ移行したものとしまし

ては、市有林造成事業、公立学校施設整備事業、消防・防災・交通関係の整備事業、

廃棄物処理施設整備事業などがございます。これらの事業につきましては、義務教

育施設であることや、多くの市民生活に影響がある施設であるため、市民の安心・

安全を確保するための事業であること等を基準としております。 

 次に２点目の、平成１９年度に新市建設計画の見直しを行った背景としましては、

平成１８年１１月に議会に提示いたしました今後１０年間の財政試算の中で、平成

２３年度には財政調整基金が底をつき、平成２６年度には１７億円の赤字になると

いう試算がございました。また、市は当時約６５％を国や県からの依存財源で運営

している状況で、国の施策の動向や経済状況を見きわめる必要もございました。そ

のような背景を踏まえ、新市建設計画においても、緊急性、必要性、均衡性を考慮

した見直しが行われています。次に、見直しによる成果ということですが、総事業

費や合併特例債の発行を抑えることができ、公債費の平準化を進めることができた
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と思っております。普通建設事業が削減されたことにより事業がおくれたという指

摘もございますが、見直しや行政改革の効果により、基金残高や財政指標の健全化

が進んだことは一定の成果ではないかと考えています。 

 次に、基金の内訳についてご説明いたします。本市の基金につきましては、財政

調整基金、減債基金のほか、庁舎建設基金を初めとする特定目的基金７基金や定額

運用としての土地開発基金及び国民健康保険財政調整基金等の特別会計関連として

設置されている３基金の合計１３の基金を設置しております。平成２５年９月末現

在での基金残高は、貸付金を除き総額で約１１３億円となっており、それぞれの基

金目的に沿って管理運用しているところでございます。市債に充てられている基金

の額についてでございますけども、公債費に充てられる基金としましては、経済事

情の変動等により全般的な財政調整や繰り上げ償還財源としての財政調整基金と、

財源不足時の公債費償還や繰り上げ償還財源としての減債基金の二つの基金がござ

います。基金残高としましては、平成２５年９月末現在で、財政調整基金約５６億

円、減債基金約２５億円、合わせて約８１億円となっております。間近に迫った交

付税一本算定化や合併特例債等の償還のピークを平準化するためにも、財政調整基

金や減債基金への積み立てを行ってきたところでございます。そのため、標準財政

規模に対する積立額は類似団体に比べて高い状況となっております。 

 交付税特別措置の終了後でございますけども、どれだけの減額を見込んでいるの

かということでございますが、交付税の一本算定化に伴い、合併算定替と一本算定

の算定差額に対して１割、３割、５割、７割、９割と毎年減額となりますが、平成

２５年度の普通交付税の算定による差額が１９億円を超えている状況から、年間２

億から４億円の財源が前年度と比べて減少すると見込んでおります。このことから、

財政調整基金が約５６億円、減債基金が約２５億円あっても、このままの財政規模

を維持していくと短期間で基金がなくなることも考えられます。地方交付税につき

ましては、財源保障と財源調整の両機能を強化し、所要額の安定的総額の確保と実

態に即応するような基準財政需要額の算定方法の見直しを要望しており、支所経費

や面積要件の見直しなどが検討されておりますが、いずれにしても厳しい財政状況

へと推移するものと思われ、行政改革のなお一層の推進、徹底した経費の削減や負

担金等の見直しが必要になるものと考えております。 

 次に、地域審議会の設置につきましてでございますが、旧合併特例法第５条の４

で規定されており、合併関係市町村の協議により、期間を定めて地域審議会を置く

ことができるとなっております。そのため設置期間についての特段の定めはござい

ません。本市の場合、合併協議で、合併の日から平成２７年３月３１日までとする

と設置期間の確認がなされております。平成２７年度以降の地域審議会の取り扱い
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につきましては、これまでの一般質問でお答えしておりますように、議会の皆様の

意見や地域審議会の委員の皆様の意見を踏まえながら、また他市の状況等も参考に

して総合的に判断してまいりたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２１番（森 隆博君） それでは、再度お尋ねします。共通事業、旧市町村事業の仕

分けということでありますけども、やはり旧市町村事業から共通事業に移行した事

業の一部でありますが、廃棄物処理施設のアクセス道路の整備、また公立の学校関

係の施設整備事業など理解できない事業の部分もありますので、再度お尋ねをした

いと思います。 

 泗水幼稚園、これは１２月にもお尋ねしましたが、やはり教育施設としては共通

事業だと。幼稚園、保育園、そういった整備事業と考えるならば旧市町村事業だと

いう説明でありました。また泗水の給食センターの中の機材購入費、給食センター

内の備品購入費でありますが、これもやはり共通事業の中に入れるべき問題であろ

うと思います。近隣公園の整備、そういった富の原関係の桜山、そういったところ

の公園整備、そういったものも大体なら共通事業の中に入るのではないかというふ

うに思うわけであります。逆に、今村地区のリサイクルセンター建設というような、

それにあわせましての整備に伴うアクセス道路、総合体育館の空調、また旧菊池市、

旭志等の給食センターの新設、菊池南中のエレベーター新設、エコヴィレッジ旭の

機械・器具の取りかえ費など、こういったものははっきり申し上げまして、泗水町

といいますか、泗水地区には無関係のものであります。こういったものもやはり旧

市町村の事業というふうに思うわけでありますが、今現在は共通事業だというよう

なことでありますので、このような事業計画、こういったものが、市民、私たち議

会としても理解を得ないので、再度お尋ねをしたいと思います。やはりこれは本当

に共通事業だと、これが市町村事業だという明確性を示すときではなかろうかと、

残り５年間の中で本当に考えるべき問題だと思いますので、お尋ねをいたします。 

 それと、合併の２年後、１９年度に計画の見直し、これは当初計画のままでいけ

ば一般財源の持ち出しがどうしても不足するというようなことで、夕張みたいにな

るというようなことから、２割の削減からスタートしたわけであります。そういっ

た中で見直しを行い、そして共通事業が多くなり市町村事業が減ってきておるとい

うのも現実でありますし、また旧市町村事業の中でも市町村単位で相当な温度差が

出てきているのも現実でありますので、今後この菊池市の将来性を考えた場合、や

はり事業優先といいますか、確実に行っておかなければならない事業、そういった
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ものも明確に示していただきたいというふうに思います。 

 それと、３番目にお尋ねしました地方債の件であります。やはり先ほど部長のお

答えにもありましたように、１１３億ですか、の基金が今現在あるということであ

りますが、現実に市債に充てられる分は８１億というようなことであります。他市

の基金創設というような形でよく新聞等にも載ってきますけども、菊池市の場合、

どうしても５年間の削減の枠、金額といいますか、例えば来年度から５年間段階的

に減らされるわけでありますけども、５年間のトータルでどれだけの金額が減るか

というふうに思うわけであります。 

 宇城市の場合は大体５年間で６３億、菊池市は私の推定でありますが、大体５０

億近くになるんじゃなかろうか思うわけであります。そして、５年後には１９億と

いうような数字になってまいりますし、その１９億に対しまして各年度の減るパー

セントというのも大方示されておると思いますので、そういった数字の中で計算し

ていきますと、大体５０億は狂わないかなというふうに考えております。そういう

金額が減っていく中で、やはり基金というものは、それでいうと、今まだ特例債の

厚い部分が少しでも残っとるうちに計画を立てるというのがやはり基本であろうと

思いますので、ここでお尋ねをしたわけであります。そういったことに対しての考

え方をお示しいただきたいと思います。 

 それと、地域審議会は、工藤議員のときに答弁がありましたが、確かによその市

町村あたりは庁舎の建設もできて、また建設中だったり、将来が大体決まっとる地

域であります。けども、まだ菊池の場合は、そういった建設に踏み切ってもいない

ような状況でありますので、やはり地域審議会か団体的に菊池を一つにまとめてや

るのか、そういった形も示しながら、やっぱり住民の説明をきちっとしていくべき

というふうに私は思いますので、確かに議会、市民の意見だと言われますけど、説

明責任を果たす行政側としての考えも、よかったら再度お聞かせいただきたいと思

います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 森議員の再質問にお答えいたします。まず施設関係の

分で何件か申されましたが、その中で、主なものだけをちょっとお答えさせていた

だきます。 

 まず、幼稚園関係でございますけれども、幼稚園は共通ではないかというような

お話でございますけれども、幼稚園は文部科学省管轄、保育園は厚生労働省管轄に

なりますが、今回の全体見直しでは、義務教育施設であるか、ないかで仕分けを行
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っております。義務教育施設につきましては共通事業で、その他の施設につきまし

ては市町村事業として取り扱っています。そのため小中学校関係施設の整備につき

ましては共通事業とし、保育園・幼稚園の整備につきましては市町村事業といたし

ております。ただし、共通事業であれ市町村事業であれ、緊急性、必要性を考慮し

て整備する必要があると考えております。 

 それとまた、旧クリーンセンター跡地や旭志のエコヴィレッジ旭につきましては、

市民生活に直結した一般廃棄物の処理施設であり、管内の３地域、菊池・七城・旭

志から排出される廃棄物の一時保管や処理を行っております。泗水地区の一般廃棄

物処理に当たっては、現在菊池環境保全組合において処理されておりますので、当

然のことながら、菊池環境保全組合の処理施設に係る整備につきましても共通事業

で取り扱うことになります。 

 それと、総合体育館の空調整備でございますが、これにつきましては、当時、議

会において議論されたと記憶いたしております。全国大会等を誘致するためには全

市的に取り組む必要がありまして、そのため整備に係る事業についても、共通事業

で取り扱うとした経緯がございます。今後におきましても、市の方針として全国大

会の誘致を目指す等の事業につきましては、共通事業として取り扱ってまいりたい

と思います。 

 次に、泗水の給食センターでございますけども、先ほど森議員のほうからおっし

ゃったように、これは昨年の１２月、第４回の議会定例会で答弁しておりますが、

泗水給食センターが調整漏れで市町村枠に入っていたため共通事業に訂正をさせて

いただいたところでございます。調整漏れがないように注意しておりましたが、漏

れがわかりましたので修正させていただきました。今後、このようなことがないよ

う注意してまいりたいと思います。 

 それと、１９年以降の事業の選択でございますけれども、平成１９年の見直し後

の新たな追加事業としましては、必要性や緊急性を重視しながら、極力、市の負担

が少なくなるように有利な補助事業や経済対策の交付金を活用できるという観点か

ら線引きがなされております。線引きの目的としましては、厳しい財政状況の中、

安易な起債借り入れは、後年度、公債費の負担増につながり、財政硬直化の要因と

もなるため、それを可能な限り抑えながら、必要、緊急な事業を進めていくためで

ございます。 

 それと、市町村枠の配分に対する進捗率にばらつきがあることにつきましては、

合併前から社会資本整備総合交付金事業等の５年間継続の補助事業に着手していた

地域と、計画していた国庫補助事業の制度廃止や市民ニーズの変動、また用地交渉

の難航などで事業着手に至らなかった地域があり、進捗率にばらつきが生じている
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状況でございます。 

 それと、基金の創設の計画でございますけど、合併後の市町村の地域振興のため

の基金につきましては、建設事業枠とは別に、地域振興計画に沿ったソフト事業等

に活用できるものとして、合併特例債を財源とした基金を創設することが可能とな

っております。本市が創設できる基金の標準規模は１７億１,０００万円、上限が

２５億６,０００万円となっておりまして、今回の新市建設計画の変更に伴う中長

期財政計画の中において、平成２９年度から３１年度の３カ年で総額１７億円を積

み立てる計画としているところでございます。この基金も合併特例債を財源とした

ものであるため、公債費の７０％が普通交付税の基準財政需要額で算入されますが、

借金はあくまでも借金でございますので、借り入れに当たっては後年度の負担も視

野に入れて慎重に対応する必要があると考えております。 

 それと、地域審議会の取り扱いについてでございますが、これにつきましては、

先ほどお答えいたしましたとおり、議会や地域審議会の委員の皆様の意見を踏まえ

ながら、また他市の状況等も参考にして、総合的に慎重に進めてまいりたいと思い

ます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２１番（森 隆博君） 今、部長の答弁の中にありましたように、確かにリサイクル

センター関係に伴います道路、これが、中山議員も質問されましたように、今村橋

がかかって、３２５との直線道路といいますか、そういった道路整備であれば共通

事業だと認識するのは当たり前でありますけど、リサイクルセンターのところに一

時置き場というようなところで今なっておりますし、そこの中に、道路も旧道をち

ょっと拡張工事されてこの事業が共通事業というのは、やはり泗水の地域審議会の

メンバーの方からも、それはおかしいんじゃないかという意見をいただいておると

ころであります。そういったことに対しての説明といいますか、そういったものが

今まで地域審議会の中で説明が行われていなかったというのが現状だろうというふ

うに考えております。普通事業の進捗状況だけを地域審議会に説明を行っておられ

ますので、やはりそういったところの共通と旧市町村事業の中身というものもきち

っと説明しながら、地域地域での、要するにあと残りの計画性とか、そういったも

のをきちっと説明をしながら、新市の、やはり皆、合併するときには、豊かなまち

になろうという気持ちで取り組んだ事業でありますので、その点は十分お考えをい

ただきたいと思います。そして、やはり見直せる分は見直して、優先的なものはや

っていくというのが新市のまちづくりの基本だろうと思いますので、そこはよろし
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く考えていただきたいと思います。 

 基金の問題も、やはり今回の議案の中にも上がっておりますように、段階的に減

らされるというのが示されておりますが、本当に甘いといいますか、高い基準で設

定されているなというふうに思うわけであります。そういった中で２９年から１７

億の基金積み立てを行っていくという今説明をいただきました。けれども、大体年

間３３億ほどの市債返還というピークが来ておるわけでありますので、８１億あり

ますけども３年はもたないと。そして、２９年から１７億ずつ積み立てたとしまし

てもそうそう追いつくような金額じゃないということも明らかでありますので、や

はりそういった数字の面も市民にきちっと明確に説明していくのが行政の務めとい

うふうに私は思っております。 

 その中にそういった事業の仕分け、また市町村関係の説明というのもぴしっとし

ていただきたい。そして、やはり今後の菊池市の将来に向けた事業推進が本当に必

要不可欠な問題だというふうに考えますので、市長にお答えをいただきたいと思い

ます。やはり見直すべきものは早く見直し、実施をし、新市建設の目的が達成でき、

合併の検証ができることを願っております。今後５年間の事業推進、新市建設計画

が菊池市の将来を大きく左右する問題ということは間違いではないと思います。江

頭市長の施政方針の中に社会環境の変化、新たな環境への迅速な対応、将来を見据

えた政策立案機能の強化を目的としました政策企画部、こういうものを示されまし

たけど、私は、政策はやはり推進するものだというふうに思っておりますので、で

きれば政策推進課というのも新たに設けていただいて、専門的に確実にやっていく

ような方向性が今後の菊池市の歩む道じゃなかろうかというふうに思いますので、

江頭市長の方針であります企画だけで終わらない菊池市の将来を見据えた事業推進

の考え方を、よかったらお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） スピード感を持った施策の運営ということはおっしゃるとおり

だと思っておりますし、私も民間から来たわけですからそういったところを期待さ

れていると思いますので、全力を挙げてスピードアップに注力していきたいと思い

ます。そういう中で、政策を推進する部署としてはそれぞれの部署が役割を担って

おるわけでございますが、中にはどうしても複数の部署にまたがるものがあったり

します。それから、やはり全体的に期限とか納期とかいうものをきちっと見守って

いく、そういう役割というのは非常に大事だと思いますので、今般予定しておりま

す政策企画部というのが、単に企画を立てるというだけではなくて、そういう全体

を見渡しての調整機能という機能を担っておりますので、統合的なスピーディーな
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処理ができるように力を発揮していきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２１番（森 隆博君） 隣の合志市は、政策審議会というか推進審議会というような

形で、月に何度もそういった部署の中で計画を立てて、確実に進んでいっておられ

ますので、できれば菊池市もそのような形で今後やっていただきたいということと、

やはり前回も答弁の中で、今後の審議会の方針でもありますが、いろんな事業につ

いては、市のホームページで市民向けに予算案とか、予算書とか、年ごとの事業を

財政白書まで知らせておるというような答弁をいただきますけど、市民の方々でホ

ームページを開いて確認される方がどれだけおられるかということですよ。そうい

ったことも考えながら、やはり市のほうからの直接の説明というのが一番皆様方も

信用もされますし、わかりやすいということでありますので、やはり地域審議会の

あり方は審議会のメンバー、議会ばかりじゃなくて、一緒になってやっていかない

と、今後いろんな問題が、また疑問点も発生すると思いますので、その点について

は行政側からリードをとって、やはりうまく取りまとめていくような方向性をとっ

ていただきたいというふうに思います。 

 それでは、時間の都合もありますので、次の質問に入らせていただきます。次の

地域交流センターの進入路でありますが、これにつきましては、さきの議会審議会

の中で生涯学習課のほうから説明がありました。今の道の駅の駐車場の中の緑地帯

を撤去して、その道の駅の駐車場の中に専用道路をつくらせてくれというようなこ

とでありましたが、道路関係はやはり建設部の担当だろうというふうに思っており

ます。生涯学習センターは学務関係だろうと思いますが、やはりこういった問題を

きちっと線引きをし、きちっとした説明をやっていかないと、建築許可がおりた時

点でも疑問を持ったわけであります。先に工事契約が済んで、その後道路をつくる

というような、本当に考えられないような事業でもありました。まして、今回市道

の見直しというのも提案されておりますが、やはりあの市道を廃止するということ

になりますと、市道自体が要するに袋小路といいますか、行きどまりというような

中に、そういった建物の建築許可がおりたというのも不思議でたまらないわけであ

りますので、やはり今回の進入路の問題、そしてまた地域交流センターに伴います

道路計画、そういったものを再度明確にお示しいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、中村鉄男君。 

［登壇］ 
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○教育部長（中村鉄男君） 森議員のご質問にお答えをいたします。 

 現在、泗水地区に建設しております地域交流センターは、養生市場等の周辺施設

と建設用地を同じ高さにして、相互に一体的な利用ができることを考えて建設を進

めているところでございます。整備を進める上で、養生市場から地域交流センター

への進入路につきましても、 も施設の利便性が高まり、利用者の安全が確保でき

る方法を地元の方とのワークショップを初め、県や庁内の関係課と幾度となく協議

を重ねてまいったところでございます。 

 協議の中で、国道と直接地域交流センターをつなぐ進入路や、国道から現在の養

生市場の進入路を通り、入ってすぐ右折して養生市場駐車場端の一番国道寄りを通

る案なども検討いたしましたが、いずれも利用者の安全性が確保できないなどの理

由から採用を取りやめた経緯を、さきの１月の議会審議会で説明を行ったところで

ございます。今回の進入路は養生市場西側駐車場のほぼ中央を通ることとなります

ので、安全には十分配慮することといたしております。 

 具体的には、道路幅も一般市道と同じく５メーター幅を確保したため、やむを得

ずこれまでの緑地帯を撤去することとなりましたが、これまでより駐車場内では、

運転者からの視界も広がりますし、さらに進入路の中間ほどに横断歩道を設けるこ

とといたしております。特に、進入路として利用する駐車場部分を点線で囲み、交

流センターへの進入路としても利用する道であることを利用者へ知らせることとし

ておりますし、さらには交流センターと養生市場の交差点部分には、「徐行」や

「止まれ」等の表示を行うなど、車両はもとより歩行者の安全確保には万全を期す

ことといたしております。 

 なお、今回の進入路は基本的には養生市場の駐車場内を通る駐車場内道路として、

生涯学習課を中心として関係各課が協議し、決定したものでございます。また、万

一事故が発生しました場合は、駐車場内事故としての取り扱いになると考えられま

すが、事故原因によっては、関係課が協議して必要な対策を講じる必要もあると考

えております。あわせまして、国道３８７号から地域交流センターへの市道の整備

につきましても、今後地域交流センター建設に伴う周辺施設も含めた利用者の増加

が見込まれますことから、土木課で整備を行うなど、関係する課で協議しながら、

現在、市が一体となった整備を進めているところでございます。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２１番（森 隆博君） 再度確認をさせていただきますが、緑地帯をなくして外部車

両の進入を遮断した、そういった専用道路であるということを、やはり要望するわ
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けであります。さきの審議会の中で示されました計画を見てみました中において、

交流センターの中に専用道路というようなことになりますが、住民との交流センタ

ー建設に向けてのワークショップの中で、やはり三つの進入路の案が示されまして、

その一つが今この計画の西側といいますか、今は工事用に使っております道路が、

その当時の進入路という案でありました。今回のは、その道の駅の真ん中、ちょう

どど真ん中に今ある緑地帯を外して専用道路をつくるということでありますが、本

当に道の駅の利用というのは、土曜、日曜、祭日、これが一番多くありまして、ま

た交流センターの利用もそのときが一番多いだろうというふうに考えます。やはり

駐車場内であれば、車をとめたいという意識からある程度のスピードで運転しなが

ら通られますけど、進入路という先のほうに進むというような道路であれば、どう

してもスピードは出ます。そういった中で、駐車場のど真ん中ということになれば、

そこに子どもまたは高齢者、障がい者の方々、そういった方々が横断するわけであ

りますが、この物産館の買い物に来られた方はどうしても通らなければいけない部

分であります。今、説明がありましたように、白線を引いて、横断歩道を設けて、

標識はすると言われますけども、やはり時間帯によっては危険性は十分伴う、間違

いなく事故が発生すると私は確信をしますので、事故が起きたとき担当部署で検討

するじゃなくて、やはりつくるとするなら、きちっとしたガードレールを設けるか、

専用的な道路としてつくるべきじゃなかろうかと。また、ワークショップ等の意見

を重視するなら、やはり一番初めの計画を生かしながら取り組むべきじゃなかろう

かというふうに思いますが、その点についての考えを再度お示しいただきたいと思

います。 

○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） 森議員のご質問にお答えいたします。 

 先ほど、教育部長の答弁にもございましたとおり、道の駅への駐車車両と通行車

両及び来客者への安全性の確保については、私ども土木サイドと教育サイドも含め

まして検討してまいったところでございます。その対策といたしましても、横断歩

道や注意喚起の表示及び広い通行帯等により、駐車場としての安全対策は図られて

いるものと考えているところでございます。また、本箇所につきましては、駐車場

内の一部と位置づけておりますために、交通事故等につきましてのご心配も多々あ

るかと思いますが、事故が起きないような、できる限りの対応をやっているという

ふうに考えているところでございます。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 
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［登壇］ 

○２１番（森 隆博君） 道の駅の駐車場は、夏場になりますと暴走族関係の寄り場と

いいますか、たまり場というような形も現在あるわけでありまして、まして地域交

流センターができて河川のほうから一直線の道路になると、そういった問題も発生

すると。その中で、担当課で事故が起きたときは責任を持つと言われますけども、

やはり一番初めのワークショップで出した案の、西側のほうから今は工事専用道路

で使っているような道路であれば、かえって車もスピードを落とすわけでありまし

て、直線になりますとどうしてもスピードが出ます。そういった中での安全性とい

うのをやはり重視するべきではなかろうかと思うわけでありますが、専門的な土木

で、いろんな知識を持った課としてそういったところの明確なお答えを再度お願い

したいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） 今のご質問は、進入路の安全は保てるのかということだと

思います。先ほど教育部長も申し上げましたとおり、進入路は駐車場内を通行いた

しますので、進入路自体の見通しをよくするために、幅も一般道路と同じく５メー

ターを確保し、離合も十分できるようにしているところでございます。また、駐車

スペースへの進入のために、そのスペースを４.２メーター確保しておりますので、

トータルで申し上げますと９.２メーターの幅があり、見通しも以前に比べますと

かなりよくなったというふうに配慮しているところでございます。進入路もまた、

先ほど森議員もおっしゃいましたように、明確に進入路ということで破線等の表示

もやりますし、「徐行」「止まれ」等の表示をいたしまして注意喚起をしてまいって

いるところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２１番（森 隆博君） 本当に何か安全性を考えておられるようでありますが、実際

に子どもたちの飛び出しというのは本当に一番怖いわけでありまして、買い物の途

中で、例えば子どもを車の中に残したまま買い物に行かれる例もありますし、そう

いったときに、一番初めのワークショップでの計画であれば、少しカーブが入りま

すのでスピードが落ちます。今の計画でいきますと、直線ですから、これはどうし

てもスピードが出ているということでありますので、そういった安全性を考えた場

合、この道路はふさわしくないというふうに地元としての意見を述べておきます。

あくまでも、この計画がいいか悪いかは、またうちの委員会の中で審議すべき問題
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もあると思いますので、その方向で今後、考えを示していきたいと思います。 

 時間の都合もありますので、次の質問に入りますけれども、３番目の松尾川の改

修及び通学路の進捗状況ということでお尋ねをいたします。 

 １点目に、松尾川の上流の調整池の計画の進捗はどういうふうになっておるかと

いうことで、本年度予算の説明資料の中で松尾川の整備事業、調整池及び河川断面

に伴う整備の用地費用ということで５１万３,０００円の予算計上は確認しており

ますが、どこまでの事業なのかをお聞かせいただきたいと思います。 

 ２点目に、通学路整備と松尾川の改修の着工、そして竣工時期。松尾川と平行し

まして通学路が計画されておりますけども、用地買収で困難しているという地権者

の方からの声を聞いております。やはり、松尾川の改修を望まれる方がその反対側

の地権者でもあるということで、改修工事がいつできるかわからない、するかしな

いかわからんとに反対側の土地を譲るわけにはいかんという方もおられますし、宅

地であるのに坪当たり９,０００円と。その宅地を購入した時期は５万だったと。

それが９,０００円の評価じゃ、とてもじゃないけど話に乗れないとか、いろんな

意見もこちらの耳に入ってまいりますので、そういった今の状況等をお聞かせいた

だきたいと思います。いつから着工して、いつできるか確実な答弁をいただきたい

と思います。 

○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） それでは、現在の松尾川におきましての状況について答弁

させていただきます。 

 現在、上流からの流量に対しまして、松尾川の河川断面が一部区間不足する状況

となっているところでございます。まず、調整池の工事が 優先と考えております。

議員がおっしゃったとおり、平成２６年度におきましては用地買収を行いまして、

平成２７年度には調整池の工事に取り組む計画でございます。それから、この調整

池を整備するためには、調整池の余裕量を、周辺の環境整備も含めまして、面積が

大体２,６００平米程度敷地が必要と考えているところでございます。それと、先

ほど道路の松尾川の整備につきましても一部ございましたが、松尾川の整備につき

ましては、市道の桜山２号線沿いに桜山公民館北側の延長４５９メーターが水量の

断面が不足しているとの調査が出ておりますので、その区間を下流側より順次改修

を進めていく計画でございます。また、護岸の整備ができていない箇所におきまし

ても整備を検討している状況でございます。基本的に２６年度から、予定といたし

ましては５カ年間をもって整備を図ろうと考えているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 
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○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２１番（森 隆博君） 今、部長の答弁がありましたけども、やはり調整池は予算計

上もされておりますので２７年度からやるということであります。それと桜山の公

民館沿いの道路あたりが、やはり今まで相当な被害が何回も出たということで水道

の取りつけもやり直しということで、４５９メーター計画されておるようでありま

すが、その下の河川部分の整備もやはりぴしっと明確に出さないと、そこのところ

で今までいろんな災害に遭った方が、河川の反対側の土地を持っておられて、そこ

を通学路で譲ってくださいと言っても、河川関係ができるか、できんかわからんと

に、その土地は譲りたくないということを申されます。 

 それはなぜかと申しますと、一番初めの町のときの計画の中では、河川関係をで

きれば全部コンクリート張りにして、上のほうは、合志あたりがやっておりますよ

うに、Ｈ鋼を渡して河川の半分を通学路に使うという計画もあっておりましたので、

できればそういった計画で河川から水路関係を利用した通学路にかえてくれという

意見も今出てきておるような状況であります。ぴしっとした市の説明がないと、な

かなか土地の買収はできないんじゃなかろうかというふうに思いますので、そうい

った計画性もぴしっとしていただきたいと思います。 

 それと、一番私が不安に思いますのが、この調整池の上流といいますか、５００

メーター上に新たな菊池市の環境保全組合の工場新設が予定されておるということ

で、やはり永出分区の１月の説明会においても、その新しい工場から流れ込んでは

こないかということでありました。私は絶対保全組合の建設予定地の中の水は桜山

のほうには流れてこないというふうに説明をしてきておりますけども、やはりどう

しても雨が多いときには確率はあるというような不安も持たれております。そして

また、その下流の方々がやはり一番心配されますのが地下水汚染と風評被害、そう

いったものをやっぱり申しておられますので、できれば、やはりこういった計画と

いうのは、菊池市も確約を入れたわけでありますので、土地の建設予定地の確保が

２８年度末、これは決定しておるわけでありますので、ここ１年か１年半でぴしっ

とした計画を示さないと、用地買収ができなくなるということになります。用地買

収ができないと菊池市が責任を持つという確約を入れておるわけでありますので、

こういったものも含めてやはりここは大事な場所でありますので、考えていただき

たいと。 

 そして、ほとんどこの下のほうに、１戸当たりでも５町ぐらいのごぼうをつくっ

ておられる方が数軒おられまして、菊池ごぼう、そういった水田ごぼうというよう

な形で取り組んでおられるわけであります。そういった中にバイヤー関係の方も入
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られておりますし、テレビ報道もデヴィ夫人も１回来られて全国放送にもなった場

所のごぼう農家でもあるし、ほとんどＲＫＫあたりも年に何度か入って宣伝してい

るような状況のところでもありますので、そういった方々がやはりぴしっとした説

明がないと納得いかないというのが現状で、私どものほうにもこの前の説明会でも

ぴしっと物申しておられます。そういうことでありますので、やはり市としても全

力を挙げて取り組む姿勢を見せないと、なかなか確約を守れなくなるということも

認識していただきたいと思いますので、そういった計画性についての考えを再度市

長のほうから、よかったらお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 今お尋ねの件の菊池環境保全組合の新環境工場建設の計画につ

きましては、日向川方面への放流は計画されておりますけれども、松尾川への雨水

等の放流は行わないという計画になっております。また、ご心配の向きの、例えば、

雨等の場合の新環境工場から放流水があるのではないかというご心配につきまして

も、こういった地元民のご心配というのは組合のほうとも共有しておりますので、

よく相談をしながら、まかり間違っても汚染等がないように細心の注意を払いなが

ら、今計画を進めているところでございますし、今後、菊池市の地元を代弁する形

で、そのことはよく組合ともフォローを進めていきたいというふうに思います。ま

た、松尾川の水質保全につきましては、準用河川として松尾川を市で管理する以上、

今後、水質汚濁防止法に基づきまして水質調査等を行って、河川の水質保全という

のには市の責任で努めていきたいというふうに考えているところです。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２１番（森 隆博君） 後に、これはお願いでありますけども、環境保全組合のほ

うとも一度は話しておりますが、必ず流しはしないということでありますが、雨水

は浸透させるという説明をしてまいっております。そういった中で、この次の調整

池の問題もありますが、そこから上のほうに泗水の水源地がありまして、その水源

地自体の問題も心配されております。そういった明確性というのがはっきりしない

と、大きな反対運動のもとにされますと、なかなか進めにくくなりますので、早急

性のある対応を今後よろしくお願いを申し上げまして質問を終わります。 

○議長（山瀬義也君） ここで、１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後１時５５分 
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開議 午後２時０３分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、樋口正博君。 

［登壇］ 

○１３番（樋口正博君） それでは、早速質問に入らせていただきます。 

 まず１番目に、菊池市の財政計画についてであります。先ほど執行部からもお話

がありましたが、平成２５年１１月発行の財政白書によりますと、２５年９月３０

日現在、基金の総額は１１３億２,５２２万２,０００円。合併直後が６９億４,１

２２万４,０００円ですから、この９年間で４３億８,３９９万８,０００円ふえて

います。その状況の中で、まず１点目、菊池市の基金について現状をどう考えてい

るのか。２点目、平成２７年度以降、一本算定となりますが、どのような推移を予

測されているのか。以上、２点について、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 樋口議員のご質問にお答えいたします。 

 本市の基金につきましては、平成２５年９月３０日現在の積立額と平成１７年度

の決算額とを比較しますと、財政調整基金が約２２億円、減債基金が約１５億円、

特定目的基金が約１８億円の増額、土地開発基金が３億円、その他特別会計関連の

基金が約９億円の減額となっており、総額で約４３億円の増となっております。主

な要因といたしましては、合併前の基金を整理、統合したことにより廃止となった

基金が剰余金として取り扱われ、地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰り

入れとして積み立てたものや寄附を財源とする基金など、合併後の財政運営上必要

な基金として、それぞれの目的に沿って積み立てられたものと考えております。本

市の財政状況におきましては、地方税等の自主財源が乏しく、依然として交付税な

ど依存財源の占める割合が高い状況であり、借金である地方債現在高も約２７３億

円あるため、預金はあるけど借金も抱えているという状況であると認識をいたして

おります。 

 次に、交付税の一本算定に伴う基金調整に関するご質問についてでございますが、

交付税の算定方法が、現在の合併算定替から一本算定へ移行することに伴い、平成

２７年度から平成３１年度までの段階的縮減期間において、各年度２億円から４億

円程度の減額が見込まれ、完全に一本算定化される平成３２年度には現段階におい

て約１９億円程度の減額になるものと思われます。合併自治体特有の財政需要に配

慮した交付税算定基準の見直しといった国の動きもありますが、いずれにせよ、大
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幅な財源の減少が見込まれるため、今後の少子高齢化による社会保障費の増加や老

朽化が進む公共施設や道路等のインフラ整備による多額の地方債発行に伴う借金返

済が予想され、現在の予算規模を維持した行政運営を続けた場合には、大幅な基金

取り崩しが必要となってくるものと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 樋口正博君。 

［登壇］ 

○１３番（樋口正博君） 先ほどの森議員に対する答弁とほぼ一緒なんですが、確かに

起債の償還、臨時財政対策債の問題など、執行部としては財政面においては常に万

が一を考えて慎重な発言をなさるのは承知をしております。しかしながら先ほど述

べた数字の内訳でいくと、合併後９年間で財政調整基金が２２億７,０２４万９,０

００円、減債基金が１５億２,５４０万、さらには、特目基金ですが、庁舎基金が

９億９１４万１,０００円。この庁舎建設基金はほとんど約４年ですよね。実質１

年ほとんどやっていないので３年で積み上げてきました。また、基金一覧から外れ

ていますが、都市開発公社への貸出金が１７億８,０００万円。これを全部合計す

ると６４億８,４７９万円。この間に、執行部としては、６％以上の高金利の起債

の繰り上げ償還も行ってきているはずです。また都市開発公社の年間金利も基金の

貸し出しで年間１,２００万程度の金利が、今では約２０万円以内に抑えられてい

るという現状にあるというふうに思っております。そのことを考えると、私は若干

ではあるが余裕があるのではないかというふうに感じておりますが、執行部の見解

を再度お伺いしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 再質問にお答えいたします。 

 先ほどお答えしましたように、本市の基金につきましては、それぞれの目的に対

応する特定目的基金を除き、今後の社会保障費の増加や老朽化が進む公共施設の再

整備などに発行された地方債の償還に充てる必要があり、依存財源の占める割合が

高く、借金である地方債現在高が約２７３億円あることから、余力があるとは考え

ておりません。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 樋口正博君。 

［登壇］ 

○１３番（樋口正博君） 総務企画部長、お答えはそうしか言えないとは思います。た

だ、合併当初のいろんな財政計画とか、そういうものについては、明らかにこの９
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年間で、違う意味でいい方向には行っているとは思うので、実質２７年以降から交

付税が削られていくとはいうものの、交付税法では国民が等しく生活するためのも

のを国がまとめて交付するわけですから、その推移を見ながらでも財政運営をやっ

ていただければと思います。 

 それでは、次に移ります。２点目の施政方針とその運用について質問いたします。 

 まず１点目です。施政方針における、私が受けとめるあの内容から見る中では

重点プロジェクトである、「経済の活性化の仕組みづくり」における新事業と予算

措置は、どのようになっているかをお伺いいたします。 

 ２点目、農業者の機械導入における補助率の見直しはということで、施政方針で

は「儲かる農業」プロジェクトとしてネット販売や菊池基準、六次産業育成などが

挙げられております。市長の農業振興にかける意気込みが感じられるところではあ

ります。しかし、私がさきの定例会でも申し上げたとおり、農業全体の底上げには

生産性の向上も欠かせない施策であるというふうに考えております。私はその観点

から、平成２４年６月に基幹産業と位置づける農林業に対する補助金の運用と交付

状況についてお伺いをいたしました。いろいろ補助制度はあるんですが、よく聞く

のは、市が１０分の１の補助を行った場合、機械設置後、償却資産として固定資産

税を大まか１０年間払い続けると市の実質負担はゼロになるではないかという、そ

んな声が農家の方々から多く寄せられたものですから、そうであれば前回、坂井正

次議員が償却資産の減免をしてくれと。これは再三にわたって質問されているわけ

ですが、市の姿勢とすれば、税の公平性を保つために減免はしないとの立場を明ら

かにされているわけですから、その姿勢を守るのであれば、補助率を上げて農家の

負担を軽減すべきではないかと、そのようにお聞きをしたところであります。お答

えとしては、農林畜産業を取り巻く環境は大変厳しい状況にありますので、関係部

署と今後協議するとの答弁でありましたが、協議の結果についてお伺いをいたしま

す。 

 ３点目です。商工業の振興について、各種助成並び新たな融資制度の充実・改善

というふうに記してあります。このことについて具体的な事例を挙げてお答えをい

ただきたいと思います。 

 ４点目、（仮称）「菊池市産業育成基金」の創設を検討できないかということであ

ります。仮称ですので非常にアバウトな表現で申しわけございませんが、要は私が

言いたいことは、現在の一般会計予算、ことしであれば２４６億円、これはある意

味、どなたが市長をされても非常にこの一般会計の予算では十分なプロジェクトを

組みにくいのではないかというふうに考えています。もともと各部各課から予算要

求が上がってくるわけですが、その時点で３００億近い予算要求があって、それか
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ら削りに削って出した予算が、この２４６億円であるというふうに考えております。

義務的経費を除けば、市長が考える主要施策に使える予算はほとんど限られている

というのが現状であると思います。そうであれば、さきに述べたとおりに、基金に

若干の余裕がある今、農林商工それぞれの振興策を行うための特目基金を創設して、

産業の育成を行ってはと考えますが、執行部のご見解をお伺いします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） それでは、私のほうから新事業と予算措置についてお

答えいたします。 

 経済の活性化の仕組みづくりの具体的な事業につきましては、まず１点目の「儲

かる農業」プロジェクトは、安心・安全の一定品質基準、菊池基準を設け、ブラン

ドイメージをつくり上げるとともに、利用しやすいインターネットシステムをつく

るために行うもので、インターネットショップの開設運営事業に２,２５０万円、

菊池基準策定などのブランドづくり実行委員会事業に７００万円計上しています。 

 次に、２点目の観光戦略「癒しの里」構築プロジェクトは、自然力を生かした心

に訴える仕掛け・仕組みづくりを行うもので、「森の中のまち事業」として、隈府

のまちなかに緑をふやすことで住環境の向上と癒やしの空間を創出するために１,

１２２万５,０００円、「さくらの里事業」として桜の苗木の植樹に５００万円と、

さくら公園としての菊池公園の整備に６０９万３,０００円を計上しております。 

 ３点目の、「きくち情報発信プロジェクト」は、菊池のよさ・魅力を広くＰＲす

るために行うもので、ＳＮＳやデータ放送などの新しいメディアを使った広報活動

に９０万８,０００円、ラジオ、テレビなどのメディアを活用した「イメージアッ

プ宣伝事業」に１,０５０万円、合併１０周年記念事業に２４６万９,０００円、ま

た、温泉湧出６０周年記念事業や全国さくらシンポジウム事業に２０８万９,００

０円を計上しています。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 樋口議員の農業者機械導入などにおける補助率の見直しに

ついて、及び商工業に対する各種助成や融資制度の現状についての２点につきまし

てお答えをさせていただきます。 

 基幹産業と位置づけております本市の農林畜産業を取り巻く環境は、農産物価格

の低迷や生産資材の高騰、加えまして農業従事者の高齢化や担い手不足等も進んで

いるところから、引き続き厳しい状況にあると認識をいたしております。合併後に
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おきましては、旧市町村間の均衡を図る上におきまして、国や県の補助事業に対す

る市の単独の上乗せ補助は行わないとした経緯がありますので、関係部署との協議

の中でも、全体のバランス等を考慮すれば現段階においては難しいと判断をいたし

ておりますので、ぜひご理解をよろしくお願いしたいと思います。なお、平成２４

年の第２回の本市本議会定例会におきまして、樋口議員のご質問にお答えしました

とおり、周辺自治体における機械導入事業の単独の上乗せ補助につきまして聞き取

り調査を行ったところ、農家に対する自治体の単独補助、上乗せ補助は行われてい

ないということも確認をいたしております。 

 次に、商工業者への助成制度につきましては、中小企業等後継者育成対策といた

しまして、後継者の新規就農助成金として３０万円、結婚助成金として５万円を交

付しており、本年度は結婚助成金の申請が５件で、総額２５万円を交付いたしてお

ります。また、空き店舗対策モデル事業として、店舗改修費や家賃の一部、保証料

及び借入金利息等について補助を行っており、本年度におきましては継続も含め１

２件の申請があり、約４１０万円を見込んでおります。さらに地域経済活力創出事

業として、住宅や店舗の新築、またはリフォームをされた方に対しまして、建築費

により算定した補助金額を市内共通商品券で交付をいたしているところでございま

す。 

 なお、今年度は、リフォーム等による３８件の申請に対しまして、約６７７万円

分の商品券を交付いたしております。融資事業につきましては、経営の設備資金や

運転資金に対する市の融資制度としまして、中小企業経営安定資金融資制度、小規

模事業振興資金融資制度、中小企業小口資金保証制度等があり、本年度は６件の申

請があり、融資総額は１,６４０万円となり、あわせて中小企業信用保証料補助金

交付要綱に基づき、信用保証料の約２４万円を助成したところでございます。また、

設備等の近代化や経営基盤の強化の際、金融機関からの融資に対する利子の補填制

度として、中小企業近代化等資金利子補給補助金交付要綱に基づき、本年度２８４

件の約４９５万円を助成したところでございます。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） それでは、私のほうから、仮称でございますけども、菊池市産

業育成基金といったもののアイデアに対する考えということで述べさせていただき

ます。 

 特定目的基金につきましては、自治体が条例で定めて特定の目的のために資金を

積み立てて運用するものであります。農林業や商工業者に対する補助や融資につき



 －216－

ましては毎年度予算化をして支援をしておりますので、基金の創設ではなくて、今

までどおり、必要に応じて予算措置の中で適正に対応してまいりたいというふうに

考えておるところでございます。ただ、農林業、商工業の振興というのは、地域経

済の発展を図る上で大変重要な施策であるというのは当然でございます。特に 近、

新しい分野への進出ですとか、あるいは新商品の開発等を支援するような国の補助

事業であるとか、それから私のところにも多少問い合わせがあったりしますけども、

民間ファンドのような動きが 近とみに目立ってきておりますので、こうしたこと

の活用を推進してまいりたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 樋口正博君。 

［登壇］ 

○１３番（樋口正博君） まず、１点目の再質問ですね。答弁の中にありましたブラン

ドづくり実行委員会事業７００万円について、その目的は販路拡大なのか、菊池基

準づくりなのか、その他の目的か。また、構成メンバーについて、どのようなメン

バーかということをお聞きしたいと思います。 

 ２点目の補助の上乗せは難しいということであります。現在の農業従事者の高齢

化を含めて、集落営農による生産性の向上等、機械化はやっぱり避けられないとい

うのが現状だというふうに思います。また、さきの議会で述べましたが、部長から

ご答弁ありましたけど、近隣自治体との調査、比較ということでありますが、本市

においては、近隣市町とは農業生産人口、生産高ともに明らかに違うわけですから、

農業振興を目的とする菊池市独自のやり方があってもいいのではないかというふう

に私自身は思っております。ご答弁の中では、「あくまでも現段階においては」と

いうことでありましたが、将来を見据え、継続的に庁内で協議を続けていただける

ものというふうに私は捉えておりますが、市長のご見解をお伺いします。 

 ３点目です。ちょっと答弁をお聞きしたんですが、商工業の振興について、新た

な制度拡充、改善ということなんですが、余りちょっとそれを感じられなかったん

ですが、平成２６年度に行われる市独自の取り組みについて再度お伺いをしたいと

いうふうに思います。 

 ４点目の基金の件なんですが、大変難しい問題であることは承知をしております。

しかし、機械補助の上乗せも無理、税の減免もできないと。さらには燃油の高騰は

続き、畜産飼料の値上げ、その他農業を取り巻く環境は厳しくなる一方というとこ

ろであります。救いは、緩やかではありますが、景気が回復基調にあるということ

ぐらいですね。少しは物が高く売れるような時代になってきているのかなというこ

とです。ただこの景気回復はアベノミクス戦略による量的緩和と言われる部分がほ
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とんどで、地方にはなかなか波及がしにくいと。しかし、デフレ脱却の兆しがある

今こそ、次の一手である成長戦略が問われていると。これは国の問題でもあると思

うんですが、一方で、地方におけるこの戦略を行うのは自治体ではないかというふ

うに、その手腕が問われているものと考えておりますが、市長におかれまして、再

度、先ほど言った基金、アバウトで全体像が見えにくいとは思いますが、それは検

討するに値するのか否か、市長のご見解をお伺いできればというふうに思います。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 再質問にお答えします。 

 菊池市ブランドづくり実行委員会におきましては、本市農林畜産物が「菊池ブラ

ンド」として確立し、多くの消費者に受け入れられ、本市産業の活性化につながる

ことを目的として、認定農業者連絡協議会、ＪＡ菊池、各物産館、商工会、観光協

会などの関係機関・団体の１７名により構成をいたしております。委員会では、専

門部会を設置し、本市農産物の積極的な販売促進活動、農産物の安全・安心な栽培

に関する取り組みである菊池基準の制度確立、ネットショップ開設に向けた協議な

どを行っております。また、主な事業につきましては、本市農産物の普及推進事業

として、首都圏の一流料理人と本市生産者による現地圃場の視察を含めた交流によ

る商談の開催、及び六次産業化の積極的な推進のための先進的な取り組みを実施し

ている事業所による研修会の実施、消費者と生産者が直接交流できるイベントであ

る食の祭典の開催、菊池米の品質向上のための食味コンクールなどの事業について

計画をし、実施をいたしておるところであります。 

 次に、商工業の振興に対する市の独自の取り組みにつきましては、これまでの事

業を平成２６年度も継続して実施してまいりますが、商工会や商店街などの関係機

関、また中小企業者、小規模事業者並びに個人商店等の需要や意向などについても

調査を行い、ニーズに即した事業展開を模索していかなければならないと考えてお

ります。コンベンション等開催支援補助金につきましては、平成２６年度からは、

補助分を市内共通商品券で支給するように変更し、大会等参加者の市内での消費拡

大とリピーター獲得につなげてまいりたいと考えております。また、融資制度につ

きましても、商工会及び各金融機関等と協議検討し、融資限度額や償還期間等を一

部改正するなど、実情に応じた利用しやすい制度に向けて見直しを行ってまいりた

いと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 
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○市長（江頭 実君） それでは、私のほうからは、農業の機械導入にかかわる補助率

の件、それから産業育成基金に関する件をもう一度申し上げます。 

 まず、１点目の補助率の見直しということでございますけども、今の方針につき

ましては、ご説明をしたとおりでございます。ＴＰＰの行方等、変動要因はまだ

多々あろうかと思いますので、こうした状況をよく見きわめながら、当面推移を見

守りたいというふうに考えておるところでございます。災害とか特異な事態が起き

た場合というのは、またそれなりの考え方があるのかもしれません。 

 それから２点目の基金のほうに関して、景気が足元、少しよくなってきているの

ではないかと、チャンスではないかというお考えのようですが、そういう側面も確

かにうかがえますが、実は私はこの今の日本の景気というのはまだ本格的とは言え

ないというふうに考えておりまして、どうしても金融面の量的な緩和に頼ってきた

面が大変大きいと思うんですね。ですから、第３の矢である成長の矢というものは

まだ確認されていない状況でございます。 

 非常に今世界経済の相互の影響が直接出るような時代になっておりまして、実は、

ついこの間まで、好調、好調と言われていました、例えばインドですとかインドネ

シア、こういったものはフラジャイル・ファイブと今呼ばれていまして、世界で危

ない五つの国と言われているんですね。それぐらいに今本当に世界経済がほんのち

ょっとしたことで変わりやすいというふうな不安定性を持っているのが現状でござ

います。また、加えまして、つい 近では、ウクライナに対するソ連の軍事介入と

か、これが展開によっては、例えば油の価格、穀物相場といったものに大変考えも

つかないような影響を及ぼす場合がございますし、為替等が大変攪乱されるといっ

たふうな、一言で言えば、まだ景気自体が本格的な回復ではないところに世界の状

況が非常に不安定であるということですので、将来の万一に備えた貯金でございま

すので、まだまだ安心できる状態にはないというのが実情ではないかというのが、

私の今の見解でございます。ご理解をいただければと思います。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 樋口正博君。 

［登壇］ 

○１３番（樋口正博君） １点目の部分でブランドづくり実行委員会事業、これは、販

促、菊池基準、普及推進、六次産業、イベント、コンクール等、めじろ押しですけ

ど、１７名の構成でやるということなんですが、負担が大きくならないように。ネ

ットビジネスもこれに入っていますよね。それぞれ１７名と言わず、専門の分野の

方をお入れになって、広く展開をなさっていただければというふうに思います。 

 補助の上乗せについては推移を見守るということですので、私流には引き続き協
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議をしていただくというふうに解釈をしております。農業の現状を見ながら再度ご

検討いただければというふうに思っています。 

 あと、商工業の新たな取り組みなんですが、リフォーム等の補助制度があります

よね。この間、私はちょっと個人的にご指摘をさせていただきましたが、かなりま

だ欠陥がある制度でもあるし、そういうところをちゃんと穴埋めをしたり、そうい

う形で取り組んでいただければというふうに思います。融資制度が６件の１,６３

０万ですか。これ、早い話が、なぜ利用が少ないかということで言えば、国民生活

金融公庫等よりも金利が高いということです。誰も金利が高いところで借りる方は

そうそうおいでじゃないということなので、同等もしくは低い金利とかいうところ

の改善の余地があるのではないかというふうに思います。 

 ４番目についてなんですが、また再々ということになりますけど、市長、私は今

すぐやるとか、やらないとかいう答えを求める気はありません。ただ、くどいよう

ですが、この９年間で約６５億円もの基金の積み立てがなされております。いきな

り着任をされて前の基金を崩すというのは非常にやりにくいというお気持ちも理解

をします。ただ、この基金は基本的には、後世に負担を残さないためにみんなで辛

抱しようよと、いろんな団体の補助金も毎年５％、１０％カットしようよとか、い

ろんな形で積み上がってきた基金ですよね。そうであれば、やっぱり後世に負担を

残さないために頑張った現役の世代に対する何らかの施策は、私は絶対に必要では

ないかというふうに考えているところであります。 

 また、要は、先ほど森議員の質問でもありましたが、起債償還のピークを迎える

前でないと、なかなかこういうところができないというふうにも考えています。例

えば、先ほど話が出た農業の機械導入に対して、減免もしない、しばらく補助の上

乗せもしないということであれば、自己資金分の借り入れを、例えば基金をつくっ

てその中から無利子で農業者に貸し付ける、または基盤整備を行うときに、中山間

地で５％、平野で１０％の負担、金利の６分の５を補填するという制度はあるみた

いですが、じゃあ、それを無利子で貸し出す基金等があれば、農業の方も負担が少

しずつになって、若干は楽になるのではないかというふうに思います。さっき、江

頭市長が言われましたが、世界情勢によって穀物相場は変わると。そうであれば、

畜産関係はいきなり飼料関係が上がった場合には、どうしてもその対策資金も必要

であると。それらに基金を積み立てるということもできるんじゃないかというふう

に思います。 

 林業振興に関しては、かつて私は一般質問で、熊本県に模した形で３.５号角の

３メーターの柱を９０本、新築、地元工務店施工に限り、それを現物支給するとい

うことをやってはどうかという話もしました。しかし、それも残念ながら予算がな
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いというところで一蹴をされたわけであります。また、商工業については、先ほど

示したように融資の資金を用意しているという預託金は用意してありますが、誰も

借りない。それは金利が高いから、それだったらほかのところから借りたほうがい

いという話です。ほかに、農業、林業、商業、工業、いろいろあるんですが、現実

は非常に厳しいというのが現状であると思います。 

 市長の思いは私も理解をするところでありますが、私は市長が着任時にまず 初

に述べられたこと、それは地域経済の再生が私の第一の使命であると、そのことを

私は今でも忘れてはいないし、その言葉を信じております。そうであれば、私は現

状を即座に変えるということは非常に、これは誰がやっても難しいことだとは思い

ますが、それでもこの現状に何か一つ明かりが差すような展開を考えていただきた

い。それが私の部分では、先ほど述べた菊池市の産業育成基金の創出も一つである

ということであります。 

 何度か市長とお話をさせていただく中で、やはり民間活力がどんどん伸びてきて

ほしいんだというお言葉をお聞きしたことがあります。私も思いは一緒です。しか

し、この民間活力を出すために、行政はいかなる手段、手をもってそれを誘導する

かというところがやはり行政に求められるところだというふうに思いますので、ど

うにかまたその部分は考えていただきたいと思います。 

 身近な例でいいますと、市長、先日あった初市はご存じですよね。あの初市がも

うできないよという話が聞こえてきているんです。それは何でかと言ったら、実は

あれは市の行事ではなくて、どこの行事だという区分けになったときに、区の行事

であるということで、実は上町区の繁栄会という、ほとんど１０件そこらで組んで

いる組合で今ガードマンの費用とか、そういうものを捻出しています。ただもう財

源がないんです。やっぱり小口商店の集まりですから。商店街連合会から助成金を

いただいているとか、いろんな話をお聞きするんですが、もう体力がもたないと。

これはある意味、僕は菊池市の春の風物詩であると思うんですが、しゃくし定規に

考えて言ってしまうと、そのような風物詩もなくなってしまうと。じゃあ、これに

どう対応するかと言えば、ある程度、幅広く対応できるようないろんな資金がない

と、やっぱり守るものも守れないというのが現状ですので、どうかそこら辺を再度

ご考慮いただきたいと思います。 

 過日、合志市の市長さんの市政報告会に行ったときに、松下幸之助さんのお話を

引き合いに出されて、このコップの中の水をいつ飲むかという話をされました。合

志市長さんは、着任時まだ半分しかなかったので満杯になるまで飲まないというこ

とで我慢をしたということであります。私は実は稲盛会長の本でそれと同じような

ものを読んだんですが、松下幸之助さんの講演会に出たときに、ダムの水がある程
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度たまるまではやっぱり使えません、これが経営の哲学ですということで、ご本人

は 初わからなかったらしいですけど、後でなるほどと思ったということなんです。 

 私は菊池市の財政状況を一番 初にお聞きしましたが、僕はダムが満杯とは言わ

ないです。満杯とは言わないですが、ある程度たまっている。下の田んぼに今水を

流さないと稲が育たないというときに、それでも水をためるためにシャットアウト

するかというところなんです。私は、そこのところをもう少し緩やかに考えていた

だいて、執行部の皆さんが市政を守る姿勢はわかります。しかし、この基金自体は、

この菊池に住む約５万人の方々が少しずつ辛抱して積み立てた、そのことに対して

現役世代に何らかの措置を講じられることを願いまして、この質問を終わらせてい

ただきます。 

 後の質問になります。隈府小学校の中学校の区割りについてです。先ほど、こ

の件については東英俊議員より質問がされていますので、重複は避けたいと思いま

す。学校規模適正化委員会の答申をということでよろしいですね。 

 問題はなぜこの声が上がったかということです。請願には隈府小のみが、北・南

中学校と分かれて進学しなければならず、子どもたちは同一の中学校の進学を望ん

でいるというふうにあります。しかし、実情はその１点だけではなく、ほかにも幾

つかあります。例えば、部活動の問題なんです。ちょっと学校の数もばらつきがあ

るもんですから、南にはあるけど北にはない、だから私は南中に行くんだというこ

とで、北中校区の方が南中に行く場合もあります。また、部活の帰路、どうしても

北中学校は山の中腹にありますもんですから暗い、通学路が寂しいということで、

保護者の送迎がどうしても不可欠になる。それが負担で、私は実はひとり者で、要

はシングルマザーだから仕事で送迎に行けないから南中にやるんだとかいう声も聞

きます。また、これは特殊な例なんですが、実は先日、私の友人から電話がかかっ

てきて、家を売りたいと思っていると。で、何人か交渉の相手ができたと。ただ電

話がかかってきたら、ちょうど南中と北中の境界のところに家があるんですが、南

中校区じゃなければ買わないとか、北中校区であれば、申しわけないけどあと２０

０万下げてくれとか、そんな話にまで今実は発展しているんです。 

 中には、保護者の方で平成２６年には隈府小学校は全部南中だと思い込んでいる

方も実は今おいでなんです。ですから、そこら辺は保護者に説明をしていただきた

いと。今から答申にかけて１年かけて結果が出ると。それから本当に動き出すまで

は、やっぱりトータルで四、五年かかると思うんです。ただ、今言ったような親御

さんの悩みですよね。要望とすれば、北中にやってもいいけど、じゃあ、隈府の明

かりがあるところまで、近いけど帰りだけでも送迎バスを出してくれないかとか、

いろんな問題があるんですが、これらのことについて学校規模適正化委員会もしく
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は教育委員会の中で協議をして、いずれずっと続く問題なので、いろいろやってい

ただけないかと。例えば街路灯については、今、高野瀬区は区の街路灯で大分フォ

ローしてもらっているんですが、それでもやっぱり暗いところが多いというところ

もありますので、まずは、学校規模適正化委員会もしくは教育委員会で今述べたよ

うなことを答申と同時に協議できるか、その１点をお伺いしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、中村鉄男君。 

［登壇］ 

○教育部長（中村鉄男君） 樋口議員のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 まず 初に、ご指摘のありました部活動の状況でございますが、少子化が進む中、

特に中学校においてチーム競技の部活動編成が非常に厳しい状態にあるのも事実で

ございますので、この件につきましては、今後、県の部活動基準や中学校体育連盟

の大会参加基準等を参考に、校長会等で協議しながら複数校の合同部活動編成につ

いて検討してまいりたいと考えております。 

 次に、防犯灯などの設置の件でございますが、市費で建設し電気料等を含めまし

て管理は各区にお願いしている現状でございます。暗いところなどの危険区域につ

きましては、基本的には学校より地域にお願いして、各区長さんより市に設置要請

をされているところでございます。それ以外の街路灯や道路灯につきましては、建

設部等において対応していただいているところであります。この問題は、今回の地

域だけでなく、街路灯に限らず地域の見守り体制を含めた市全域の問題でもありま

すので、各中学校を中心に危険箇所調査等を実施し、関係部署と連携しながら適切

に対応してまいりたいと考えております。 

 次に、教育委員会や学校規模適正化審議会において関係保護者の意見を聞く考え

はないかということだと思いますが、教育委員会でも今回の諮問に当たり、関係保

護者に対し、公聴会とかアンケート調査を実施した上で諮問するべきではないかと

の検討を行ったところでございますが、諮問いたします学校規模適正化審議会にお

いて必要に応じて関係保護者の意見聴取を実施するほうが適切ではないかとの判断

になりましたので、審議会において現状把握をしっかりしていただき、慎重審議の

上で答申をいただければと考えているところでございます。当然ながら、答申を得

ました後、関係保護者等の意見を聞く必要があると判断した場合は、教育委員会に

おきましても実施していきたいと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 樋口正博君。 

［登壇］ 

○１３番（樋口正博君） 部長、危険箇所については、パトロール結果とかを毎年多分
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教育委員会さんに出されているんじゃないかなと思います。そこら辺を参考にして

いただければというふうに思います。 

 あとは、街路灯とかなんですが、市長、私の記憶では、多分、市長が中学校３年

生のときに、例えば南中学校隈府分室とか、北中学校隈府分室の１期生ぐらいじゃ

ないんですかね。隈府中ですか。 

［「卒業時に北中になります」と呼ぶ者あり］ 

○１３番（樋口正博君） そうですよね。多分、それぐらいのご年齢だと思うんですが、

実は、この請願を出したときも、また隈府の勝手でというご意見も拝聴いたしまし

た。それは、前の隈府中学校、菊池中学校というのも、実は、隈府中学校が南中で

すから、その前は花房、去年からは通り越して今の温泉街近くまで行くわけですか

ら、それも理不尽な話でもありますし、ただ、やっぱり時代を経て、今の状況の中

で、実は、北、南、しっかり分かれているんですが、現状とすれば、そのモラルハ

ザードも崩れている状態なんです。ただ、それについては親御さんのいろんな理由

もあるし、子どもさんの理由もあるだろうし、私はそれは一方的には責められない

と思います。 

 私自身、実はうちの娘は、小学校のときに社会体育でソフトボールをやっていて

南中にしかないものですから、多くの友達に誘われてどうするんだろうという中で、

私の娘には兄に倣って地元の中学校に行くということで北中を選択してもらいまし

たけど、じゃあ、南中に行くと言われたときに本当に僕がとめられたかというのは、

やっぱり子どもの権利を奪うようなことでなかなか簡単にはいかないんです。その

ことを考えたときに、いろんな問題を解消するという中においては、教育委員会だ

けではなくて、市長みずから、例えば防犯の点とか、いろんな部分で施策を組んで

いただかなければならないこともあると思うんですが、市長、この学校の問題につ

いて、何か一言、ご自身のお考えを語っていただければというふうに思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 今の隈府小学校の区割りの問題に関連してということで私の意

見を申し上げますと、ご指摘のとおり、私は旧隈府中学校を卒業しまして、卒業す

るときには北中学校の１期生でございました。当然、私は今市長の立場でございま

すので、全市的な観点からどの学校においても、その学校の持っている問題に対し

ては、教育委員会と一緒になって非常に関心を持って進めているところでございま

すが、そういう意味では、出身校ということでは心理的には身近に感じるところで

はございます。先ほど、教育部長が答弁していましたとおり、教育委員会のほうで

学校規模適正化審議会に諮問を始められたということですので、関係保護者や学校
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長、あるいは区長代表ですとか学識経験者の中で審議されるというふうに聞いてお

ります。まずはその審議会においてしっかりと現状把握に努められ、慎重審議をし

ていただきたいなというふうに考えております。私としては、その推移を見守りた

いというふうに考えております。とりわけ、児童の防犯ですとか、そういったふう

な生命、安全等にかかわることで、もし緊急のことがあれば、市としての立場から

できることは 大限やっていきたいというふうには思っているところです。 

 以上でございます。 

○１３番（樋口正博君） 終わります。 

○議長（山瀬義也君） ここで、１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後２時５４分 

開議 午後３時０１分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、中繁君。 

［登壇］ 

○１２番（中 繁君） 大変顎の上手な樋口議員の後でやりにくうございますが、私

もラブレターが来ないように祈りながら、順次、江頭市長の政治姿勢について伺い

をしていきたいと思います。 

 まず、戦前、戦中、戦後、これまで市長が歩いてこられた足跡を振り返りながら、

私が特に印象深く感じた、その時々に発せられた言葉について申し述べたいと存じ

ます。もし、私の記憶違いがございましたらご容赦願いたい。 

 市長は一昨年８月２１日、３階大会議室において講演をされました。私はそのと

き初めてあなたのことを知ったわけであります。なかなか頭のよさそうなよか男だ

なというのが私の第一印象でございました。講演の内容については余り記憶に定か

ではありませんが、菊池市は長い歴史や文化、豊富な観光遺産資源等々に恵まれた

宝の山である、そのすばらしい資源を生かし切っていない、大変もったいないなど

の貴重な講演だったと思います。それが終わり、終了次第、山瀬議長の取り計らい

で質疑応答の時間がとられました。そのとき、ある議員があなたに対して、次の菊

池市長選挙に出馬されるものと専らのうわさがあるんですが、本当に出馬されるん

ですか、このような質問をしました。これに対し、あなたはしばらく間を置きなが

ら、私は現在そのようなことは一切考えておりませんと、はっきりお答えになりま

した。そのとき私は、単なるうわさだったんだなと思いました。それを聞いたほか

の議員も、あるいは職員の方々もきっとそう思われたのではないかと思います。 
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 ところが、その直後、何日だったかは覚えておりませんが、わずかな期間だった

ことははっきり覚えています、次期菊池市長選挙への出馬表明を県庁で行われたこ

とが熊日新聞の記事に載っておりました。私はそれを見て、目を疑いました。啞然

としました。驚いたのは私だけではないと思います。私は自分の目を疑いながら新

聞を読み返すとき、市長には失礼ですけども、江頭さんは平気でうそをつかれる人

かなと思いました。それから少しずつ時間がたつにつれ、選挙ムードが高まってま

いりました。候補者同士の討論会、何度か開催されました。私も出席いたしました。

居並ぶ他候補を尻目に弁舌爽やかな江頭候補は、市民が酔いしびれるようなうまい

話を連続して話しておられました。本当に顎のうまい人だなと感心した次第であり

ます。そのとき市長は、私が当選したならばポケットパークは全面ストップします、

庁舎問題については大幅な見直しを行います、この２点が、私の印象に深く残った

言葉でもありました。 

 そして、いよいよ選挙戦へと突入。あなたはさまざまな公約を掲げながら、街頭

演説等々でマイクを通して多くの市民に訴え、見事な戦いを展開されました。その

結果は戦前の予想どおり、他候補を全く寄せつけない圧倒的大勝利をおさめられま

した。昨年４月、第２代菊池市長に就任をされました。早いもので１年がたとうと

しております。就任後、ストップすると言われたポケットパークはどうされるのか、

注視をしておりました。そしたら、アンケート調査を実施しながら、試験的に１週

間だけとめられました。その結果については何も聞いておりませんが。 

 そこで市長、これは風の便りに聞いたことで事実かどうかわかりませんが、ある

議員が、アンケート調査には反対してください、このような趣旨のことをある市民

の方々にお願いされていたとのことです。もし、このことが事実だとするなら、調

査結果をうのみにして信用することは大変危険なことです。なぜなら、アンケート

調査というものは、個人個人が自由意思をもって回答するものであるからです。そ

の点、市長、十分事実を確認しながら慎重に行うべきと考えます。 

 そこでお尋ねですが、あなたが市長としてこれまで歩んでこられた足跡を踏まえ、

今の椅子の座り心地はいかがか、あわせて、自分自身の評価は１００点満点として

何点ぐらいだとお思いでしょうか。さらに、今回示されました施政方針では七つの

プロジェクトを掲げておられます。その中で、「森の中のまちづくり」について、

市民参加を募り、基本計画を策定すると申しておられますが、実現に向けての具体

策をお示しください。あわせて財源についても、その内訳をお示しください。 

 次に、庁舎問題について伺います。このことは、先般、怒留湯さんが詳しく質問

をされておりましたので、今回、私はそのほとんどを割愛させていただきまして、

一、二点だけお尋ねしたいと存じます。江頭市長は、このことについて就任後、初
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議会でありました昨年６月の定例会、さらに９月定例会、この２回の定例会におい

て、庁舎建設については、これまでワークショップなど広く市民の意見を吸い上げ

決められたことなど、これまでの経緯を十分尊重するとともに、議会としても決議

をされており、私はこれらを尊重して、庁舎建設については現行計画どおり進めて

まいりますと、２回の定例会の中で明言をされております。私はその市長の言葉を

聞いて、就任間もない市長は、行政の継続性についてよくご存じだなと高く評価を

いたしておりました。 

 ところが、ある日突然、昨年１０月２１日の月例会だったと思いますが、勉強会

をすると言われました。何で今さら勉強会なんだろうと思いましたが、そのとき私

は黙っとりました。その後、議会に発表されましたことは、一つはリファイニング

工法という新しい知見に接した。庁舎建設は多額のお金を投入するから、将来に禍

根を残さないような庁舎をつくることが重要であり、行政機能の効率性、合理性、

さらには市民の利便性等を考慮して検討に入ったと、主な理由を述べられました。

さきにも申し上げましたように、あなたは定例会の席で２回も発表されているんで

す。しかも変更後の事業費、３億２,０００万もの多額の増額であります。このこ

とからすれば、あなたが言われる変更理由では到底納得できないのであります。３

億数千万の多額の予算に見合うだけの利便性というものはどこにあるのでしょうか。

私初め多くの市民が納得するだけの理由をお示しください。 

 合併後、はや１０年になろうかとしております。市長も施政方針の中で述べてお

られるように、平成２７年から平成３１年度まで段階的に地方交付税が減額される

ことは明白であります。それが２億円なのか４億円なのか、現時点においてははっ

きりわかりません。財源不足に陥ることは間違いないと存じます。このことは市長

も十分ご承知しておられます。市長の公約にもあります。施政方針の七つのプロジ

ェクト、これらさまざまな施策を推進、実現するためには、必ず財源がつきもので

あります。財源なしでは何一つできません。そこで、市長、これから不足する財源

をどこからどのように確保されるおつもりなのか、その方策をお示しください。 

 菊池市の職員は、みんな優秀な能力の持ち主ばかり。窓際族と呼ばれるような職

員は一人もいないと確信いたします。窓際族とはどんな人を言うのか、市長もよく

ご存じと思いますが、つまり、仕事もなく、暇をもて遊びながら、鼻くそをくじっ

たり、週刊誌を読んだり、日当たりのよい窓際に座っている人だそうです。今月３

月をもって、その優秀な中堅幹部ばかり、定年前退職される方が７名から８名おら

れると聞きます。また定年を迎えられ、定年退職される方が七、八名、合わせて十

五、六名の優秀な職員がいなくなるということは、行政にとってかなりの痛手では

ないでしょうか。理由はそれぞれさまざまだろうと思いますが、まさか市長のもと
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ではやっていけんという人もおられるかもしれません。そこで、市長、このことに

ついてどのように思っておられるのか、お聞かせください。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） まずご質問を整理させていただきたいと思います。 初は市長

としてのこれまでの自己評価ということでよろしゅうございますね。それから、２

点目は庁舎整備に至る一連の経緯について、３点目が今後の財源確保の考え方、４

点目が今回定年前に退職される方への私の考え、以上４点かと思います。 

 まず市長としての自己評価ということでございますけども、施政方針で申し上げ

ておりますとおり、市長就任以来、ふるさと菊池市の再興を目指して、自分として

は全力を挙げて市政に取り組んでまいったつもりです。この間、いろいろ議員の皆

様にもご理解、ご協力をいただきまして、本当にありがとうございました。また、

市民の皆様からも、期待ですとか激励の言葉をいただいております。またこの間、

「癒しの里 菊池」を目指して、さまざまな取り組みに対して多くの市民の皆様が

自発的に参加するというケースが非常にふえてきているように感じておりまして、

大変ありがたいことでございます。 

 自己評価という点で少し分けて考えますと、二つの視点での評価になるかと思い

ますけども、一つ目は就任前からの継続している案件、これをとにかく確実に片づ

けていこうということ、それから二つ目は、私が目指しております新しいまちづく

り施策を着実に進めていくこと、この２点に分類できるかと思います。 

 こういう観点から自己評価をさせていただきますと、まず、就任前からの主な継

続案件についてでございますけれども、庁舎整備につきましては、新しい視点での

見直しをさせていただきまして、議会のほうでお諮りいただいた基本案の中で市民

の利便性を組み込んできたところでございます。時間は少しかかりましたが、おか

げさまで少しずつ新庁舎の一本化ということで成果が出つつあるというふうに思っ

ております。 

 また、ごみ問題につきましては、議会の皆様の協力を得まして、菊池環境保全組

合の全域加入というのが、大変厳しい状況も一時期ございましたけども、振り返っ

てみますと、比較的には限られた時間の中で解決できたというふうに自分としては

思っております。また、大きな問題である産廃問題については、この３月末を期限

として今問題解決に向けて協議を進めておるところでございます。 

 それから、新しいまちづくりの施策についてでございますけども、前半は今申し

上げたような継続案件の処理にかなり体力をとられたのは確かでございますけれど
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も、その間にいろいろな、特に「森まちづくり」、それから「さくらの里プロジェ

クト」といったふうなことを手がかりに進めてまいりました。市民参加という観点

からも手応えを感じているところでございます。これは点数に換算するとなかなか

難しいと思いますので控えさせていただきたいと思いますけども、いずれにしても

そういう形で、完璧ではないものの、限られた時間の中で自分としては精いっぱい

の努力をさせていただいたというふうに考えているところでございます。 

 それから、業務の中身としての「森の中のまちづくり」ですか、こちらのほうも

多少振り返らせていただきますと、主要施策の重点プロジェクトの中の観光戦略の

一つとして位置づけられたものでございますけども、隈府中央地区の事業という形

で、これまではインフラ整備の更新を中心に事業を展開してまいりました。今回の

提案は、今、全国的に求められている癒やしの空間を創出するためにまちなかに

木々を植えまして、緑豊かな魅力的な町並みを演出して、癒やしのまちとして再生

していこうという計画であります。地域の住環境の向上、ひいては観光地としての

魅力を高めるということが大きな目的でございます。現在、将来を見据えた基本計

画を作成中でありますが、この間、事業を広く市民に周知するということで、キッ

クオフコンサートのようなイベントも行っているところでございますし、また地域

の皆さんとの勉強会、それから先進地視察といったふうなことも行っております。

それから、３月には、下町、それから正観寺区の国道沿いの市有地のところにモデ

ルケースとして植栽を行う予定でございます。また、平成２６年度の大きな試みと

しては、国道３８７号沿いの温泉街の一部を、県と協議しまして植栽を見直す計画

であります。また、特に菊池の顔であります温泉街の緑化も進めて、緑と癒やしを

演出して、観光客の誘致につなげたいというふうに思っております。また、先ほど

ご案内をしましたが、いい夫婦の日にちなんだラブベンチのデザインを広く募集す

るという形で、話題性と環境づくりを同時に進めていきたいというふうに考えてお

ります。また、隈府中央線を中心に緑化を進めまして、文字どおりの緑と歴史のま

ち、癒やしのまちづくりというのを進めていきたいというふうに考えております。 

 それから、庁舎整備の点でございますけれども、ほかの議員さんへのご回答とや

や一部重複はしますけども、これまでの私の基本的な答弁というのは、「市議会に

おいてこれまで承認、議決された経緯については尊重しながら、かつ市民の皆様の

意見を伺って、市民の利便性のさらなる向上というのを第一に考えて、無理、無駄

がないように、合理性や機能性を考慮して検証を進めてまいります」というふうに

お答えしてきておりまして、その考えについては 初からこれまでと変わっており

ません。 

 議員がご指摘の分というのは、事業費の面でのメリットが薄いのではないかとい
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うご感想ではないかというふうに思います。今回の庁舎整備の見直し案のポイント

というのは、もとの計画でございました本庁舎と別館の２カ所において計画されて

いる行政サービス機能を１カ所に集約してはどうか、これによって市民の利便性を

向上させるようとするものでございます。行政機能が分散していますと、庁舎内の

部署がわかりづらいとか、利用者の用件によって庁舎間の移動を強いられるといっ

たふうな利便性の面で大変課題があると思います。本当に簡便法で計算しただけで

も、２００メーター、２５０メーターぐらいの距離を歩いていただくというような

ことにもなりかねませんので、高齢者の方々、あるいは障がいのある方、小さなお

子さん連れ等々、多くの利用者にとってはユニバーサルデザインの観点から非常に

機能性に問題があるのではないかと懸念しておったところでございます。また、市

役所業務としても、これが分散されることで業務の効率化が図りにくいということ

で、迅速できめ細かい市民サービスが低下するという懸念もございます。こういう

ことで、行政機能を１カ所に集約することで市民の利便性と事務の効率性をさらに

高めようとしたものでございますので、コスト面プラス、こうした利便性、効率性、

さまざまなことを総合して考えた次第でございます。 

 特に今回の見直しに伴いまして事業費が増額となりますのは、庁舎というのは一

度建設しますと、どうしても数十年にわたり使用することになりますので、特にそ

れによって利便性を享受したり、あるいは逆に迷惑を受けたりするのは市民でござ

いますので、そこを第一義に考えたということでございますので、どうかご理解の

ほどをいただきたいというふうに思っております。 

 それから財源のところでございますけれども、これも一部の議員の皆様にお答え

したとおりでございますけども、現時点での算定において、完全に一本算定となる

平成３２年度には、試算でございますけれども、恐らく約１９億円程度の減額にな

るというふうに見込まれているところでございます。本市の財政構造を見ますと、

依存財源に頼っている状況でございまして、普通交付税の算定に当たりましては、

さきの答弁でも申し上げたとおりですが、実態に即応するような見直しを求めてお

るところでございます。また、自主財源の確保は大変重要な課題であると認識して

おりまして、今後につきましては企業誘致の推進を初めとしまして、重点プロジェ

クトとして位置づけております「儲かる農業」プロジェクト等による農家所得の向

上につながるような施策や、受益者負担の適正化による自主財源の確保とともに、

公共施設マネジメントなどによるコスト削減、さらなる行財政の効率化を加速させ

ていきたいというふうに考えているところでございます。 

 後に、定年前に退職される職員が数名おられることについてでございますけど

も、定年前に退職される職員の方々につきましては、幹部職員の方とは個別に私が
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直接面談をさせていただきました。いろいろお話を聞きましたところ、それぞれに

ご家庭のご都合、事情等があっての退職であるということでございました。どの方

もこれまで非常に重責を担っていただいた方であり、市にとっても大きな損失でご

ざいますので、お引きとめしたいという気持ちはやまやまでございますけども、先

ほど言ったようなご家庭の事情があるということで、自分としては本当に残念なが

らやむを得ないというふうに思ったところでございます。これまで長年にわたって

ご尽力いただいたことに対して、本当に心から感謝しております。長い間、大変お

疲れさまでしたと、本当に感謝と笑顔でお送りしたいというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 中繁君。 

［登壇］ 

○１２番（中 繁君） 市長、やっぱり市長の言葉というものは何よりも重たいんで

すよ。強い信念を持って、あなたが掲げられた数々の施策を実現していただき、邁

進していただきたいというふうに期待をするところでもあります。当然、予算も伴

うものでありますが、それよりやはり大事なことは、優秀な部下職員との人間の信

頼関係、これを築くことではないかというふうに私は思います。そのようなことで、

あなたの施策の実現に向けて、ぜひ曲げずにぶれずに信念を持って突き進んでいた

だかんことを心から祈念を申し上げまして、私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（山瀬義也君） 以上で、本日の一般質問は終わりたいと思います。あすも引き

続き一般質問となっております。 

 本日は、これにて散会します。 

 全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後３時３０分 
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○議長（山瀬義也君） 全員、起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（山瀬義也君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 ここで発言の申し出があっておりますので、これを許します。 

 東英俊君。 

［登壇］ 

○８番（東 英俊君） おはようございます。おわびを入れたいと思います。 

 昨日の私の一般質問の発言の中で、職員が不正アクセスにより処分されたという

べきところを間違った発言をしてしまいました。不適切な発言だったかと思います

ので議長のほうでしかるべき処置をお願いをしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） ただいま東英俊君から、発言中の一部不穏当発言があったので、

取り消しの申し出がありました。東英俊君の発言につきましては、後日、会議録を

調査し、不適切発言等があった場合に善処したいと思います。 

 ここで、議長より申し上げます。発言に当たっては、無礼の言葉、誤解した発言、

他人の私生活にわたるような発言など、ないようにお願いをいたします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（山瀬義也君） それでは、日程に従いまして、日程第１、一般質問を行います。 

 初めに、大賀慶一君。 

［登壇］ 

○５番（大賀慶一君） 皆さん、おはようございます。議席番号５番の大賀慶一でござ

います。通告に従いまして質問をいたしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 まず最初に、環境対策についてお伺いをいたしたいと思います。 

 先日、泗水町で、合志川流域水と緑、命を守る会２０周年「さくら千年プロジェ

クト」発足の記念植樹祭が開催されました。市長が掲げられております桜の里づく

りの幕あけでもあったかと思っております。将来は、桜並木で菊池川流域を連結し、

有明海までつなぐという壮大な事業の出発式であったかとも思っております。一方
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また、合志川流域水と緑、命を守る会の２０年の長い年月を支えてこられた会員の

皆様にとっても、すばらしい植樹祭であったと思っております。我々もいま一度、

合志川の水と緑の大切さを再認識しなければなりません。 

 その式典の中で、泗水西小学校の児童の作文が発表されました。その中の文章の

一節に、合志川の水は便利さに負けた大人のせいで汚されて、昔に比べれば魚の種

類も減少してしまったと、我々大人にとっては大変胸の痛む作文が発表されました。

私は子どもたちの正直な言葉に、我々の時代に少しでも河川環境、自然環境の改善

を行い、そして子どもたちや孫たちに引き継いでいかなければならないという思い

から質問をいたしたいと思います。 

 １点目に、「癒しの里」づくりを市長は政策の大きな柱に掲げられております。

全市的に蛍の乱舞するまちづくりを目指しておられます。そのためには、蛍の生息

に不可欠なのは、水環境の改善がまず必要でございます。また、河川堤防に植樹し

た美しい桜が水面に映るためには、きれいな川の流れが必要でもございます。その

ためには、家庭から出る雑排水の浄化が、まず不可欠ではないかと思っております。 

 今、本市では、河川の中流、下流と申しますか、町部においては、おおむね下水

処理を完備しております。しかし、河川の上流部、いわゆる山間部におきましては、

下水道処理がなかなか進んでおりません。以前から私は、旭志地区におきましても

ぜひとも公共下水道の建設の必要性を述べてまいりましたが、なかなか建設は無理

とのことでございます。河川上流部における河川環境を整備することが最も大切で

あると私は思っております。河川上流部における水洗化率を向上することは非常に

重要なことでもあります。市長は基本的な河川環境の改善について、どのようにお

考えでしょうか。 

 次に、自然環境を守るために、本市は合併後、泗水地区を除き、エコヴィレッジ

旭でのＲＤＦを、大牟田リサイクル発電所において、ごみ処理を行ってまいりまし

た。しかし今回、念願でありました菊池環境保全組合のごみ焼却の新工場への本市

の全域加入が、関係市町のご理解のもとにようやく認められました。そこで、次の

ことについてお尋ねをいたしたいと思います。 

 まず初めに、本市は平成２９年度に大牟田リサイクル発電事業から脱退をするわ

けでございますが、何のペナルティーもなくスムーズに脱退ができるのでしょうか。 

 ２点目、エコヴィレッジ旭の稼働延長につきましては、地元６地区の皆様のご理

解をしていただくべく、説明等、お願いを市もやってまいりました。我々も執行部

とともにお願いをしてまいりましたが、その後、地元地域との協議の進捗状況はど

のようになっておりますでしょうか。 

 次に、周辺地域の皆様につきましては、建設当初から大変な思いをされておりま
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す。稼働延長につきましては、市は誠意を持って対応していただいていると思って

おりますが、どのような状況でしょうか。 

 以上についてお尋ねをして、第１回目の質問といたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） おはようございます。ただいまの大賀議員さんのほうからご質

問いただきました中で、まず私のほうから河川環境の改善への取り組みというテー

マについて、ご回答申し上げたいと思います。 

 議員さんのほうからも話がありましたように、癒しの里を目指す中で、やはり私

どもが決め手になるのは、この菊池市の豊かな自然、それと、おいしい水であろう

と思います。これがあって、初めて私どもの農業政策、それから観光政策というの

が成り立ってくるわけでございます。このいずれにとりましても、農業、観光それ

ぞれに、やはり水は菊池の生命線でございます。したがいまして、河川の上流地域

の環境改善、維持なくしてはこれが成り立たないというふうに、非常に重要な課題

というふうに捉えているところでございます。 

 本市では、既に菊池市環境基本条例を制定しまして、市内全域の生活排水処理を

実施して、環境問題に取り組んでおるわけです。特に、中山間地域における水質保

全対策としましては、平成１５年度から、旧菊池市で浄化槽市町村整備推進事業に

より取り組んでおりまして、旭志地区、七城、泗水地区におきましても、平成１９

年度から取り組んでいるところでございます。浄化槽は申請から約３カ月程度で完

了するということで、大変個別かつ機動的に対応できるということで、私どもは、

中山間地域に適した生活排水処理方法ではないかというふうに考えておるところで

ございます。また、浄化槽の維持管理等につきましても、市が行ってまいりますの

で、法定検査や維持管理が適正に行われ、水質の保全も図られるということでござ

います。したがいまして、中山間地域の環境整備に当たりましては、今後も、この

合併浄化槽での対応を一層推進することに努めてまいりたいというふうに考えてお

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） おはようございます。大賀議員のご質問にお答えいた

します。 

 エコヴィレッジ旭の今後の取り組みで、スムーズに脱退がいくのかとか、地元麓

地区周辺との協議が進んでいるかとか、市の誠意がどうかとか、そういうことだっ
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たと思います。お答えいたします。 

 エコヴィレッジ旭で製造していますＲＤＦ（固形燃料）は、現在、大牟田リサイ

クル発電所において燃料として使用されておりますが、本市との処理委託の契約期

間は、平成２９年度までとなっております。平成３０年度以降のＲＤＦ処理委託の

契約延長につきましては、福岡県大牟田リサイクル発電所及びＲＤＦを供給してい

る構成組合等で協議を行っておりましたが、昨年５月の大牟田リサイクル発電事業

運営協議会において、本市と阿蘇広域行政事務組合を除く、ほかの構成組合が参加

することで決定されております。３０年度以降は、本市と阿蘇は除くという形でご

ざいますね。また、本年２月３日に開催されました同運営協議会におきましても、

本市と阿蘇広域行政事務組合が参加しないことで確認されております。このように、

本市の延長不参加につきましては、福岡県大牟田リサイクル発電所及び構成組合等

の理解を得ているところでございまして、平成３０年度以降の大牟田リサイクル発

電所におきますＲＤＦの処理計画には、本市のＲＤＦは含まれておりませんので、

何ら問題はないと考えております。 

 次に、菊池環境保全組合が新環境工場を建設するまでの期間、エコヴィレッジの

稼働延長につきましては、周辺地域の６行政区の代表者で構成します菊池市一般廃

棄物固形燃料化処理施設環境保全対策委員会を初め、関係行政区の皆様に説明会を

実施しているところでございます。現在は、関係行政区の区長を窓口といたしまし

て、本市の考えを説明いたし、関係行政区から要望などをお聞きし、随時、協議を

行っているところでございます。関係行政区の皆様には、エコヴィレッジ建設当初

は大変ご苦労をおかけしたところでございますので、稼働延長につきましては、地

元の皆様の声を真摯に受けとめまして、十分対応してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 大賀慶一君。 

［登壇］ 

○５番（大賀慶一君） 市長の水に関する基本的な考えといいますか、水は菊池の生命

線であり重要課題と捉えるということで、大変心強く思っているわけでございます。

また、ＲＤＦも、現在のＲＤＦの処理工場からスムーズに脱退できるということで、

一応安心をいたしたわけでございます。今後の推移をまた見守っていきたいと思い

ます。 

 次に、先日の２月１７日の議会審議会において、執行部から菊池浄水センターと

泗水浄化センターの更新事業についての説明がございました。その中で、菊池浄水

センター更新事業では、１０年間で前後期合わせて約５３億円の予算で更新事業が



 －239－

行われております。後期が２９年までとのことでございました。実に大変なお金で

ございます。年間にすれば５億ちょっとの金だと思いますけれども、我々からすれ

ば大変なお金が、この更新事業だけでも、それだけ維持費がかかっております。 

 そこで、お尋ねでございますが、本市における各生活排水事業処理の総事業費と

１人当たりの事業費についてはどのようになっておりますでしょうか。また、各特

別会計の決算はどのようになっておりますでしょうか。あわせまして、各事業の料

金体系と使用料金についてお示しください。 

 次に、合併浄化槽が、なかなか設置が進んでおりませんが、進まない要因は何だ

とお考えでしょうか。 

 以上についてお尋ねをいたします。 

 次に、エコヴィレッジ旭の稼働延長につきましては、改めて地域の皆さんのご理

解がぜひ必要であることは言うまでもありません。先日、ある地区の役員さんから、

当初の市との協議の話がちょっと違うんではないかというお話を伺いました。地元

の方々との協議は大変重要でもありますので、市長はどのようにお考えでしょうか。 

 先ほどのご答弁とかぶるかもしれませんけれども、お答えを願いたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） おはようございます。大賀議員のご質問にお答えいたしま

す。 

 生活排水処理事業別ごと平成２４年度末の総事業費及び処理区域内人口１人当た

りの事業費につきまして、お答え申し上げます。 

 まず、公共下水道事業の総事業費が１８１億１,９８２万１,０００円、処理区域

内の人口が１万５,６４０人、１人当たりの事業費といたしましては約１１５万９,

０００円となっているところでございます。 

 次に、特定環境保全公共下水道事業の総事業費につきましては、１１１億９,９

２４万１,０００円、処理区域内の人口が１万２,５７６人、１人当たりの事業費に

つきましては、農業集落排水から特定環境保全公共下水道への移行を行いましたの

で、移行前のところでお答えいたしますと、約１４０万１,０００円でございます。

次に、農業集落排水事業の総事業費は１１４億９,１４５万９,０００円でございま

す。処理区内人口が６,６２２人、１人当たりの事業費が、移行前で約１０６万１,

０００円でございます。浄化槽市町村整備推進事業の総事業費は５億５,４０３万

２,０００円、処理区域内人口が２,２１５人、１人当たりの事業費が約２５万円と

なっているところでございます。また、小規模集合排水処理事業及び個別排水処理

事業の総事業費は１億４,４７１万３,０００円、処理区域内人口が２１１名、１人
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当たりの事業費が約６８万６,０００円となっているところでございます。 

 次に、各会計の平成２４年度の決算につきましては、公共下水道事業特別会計歳

入１０億８７５万６,０９４円、歳出が１０億８７５万５,９７０円、繰入金のほう

が１億７,２９６万３,１５０円となっております。特定環境保全公共下水道事業特

別会計におきましては、歳入が６億１,８５３万９,２８３円、歳出が６億１,７５

０万８,９１４円、繰入金が１億７,５９４万６,５００円となっております。次に、

生活排水処理事業特別会計、これは小規模、個別、市町村整備浄化槽でございます

が、歳入が１億４４６万９,３８２円、歳出が１億４４６万８,６４８円、繰入金が

１,８８１万８,０００円となっているところでございます。また、農業集落排水事

業特別会計につきましては、歳入が４億１,２９３万８,８４１円、歳出が４億１,

２９３万８,５０９円、繰入金が２億３,８９６万４,７００円となっているところ

でございます。 

 次に、平成２６年３月現在での、各事業の一般世帯料金体制につきまして申し上

げます。公共下水道事業につきましては、菊池地区は上水道の使用料に従う従量制

と、井戸水の使用の場合の人頭制等があり、従量制の場合は、基本料金が８立米ま

では１,００８円、８立米を超えた１立米当たり２１０円で、ひと月３０立米使用

の場合は５,６２０円となっております。また、井戸水使用の人頭制の場合は、基

本料金１人を含みまして１,００８円、１人増すごとに１,０５０円となり、４名の

場合にはひと月４,１５０円となっているところでございます。また、特定環境保

全公共下水道事業及び農業集落排水事業、泗水地区、七城地区は人頭制で、基本料

金１,５００円、１人当たり５００円、４名の場合はひと月３,５００円となってお

ります。なお、６人目からは１人当たりの金額を２分の１にする地区もございます。

次に、小規模個別排水処理事業、鳳来、穴川地区は、人頭制で基本料金２,１００

円、１人当たり５２５円、４名の場合はひと月４,２００円となっているところで

ございます。浄化槽市町村整備推進事業につきましては、設置いたしました浄化槽

の人槽制によります。５人槽では月４,９２０円、７人槽では月５,８１０円、１０

人槽では月７,６１０円となっているところでございます。 

 議員がお尋ねの浄化槽の設置が進まないというところでございますが、現在、菊

池市の浄化槽区域の平成２５年３月末の水洗化率につきましては約４１.６％にな

っているところでございます。旧菊池市は、平成１５年から平成２４年までの５７

７基の設置がされておりますが、平成１９年以降の６年間の平均は、年５７.３基

で、普及がなかなか進んでいない状況でございます。普及が進まない理由といたし

ましては、集合型処理、浄化槽処理も同様でございますが、宅内の配管、トイレ等

の改修にそれなりの費用が必要となりますので、家屋等の改築や新築時に一緒に整
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備を希望されたり、高齢者の少人数世帯が多く、浄化槽の使用料は人槽制により定

額であり、少数世帯には１人当たりの負担に換算いたしますと高額が考えられ、浄

化槽設置に踏み切らないのではないかと推測しておるところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

 申しわけございません。先ほど私が申し上げました浄化槽市町村整備推進事業の

中で、１０人槽のひと月当たりの料金を７,６１０円と申し上げておりました。訂

正いたしまして、月に７,１６０円でございます。以上、訂正させていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） それでは、私のほうからの大賀議員の２番目のご質問でござい

ました、エコヴィレッジ旭周辺地域の対応についてということで、申し述べたいと

思います。 

 まず、先ほど議員が触れられましたとおり、菊池環境保全組合が計画しておりま

す新環境工場の建設に本市全域が加入することができることになったわけでござい

ますが、これは関係市町を初め、ここにいらっしゃる議員の皆様方のご協力により

実現できたものだと本当に感謝しております。また、このことが可能になりました

背景には、エコヴィレッジ旭周辺地区の皆様に、大変ご迷惑をおかけしたのにもか

かわらず、ご理解、ご協力をいただいておるということがあって初めて可能になっ

ております。このことも改めて深く感謝申し上げる次第です。 

 エコヴィレッジ旭周辺地域の皆様には、今回のみならず、とりわけ建設当時に大

変ご心労、ご迷惑をおかけしたところでございまして、そのことも私は十分今回勉

強させていただきました。市の考え方としましては、こうした気持ちを酌み取って、

建設当時に地元の環境整備に対してご支援をさせていただいておりますので、今回

の延長期間につきましても、同じような考え方をとらせていただきました。まず、

何よりも住民の皆様の安心感のために、引き続き、環境調査等をきっちりと実施し

てまいりたいと思っていますし、あわせまして、建設時と同様に、施設周辺の環境

保全等の経費に対する支援について検討させていただいております。引き続き周辺

地域の皆様方と十分意見交換、協議を行いまして、問題なく稼働延長ができるよう

に進めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 大賀慶一君。 

［登壇］ 

○５番（大賀慶一君） エコヴィレッジ旭の稼働延長につきましては、ぜひとも市長の

ほうで、地域の皆様方に対して誠意を持って取り組んでいただきたいと思っており
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ます。 

 先ほど、建設部長のほうから、各公共下水道の使用料あるいはもろもろについて

ご説明がございました。何と申しましても、非常に多額な金がかかっております。

かと思えば、旭志地区で進められております合併浄化増については、１人当たりわ

ずか２５万です。片や１人当たり１１５万、１４０万とかかっております。どうし

ても、我々としては腑に落ちないわけですね。これは、公平性という面から考えま

しても、もっともっと旭志の浄化といいますか、そのためには、やはり誠意を持っ

て市も取り組んでいただきたい。実際、本当に、見てみますと繰入金も相当ござい

ますし、合併浄化槽は言うならば優等生でございます。合併浄化槽ではなかなか完

全に浄化はできないと思っておりますけれども、旭志はその合併浄化槽で行くとい

う方針でございますので、それは仕方ないと思っておりますが、やはりこの合併浄

化槽の設置率が進まないというのは、これは明らかに金額が高い、使用料も高いし

建設費も高いということでございます。そういう面からしましても、この１人当た

りの金額として、４分の１、５分の１近くの金額しか旭志には、浄化については入

っておりません。やはりこれは、もうちょっと市としても取り組んでいただかなけ

ればいけないと思います。 

 先ほどから申しておりますように、やはり水の浄化というのは、上流部で浄化し

なければ、下流部で幾ら浄化しても上からまた汚いものが流れてくれば全く一緒で

ございます。そのためにも、ぜひとも、この旭志地区において、旭志地区に限らず、

菊池川上流においてもそうだと思いますけれども、やっぱり浄化を進めるというこ

とに対して、市ももっと考えていただければと思っております。 

 そこで一つ、先日の、先ほど言いました２月１７日の協議会の中で、一つの合併

浄化槽の設置料金といいますか、使用料の改正案というのが示されておりました。

その中で、排水事業に対して、合併浄化槽に対してこのようなことが書いてありま

した。今は人槽制といいまして、この人槽制というのは家の面積に応じて料金が決

められております。それを人頭制、人間１人頭幾らということに移行したいという

ような旨の案であったと思います。 

 菊池で４１.６％の設置率という部長の答弁でございましたけれども、今、旭志

では恐らくトータルしますと、多分３０％台だと思っております。やはり、この使

用料の高さ、設置するために多額な金も必要でございますが、このように河川の上

流部というのは、非常に高齢化も進んでいる地区でありまして、お年寄りが１人、

２人というところもあります。それが人槽制にしますと、１人でも家の面積で料金

が決まるわけですので、これはもう多額の金を払わなければなりません。今、お年

寄りの人たちの話を聞きますと、「年金から払おうでちゃやおいかん」と、いつも
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言われております。 

 そこで、この料金改正につきまして、お尋ねをいたしたいと思います。今の料金

体制は人槽制でありますので、今後、先ほど言いました改正案の中で人槽制を人頭

制にかえるということでございます。その中で、その理由としまして、人槽制から

人頭制をすることで他の事業との料金格差が軽減するということがうたわれており

ます。これは明らかに合併浄化槽が高いということでございます。これをぜひ、今

回は答弁は結構でございますので、ぜひとも、この合併浄化槽をまず人頭制にして

いただきたいと思っております。 

 次の質問に移りたいと思います。次の耕作放棄地の対策についてお伺いをいたし

ます。 

 今、我が国の農業は大きな転換期に差しかかっていると言われています。日本の

農産物の安心・安全な面を武器に、海外への展開を図っている農家もあるかと思え

ば、後継者がおらず、農業規模の縮小や離農へとかじを切る農家も多くなっており

ます。特に中山間地においては、人口の減少と従事者の高齢化が急ピッチで進んで

おります。それに伴い、耕作放棄地の拡大が危惧されております。耕作放棄地の定

義としまして、ここ１年耕作しておらず、今後も耕作の予定がないという農地だと

いうことであります。このような状況は、どんどん進んでいっていると言われてお

ります。ここ２０年間で右肩上がりに増加をしていると言われております。また、

地域において、引き受け手がないということも大きな原因だと言われております。 

 中山間地では、耕作放棄地の拡大で、それに比例しまして、鳥獣の被害も増大し

ております。耕作放棄地の拡大によって、次のような影響が危惧されると思ってお

ります。 

 一つ目に、病害虫や鳥獣被害が発生し、雑草の繁茂で用水路の管理が非常にやり

にくくなる。２番目に、地域によっては農業を担う経営者への集積の阻害原因とな

ることもあります。三つ目に、地域住民生活への悪影響として、ごみや土砂の不法

投棄、火災発生源となることもあります。四つ目に、上流地域の耕作放棄地により、

下流地域の国土保全機能の低下を招くおそれがあると。以上のようなことが考えら

れると思います。 

 本市におきましても、中山間地におきましては、耕作放棄地の増大が確実に進行

していると伺っております。今後、農業従事者の高齢化は目に見えており、本市で

は今、現状ではさほど深刻ではないと思っておりますけれども、これから１０年経

過し、団塊の世代の方が７０代後半になっていきますと、放棄地はますますふえて

いくことは目に見えております。 

 そこで、お尋ねいたします。本市における耕作放棄地の面積はどの程度ございま
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すでしょうか。 

 また、今後、耕作放棄地や耕作放棄地を食いとめる事業として、本市ではどのよ

うな取り組みを行っておられますでしょうか。 

 次に、耕作放棄地が増大するのに比例して、鳥獣の被害も増加していく傾向にあ

りますので、最近では以前はあまり見なかった鹿による被害も発生している状況で

ございます。そこで、本市における鳥獣被害の現状と、被害を最小限に食いとめる

被害対策は、どのように行われておりますでしょうか。お尋ねをいたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） おはようございます。大賀議員の質問にお答えします。 

 本市における耕作放棄地の総面積につきましては、農業委員会の耕作放棄地全体

調査によりますと、本年度が約５２ヘクタールとなっており、前年度の５４ヘクタ

ールと比較しますと、２ヘクタールの減となっております。また、耕作放棄地対策

の取り組みにつきましては、農業委員会と連携を行い、国・県の補助事業である耕

作放棄地解消事業に、本市担い手協議会が事業主体となり、これまで１１.３ヘク

タールの耕作放棄地の解消につなげ、本年度も３.２ヘクタールの解消に向けて取

り組んでいるところでございます。 

 次に、中山間地域等直接支払い制度事業による農地の保全活動に対する支援につ

きましても、引き続き実施しているところでございます。加えて、平成２６年度よ

り、熊本県に設置されます農地中間管理機構の取り組みの中におきまして、耕作放

棄地の解消に向けた対策が強化されたところでありますので、本市におきましても、

しっかり取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、本市の鳥獣による被害状況につきましては、鳥類による野菜や果樹への被

害、イノシシによる水稲、野菜及び飼料作物等の被害が主で、被害総額は平成２２

年度が１,３０９万９,０００円、平成２３年度が１,２６０万３,０００円、平成２

４年度が９８０万７,０００円となっております。 

 また、被害防止対策としましては、平成２２年度に策定しております菊池市有害

鳥獣防止計画に基づきまして、銃器やわななどによる捕獲とあわせて、イノシシ等

の侵入防止対策などにも取り組んでいるところでございます。銃器及びわなによる

有害鳥獣捕獲につきましては、本市の有害鳥獣捕獲協議会に委託を行い、過去の被

害状況を参考に、被害が発生する前に捕獲を行う予察捕獲を実施し、被害を未然に

防ぐように取り組んでいるところでございます。また、イノシシ等の侵入防止対策

につきましては、以前より地域で実施されております、単価も比較的安価で、また、

取り外しても移動が可能で有効な対策ということでありますので、平成２０年度か
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ら助成制度を創設し、市単独事業として電気牧柵の設置に対する補助を実施し、被

害防止に現在努めているところでございます。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 大賀慶一君。 

［登壇］ 

○５番（大賀慶一君） 本市では、おおむね近年においては、被害はあまり増大をいた

しておりません。しかし、今後また、これは状況が変わればまた変わってきますの

で、しっかり取り組んでいただきたいと思います。 

 次に、農業委員会にちょっとお尋ねをいたしたいと思います。農地権利取得の下

限面積についてお尋ねをいたします。 

 本市では、旧菊池市の山間地におきまして、特区として、権利取得下限面積が２

０アールだと伺っております。耕作放棄地をいかに解消するかという問題は、先ほ

どから述べておりますように、農業従事者の高齢化や人口の減少により、大変難し

くなってくる一方でございます。そこで、山間地域でわずかでも放棄地を減少する

ために、私は一つの方法として、権利取得下限面積を、耕作放棄地において下限を

２０アールから１０アールにしたらどうかという提案をいたしたいと思います。そ

のことにより、中山間地での農業新規就農者が参入しやすくなる面もありますし、

今は田舎暮らしを望む人たちが大変多いと伺っております。１０アールにすること

によりまして、購入もしやすくなるし、わずかでも、地域外の人が入ってきて農地

を耕していただければ、少しでも解消するんじゃないかと思っております。 

 その権利取得下限面積を１０アールに引き下げることについて、農業委員会とし

てはどのように考えられておりますでしょうか。ちなみに、隣の山鹿市では、二、

三年ほど前から１０アールに変えたというお話でございました。そういうことが、

内容がわかりましたらお示しを願いたいと思います。 

 次に、有害鳥獣の捕獲事業についてお尋ねいたします。最近では、全国的にも狩

猟する方が大変減少していると聞いております。そのことにより、駆除が追いつか

ず、被害が増大していると言われております。 

 そこでお尋ねでございますが、本市では何名ぐらいの方が駆除隊員として活躍し

ておられるのか。次に、駆除に対する本市の報奨金についてお尋ねいたします。最

近における駆除の報奨金と捕獲数について、詳しくお示しを願いたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 農業委員会事務局長、松永隆則君。 

［登壇］ 

○農業委員会事務局長（松永隆則君） おはようございます。大賀議員の再質問のうち

の権利取得の下限面積について、答弁をいたします。 
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 農地法により農地の権利取得の要件は、北海道を除いて５０アール以上の農地を

耕作する農業者であることが明記されています。旧菊池市地域においては、耕作放

棄地対策、農業の参入緩和を目的として、平成１５年度より特区を設け、下限面積

を２０アールとしてきました。平成２１年度の農地法改正により、下限面積は自治

体で決定できるようになりましたが、本市においては、平均耕作面積をもとに認定

農業者と協議を経て、旧菊池市地区は２０アール、七城、旭志、泗水地区は従来ど

おり５０アールの下限面積となっております。これは、農業に参入しやすくなる一

方で、大規模な農地を必要とする酪農家や、米麦を初めとする野菜農家など、認定

農業者の農地集積と振興を図ることに起因するものでございます。 

 山鹿市の状況は、集落内や集落付近の農振農用地、区域外の農地のみ下限面積１

０アールに変更されて、そこに就農した新規就農者は、ほとんどの方が定年退職の

方々ということでございました。一方、菊池市の新規参入者の状況は、青年就農給

付金が始まった昨年からことし２月までに１１名の方が就農され、活躍をされてお

りますが、そのほとんどが２０アール以上の農地を希望されています。 

 このような状況を踏まえますと、現時点では現行の２０アールのままがよいかと

思います。今後も積極的に新規就農者からの相談に応じるとともに、新規就農者の

増加を促す支援として、新規就農者にも貸していただける農地の掘り起こしと、使

っていない農機具等のあっせん、リース等も必要と考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 再質問にお答えします。 

 本市の有害鳥獣捕獲協議会の隊員数の推移につきましては、平成２２年度が７１

名、平成２３年度が７０名、平成２４年度が６２名、平成２５年度が６１名と、

年々減少をいたしております。 

 報奨金につきましては、捕獲した対象鳥獣ごとに、鹿１頭に８,０００円、イノ

シシ１頭に５,０００円、カラス１羽に１,０００円、ドバト１羽に１,０００円、

野犬１頭に５,０００円、猿１頭に３万円を交付いたしております。また、年度別

捕獲頭数につきましては、平成２２年度がイノシシ９５頭、カラス・ドバトが１９

１羽、野犬が１１頭で、平成２３年度は鹿が２頭、イノシシが９９頭、カラス・ド

バトが２６９羽、野犬が１４頭となっており、平成２４年度は鹿が１頭、イノシシ

が１０３頭、カラス・ドバトが１５６羽、野犬が９頭で、平成２５年度は１０月末

現在で、鹿が６頭、イノシシが１００頭、カラス・ドバトが２５９羽、野犬が４頭

となっております。 



 －247－

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 大賀慶一君。 

［登壇］ 

○５番（大賀慶一君） 鹿の被害も、鹿の駆除というのもでてきておるようでございま

す。私たちは一昨年でしたか、高知県の香美市に鳥獣被害の状況について、研修し

にまいりました。香美市では被害が１億円台の被害でございまして、しかし、それ

が何でそうなるのかというと、狩猟する人が本当に少ないということで、市の職員

の方に狩猟免許を取っていただいているというような状況を聞いてまいりました。

そこで、駆除隊員の報奨につきましては、犬も飼わなんし、銃も金が要るしと、少

しでも引き上げてくれないかというようなお話も伺いました。そのことについて、

ちょっとご答弁をいただきたいと思います。 

 次に、農業従事者の高齢化、あるいはまた後継者不足により、担い手の空白地帯

が出てくる事業に対して、担い手空白解消事業というのが開設されておりますが、

そのことについてもちょっとお示しをいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 再々質問にお答えします。 

 本市有害捕獲協議会の隊員数につきましては年々減少しており、隊員の平均年齢

も６６歳と高齢化が進んでおり、今後、隊員確保が課題となってきております。 

 なお、報奨金の増額ということでございます。報奨金につきましては、近隣市町

村等の状況を踏まえまして、平成２３年にイノシシ及び野犬を４,０００円から５,

０００円に、平成２５年にカラス・ドバトを５００円から１,０００円に改定をし

ております。また、平成２５年度からは、国の鳥獣被害防止緊急捕獲対策事業に取

り組み、イノシシ１頭８,０００円、カラス１羽２００円が別途交付されておりま

すので、現在のところは増額については考えておりませんが、今後とも状況に応じ

た協議、検討を行いたいと考えております。 

 次に、担い手空白地域解消支援事業につきましては、農業者の高齢化や、後継者

がおられないなどの担い手不足が懸念される地域を対象としまして、集落の方々が

今後の集落における農業のあり方や問題点の解決策などについて話し合うことによ

り、農地や農機具を効率的に利用した低コスト生産や、安定的な営農を行う新たな

営農組織の立ち上げに向け、県及び市、ＪＡが連携して支援していく県単独の補助

事業でございます。 

 具体的には、営農組織の立ち上げに向けた準備委員会等を設置し、県、市、ＪＡ

が加わった集落内での話し合いや、農家の意向調査、現状把握と分析、先進市の視
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察研修などを行っております。本市におきましては、平成２４年度に３地区、本年

度は１地区で事業に取り組んでおり、これまでに集落ビジョン作成や、集落営農組

織の設立の前段として、機械利用組合等も立ち上げられた地区もございます。今後

も引き続き、県やＪＡと連携し、事業に取り組みながら営農組織化を進めてまいり

たいと考えているところでございます。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 大賀慶一君。 

［登壇］ 

○５番（大賀慶一君） よろしくご配慮をお願いしたいと思います。 

 次の質問に移りたいと思います。施政方針について、お伺いをいたしたいと思い

ます。 

 市長は、施政方針の中で、重点プログラムとして儲かる農業プロジェクトを第１

点目に掲げられております。市長の、本市の基幹産業である農業への並々ならぬ思

いは十分伝わってまいります。今、日本の農業は高齢化や後継者不足で、あるいは

また、ＴＰＰなどの問題で、非常に大きな壁に突き当たっておると言われておりま

す。そこで、グローバル化する世界の農業を見据えたときに、インターネットを利

用した農産物の通販サイトを活用することは有効な手段の一つでもあります。 

 しかし、私は、本市の農業にどれほどの影響力を与えられるのだろうかと危惧す

る面もございます。そのような面からひとつ質問をいたしたいと思います。時間も

ございませんので、かいつまんで質問いたしたいと思います。 

 このことにつきましては、立ち上げに関しましては東議員のほうから、またある

いは他の議員さんからも質問があっていると思いますので、私はインターネットシ

ョップの今後考えられている、１点目を省きまして、２点についてお伺いをいたし

たいと思います。 

 まず今後、市は、今年度２,２５０万円の予算を計上されております。今後、事

業が軌道に乗るまでには、市としても、予算面や人材面で支援を行っていかなけれ

ばなりませんけれども、どの程度の期間を見込んでいらっしゃるのでしょうか。 

 また、次に、今日では大小さまざまなネットの販売業者がございますが、どの程

度の採算性があるとお考えでしょうか。 

 次に、この事業を進めていく過程において、事業運営主体はどのように決まって

いるのでしょうか。 

 次に、本市の農業にも大規模農家、小規模農家、生産物によっても相当違ってお

りますが、どのような農家をターゲットといいますか、インターネットの販売に参

入できる農家の要件について、以上についてお尋ねをいたしたいと思います。 
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○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ただいまの大賀議員のご質問にお答えします。 

 まず、最初のご質問が、軌道に乗るまでの年数の見通し、それから、採算の見通

し、それから、事業運営主体の件、対象農家の件であるかと思います。 

 まず、大体何年間で軌道化を見込んでいるかということでございますが、これは

これからやる事業なので、必ずしもまだきっちりと確定することは難しいんですが、

この間にいろいろな基礎調査を専門家を使ってやりまして、大体、通販事業では、

軌道に乗るためには一般的には５年から１０年ぐらいの期間が必要であると言われ

ているようでございます。当然ながら、私どもとしては、なるべく早い時期にこの

安定的な事業運営になるように努力していきたいというふうには、考えているとこ

ろです。 

 それで、商品販売の採算性、あるいは成算性といいましょうか、勝算ということ

でお話をさせていただきますと、ある意味、今はネット社会でございますので、大

変、有象無象、たくさんのこの種のネットショップが出ては消えというところが実

情であろうかと思います。そういう中で勝ち残っていかねばなりませんので、かな

りきっちりとした戦略が必要であろうというふうに思っております。この調査の過

程ではっきりしてきましたのは、一つは菊池市の扱うものはよいと思うんですね。

ですから、残りの課題としては、たくさんある中でどうやって差別化を図っていく

かと。対面販売ではございませんので、とりわけ重要になるのが、イメージの訴求

ということになってこようかと思います。それから、固定客をどれだけつなぎとめ

られるかということも、同じように重要な問題だと思います。イメージという意味

では、私どももこのことを非常に重視しておりまして、日本有数の渓谷である菊池

渓谷の持つ透明感のある豊かな水資源のイメージ、それから菊池の自然環境、こう

したことを、実は観光のホームページを今これと並行して見直しをやっております

ので、こうしたものとのリンクを持たせることで、食と自然環境というのを一体化

したようなイメージの訴求をしていきたいというふうに思っております。 

 それから、固定客のところですが、実は一つのアイデアとして、先般、ソチオリ

ンピックで菊池一族ということで、思わぬつながりで非常に盛り上がったところで

ございますけれども、この菊池さんという方が全国に一説では１３万から２０万近

くいらっしゃる。これは実はマーケットとして物すごく大きいんですね。しかも、

菊池さんということで、菊池市に対するこの潜在的なノスタルジアがありますから、

ご先祖の地の農産物、しかも、これが非常に清らかなイメージで、健康・安全とい

うイメージが重なりますと、非常にここはマーケットとして有力であると。これは、
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一つの氏をもって、こうやってマーケティングの対象にできるというのは、ほかに

ない利点だと思うんですね。ですから、これを活用してもらいたいというふうに考

えております。 

 それから、事業主体の件でございますけれど、事業主体については、今まさにコ

ンサル業者を加えながら、各物産館とも連携を図りながら協議を進めているところ

でございます。 

 それから、対象農家につきましても、大規模農家だけではなくて、高齢世帯農家

や小規模農家においても、この菊池基準が利用しやすいような仕組みづくりを考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 大賀慶一君。 

［登壇］ 

○５番（大賀慶一君） ありがとうございました。大成功を、私たちも協力しながら見

守っていきたいと思います。 

 最後に、要望でございますけれども、私は１２月議会でふるさと納税についてお

尋ねをいたしました。その中で、菊池ファンをふやすということは、これはこのイ

ンターネット販売についても全く同じだと思いますので、そういうふるさと納税も

並行しながら、ぜひ進めていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。終わります。 

○議長（山瀬義也君） ここで、１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１１時００分 

開議 午前１１時０７分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、坂本昭信君。 

［登壇］ 

○１６番（坂本昭信君） それでは、質問に行かせていただきます。 

 通告に従いましていたしますけれども、その前に、２４年度の農業の現状を皆さ

んにお知らせしたいと思います。これはあくまでもＪＡに出荷した金額と、それと、

第三セクターの第１次産品の売上高でございます。菊池中央支所関係が、米が３億

６,６００万円程度でございます。そして、七城が２億５,８００万円、旭志が９,

９００万円、泗水が１億４,８００万円になっております。 

 それと、麦が、菊池中央支所が２,８００万円、七城が１,２００万円、旭志が２
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００万円、泗水が８００万円。 

 穀物が、菊池中央支所が２００万円、七城中央支所が５００万円、旭志が１０万

円ちょっとぐらい、それと泗水が１,０００万円でございます。 

 それと青果物が、菊池中央支所が１０億７,４００万円、七城中央支所が３２億

２,０００万円、旭志が１億５００万円でございます。泗水が１億３,４００万円。 

 それと特産物になりますと、菊池中央支所が１億８,７００万円、七城はござい

ませんで、旭志が２,２００万円、泗水はありません。 

 樹芸が、菊池中央支所が４００万円、七城はございませんで、旭志が２００万円、

泗水が５００万円ですね。 

 花が、菊池が２億５,２００万円、七城が１億４,１００万円でございます。旭志

と泗水はございません。 

 果樹が、菊池が１億円、七城が１００万円、旭志が１００万円、泗水も１００万

円でございます。 

 その中で、青果物と特産品が前年よりも少し売り上げが落ちているみたいでござ

います。 

 それと、畜産物が、これは牛乳も含んでおりますけれども、１７８億１,４００

万円だということでございます。これが生産費はまだ引いてありませんので、あく

までも総売り上げでございますので、こういうふうになっておりまして、今、第三

セクターの総売り上げが、さっき言った青果物に特産品、柿、果樹でございまして、

三セクの総売り上げが７億２,８００万円でございます。両方合わせまして２１９

億３,６００万円、私が調べたところでは１年の売り上げがこのようになっており

ます。これをもとに、今から一般質問するわけでございますけれども、儲かる農業

という質問でございましたので、私はこの調査をしていったわけでございます。 

 それで、最初に儲かる農業について質問でございますけれど、１番目にブランド

推進についてでございます。これは福村前市長の中ほどからブランド推進課ができ

まして、それがどのようになっているかお尋ねいたします。 

 ２番目、ネットショップの内容を具体的にとしていますけれども、皆さんいろい

ろ大分聞かれましたので、これはカットしたいと思います。 

 それから、３番目、担い手空白地帯の解消支援事業を具体的にお尋ねいたします。 

 それと４番目、営農組織化の結果はどうなったか。特に、中山間地の営農組織化

問題も大変あると思いますので。 

 以上４点、最初の質問といたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 
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○経済部長（平野國臣君） 坂本議員の質問にお答えします。 

 ブランド推進につきましては、平成２２年度より菊池ブランドの確立に向けて、

首都圏、関西エリア、福岡都市圏を主に、市場調査や情報収集を初め、本市の農産

物の販路拡大とＰＲ活動を行ってきたところでございます。菊池ならではの潜在的

な観光資源や、食材などを活用し、本市の価値を向上させ、認知させることで、県

内外からのお客様が繰り返し訪れたくなるような魅力ある菊池市を目指し取り組ん

でいるところでございます。本市の知名度アップのために、テレビ、ラジオ、情報

誌などのメディアを活用した情報発信や、福岡市の老舗百貨店博多大丸において、

本市の農産物及び加工品等の販売と観光ＰＲも行っております。また、豊かな水資

源を生かした本市の農産物の販路促進のためのＰＲの戦略としまして、菊池渓谷天

然水の製造などにも取り組んできたところでございます。 

 県外での本市農産物の販路拡大事業の取り組みにつきましては、昨年９月から１

１月の３カ月間、ＫＫＲホテル博多の日本料理店「萌木」での本市農産物を使用し

た会席御膳の提供や、１０月には福岡市役所広場での物産ＰＲ販売展の開催をし、

好評を得たところでございます。特に、本市農産物の豊富な時期の１０月に、博多

大丸において７日間連続で開催いたしました物産展では、毎日１,０００人を超え

る来場者があり、産地直送が大変好評でありまして、売り上げも４５０万程度上が

っており、多くの菊池ファンの獲得につながったものではないかと捉えております。 

 次に、担い手空白解消地域支援事業につきましては、先ほどの大賀議員のご質問

にお答えしました内容と重複をいたしますが、農業の担い手不足が懸念される地域

を対象として、集落の方々が集落における農業のあり方や問題点の解決策などにつ

いて話し合い、農地や農機具を効率的に利用した低コスト生産であったり、安定的

な営農を行う新たな営農組織の立ち上げなどに向けて、県及び市、ＪＡとが連携し

て、支援していく県の単独事業でございます。 

 具体的には、営農組織の立ち上げに向けた準備委員会等を設置し、集落内での話

し合い活動や、農家の意識調査等を実施することにより、現状を把握、分析したり、

先進的な取り組みを行っている集落や組織の視察研修を行うなどして、集落に合っ

た将来像を検討、将来ビジョンを策定していくこととしております。本市におきま

しては、平成２４年度に３地区、本年度は１地区が事業に取り組まれ、これまでビ

ジョンの作成や、集落営農組織の設立の前段として機械利用組合等を立ち上げられ

た集落もございます。 

 次に、営農組織化の進捗状況についてでございますが、農地利用合理化や、機

械・施設の共同利用、また、共同作業により農業生産コストの低減を図るなど、効

率的な生産体制の確立と、集落内にある農地の有効利用や維持保全を行うことによ
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り、集落活性化を目的とする集落営農組織につきましては、総合計画後期基本計画

の中で、集落営農組織数の目標値を３１組織と設定しておりますが、現在、市内３

３の集落におきまして集落営農が組織化され、活動をされている状況でございます。

３３の組織の内訳としましては、菊池地区が９組織、七城地区が８組織、旭志地区

が６組織、泗水地区が１０組織となっており、菊池地区の１組織については法人化

がされている状況にあります。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 坂本昭信君。 

［登壇］ 

○１６番（坂本昭信君） やはり、私たち農業者にとりましては、水を守り、伝統を守

り、自然を守り、多面的効果を果たしながら、都会の方々にもどれだけかは貢献し

ているところもあろうかと思うわけでございます。その中にありまして、さっきお

っしゃったように、中山間地の農家のあり方と申しますか、そのことを考えてみま

すときに、やはり中山間地が一番水には関係しているわけでございまして、要する

に、先ほど大賀議員もおっしゃいまして、その前に、中山議員がキクイモの販売は

どうだとそのようなこともおっしゃっていましたが、やり方次第では、農家の方々

も老人でもできるような仕事があるわけでございます。中山君の言葉をかりますと、

キクイモあたりはつくっておけばいいんですね。背丈が２メートルぐらいになりま

すので少々草ができても十分でございまして、ただ取り上げるだけでいいような感

じでございます。私もあそこに少しだけつくっているわけでございますけれども、

やはりキクイモあたりになると糖尿病にいいとか何とかいろいろ話は聞きますけれ

ども、そういうやつでもつくりながら、少しでも畑が荒れないように、少しでも収

入が得られるような感じでやってみたらいいんじゃないかなと思うわけでございま

す。そのようなことを考えているわけでございます。 

 また、さっきのブランド推進の件でございますけれども、農家への啓発と周知の

徹底とか、そういうことも、これはネットショップにも絡むことでございますけれ

ども、農家への周知の徹底を、今、広報でほとんど載っていきますけれども、たま

に年に一、二回ぐらいは部落座談会とか校区座談会とか、そういうやつを開いて徹

底していく必要があるんじゃないかなと思うわけでございます。広報、広報とおっ

しゃいますけれども、広報を見ている方々がかなり少ないわけでございまして、ほ

とんどの方がごみ箱直行というような、失礼な言い方でございますけれども、その

ようなことが起きているのが現実でございます。回覧でもそうでございます。「私

はこんなのは見らんけん、もう隣さんやっとって」と持っていくと、隣さん持って

いかやん、順番を間違ってという、そのような現状もございます。これが本当でご
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ざいますので、やはり徹底した啓発と周知を図っていただきたいと、このように思

うわけでございます。 

 また、ネット販売も結構でございますけれども、地産地消による消費拡大、この

ようなことも考えたほう、これは前から言われているわけでございますけれども、

先日ある人に会いまして、「私は土産に旭志の肉と七城の米を持っていきます。旭

志の肉はどこで買うとですか」というような言葉も聞きました。そういうようなと

きに、「道の駅にもありますよ。ＪＡにもありますよ」と言いますけれども、買う

場所が少ないというわけですね。わざわざ買いにいって、持っていかないかんとい

うようなこともございます。やはり、そのような販売場所の拡大も必要じゃないか

なと思うわけでございます。 

 このようなことを考えるときに、やはり地についた地産地消であり、口コミによ

る宣伝消費拡大といいますか、七城の米はおいしい、旭志の牛肉はおいしいという

ようなですね。特に、えこめ牛というと、かなり名が広まっておりまして、先日私

も、二、三人の方にそのえこめ牛を送ったわけでございますけれども、やはりこう

いう肉は初めて見ましたというような方々が非常に多いわけでございます。これを

もとにして、口コミで、菊池市にはこういうおいしい肉があるんだということを、

やはりみんなで少し広げていっていったらいいんじゃないかなと思うわけでござい

ます。畜産農家の方々もいらっしゃいますし、さっき申しましたように、１７０億

円もの売り上げがあっておるわけでございますので、そういうことを考えるときに、

いかに上手に売っていくかということも考えなければいけないことではないかと思

います。 

 そこで、お尋ねですけれども、あまり難しい問題ではございません。さっき申し

ました部落座談会とか校区座談会、このようなことが徹底することができるか、で

きないかお尋ねいたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 再質問にお答えします。 

 先ほど、ブランド推進について１回目でご答弁をさせていただきました。そうい

ったことで、ブランド推進課におきましては、特に、本市の豊かな自然環境の中で

生産された農産物の販路拡大とか農産物のブランド化ということを目的に、現在、

事業に取り組んでおります。特に、それを生産されますのは農家の方でございます

ので、今、坂本議員が言われましたように、農家の方との直接のつながりは大変重

要なものであるというふうに考えております。そういったことで、本年度におきま

しても、生産者と消費者が直接交流できるイベントとか、そういったものも計画し
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ておりますので、そういったことも含めまして、座談会をしたらということでござ

いますが、そういったことについては、今後、検討させていただきたいと思います。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 今、坂本議員のほうから集落座談会はどうかというご提案をい

ただきまして、前向きに考えてみたいと思います。特に、私なんかも素人ながら、

いろいろ東海大学の先生なんかとお話しているうちに、キクイモとか、こういった

ものは非常に特色が出せる商品ではないかとか思っていたわけですが、今お聞きし

ますと、ある意味、放っておいてもよいような農産物であるとか、中山間地への適

性も考えられるということで、恐らく、今、キクイモが例に出ましたけれども、こ

ういったふうな、ちょっとみんなで意見交換してみると、いろんなアイデアが、あ

るいは見落としているようなことが出てくるんではないかというふうに思います。

特に、来年度からは県のご協力も得て、少し農業の技術者、こうした方を菊池市役

所にもお迎えしようと今しておるところでございますので、そういったことを生か

しながら、非常にカジュアルな感じで、そういう座談会みたいなことを少し考えて

みたいというふうに今思ったところでございました。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 坂本昭信君。 

［登壇］ 

○１６番（坂本昭信君） それでは、次の質問に移ります。 

 子育て支援について、１２月議会に続き質問いたします。１２月議会で新制度に

移行するということでございました。その新制度に移行するに当たり、基本的な考

えと申しますか、どういう方法でどんなことをやるというようなことにつきまして、

子育てニーズ調査をやっているということでございました。このことを受けて、基

本的な考えと、子育てニーズ調査の結果、それをお尋ねいたします。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） お答えします。 

 平成２７年度から本格試行される予定の子ども・子育て支援制度の概要につきま

しては、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもと

に、幼児期の学校教育、保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進すること

を趣旨としております。 

 現在までの国及び県からの情報による主な改正点は、１点目、認定こども園、幼
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稚園、保育所を通じた共通の給付である施設型給付及び小規模保育、家庭的保育等

への給付である地域型保育給付の創設であります。これまで、幼稚園、保育所に対

する財政措置は、学校教育の体系、福祉の体系として別々になされてきましたが、

施設型給付を創設し、財政支援を一本化することとしております。市の主な業務は、

認可施設、事業に対し施設等の利用定員を定めるなどの確認を行い、給付を実施す

ることとなっております。 

 次に２点目ですが、認定こども園制度の改善であります。今回の制度改正により

まして、学校及び児童福祉施設の両方の法的位置づけを持つ単一の認可施設とし、

認可や指導・監督等を一本化することなどにより、二重行政の課題などを解消する

ものであります。 

 ３点目は、地域の子ども・子育て支援の充実であります。全ての家庭を対象に、

地域のニーズに応じた多様な子育て支援を充実させるため事業計画を策定し、保護

者が地域の教育、保育、子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、情報提供、助

言等を行う利用者支援や、子育ての相談や、親子同士の交流ができる地域子育て支

援拠点、一時預かり、放課後児童クラブなど、市が行う事業を地域子ども・子育て

支援事業として法律上に位置づけ、財政支援を強化して、その拡充を図ることとし

ております。 

 次に、子ども・子育て支援事業計画を策定する際に必要となりますニーズ調査の

集計結果を報告させていただきます。本調査は、本市に住民登録があります就学前

の児童がいる全世帯２,０８９世帯に対しまして無記名による調査を実施いたしま

した。そのうち８２３名の回答がなされ、回収率は３９.４％となっております。

主な設問と回答状況等につきましては、平日の教育・保育の事業として希望する事

業は、認可保育所７４.５％、幼稚園２９.３％、認定こども園１５.４％、幼稚園

の預かり保育１４.８％などとなっております。地域子育て支援拠点事業の今後の

利用希望につきましては、新たに利用したり、利用日数をふやしたいとは思わない

という現状維持的な考えの方が６１.２％を占めております。病児・病後児保育事

業の利用希望につきましては、６８.１％の人が利用したいとは思わないという回

答結果でございましたが、できれば利用したいという方も３０％の回答がなされて

おります。放課後児童クラブの利用希望につきましては、小学校低学年の間は２８.

６％、高学年は１０.６％が利用を希望しているという結果でした。最後になりま

したが、本市が子育てしやすいまちかどうか尋ねましたところ、子育てしやすいと

感じる及びどちらかと言えば子育てしやすいと感じる方は合わせて６９.９％とな

っております。 

 以上、お答えいたします。 
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○議長（山瀬義也君） 坂本昭信君。 

［登壇］ 

○１６番（坂本昭信君） 要するに、新制度は、待機児童の解消とあわせて、地域支援

の充実ということだと私は思いましたけれども、実に、考えてみると、やはり今、

一番私が思うのは、その地域に一番合った子育てであってほしいと思うわけですね。

総合的な子育て支援でなく、一人一人を大事に、そのための施策、こういうのが必

要じゃないかなと思うわけでございます。やはり総合的支援、今、菊池には待機児

童はいらっしゃらないと思いますけれども、この点はクリアしていると思いますの

で、地域子育て支援事業が地域に合った子育て支援であってほしいと願うわけでご

ざいます。やはり、菊池には菊池の子育てのニーズが、調査結果にも出ていますけ

れども、これで満足というような人が７０％近くでございますけれども、やはりそ

の残った３０％の方々の意見が、子どもたちがどうなっているかということも考え

ないと、ただそれでいいんだということではございませんで、幅広い感じで、７

０％が満足、やや満足ということでございますけれども、あとの３０％はどのよう

な人がどんな思いを持っているのかなと思うわけでございまして、そのようなこと

を、やはりかゆいところに手の届くような子ども・子育て支援であってほしいと思

うわけでございます。 

 その前に、私もちょっと一口言いたいと思いますけれども、やがてさつきの空に

こいのぼりが上がるシーズンになってまいりましたが、実に、地域でこいのぼりを

見るのが珍しいくらいな感じになってまいりました。その子たちが２０代、働き盛

りになった４０代、３０代、そのころはどんな時代だろうと思ったときに、何か背

筋がぞっとするような感じがするわけでございます。働き手は少なく、労働力は減

るし、国の借金はかなり払わないかんし、税金も払わないかん。そうなってくると、

やはり人数が多いほど楽でございますけれども、だんだん少なくなってくると、わ

あ、嫌な時代に生まれてきたんだなと思うようなことじゃないかなと、年寄りの要

らん世話でございますけれども、そのようなことを感じるわけでございます。そう

いうことも考えながら、今から手段的、そのようにならないようにどうしたらいい

か、今から結婚して子ども産んでくれ、そして子どもをふやしてくれと言いまして

も、それが１０年、２０年ぐらいかかるわけですね。そうなると、今の子どもたち

はもう成人して、貴重な労働力になっていくわけでございますけれども、そのよう

なことを考えるときに、今やっぱり菊池市で何をすべきかということをじっくり考

えて、行ったほうがいいんじゃないかなと思うわけでございます。 

 特に、私が思うに、子育てに限りましては、やはり女性の力がほとんど、と申し

ましても、今は育児ママとかパパとかありますけれども、そのようなことも必要で
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ございますが、やはり女性の繊細な神経で子どもたちは大きくなっていくんじゃな

いかなと思うわけでございます。その中にあって、子育て支援課、今、女性の方が

何人おられるかわかりませんけれども、そんな方法でですね。年老いた職員の方々

が子育て支援課にいてくれたら相談も早いだろうし、経験も積んでいるから、それ

はまことに喜ばしいことだと思います。そのようなことを考えながら、私も職員人

事権に出しゃばることはできませんけれども、そのようなことも考えながら行って

いただきたいと思うわけでございます。 

 そのようなことに対しまして、高齢化が進む中にあって、菊池的子育てと申しま

すか、どのような感じでおられるかお尋ねしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） お答えします。新制度では、基礎自治体であります市

町村が実施主体となり、地域における幼児教育、保育、及び子育て支援についての

需要を把握し、その需要に対する子ども・子育て支援の提供体制の確保などを内容

とする子ども・子育て支援事業計画を策定し、計画に基づいて施設型給付等の給付

や、地域子ども・子育て支援事業を計画的に実施することとしております。本市の

事業計画の策定につきましては、平成２６年度におきまして、地域住民の声を広く

聴取するため、本議会に提案しております菊池市子ども・子育て会議の中で、調

査・審議を行い、関係市町村間の調整、県との協議、調整を経て策定する予定であ

ります。ニーズ調査の結果につきましては、最大限尊重しつつ、本市の子育て支援

策につきまして検討を行い、策定する予定であります。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 坂本昭信君。 

［登壇］ 

○１６番（坂本昭信君） ありがとうございました。 

 それでは、最後の質問、桜の里事業についてお尋ねをいたします。 

 施政方針の中で、市長は菊池を日本一の桜の里にするというようなことでござい

ますが、それは具体的に、もう河川の場所もいろいろ決まっているようでございま

すが、私はこの菊池が、さっき大賀議員もおっしゃいましたけれども、川上と申し

ますか、そこが源でございまして、やはり源から始まった桜は、水がたまるように、

全市満開の桜が咲くようにならなければいけないと思います。このようなことを聞

いたときに、今いろいろ問題がありまして、畜舎の悪臭とか、いろいろ上がってい

ますけれども、その畜舎の周囲にも日陰をつくる、防風垣にもなるような桜を畜舎

の周囲ならばあまり邪魔するところもございませんし、そのようなところに５本な



 －259－

り１０本なり植えて、回って「あそこはきれいばい。畜舎はあるばってん、きれい

ばい」と言われるような感じでですね。やっぱり、みんなが喜ぶようなことと思い

ますので、そのようなことについて、各家庭に桜の苗木の配布と申しますか、その

ようなことはできないかと思うわけでございますが、その点についてお尋ねいたし

ます。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 桜の植樹に関するご質問でございました。特に、今ご質問の向

きは、河川だけではなく、各地域の家庭まで普及させてはどうかというご趣旨のご

質問かと思います。 

 おかげさまで、この日本一の桜の里事業に対する広い市民のご理解をいただいて

いまして、今、大変機運が盛り上がっているところかと思います。個人のうちへの

桜ということについては、実は、一般的に、桜というのが庭木に適さないというふ

うに言われておりまして、一つには成長が非常に早くて、高さよりも横に広がる性

質を持っているもんですからなかなか、庭全体を占有してしまうとか、それから、

成長が早いのに加えて、根っこが浅いところに急速に成長していくということで、

よく庭を荒らすとかいうふうな言い方をしまして、特に、かつての木造家屋の時代

には多少住宅にも影響していたとかいうことを聞いております。 

 そういうことを懸念することに加えて、大元のところの考え方としては、おっし

ゃるとおり、ぜひ一人一人の市民の皆様が自分の問題としてこれに取り組んで、ま

ちづくりにつなげていくということが基本だと思っております。最初の取りかかり

につきましては、これはやはり力水というのはどうしても必要だと思いますので、

かなりの部分を市のほうでご提供しながら、河川等の公共的な空間を中心にふやし

ていこうと、こういうふうに考えております。 

 引き続き、そういったふうな市としてご提供できる分はある程度は続けていこう

とは思いますが、一般家庭、１万８,０００所帯ございますけれども、趣旨として

はそのもらった桜を植えてそれで終わりということではないもんですから、むしろ、

市民の問題として捉えていただいて、市民みずからの発意で自分の住環境をこうし

たいんだというふうにやっていただく。そのことが実は、永続的な取り組みにつな

がるもんですから、ぜひその方向でご理解をいただきたいというふうに考えておる

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 坂本昭信君。 

［登壇］ 
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○１６番（坂本昭信君） 実は、私のところの四季の里でございますけれども、あそこ

は平成１０年に桜の植樹を第１回目に終わったわけでございます。第２回目が平成

１３年ですね。それはどうやってやったかと言うと、宝くじ基金から桜の苗木をも

らったわけでございまして、そのようなことで、桜の苗木は手に入るんじゃないか

なと思うわけでございます。 

 近年には、高森町の峠、あそこは毎年五、六百本ずつ宝くじ基金で桜の苗木をも

らっているわけでございますね。そのようなことで、市の財源を必要としなくても、

そういう有効な、補助金とか、そういうやつを利用すれば、結構桜の苗木は手に入

るんじゃないかなと思うわけでございます。 

 それと、一般家庭全般じゃなくて、希望者だけでもいいと思うんですよ。必ず１

戸１本植えなさいじゃなくて、空き地があったら植えたり、自分の牛舎の横には植

えても、かなりさわりが少ないじゃないかなということを考えた人が植えればいい

ことであって、誰も彼もみんな植えるっていうわけではございません。そのような

ことをして、みんなでやろうじゃないかという機運を盛り上げたいと思います。こ

のようなことで、そういう事業があることをお知らせいたしまして、私の一般質問

を終わりたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（山瀬義也君） ここで、暫時休憩します。 

 午後の会議は１時から開きます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１１時４８分 

開議 午後 零時５８分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、森清孝君。 

［登壇］ 

○１１番（森 清孝君） こんにちは。１１番の森清孝でございます。 

 本定例会では、本市の減少する人口、縮小する経済について、どんな対策をとる

のかという質問が多くの議員から出されています。全国共通の課題でもあり、解決

策は簡単なものではありませんけれども、一つのデータが方向性を示すヒントにな

りはしないかと思います。それは、先般示されました新市建設計画変更案の中の、

本市における就業人口の推移という１枚のグラフであります。国勢調査に基づくそ

のデータには、平成１２年、西暦２０００年でありますけれども、それを基準値と

して、１次産業５,４３０人、２次産業７,６９０人、３次産業１万３,２９０人と
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いう数字があります。１０年後の予測として、平成２２年、２０１０年であります

けれども、１次産業、農林業でありますが４,０００人、製造業の２次産業８,５２

０人、サービス業１万３,５８０人という数字があります。これは、平成１２年当

時に１０年後を予測した数字でございました。平成２２年が過ぎまして、その実際

値はといいますと、農林業４,５９０人、製造業２次産業６,３５５人、３次産業１

万３,１９０人という数字でございました。実際値で比較しますと、１０年間で、

農林業者はマイナス８４０人、製造業関係マイナス１,３３５人、サービス業マイ

ナス１００人となります。予測値と比べますと、農林業で５９０人のプラス、製造

業２,１６５人のマイナス、サービス業２００人のプラスとなっています。１０年

間の本市の経済の動向をこの数字は如実に裏打ちするものではないかというふうに

考えます。そして、今後の市政のあり方にヒントを与えてくれるものと思います。

これらの数字をもとに、三つの事項について質問を行います。 

 一つ目、まず施政方針について伺います。インターネットショップの開設の手順

及び菊池基準の具体案と対象品目についてお尋ねをいたします。今まで多くの方々

がお尋ねになっておりますので、重なる部分もあるかと思いますけれども、よろし

くお願いします。 

 二つ目、安心・安全プロジェクトの中で、教育委員会の枠を超え、スクールバス

も交通体系の一つという考え方で検討はできないかお尋ねをいたします。 

 三つ目、菊池温泉から光の森駅方面へのバスルートの改正等を望む声が多うござ

いますけれども、検討する価値があると思いますが、いかがでございますか、お尋

ねをいたします。 

 四つ目、自然エネルギーの活用の中で、循環型モデル都市プロジェクトというの

をつくられるように書いてございますけれども、何年をめどとして結論を得る考え

でありますか、お尋ねをいたします。 

 以上、１回目の質問といたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） それでは、ただいま森清孝議員のほうから四つのご質問が出ま

したが、その中の第１点目、ネットショップ及び菊池基準に関する事項について、

私のほうからお答えいたします。 

 インターネットショップ開設の大まかな手順でございますけれども、開設に係る

事業費用であるとか留意点であるとか、それから、基本的な本市の取り組む方向性、

こういったことの調査は既に完了しております。現在は、それを踏まえまして、専

門部会の中にコンサルティング業者も加えまして、商品のラインナップをどうする
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か、それから通販サイトのデザイン、システムの構築に関する事項、それから、ク

レーム処理対策、商品の安定供給、広告展開、こういったふうなテーマを中心に今、

協議を進めているところでございまして、一応の目標としましては、ことしの秋ご

ろをめどに開設を目指したいというふうに考えておるところでございます。 

 ただし、このスケジュール自体は、実際には、今回、予算のご承認いただきまし

た後に、業務に精通しているスタッフを採用してということで、詳細の設計を行っ

てまいりますので、その採用の時期次第では、多少、スケジュールがずれ込むこと

があり得るかもしれません。 

 それから、菊池基準のほうですが、ブランドづくり実行委員会の市内の農業者の

組織、それからＪＡ、各物産館などで組織した専門部会の中で、県の農業技術課等

の専門機関の協力のもと、今、協議を進めているところでございます。品目につい

ては、熊本県の特別栽培農産物にかかわる表示ガイドラインに登録されている品目

を基本的な対象品目として考えておりまして、菊池基準という一つの、私どもでこ

のレッテルを張ることで、他の市町村との差別化を図った上で、全国への販路拡大

につなげてまいりたいと、現在のところ、そういう手順で今進めているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 森清孝議員のご質問の、スクールバスの活用と交通体

系の再検討についてお答えいたします。 

 スクールバスを活用して、一般の方が乗られるような方式ができないかというこ

とでございますが、これまでも森清孝議員を初め、何度かご質問をいただいており

ます。本市としましては、これまで、あいのりタクシーの利用が効果的であり、事

業の許可や通学時間の長時間化が考えられることから、スクールバスの活用は大変

難しいとお答えをしてきております。 

 一方で、県内では山都町、芦北町において、スクールバスの一般利用をされてお

りますので、企画振興課と学校教育課で視察を行ったところでございます。交通体

系は地域の事情によりそれぞれ異なった特徴を有するものでございまして、山都町、

芦北町においても、スクールバスを町が保有しておられる特色があり、朝夕の利用

だけでは経済的ではないとの理由から、終日一般利用ができるように工夫されてい

るようでございます。 

 本市のスクールバスについては、市が保有しておらず、バスの借り上げを含め、

運行委託により行っておりまして、地域の児童・生徒数により車両の大きさを決め
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ているところでございます。このことから、朝利用での空席は数名となるため、一

般の方の自由なご利用は難しいと考えております。また、昼の時間帯にスクールバ

スを活用するならば、中山間地へ向かう路線バスへ補助を行っていたころと同様に、

あいのりタクシーの３倍程度の負担が生じるのではないかと予想しており、スクー

ルバスの活用は本市の実情では厳しいところがあると思っております。 

 次に、ＪＲ光の森への路線バスの運行でございますが、路線バスの運行を新たに

行う場合は、さまざまな協議、事業者の採算性の問題、費用対効果の検討を行う必

要がございます。このことから、現在ルート、費用、便数などを事業者と意見交換

を行っているところでございまして、事業者からは、目的、利用者、時間帯のニー

ズの調査を行い、検討しなければならないとのことでございました。また、山鹿市

の平山温泉から光の森を経由して、阿蘇くまもと空港までの路線が平成２５年１０

月１日にスタートされており、利用状況を伺ってみますと、平山温泉からＪＲ光の

森駅までは１日４往復ございまして、１便当たりの利用は数名であるため、今月で

運行をやめられるとのことでございました。 

 本市としましても、持続可能な交通体系を構築しなければなりませんので、スク

ールバスの利用やＪＲ光の森駅までの交通手段も含め、住民ニーズや負担費用など

を把握しながら、全体的な交通体系の中で検討を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 森議員の自然エネルギーの活用について答弁いたしま

す。自然エネルギーに関しましては、本年度再生可能エネルギー庁内検討委員会を

立ち上げておりまして、担当部署で調査・研究を行うとともに、県エネルギー政策

課の課長をお迎えし、講演会等も実施しております。これに続く今後の取り組みと

いたしまして、本議会に上程しております再生可能エネルギー推進委員会設置条例

の中にありますように、学識経験を有する者、各種団体の代表者、県職員、市職員

などで再生可能エネルギー活用推進委員会を設置いたします。この委員会において、

本市に適合した再生可能エネルギーの調査や、小水力及びバイオマス等により発電

した電力の活用用途等について検討してまいりたいと考えております。議員お尋ね

の活用計画、また、その時期でございますけれども、これにつきましては、この委

員会の調査結果を踏まえて検討してまいりたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 森清孝君。 
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［登壇］ 

○１１番（森 清孝君） 施政方針の中のネット販売について、再度質問をいたします。 

 ネット販売と言いましても、具体的なことを考えますと、品物はやっぱり荷づく

りし、発送し、終わりにはやっぱり清算をしなくてはなりません。体験上、生もの

の扱い、青果物でありますとか、野菜、果物、そういうものは大変扱いに困りはし

ないかと、こういう心配もございます。その辺はもう、いろいろ調査済みかとは思

いますけれども、ネットショップの運営をどう考えておられるのか、お尋ねをいた

します。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） インターネットショップの具体的な運営方法というご質問かと

思います。 

 これは、販売面、生産の集荷面、実際のデリバリー、こうした幾つかの面に分け

て考えなきゃいかんと思いますが、販売面につきましては、いわゆるネットショッ

プのシステムというものは、ある程度パターンが決まってきておりますので、既存

にあるものを購入することで、恐らく安定的な稼働ができるであろうというふうに

見ております。したがいまして、この差別化というのは非常にキーワードになって

まいりますので、菊池のこの差別化のため、生産履歴のみならず、生産者の顔が見

えるような付加価値を高める仕組みをこれから考えていくことになってまいります。 

 それから、あわせてイメージというものが大変重要になりますので、先ほど申し

上げましたけれども、市や観光協会のホームページとのリンクづくりというのが非

常に重要になることかと思います。 

 また、マーケティングにおいては、先ほど触れました一つの例としては、菊池さ

んという一つの大きな顧客マーケット、ここが大変活用できるのではないかと期待

しているところでございます。 

 それから、先ほど生ものとおっしゃいました、まことにそのとおりでございまし

て、実際にそのためには集荷のタイミングをどうするのか。そのためには生産者の

方々との計画生産といったふうな調整もこれから必要になってきますし、それから

集荷場における保冷体制とか、そういったインフラも非常に絡んでまいります。そ

うしたことから、検討すべきテーマというのは、大体、コンサルを通じましてリス

トはでき上がっておる状態ですから、この後、精通者の採用が終わりましたら、詳

細のところをその精通者のスタッフを通じて詰めていくと、こういった手順で考え

ておるところでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（山瀬義也君） 森清孝君。 

［登壇］ 

○１１番（森 清孝君） 詳細はこれからということでございますが、そこで市長にエ

ールを送るとともに、いま一度お尋ねをしたいというふうに思います。 

 何かをやれば必ずリアクションは出てきますし、いろいろ注文も出てくる、課題

も出てくると、このように思いますが、私が議員になりましてから初めて市単独で

ちょっと予算も大がかりにつけまして、このような取り組みをされることにつきま

しては、本当に敬意を表したいと、このように思います。 

 しかしながら、ただ一つ、市長にこの施政方針の中で注文をつけたいのは、やっ

ぱり農業と観光が本市の再生の両輪であるというふうに言われておられる割には、

触れられておられることが少なかったと。施政方針というのは、ある意味、市民に

対して市長のメッセージを発信するものでありますから、畜産はどうだ、林業はど

うだということで、いま少し触れてほしかったなという思いがするわけであります

けれども、いかがでございましょうか。市長のお考えをお聞かせください。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 農業・観光の中で、とりわけ今回、重点プロジェクトというこ

とで、特に従来にない形での取り組みをわかりやすくするためにテーマを取り出し

てご紹介しておりますけれども、もちろん畜産・林業・観光の中でも、例えば温泉

地域だけではなくて、周辺、中山間地も含めたことを視野に入れておるところでご

ざいますが、重点化して今期の考え方をお示しするという手法をとっておりますの

で、詳細はきょうは割愛させていただきますけれども、畜産についても当然このイ

ンターネットショップの中でＰＲをしながら取り上げていくことになりますし、林

業においても、例えばシイタケですとか、特定地区の特色を出しながら、例えば迫

間川沿川におけるタケノコであるとか、そういうふうな特色出しをしながら、農業

全般についても幅広く振興していこうと考えています。 

 それから、農業に関して言えば、このインターネットで農業の全てが解決するわ

けでは全然ございません。ただ、一番大事なことは、このインターネットを通じて

販路を拡大する中で、菊池のイメージアップというのを図ってまいりますので、そ

こで培われた菊池のイメージというものはインターネットの中だけで発揮されるわ

けではなくて、ＪＡさんの取り扱っておられる商品等にも当然及んでくるというこ

とでの効果を期待しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 森清孝君。 
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［登壇］ 

○１１番（森 清孝君） それでは、施政方針に続きまして、触れ方が少なかったとい

うふうに私も申し上げましたが、そういうことで農業振興ということについてお尋

ねをいたします。 

 選挙で選ばれる立場の私たちにとりましては、「強気、前向き、発展」という言

葉に弱うございまして、なかなか経済成長神話から抜けられないという立場にある

のも事実ではなかろうかというふうに思います。しかしながら、生産人口の減少か

ら高度の成長は無理だという感覚は市民共有のものになりつつあると、このように

思います。 

 冒頭、示しましたように、本市においても予測は外れ、数の上では農林業の健闘

が光っておると、このように思います。数字の中身は精査しませんとわかりません

けれども、工業従事者、製造業が思いのほか減っておりまして、購買力の減少、小

売店あるいは温泉街の疲弊、これを裏づけるような数字であるなと私は思ったわけ

であります。でありますから、ここは本市としましても腹をくくって、やっぱり農

林業の振興に本気で取り組むという姿勢をひとつ明らかにして、対策を練るべきで

はないかというふうに思います。 

 今までの農政といいますのは、その着眼は都市でありますとか機械、施設、技術

であり、このところようやく農村社会でありますとか、人そのものに対象を移すよ

うなこととなっております。そのような中で、お尋ねをいたします。 

 一つ、就農給付金というのがあるわけでありますが、それを受けて頑張っている

人も私の身近にございます。その就農給付金の認定の仕方、過去にも聞いた覚えが

ありますけれど、いま一度、そのことについてお尋ねをいたします。 

 二つ目、家族農業がやっぱり主体であるというのは、日本だけではなくて世界共

通の現実であります。そうでありますならば、ファミリーが続かなくてはなりませ

ん。そうしますと、どなたにも結婚というのは課題であろうと思いますけれども、

特に農家にとりましては、一大の大切なことでございます。そこで、行政がやって

いる結婚支援というのはアリバイづくりではないかというような強烈な、私も指摘

を受けたことがございまして、本気でやるならば若いお嫁さんたちを支援プロジェ

クトで登用して、その人たちの意見を参考にひとつやりなさいというようなことを

教わったことがあるわけであります。その結婚支援について、市はどのように考え

ておられるのか。 

 この二つをお尋ねいたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 
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○経済部長（平野國臣君） 森清孝議員のご質問にお答えします。 

 青年就農給付金は、経営リスクを負っている新規就農者の経営が軌道に乗るまで

の間、年間１５０万円を最長５年間支援するというものでございます。また、その

対象者の認定につきましては、農地の利用権や、機械・施設の所有、出荷、経営管

理など、経営の主宰権を有しているなど、給付要件を満たした独立自営就農者に対

し、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱に基づきまして、給付主体である市

が認定を行い、給付を現在行っているところでございます。 

 次に、農業後継者に対する結婚支援に関しましては、現在、担い手育成対策奨励

金と交付事業において、結婚時にお祝い金として５万円の交付を行っており、平成

２４年度は１０組、今年度は７組のご夫婦に対しまして交付を予定しているところ

でございます。また、企画振興課でも、独身者の交流会事業として、「米婚」や

「エプ婚」など結婚支援に取り組んでおり、３月２９日には第３回目として「春

婚」も予定されております。 

 議員から今ご提案のありました農業後継者を対象とした結婚支援プロジェクトと

いうような組織の設立については今のところ考えておりませんが、農業後継者の結

婚支援対策は重要な課題と捉えておりますので、既存の支援事業等を有効に活用す

るなど、よりよい支援策を模索してまいりたいと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 森清孝君。 

［登壇］ 

○１１番（森 清孝君） どこの地域でも、やっぱり青年の力、若者の活力というのは

とても大きいと、このように最近感ずるわけであります。私の身近な人も、給付を

受けながら結婚をされまして、今、一生懸命農業で頑張っておられますが、その給

付金も幾らかは活用されておると思いますけれども、結婚した後、住宅を改築され

て今頑張っておられます。考えてみますと、地元の大工さんがその工事をやってお

られますし、こういうことで地域に金が回るんだなという感を強くするものであり

ます。 

 それでありますならば、いろいろ話を聞いてみますと、今もお話にありまして、

大分、給付金の支給の基準がやわくなったという話もありますけれども、申し込ん

だけれどもなかなかハードルが高いでありますとか、ちょっとややこしいねとか、

幾つか話を聞くわけであります。その給付基準、後継者づくりのためにもどうにか

ならんかという話でありますけれども、この認定基準が高過ぎるというようなこと

につきまして、市としてはどのように考えておられるかお尋ねをいたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 
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［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 再質問にお答えします。 

 先日、中山議員にもお答えしましたとおり、平成２４年度より開始された青年就

農給付金につきましては、農地を借りて就農する場合には、耕作する農地の半分以

上は親族以外の方から借りなければならないなど、農地のめどがなかなか立たない

新規就農者にとっては厳しい要件がありました。しかし、平成２６年２月６日の新

規就農経営総合支援事業実施要綱の一部改正によりまして、５年以内に所有権移転

ができる農地であれば、親族から借りていても給付対象とするといった給付要件の

緩和が行われ、給付期間中の所有権移転が条件となっているものの、５年以内に所

有権が移転できる農地であれば、親族から農地を借りていても給付の対象になると

いうことで、緩和になっております。そういったことで、今回の給付要件の緩和に

より、今後は給付対象者はふえてくるものと予想をいたしております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 森清孝君。 

［登壇］ 

○１１番（森 清孝君） 後継者育成にこだわるようでありますけれども、この給付金

事業につきまして、市によりましてはそういう基準にやや漏れたといいますか、や

や満たない人たちにつきまして、市単独で半額でもいいから出そうというような市

もあるそうであります。乗り物にも特急、急行、普通とありますように、一律の基

準ではなくて、そういう方法もなるほどなと思う部分もあるわけであります。腹を

据えた農林業の振興という意味からも、市長、いかがでしょうか、こういう方法も

検討に値すると、私は思うわけでありますけれども、お考えをお尋ねいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 後継者づくりに関する市の独自のということでございますけれ

ども、まず、青年就農給付金といった国や県の事業につきましては、これは別の機

会にも同じ答弁をしておりますが、合併後の協議におきまして、市の独自の上乗せ

補助は行わないとした経緯がありますので、現段階においては難しいかなというふ

うに判断しております。 

 ただ、今の上乗せの話でございまして、上乗せ補助ではございませんけれども、

市の単独事業という形で、新規に専業農家として就農された方に対しては新規就農

奨励金として３０万円を交付するという形で農業後継者への支援を行っているとこ

ろでありますので、こうしたことをぜひご活用いただければというふうに考えると

ころでございます。 
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 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 森清孝君。 

［登壇］ 

○１１番（森 清孝君） １次産業の中で農業の次に林業について、木材資源の活用と

いうことでお尋ねをいたします。 

 ふんだんに手に入る木材が、地域の豊かさにつながっていないのはなぜかと。文

字どおり「市有林」は市長がおっしゃるような宝の山にならないのかというような

観点から、城議員のクモトオシのお話もありましたけれども、そういう話と合わせ

ながらお尋ねをいたします。 

 木材資源の活用のうち、建築材利用とエネルギー利用ということでお尋ねをいた

します。 

 一つ目、本市の公共施設への木材活用についての考え方と、どのように活用され

ているかお尋ねいたします。 

 二つ目、施政方針では再生可能エネルギー活用推進委員会も組織され、畜産バイ

オマスを柱に検討される由でありますけれども、先ほど来申し上げておりますよう

に、宝の山といいますか、城議員の質問にもありましたように木質バイオマス、そ

れで発電をする、熱エネルギーを獲得するというような話も最近急激に広まってお

ります。そこで、その木質バイオマスの検討をされませんかという質問でございま

す。 

 以上２点、お願いいたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 質問にお答えします。 

 国や地方公共団体が率先して木造化等を進めることにより、林業の健全な発展、

森林の適正な整備等を寄与することを目的に、公共建築物等木材利用促進法が平成

２２年１０月より施行されております。本市におきましても、平成１８年に菊池市

公共施設公共工事木材利用推進本部を設置し、菊池市公共施設公共工事木材利用推

進基本方針を定め、木材利用の推進を図ってきたところであります。しかし、先ほ

ど申しました法の改正がありましたので、新たな基本方針の作成が必要ということ

で、平成２４年１１月に新たに菊池市公共施設公共工事木材利用推進基本方針を作

成し、木材の利用を図ってきたところであります。 

 本市における公共施設への地方産材の利用につきましては、平成２３年度に建設

しました老人福祉センターや、戸崎小学校、花房小学校の体育館の改修、平成２４

年度の富の原団地の市営住宅、平成２５年度の菊池市地域交流センター、菊之池保
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育園増築等に利用されているところであり、今後も公共施設の建築に対する木材利

用を推進していきたいと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 森議員の、木質を利用したバイオマス発電等のことに

ついてお答えいたします。 

 議員ご提案の、間伐材等を有効活用した木質バイオマス施設による発電事業に対

しましては、先ほど答弁しましたとおり、平成２６年度におきまして、再生可能エ

ネルギー活用推進委員会を立ち上げますので、この中でどのような課題、問題点が

あるかなどを十分調査、検討をしてまいりたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 森清孝君。 

［登壇］ 

○１１番（森 清孝君） 城議員の質問の中にもありましたけれども、岡山県の真庭市

では云々ということがございましたし、ヨーロッパのオーストリアではと、このよ

うにどこどこではと言う人を「ではのかみ」と言うそうでございますが、きょうは

その「ではのかみ」として紹介をさせていただきます。 

 「里山資本主義」という本の中で、真庭市とそオーストリアのことが紹介されて

ございます。お読みになった方もおられるかと思いますけれども。オーストリアで、

木材繊維を平行ではなくて直角に張り合わせて、５階建て、７階建てあたりの高層

建築にも活用できるという集成材が開発されたそうでございます。コンクリート並

みの強度で、耐火・耐熱もあり、ヨーロッパでは目下普及中と、こういうことであ

ります。また同時に、エネルギー源としても木質ペレットが大きく普及し、石油ガ

スオンリーから、オーストリア等ヨーロッパでは変わりつつあるということであり

ます。 

 そのオーストリアでありますけれども、広さは北海道ぐらいで、人口１,０００

万、１人当たりの所得といいますか、収入は世界で１１位。日本は１７位だそうで

ありますけれども。まあまあ進んだ国であると、こういうふうに思うわけでありま

す。そこで、山の状況も割と日本と似ているということで、真庭市の業者がオース

トリアに行って学んで、その技術を取り入れたと、こういう話だそうでございます。

真庭市では、さっき言いました集成材、横文字で言いますとクロス・ラミネーティ

ッド・ティンバーということで略してＣＬＴというそうでありますが、それらをつ

くる技術を勉強して、同時に木材ペレットもつくって燃料にしていると、こういう
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話であります。それを行政であります真庭市も本格的に支援ということであります。 

 「ではのかみ」が長くなりましたが、新技術にはやっぱり課題もつきもので、い

ろいろこの技術あるいは方法についても課題はあろうと思いますけれども、市とし

ましても、市独自で１,０００町分を超える山林を持っておりますし、その半分、

５００町分を超える山がもう伐期に来ているということで、考えによりましては宝

の山とおっしゃたように、どうにかせなならん、緊急の課題でありますから、そう

いう新しい技術があるとするならばやっぱり検討すべきではないかと、このように

思うわけでありますが、市としてこのＣＬＴ、集成材でありますけれども、検討し

てほしいというお願いも込めたお尋ねでありますが、いかがでございましょうか。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 再質問にお答えします。 

 ただいま議員ご紹介のありました直交集成板（ＣＬＴ）につきましては、引き板

を繊維方向が直交するように積層接着した製品で、断熱性、遮音性、耐火性や強度

が高く、欧米を中心に中・大規模のマンションや商業施設の壁や床に用いられるな

ど、急速に普及が進んだということでございます。 

 日本でも農林水産省において、国内における流通拡大を図るため、平成２５年１

２月２０日に直交集成板の日本農林規格（ＪＡＳ規格）が制定をされております。

今後は、登録認定機関による製造等の認定を経た後、ＪＡＳマークが押された直交

集成板の流通が始まるということになると思いますので、公共施設の建築物等につ

いての利用は進んでいくものと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 森清孝君。 

［登壇］ 

○１１番（森 清孝君） このことについて、市長にお尋ねしたいと思います。 

 市長はスイス滞在の体験があられるそうでございますので、オーストリアはその

隣か近所だと思います。大体似たような国であろうと思います。 

 そこで、私はこの話を聞きましたときに、ああ、これはいいことだと思いまして、

その書物に書いてありました高知県に大豊町という、菊池よりもひどい山の町があ

るわけでありますけれども、そこに会社が集成材の工場をつくるといいますか、進

出しているそうであります。ですから、地元の知り合いにどういうことですか、ど

んな状況ですかということをお尋ねしましたところ、やはり半分ほどは夢もしぼむ

わけでありますけれども、その友人が言うことには、やっぱりそういう事業も今の

安い木材価格をもとに成り立つんではないかというのが一つであります。「結局、
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山主が潤わんのに、そういう事業をしてもなかなかな」というような、ちょっと冷

静な答えが返りまして、非常になるほどなというふうに思ったわけであります。い

ま一つは「集成材にはいろんな薬品を使う、アレルギーもなあ」とかいう話も聞き

まして、なかなか課題も多いなと思ったわけであります。 

 しかしながら、実際オーストリアあるいはイギリスあたりでは６階建て、７階建

てが建っているようでありますし、オーストリアにおきましては、木質ペレットを

私たちが目にしますこの辺の、石油ボイラーに石油を配達しておりますけれども、

そういうような感じで、木質ボイラーを各戸に配達しているのも珍しくないという

ようなことを聞きまして、これはひとつ市長に聞いてみらにゃあかんなというふう

に思ったわけであります。 

 本当に先ほど言いましたように、あの数字を言いますと、平成３２年の予測数値

が出とるわけでありますが、２２年と比べまして１０年後、第３次産業は６００人

の増、第２次産業、製造業はマイナス７５０人、農業はマイナス８９０人となって

おりまして、その予測数字を一つずつ言いますと、農業が３,７００人、工業が５,

７００人、第３次サービス業が１万３,７００人と出ております。恐らくこれも、

私はまた外れるであろうというふうに思います。私の感じからしますと、もっと農

業は恐らくこれから先、この数字をうんと上回る数字が残るんではなかろうかと、

このように思うわけであります。だとするならば、早いうちから研究・調査、これ

は行政そのものの仕事ではないかもしれませんけれども、そっちのほうに手を伸ば

しながら勉強・調査をするべきじゃないかと。話によりますと、もう本市には製材

所はないと、製材所がないのに製材の話をしてもなかなかよういかんですが、森林

組合等もあるわけでありますので、ひとつその辺も含めて、オーストリアと林業、

木材資源の活用について、最後に市長のお話を伺いたい、ご見解を伺いたいと、こ

のように思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 欧州の先端の状況等、今お伺いしたところでございますが、確

かに私もスイスに４年駐在しておりまして、ドイツにもおったわけでございますけ

れども、スイスとオーストリアは隣同士でございますが、何分、間にあの高いアル

プスの山がございまして、行き来が結構難しゅうございます。私自身も駐在したと

いっても、当時は木ではなくて、お金のほうを扱っておりましたので、なかなか詳

しい知見は全くございません。 

 ただ、私なりの、大変恐縮なんですが、これは印象論の域を出ませんけれども、

感じたことを申し上げると、欧州において確かにこの木質バイオマスで、かなりカ
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ロリーがとれるようになっているらしいですね。ＣＬＴを使ったマンションが、今、

環境意識とも相まって非常に好評だということも聞いております。今、ドイツなん

かにおきましては、森林管理者というのが一つの職業でございますけれども、これ

が大学生卒業後の大変人気職種だというふうにも聞いております。 

 では、日本でなぜそれが起きないんだろうかっていうのを、私なりにこの印象論

を含めて考えてみますと、ある人がセミナーでおっしゃっていたことと符丁するわ

けですが、実は、大きな意味での林業というのは、植林から伐採、製材、それから

販売、一連のプロセスを全部一つのところでやるとそれなりに利益が上がるんだと

いうことを聞いたことがございます。ところが、木というのは大きゅうございます

ので、伐採から製材までに距離があったりすると搬送コストだけでも相当かかると

いうことで、一つ一つを分けてやると、あまり利益が出ないというふうなお話を聞

いたことがございます。 

 ヨーロッパにおいては、とりわけフラットな土地柄でもあるもんですから、オー

ストリアはちょっと山地ではありますけれども、この植林伐採から特に製材のとこ

ろでさらに付加価値をつけて、その端材等を生かしながらそのバイオマスが発展し

てきたと、こういうふうなことを聞いております。 

 日本の中で、この急傾斜地というハンディを持っているわけですけれど、しかも、

かつて菊池は製材業のまちでもあったわけですが、今そこのところをちょっと欠い

ている状態でございますので、本当の意味での林業の再生というのは、もう一回そ

こを含めた一連の流れ、一連のシステムとして捉えていかないと難しい面があるか

もしらんなというふうには今思っております。ここら辺をまだ、林業組合さんとテ

ーマとしてお話したことはございません。今後そういったことでの意見交換という

のはぜひやってみたいというふうには考えておるところです。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 森清孝君。 

［登壇］ 

○１１番（森 清孝君） 市長は元銀行マンでありますから言いにくいんですけれども、

この「里山資本主義」という言葉の響きからしますと、ずっと私たちは、田舎はお

くれておったもんというふうに思っとったわけでありますけれども、いやそうじゃ

ないと、経済的に今まで価値がないとされておった里山といいますか、地域の隠れ

た資源を活用することによって、それにすぐ移り変わるということではありません

けれども、また時代が開けてきますよというような説明をされておりました。リー

マンショックのあのプライムローンを引き合いに出しながら、やっぱりお金がお金

を生むような、マネー資本主義という言葉を使ってありましたけれども、それじゃ
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いかんと、言葉がちょっと悪うございますけれども、やくざな経済じゃいかんから、

ひとつまともな経済に変えにゃいかんと、少しでもそうしましょうということで書

いてある本でありましたけれども、非常に説得力があって、私たち田舎に住む者に

とっては非常に勇気づけられる本でございました。 

 そういう意味で、今、市長がおっしゃいましたように、インターネットももちろ

んやっていただきたいし、しかし、今まで積み上げてきた地道な農業振興対策とい

うのにもひとつ本腰を入れてやっていただきたいと、特に、やっぱり家族農業が主

でありますから、後継者対策、それから、これは商売も農家も一緒と思いますけれ

ども、家族が続かなくて商売も農業もないわけでありますから、地についた結婚支

援ということにつきましても知恵を絞っていただきたいと、以上、指摘とお願いを

申し上げて、私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（山瀬義也君） ここで、１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後１時５２分 

開議 午後２時００分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） 皆さん、こんにちは。 

 まず、昨年末、志半ばで逝去されました故東裕人議員に対しまして、心よりご冥

福をお祈りしたいと申し上げます。 

 それでは、通告の順に従いまして、質問させていただきます。まず、道路整備に

ついて、県道原立門線の整備の進捗状況をお尋ねいたします。この路線につきまし

ては、地域住民の生活道路はもちろん、菊池高原ゴルフ場、オートポリス等の観光

ルートとして重要な路線でありますので、これまで何度も質問、要望を続けており

ますが、おかげさまで地区区長会、地権者の方々、そして県道でありますので地元

県議のご協力により、老朽化しておりました原味橋のかけかえ工事が完了いたしま

した。しかしながら、この原立門線はまだまだ未整備の部分が多く、継続して整備

をしていかなければなりません。特に、原味橋から伊野橋までの部分は道路幅員が

狭く、対向車との離合も困難な状態であり、早急な整備が必要であります。市とし

ても県に対して引き続き熱心に要望していただき、先般の質問では、いよいよ用地

交渉等に着手されるとのことでありますが、現在の進捗状況をお示しください。 
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 次に、市道切明線についてお尋ねをいたします。この路線につきましては、市の

老人福祉センター新築前から道路幅員の問題、また、大変路面が傷んでおりました

ので老人センター利用者の交通量増加も含め、整備を要望しておりました。一部改

良は進んでおりますが、今後の整備計画をお示しください。 

 次に、市道立石野間口線についてお尋ねをいたします。この市道は植木インター

への市の主要な道路でありますが、道路幅員が狭く、また、用水路が絡んでおりま

すので、歩道の段差等の問題もあり、安全面にも支障が出ております。これまでも

整備の要望がありましたが、今回、改めて地元協議も行われ、野間口区として要望

が市に提出されているとのことであります。 

 そこで、お尋ねをいたしますが、現在の市の整備計画をお示しいただきたいと思

います。 

 以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） 木下議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、県道原立門線につきましては、県の管理道路でございますので、菊池地域

振興局土木部からお聞きした内容につきましてお答えいたします。県道原立門線に

つきましては、議員おっしゃいましたように、原味橋までは改良が行われておりま

すが、伊野橋までの狭窄区間約４００メートルでございます。この整備につきまし

ては、平成２５年度から用地交渉に着手しており、平成２６年度から段階的に工事

を開始する予定と伺っております。 

 次に、市道切明線につきましては、老人福祉センターの進入路となる市道でござ

いますが、当初、計画では、オーバーレイ舗装により早期の完了を予定しておりま

したが、現地調査を行いましたところ、舗装面の劣化が激しく、通行に支障を来し

ている状況でありますので、現舗装を剥ぎ取り後に新たに舗装を行わなければなら

ない状態でございます。また、地元より側溝新設の要望もございまして、再度調査

を行いました結果、あわせて工事を行ったほうが効果的であると判断いたしました

ので、今後の計画といたしましては、複数年度に実施することとし、先行して舗装

整備を行い、その後、舗装の補修を計画してまいりたいと考えているところでござ

います。 

 次に、市道立石野間口線につきましては、歩道部分の段差解消の要望が、地元よ

り提出されておりましたので、現地調査を行っております。要望箇所につきまして

は、歩道幅員が狭く、段差があり、また車道と歩道も段差がある状況でございます。

現在歩道につきましては、用水路の上に設置されている状況のため、段差解消を図
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るには水路の改修も必要となってくるところでございます。水路の改修に伴います

歩道の段差解消の工事を行うには、水路の断面を決定するための調査測量が必要と

なってまいります。また、工事につきましても、歩道兼水路の取り壊し、新たな水

路の設置等が必要となることから、全体延長約７３０メートルを実施するには複数

年度の工事となりますので、今後は関係者との調整を行いながら整備計画を検討し

てまいりたいと考えているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。 

 原立門線につきましては、私も県のほうに伺いまして、いろいろ確認しましたと

ころ、用地交渉についてはもうほとんど済んでいるということでございましたので、

安心したところでございます。いずれにしましても、県の事業でありますけれども、

市のほうからの要望が一番だと思いますので、引き続きお願いをしたいと思います。 

 それと、ほかの市道についても、特に立石野間口線につきましては、今回改めて

区のほうで意見を取りまとめての陳情ということでございますので、ぜひともよろ

しくお願いしたいと思います。 

 原立門線、また、立石野間口線につきましては、ぜひとも市長のお答えもいただ

きたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 県道原立門線につきましてでございますけれども、今、建設部

長が答弁しましたとおりでございまして、内諾を含めて、ほぼ契約が完了しつつあ

るということで、まずは順調に事業が進捗していると承知しております。県道では

ございますけれども、市といたしまして早期完了に向けて工事が円滑に進捗します

ように、県との協力体制をとりながら進めてまいりたいというふうに考えておりま

すので、関係議員の皆様を初め、関係者のご協力をお願いしながらやっていきたい

というふうに考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。 

 それでは次に、職員研修やねだん故郷創世塾への職員派遣の成果と、今後の計画

についてお尋ねをいたします。 

 やねだんにつきましては、これまで何回も質問させていただきましたので、十分
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理解をされていると思いますが、やねだんとは鹿児島県鹿屋市串良町柳谷の通称で、

公民館長、豊重哲郎氏をリーダーとして、人口３００人の限界集落が地域再生、行

政に頼らない感動の地域づくりを実践され、自主財源づくりにも成功されて、収益

還元として町内会全世帯にボーナス１万円を支給しておられます。そして、豊重氏

は資金づくりを確実に行いながら、人づくりにも取り組んでおられます。現在は村

づくり活性化アドバイザーとして、年に２回、故郷創世塾を主催され、情熱あるリ

ーダーは必ず人がついてくる、論ずるよりリーダーが率先垂範して見せることが大

切との持論のもと地域づくりリーダー育成が行われており、年に２回、５月と１１

月に３泊４日の日程で開催され、全国から約５０名が参加されております。菊池市

からはこれまで約１５名が民間から参加し、私も１０期生として参加させていただ

き、大変感銘を受けました。 

 そこで、菊池市としてもぜひ職員を派遣していただきたく要望しておりましたが、

昨年の１１月の故郷創世塾に、ようやく若い職員に２名参加していただきました。

私も期間中に鹿児島の会場に出向いて、激励に行ってまいりましたが、２人とも豊

重塾長のパワー、講師の方々のすばらしさと、全国からの同士の意気込みに刺激を

受けているように感じました。改めて故郷創世塾に参加していただいてよかったと

痛感いたしました。 

 そこで、市長にお尋ねをいたしますが、今回の故郷創世塾への職員派遣の成果を

どのように感じておられるか、また、今後、職員を継続して派遣される考えがある

かお尋ねをいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） やねだんの創世塾への派遣の問題でございますが、本年度初め

て２名の職員を派遣したところでございます。派遣しました職員から報告が上がっ

ておりまして、私も目を通しましたところですが、３泊４日の研修で睡眠時間をほ

とんど満足にとれなかったようなハードスケジュールのようです。しかし、大変熱

にあふれたレポートが返ってきておりまして、何よりもなかなかふだん聞くことが

できないような講師の方々の講演、大変刺激を受けたということと、各地から自治

体職員あるいは異業種の方々がお集まりでございまして、ネットワークづくりとし

ても大変有意義であったということで、大変意義の深い研修であったと思いますの

で、今後も研修の一環として、職員を継続的に参加させていきたいというふうに考

えておるところです。いろいろとご紹介をありがとうございました。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 
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［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。 

 私もレポートを見せていただきましたけれども、本当に、今、市長が答弁をされ

ましたように、すばらしい報告書を書いております。本当に、こういう研修はなか

なか体験ができないと思いますので、今回も若い職員に行っていただきましたので、

また今度は新採用の若い人たちでも続けてやっていただきたいと思います。よろし

くお願いしておきます。 

 それでは次に、鞠智城の国営公園化への取り組みについてお尋ねをいたします。

鞠智城につきましては、平成１６年２月に国内４例目の国指定史跡となりましたが、

菊池市部分の堀切門については、鞠智城の正門でありながら、これまで整備・復元

が全くできておりません。私もこれまで、何回も質問、要望を続けておりますが、

進んでいないのが現状であります。 

 平成１９年３月に菊池市国営鞠智城歴史公園設置促進期成会が設置され、その後

も国定公園化に向けたシンポジウムが開催されたり、県関係国会議員による鞠智城

国営公園化推進議員連盟が設立され、現在は県、菊池市、山鹿市の連携のもとに、

国営化に向けた取り組みが進んでいると思われますが、現状をお示しください。特

に、菊池市部分の堀切門の整備・復元については、具体的にお示しをいただきたい

と思います。 

 また、市道稗方袈裟尾線につきましては、これまで堀切門へのアクセス道路とし

て国営公園化の前でも整備の必要性があると要望しておりましたが、現在の状況を

お示しいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 木下議員の鞠智城に関するご質問にお答えいたします。 

 国史跡であります鞠智城跡は、現在、県教育委員会において、平成１７年度に作

成されました史跡鞠智城跡保存管理計画を増補する必要がありましたので、本市の

教育委員会や地元堀切区の代表者で構成される計画策定委員会の審議などを経て、

平成２６年度中に作成される予定でございます。 

 また、堀切門を初めとする鞠智城全体の発掘調査や保存整備についても、平成２

７年度には第３次鞠智城跡保存整備基本計画の策定が予定されております。 

 また、県都市計画課では、鞠智城大規模歴史公園基本計画検討委員会において、

有識者による国営公園化に向けた検討がなされており、上位計画となります保存管

理計画及び整備計画を踏まえ、今後、国営公園としての鞠智城のあり方について協

議が進められてまいります。 
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 現段階では、県の計画の作成を待っている状況でございますが、国営公園化に向

けての取り組みとしましては、期成会を中心に、鞠智城の歴史的価値を広く認識し

ていただくために、チラシ、グッズの配布による広報活動や、鞠智城の日の開催な

ど、県、山鹿市とともに周知活動に努めているところでございます。今後、特別史

跡の指定に向け、県、山鹿市とともに一丸となって取り組んでいくとともに、国営

公園に向けて進めている状況でございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） 木下議員のご質問の市道稗方袈裟尾線につきましてお答え

いたします。 

 現在、袈裟尾区方面から堀切区公民館までの整備は進んでいるところでございま

す。堀切集落内と県道菊池鹿北線までの区間につきましては、現在のところ未整備

区間となっているところでございます。今後、鞠智城、堀切門と深迫門の整備にあ

わせまして、平成２７年度より、第３次の鞠智城跡保存整備計画の策定が予定され

ているということと、県の都市計画課では鞠智城の大規模歴史公園の基本計画検討

委員会が開催され、国営公園としての鞠智城のあり方の協議が進められてまいると

いうところでございます。県が行います鞠智城の整備の状況によりまして、全体を

見据えた計画的な市道の整備に取り組んでまいりたいと考えているところでござい

ます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。 

 いずれにしましても、一生懸命取り組んでいただいているようでございますけれ

ども、今回、施政方針の中では鞠智城については、触れておられませんでしたので、

今、部長のほうから答弁がございましたが、市長として、この鞠智城についての考

えといいますか、そういう熱意も含めての答弁をいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 鞠智城というのは、歴史的に大変貴重なものでございまして、

国指定の史跡にもしていただいたようなことでございまして、本市の宝であるとい

うふうに私は思っております。ですから、何としてもこれを国営公園にしたいとい

う強い気持ちを私は持っております。一旦、国営公園になりますと、施設の充実は
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もちろんでございますけれども、周辺の観光スポットと連携した、より一層の観光

客の誘致、あるいは地元産業の振興などにつながるということで、大変期待してい

るところでございます。私も、東京国博で開催されましたシンポジウムに参加しま

したけれども、遠く離れた東京で会場が満席になるほどの、４００名を超える参加

がありまして、大変関心が大きいんだということを改めて感じたところであります。

国の古い歴史書にも出てくる重要な遺跡でございますので、国営公園の早期実現に

向けて県、また山鹿市と連携しながら、積極的に取り組んでまいりたいというふう

に思っているところです。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。 

 施政方針の中では触れていらっしゃらなかったものですから、ちょっと心配をし

ましたものですから。いずれにしても、地元堀切地区の協力といいますか、そうい

うのがなければ国営公園にもならないと思いますので、そういう地元の方々の意見

も聞きながら、しっかり取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは、次に、べんりカー、あいのりタクシーの利用者の状況、課題、運行の

再検討についてお尋ねをいたします。この件は先ほど森議員からも質問がありまし

たので、重なる点もあるかと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 

 この件につきましても、私もこれまで何度か質問、要望してまいりましたけれど

も、今回改めて質問させていただきますが、平成２６年度施政方針の中でも、市と

して路線バスの見直し、スクールバスの活用、べんりカーの拡充等について、交通

体系の再検討を行うと示されております。現在の利用状況、また、市民からの要望、

課題について、どのような問題があるのか具体的にお示しをいただきたいと思いま

す。また、交通体系の再検討の内容が決まっておれば、お示しをいただきたいと思

います。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） べんりカー、あいのりタクシーについてのご質問にお

答えいたします。 

 べんりカー及びあいのりタクシーの利用者の条件につきまして、直近３カ年の利

用状況をお答えいたします。まず、市街地を巡回しますべんりカーの利用者数でご

ざいますが、平成２２年度の利用者数が２万３,８３４人、平成２３年度が２万２,

５９４人、平成２４年度が２万９１２人となっております。このような減少傾向の
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中ではございますが、平成２４年度までの１便当たりの平均乗車数は８年連続して

１０名を突破しており、本市のような地方都市においては、１便に３名乗っていれ

ば成功と言われる中で、高い利用状況となっております。 

 続きまして、あいのりタクシーでございますが、公共交通空白地域の解消という

ことで、水源地域線、龍門地域線、泗水西部地域線、泗水東部地域線、旭志東部地

域線として、順次運行を行っているところでございます。利用者としましては、五

つの地域の合計でございまして、平成２２年度の利用者が１万２,３３２人、平成

２３年度が１万１,７１４人、平成２４年度が１万１,４９５人となっておりますが、

旭志東部地域線につきましては、平成２３年度からの運行となります。 

 このような利用状況の中、べんりカーにおいても、あいのりタクシーにおいても、

ご利用いただいた方からは好評でございますが、利用者が減少しております状況が

大きな課題ではないかと考えております。中山間地地域の人口の減少や、自家用車

利用の増加が主な原因と考えられますが、新しい利用者の取り組みができていない

のではないかと思っております。現在、利用低迷とならないよう、重点的なチラシ

配布や、高齢者とかかわりの深い包括支援ケアマネージャーに、べんりカーやあい

のりタクシーの仕組みを説明し、口コミによる拡散をお願いしているところでござ

いまして、効果的な利用促進を図ってまいりたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

［「市民からの要望とか、そういうのは、具体的には何もないんですか」と呼ぶ者

あり］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 市民からの要望という形で数件ちょっとお尋ねがあっ

ている分が、べんりカーがまちなかだけを走っているので、細部までといいますか、

全体的に走れないかなという要望はあってございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。 

 今、部長のほうから答弁がありました、今、市内だけをべんりカーが巡回をして

いるということでございますけれども、私どもの中山間地でのいろんな要望は、ぜ

ひともそのべんりカーを、それぞれのコースがあると思いますけれども、べんりカ

ーの拡充といいますか、田舎のほうまで週に１回か２回、延ばしていただけないだ

ろうかという要望が市民からたくさんあるわけですよ。今、改めてお聞きしたのが、

そういうのが必ず執行部のほうにも上がってきていると思ったものですから。そう

いうことに対して、今回、施政方針の中にもべんりカーの拡充という形で文言が入
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っておりますけれど、この拡充についてどういうふうな形の再検討されるつもりな

のか、再度お聞きしたいと思いますけれども。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 再質問にお答えいたします。 

 全体的な見直しを行うということで、詳細について調査等進めていかなければな

らないと思っております。いろんなそれぞれの地域で、地域審議会、それと、市長

と語る会等でもそういう話がございましたけれども、それぞれ全ての地域に細部ま

で走らせてしまいますと、経費的には相当な金額になりますので、その中でどこま

でできるかという部分もございますけれども、その詳細の調査を行ってまいりたい

と思います。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。 

 べんりカー、あいのりタクシーは、前市長の肝いりみたいな形で始まったわけで

ございますけれども、ある面ではそろそろ、やっぱり、見直しというか、そういう

時期にも来ているんじゃないかなというふうに考えるわけです。江頭市長も、中山

間地の活性化も含めて、いろんなことを考えていただいておりますので、市長のお

考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） べんりカー等の、本市の公共交通体系ということでのご質問で

ございますが、べんりカー、あいのりタクシー、それから路線バスというものを柱

に、今、本市の公共交通体系を構築しているわけでございます。特に、べんりカー、

あいのりタクシー等については、比較的、先に取り組んだわけで、先進的な事例と

して紹介されることも多かったというふうに理解しております。ただ、市長と語る

会などで市民の方の意見を聞いてみますと、先ほどご指摘のあった、べんりカーが

市街地だけを通っているといったふうな不公平感を持たれている方もいらっしゃる

ようで、これを拡大してほしいというふうな希望の声を聞いておるところでござい

ます。 

 また、そのほか、さまざまなご要望も上がっているようでございますので、支え

合い安心・安全プロジェクトとして、議員のご提案も参考にさせていただきながら、

いま一度、市民の生活に根差した利便性という観点から、あわせましてその全体コ
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ストという観点から、交通体系をチェックして、再検討をしてみたいというふうに

思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。ぜひとも、よろしくお願い申し上

げます。 

 それでは、次に施政方針についてお尋ねをいたします。 

 まず、子育て支援の現況と今後の子育てサポート事業、病後児保育事業の拡充に

ついてお尋ねをいたします。先ほど坂本議員より子育て支援については質問があり

ましたので、重なっている部分があると思われますが、よろしくお願いいたします。 

 今年度の施政方針では、菊池市子ども・子育て支援事業計画を策定し、新制度の

円滑な導入と子育て環境の充実を図ってまいりますと述べられましたが、現在、特

に子育てサポート事業、病後児保育事業について、具体的に決まっていることがあ

ればお示しをいただきたいと思います。 

 次に、自然エネルギーの取り組みの現況と、今後の計画についてお尋ねをいたし

ます。この件も、先ほど森議員より質問がありましたので、重なる点があると思わ

れますがよろしくお願い申し上げます。 

 これまで私も何回もお願いをしておりました中山間地の農業用水等を活用した小

水力発電による地産地消を、今回、施政方針でも循環型社会モデル都市プロジェク

トの中で、小水力等の自然エネルギーの活用として、有識者及び市民の代表者等に

よる再生可能エネルギー活用推進委員会を組織し、エネルギー政策を検討されると

のことですが、現状も含め、今後の計画をお示しいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） お答えします。 

 子育てサポートセンター事業は、働く人の仕事と育児を支援するための、保育所

への送迎や子どもの預かりなど、育児の援助を受けたい方と、援助を行う方による

会員登録制の相互援助活動です。利用につきましては、菊池市社会福祉協議会に事

業を委託し、実施しております。現在の登録会員は、依頼会員１３２名、協力会員

５０名、両方会員８２名、合計２６４名で、利用状況につきましては、本年度はひ

と月当たり３０件前後で推移しております。 

 次に、事業の実施方法ですが、利用するためには会員の登録と講習会の受講が必

要となります。その後、子育てサポートセンターのアドバイザーが、依頼会員と協



 －284－

力会員の事前顔合わせを実施した上で、事業実施の連絡調整を行い活動いたします。 

 終了後、依頼会員は協力会員へ利用料を支払い、協力会員はその実績を社会福祉

協議会事務局へ報告していただきます。利用料金は、平日は１時間６００円、平日

以外は１時間７００円で、市が半額助成しております。さらに、平成２４年度から

は、新たな支援策として、利用者の兄弟姉妹など、同時に利用した場合、２人目以

降は市が全額助成しております。 

 次に、病後児保育事業の概要について説明いたします。本事業は平成２４年度よ

り病気回復期の児童をお預かりすることを目的に、私立保育所１カ所に業務を委託

して実施しております。利用児童数は、平成２４年度実績で延べ５７名、平成２５

年度は平成２６年１月末現在、延べ１６６名の児童が利用されておられます。 

 事業の実施方法につきましては、まず保護者が市に対しまして事業の登録をして

いただき、利用する場合は、かかりつけの医師と相談の上、保護者の判断により利

用予定の前日までに施設に予約を行い、保育を実施しております。利用料金は原則

としまして１人１日２,０００円、ただし、５時間未満は１,０００円となっており

ます。 

 本事業の周知方法ですが、本市ホームページ及び広報によりまして、随時啓発を

行っております。さらに、先ほど述べました子育てサポートセンター事業における

会員登録の際も、チラシを配布し、紹介しております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 私のほうから、自然エネルギーの活用についての現状

と今後の計画ということで、先ほどの森議員の答弁と重複いたしますが、答弁させ

ていただきます。 

 自然エネルギーに関しましては、２５年度におきまして、再生可能エネルギー庁

内検討委員会を立ち上げておりまして、担当部署におきまして、いろんな調査・研

究を行いました。この中で、県エネルギー政策課の課長をお迎えし、講演会等も開

催しております。これに続くような本年度の取り組みといたしまして、再生可能エ

ネルギー活用推進委員会を設置いたしまして、小水力やバイオマス等の発電とか活

用方法について検討を行うところでございます。また、熊本県の環境立県推進課に

おきましても、平成２６年度におきまして、畜産のふん尿対策とか、硝酸性窒素対

策として、地域バイオガスシステムの検討事業を行われる予定でございますので、

本市とぜひ深くかかわりを、連携してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 
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○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。 

 子育て支援につきましては、子育てサポート事業については、私も一応、会員に

なっておりますので、お助け会員という形で子どもさんをお預かりした経緯があり

ますけれども、本当に、２人目無料になってからはやはり利用頻度が上がっている

ように感じます。こういうシステムは、少ない経費で子育て支援の比較をされると

きに、非常にいい政策だと思いますので、今後も推進していただきたいと思います。 

 それと今度は、病後児保育についてでございますけれども、地元の私立の保育園

のほうで、実際、今やっていただいておりますが、たまたま私も、子どもさんを預

かったときにその連絡をいただいて、そういう対象といいますか、どういうシステ

ムになっているかということも勉強したいと思って、実際にそこに行ってみました。

先ほど部長が申されましたように、事前登録が必要だということでございますが、

なかなか私ども、子育てサポートのこういう事業に携わっている者であっても、な

かなかそういうのを事前に登録しなければならないというのがわかっていなかった

というのが実際であります。そういう点も含めて、今後はそういう啓発といいます

か、こういう制度がきちんと確立されて、どこにありますということも含めて、推

進をしていただきたいと思います。 

 それと、実際に私もその場所に行きましたところ、保育園の中をずっと入ってい

って、ある面ではちょっと病気がちな子どもの距離感ですね。実際行って見て非常

に苦慮するところがたくさんありました。通常であれば、病院の中に病後児施設を

つくってあるそうですね。ですから、そういう点も含めて、今後は、病院のほうで

受けてもらうような、確立をするとか。それと、今現在は、菊池市だけでございま

すので、これはやっぱり、地域を考えても、泗水あたりは今後は病後児の施設的な

ものも拡充をしていかなければいけないんじゃないかなと思っております。いずれ

にしましても、こういう子育て支援については、実際問題として非常に細かい点が

必要だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、自然エネルギーについては、太陽光については、これまで個人住宅に対

しても１億５,０００万円強の一般財源が組み込まれておりますけれども、私は委

員会の中で、ある面ではそういう施設をつけられる方しか利用できない制度である

ということで、私としては、委員会の中でも、先般、荒木議員もおっしゃっていた

経緯がありますけれども、自治公民館等の施設に太陽光の発電の施設的なものをつ

けるような制度をつくっていただけないだろうかと。そういうことによって、中山

間地は実際問題、高齢化が進んでおりまして、区費を上げるのにも精いっぱいな状
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況でございます。自治公民館もやっぱり保険とか浄化槽管理費とか、いろんな管理

費がかかりますので、そういうことの補塡のためにも、少しでもそういう収入があ

れば、非常に助かるんじゃないかなという考えもございますので、そういうのも、

今後、検討委員会の中でも検討していただきたいと思います。 

 以上２点、市長のほうも、実際、病後児の保育の施設はまだ行かれたことはない

と思いますので、そういう施設を一回見ていただくことも含めて、今の２点につい

てお答えをいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） まず１点目、病後児保育等も含めました子育て関連事業の拡充

ということでございますが、今、申されたような施設もぜひ１回視察に行きたいと

いうふうに思っておりますし、また、その拡充等につきましては、市子ども・子育

て会議等で、市民の方たちの声を広くお聞きしていき、そして議論を重ねて、本年

実施しましたアンケートの調査結果等も尊重しながら、本市の実情に即した子ど

も・子育て支援事業計画の中で検討してまいりたいというふうに考えます。 

 それから、自然エネルギーの取り組みに関して、自治公民館に対するアイデアに

関しましては、公民館の建物の所有状況に少しばらつきがあるとか、いろいろと整

理しなければいけないさまざまな分野があるように思いますので、これから調査、

検討してまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。 

 それでは、次にポケットパーク足湯についてお尋ねをいたします。このポケット

パーク足湯については、平成２３年９月定例会の予算採決のときから私は反対をし

ておりますが、完成後も、市民の足湯に対する厳しい意見があることは市長も認識

していただいています。 

 検証のために、昨年の１１月２５日から１２月８日の２週間、足湯をとめてアン

ケートが実施されております。アンケートの内容については、先般の質問のときに

指摘をしましたが、アンケートは広報に掲載されておりましたけれども、内容とし

ては小さく載っておりましたし、それと、なぜ足湯をとめるように至ったのか、費

用の問題等も示してありませんでしたので、市民としては判断が難しかったのでは

ないかと思っております。いずれにしましても、アンケートの結果が、現在、集計

ができていると思われますので、お示しをいただきたいと思います。 
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○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） それでは、ポケットパークのほうのアンケートの結果につ

きまして述べさせていただきます。 

 まず、実施の期間といたしましては、平成２５年の１１月１８日から１２月１５

日まで行っております。その期間中、足湯をとめましたのは２週間でございます。

とめる前の１週間と、とめた後の１週間、計４週間で実施しております。回答につ

きましては、３０９名の方から回答をいただいたところでございます。回答いただ

いた方の中では、女性が５２％、１６０名、男性が４１％、１２８名で、お住まい

の地域につきましては、隈府、大琳寺の徒歩圏内が４１％、次いで市内が３４％、

市外も９％おられたところでございます。足湯を実際に見てもらい、また、とまっ

ている状況を見てもらうために、現地にもアンケート用紙を配置したところでござ

います。足湯がとまったのを見た方は７３％でございました。 

 次に、足湯の利用状況につきましては、利用したことがある方が４４％、利用し

たことがない方が５０％おられました。利用したことがある方の感想を聞きました

ところ、非常に満足、やや満足が７６％、非常に不満、やや不満が１２％いらっし

ゃったところです。 

 今後のポケットパーク足湯につきまして、必要がないが３６％、あったほうがよ

いが３５％、自由回答の中で、税金の無駄、早く撤去してほしいとの意見がある一

方、定着すれば利用者がふえるのではないか、菊池に引っ越してきて、足湯で近所

の方と知り合うことができたなど、工夫して維持費を削減してでも存続してほしい

などの意見もございました。また、利用したことがある方が半数以下であることを

考えますと、周知の不足が考えられます。 

 今後、ポケットパークの足湯の存続の是非に対しましては、足湯があったほうが

いいが３５％、足湯は必要ないが３６％という結果でございました。 

 以上、報告いたします。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。 

 ３０９名程度のアンケートの結果ということでございますけれども、結果的には

なかなか微妙なところでございますが、私どもの中山間地の地元のほうで聞きます

と、なかなかある場所もわからないと。どこに足湯があっとかいと、そのような状

況でもあるし、費用の面を申しますと、それはもったいないよと、そういう意見が

たくさんでございます。 



 －288－

 最終的には市長の判断になってくると思われますが、市長としてどういう判断を

されて、今後、考えられるのか、お示しをしていただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 足湯に対する今後の対応ということでございますが、アンケー

トの結果は今申し上げたとおりでございまして、ご指摘のとおり、方法と前提に若

干不十分な面もあったとは思いますが、３００名以上のたくさんの意見を拝見して、

市民の方々の率直な意見を得ることができたというふうに感じております。 

 結果としましては、ポケットパークにおける足湯の必要性について、いわば賛否

両論が存在しているという結果でございました。もともと県のアートポリス事業の

施設でございますので、もともとの施設そのものをどうこうするということではな

くて、あくまで管理コストに関する問題意識であったわけですけども、当面は、こ

の結果を踏まえまして、足湯を継続して様子を見たいと判断しているところでござ

います。 

 ただし、例えば夏場であるとか、ニーズが少ない時期に、若干でも省コストへの

措置ができないかということは検討していきたいと思います。また、管理上の技術

的な問題等もあるようでございますので、こういったところは研究を続けていきた

いというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。 

 いずれにしましても、今、継続をするような形になれば、また市民の声というの

もいろんな面で上がってくると思いますので、そのところは、今後、判断をしてい

きたいと思います。 

 それでは、次に環境問題、焼却施設の今後の対応について、また、環境整備基金

の現状と対応についてお尋ねをいたします。 

 産廃問題については、今定例会で怒留湯議員、城議員からも質問がありましたの

で、理解できた点もありましたが、改めて幾つか確認を含めお尋ねをいたします。 

 市は今回、根本的な解決をするために、溶融キルン式焼却施設の使用期間に関す

る諸事項について、平成２６年３月３１日までに合意できるように、昨年の１１月

１４日に環境保全協議会確認事項を取り交わしていますが、まず地元住民に対して

最長５年間の延長の問題、これまで地元を初め、市全体で産廃問題に取り組んでま

いりましたので、市全体への説明責任の問題、施設を菊池市以外に移転させるため
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の産廃への補償の問題等が、果たして今月の３１日までに合意することが本当に可

能なのか、お尋ねをしたいと思います。 

 それと、環境保全、環境整備基金の現在の状況と、今後の対応についてもお示し

をいただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 木下議員の産廃問題についてご答弁いたします。 

 一つは、焼却施設、溶融キルン式焼却施設の今後の対応という形で、現在の協議

状況から、今年度内に解決できるかということだと思います。 

 ２点目に、環境整備基金の現状ということでお答えさせていただきます。 

 まず、溶融キルン式焼却施設の閉鎖に向けました協議につきましては、水迫地区

から提出がありました２通の要請書や、地元住民説明会でのご意見を重く受けとめ

るとともに、菊池市全体の環境問題、そして未来へ果たすべき責務として捉え、解

決に向けて協議を続けているところでございます。 

 具体的には、昨年１１月に締結いたしました環境保全協議会確認事項に基づきま

して、市、県、会社の三者で協議を行っており、市の考えといたしましては、１点

目に、会社が菊池市内に新たな焼却施設を建設しないことを確約すること。２点目

が、市外に新しい焼却施設が稼働するまでの必要な期間、会社のほうは最長５年間

と言っておりますけれども、溶融キルンの稼働を認めてほしいという会社の申し出

につきましても、可能な限り短縮する条項を盛り込みたいと考えております。３点

目に、溶融キルンによらない新たな水処理につきましては、会社が責任を持って行

うこと。この３点についての実現に向けて協議を行っているところでございます。 

 そうした中、解決に当たって最も重要な課題といたしまして補償問題がございま

す。会社は平成１０年に締結しました環境保全協定書及び環境保全協議会設置要領

に基づきまして、焼却施設を市外移転するための補償金を要求しております。城議

員のご質問にお答えしましたとおり、現在の協定書には溶融キルン以外の新たな焼

却施設を建設することへの制限は明記されておりません。協定上それをとめること

は甚だ困難と言わざるを得ません。 

 こうした中、本市からの申し出により菊池市内に新たな焼却施設を建てさせない

ためには、会社としては市外に新たな焼却施設を建てなければなりません。このた

めには、例えば土地代とか新たな負担増を会社に強いることになります。そのため、

市としては、一定の補償はやむを得ないのではないかと考えているところでござい

ます。 

 水迫地区からの要請にもありますように、地域住民が安心して生活できる環境を
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維持し、豊かな自然を将来に引き継ぐことができるような環境づくりが何より大切

であるということは、皆様の切なる願いであります。本市といたしましては、それ

を重く受けとめ、これを実現するためには環境保全協定書に記載してある条項にの

っとり、県の立ち会いのもと市と会社で協議を行い、解決するほかに方法がないも

のと考えております。 

 また、本年度内に合意が仮にできなければ、さらに問題がこじれ、係争化まで発

展し、問題解決が長引くことが懸念されます。議員の皆様におかれましては、何と

ぞこうした点をご理解いただき、ご協力を賜りますよう、お願いいたします。 

 次に、環境整備基金でございますけれども、この財源の内訳は三つの通帳に分け

て管理しております。そのうち、市が環境整備基金条例に基づいて使えるものを二

つの通帳で管理しており、一つ目の通帳には、市外からの一般廃棄物に係る環境保

全協力金、これが２億３,３８５万円、及び産業廃棄物管理型最終処分場がある市

町村に対し、県から交付されます熊本県管理型最終処分場立地交付金と同額を一般

財源から積み立てているもので、２億１,４００万円、この二つの合計が４億５,０

０５万円となっております。なお、立地交付金につきましては、今後、２億８,６

００万円が交付され、合計で５億円交付される予定となっております。二つ目の通

帳は、九州産廃からの寄付金を積み立てているもので、利息を含め７,５３６万円

であります。したがいまして、現時点で、環境整備基金条例で使える金額は合計で

５億２,５４１万円となっております。また、このほかにも、三つ目の通帳に、熊

本県管理型最終処分場立地交付金を一時的に積み立てている金額で、１億１,８４

６万円があります。これは、県の立地交付金要綱に基づいて、５年以内に市が行う

事業に充当するものとなっております。 

 環境整備基金につきましては、これまでもお答えしましたとおり、条例等に基づ

き、地域の環境整備に必要な財源に充てるほか、九州産廃の最終処分場の操業短縮

に伴う補償金の財源と、旧市営牧場跡地を環境整備基金で買い戻すこととしており

ます。また、今回の溶融キルンにかわる新たな焼却施設を市内に建てさせないこと

への補償金につきましても、この環境整備基金の中から充当することとし、一般財

源は使わないことを基本に考えております。 

 産廃問題の解決につきましては、何より市内から産廃施設がなくなることが菊池

市民の皆様の切なる願いであると考えております。地元水迫地区の住民の皆様だけ

でなく、全菊池市民の皆様、そして議員各位の皆様にご理解をお願い申し上げる次

第でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（山瀬義也君） 木下雄二君。 

［登壇］ 
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○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。 

 下田部長には丁寧に答弁をいただきまして、ありがとうございました。今回をも

ちまして退職ということでございます。本当に長い間、この産廃問題には下田部長

はずっと取り組んでおられましたので、敬意を表しまして、お礼を申し上げたいと

思います。 

 それでは、続きに進みますけれども、この産廃問題について、地元のほうからは

５年間より少なくしてほしいという要望も出ておると思いますし、今、基金の問題

もございました。私、前から言っておりますけれども、九州産廃は経常利益の５％

を積み立てるようなことをしなければいけないという覚書等もあったわけですよね。

そういうことも含めて、まだ産廃のほうにも取り組んでやっていかなければならな

いこともたくさんあるわけでございます。このことを今月末までに合意できるよう

に市のほうは取り組んでいくということでございますけれども、議長のほうも産廃

問題については、これまでの経緯を含めて勉強会をしながら、県議等も一緒になり

ながら取り組んでいかなければいけないと思っておりますし、また市も、やはり議

会、また地元、それと県のほうと一緒に話をしながら、しっかりした取り組みをし

ていかないと、本当に今月末までの、何度も申しますけれども、合意することは可

能だろうかということを心配しております。懸念しております。ですから、そのこ

とも含めて、市長の考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 本件の解決については、市民の長年の切なる願いだというふう

に理解しておりますので、全責任を持って、とにかく最後、決着に向けて頑張って

いきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。 

○議長（山瀬義也君） 以上で、本日の一般質問は終わりたいと思います。あすも引き

続き一般質問となっております。 

 本日は、これにて散会します。 

 全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後３時０１分 
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○議長（山瀬義也君） 全員、起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 ご着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（山瀬義也君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（山瀬義也君） 日程第１、引き続き一般質問を行います。 

 初めに、坂井正次君。 

［登壇］ 

○２０番（坂井正次君） 皆さん、おはようございます。１０年先を見据える坂井でご

ざいます。１０年先を見据える坂井とずっと言い続けてきました坂井でございます。

今回が 後の一般質問でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 私、養豚業をやっております。有限会社坂井ＴＳです。小さな会社でありますけ

れども、会社は現状維持、今を見つめていては衰退、撤退、倒産に陥る可能性があ

ります。絶えず１０年先を見据えて、グローバルに投資、チャンレジ、改革をして

いかなければなりません。この点におきましては、市長も海外で銀行の支店長をや

っておられた。もう十分、そのことはわかっておられると思います。ですね、市長。 

 市の運営も私に言わせれば、会社と一緒であります。今を見つめていては、活性

化、改革はできません。やはり庁舎においては４０年先、市の運営においては１０

年先を見据えて、改革をやり、少ない予算でより効率の高い事業、効果のある事業、

そして１０年後の活性化を目指さなければなりません。そうですね、市長。よろし

くお願いします。 

 そういう観点できょうは質問をいたします。七城の新市建設計画、非常に執行率

が低うございます。これも地域の七城としましては、１０年後を見据えた場合、大

変重要な課題であります。旧４市町村の中で、これはもう皆さんご存じでございま

すけれども、七城だけが極端な執行率の低さであります。執行見込み率で言います

と、菊池８２％、泗水８３％、旭志１０５％、七城６１％となっております。なお、

菊池は共通で大分やっていると思われます。 

 この不均衡是正のために、江頭市長は努力すると言っていただいておられますけ

れども、どのような考えで対処していただけるのか、お伺いをいたします。 
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 以上、第１回目の質問といたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 皆さん、おはようございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 今、坂井議員からお尋ねがございました新市建設計画の格差についてということ

でございますが、これまでも同じようなご質問に対してお答えしてきましたとおり

でございまして、新市建設計画の市町村事業の進捗率に差が生じております。ご指

摘のとおり、特に七城地区の普通建設事業の進捗状況は残念ながら低い状況にござ

います。また、平成２６年１月１５日に開催しました七城地区の地域審議会でも、

同様なご指摘をいただいたところでございます。当日、当然ご説明をしたことでは

ございますが、主だった事業がさまざまな理由で実現していないということでござ

います。 

 これまでも不均衡を是正するために、平成２０年度から七城区長会等に事業要望

の調査等を行いまして、改善に向けた取り組みを進めてまいりました。平成２４年

度には、補助事業である社会資本整備事業の申請に向けて事務を進めてまいりまし

たが、基幹産業の同意が得られないといった事情があったために、事業の実施まで

には至っていないというのが実情でございます。 

 こうした中、昨年の７月に七城地区の関係６区から要望書が提出されておりまし

て、以前とは状況が変化したと私は認識しております。今後は、この関係６区から

提出された要望事業の精査を行いまして、地域の活性化につながる新たな取り組み

や事業をより具体化するために、再度、七城区長会等との協議、調整を図りながら、

七城地区の社会資本整備交付金事業に取り組んでいきたいと考えておるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○２０番（坂井正次君） ありがとうございます。もちろん、菊池市の活性化が一番で

ございますけれども、私も地域、七城の議員として、やはり１０年後の七城の姿を

考えた場合、今度の要望書に出ている事業も非常に重大な事業だと認識しておると

ころでございます。 

 今、答弁されましたけれども、市長の施政方針の中で、「都市基盤の整備につい

ては、七城地区の社会資本整備交付金事業による計画の策定に取り組みます」と述

べられました。これを見て、あえて本日質問をしたわけでございますけれども、こ



 －299－

れは七城地区の方々の安全、利便性、経済性、観光、開発等に必要な事業であるが

ための要望書提出が、先ほど市長がおっしゃいましたようになされております。菰

入橋のかけかえ道路の取り組みだろうとは思いますけれども、それなのか、あえて

質問したいと思います。不均衡是正のためにも、七城地区にとって必要不可欠な大

事業と認識しておりますけれども、いかがですか。ご答弁をお願いします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 七城地区の社会資本整備交付金事業に取り組むといったことの

対象となる事案でございますけれども、今、ご確認がありましたように、菰入橋の

かけかえを主体とする周辺の整備にかかわる事業でございます。今おっしゃったよ

うに、まず、歩行者の安全性の確保、それから交通アクセスの向上ということにつ

ながる効果が非常に大きいと考えております。 

 また、私が考えております「安心・安全の癒しの里」を実現する手段として、河

川堤防や道路沿線に桜を植樹するさくらの里プロジェクトとも大きなつながりが出

てきますし、一帯の素材を生かしてフットパスのコースにもかなってくると。そう

いった意味で、交通安全性のみならず観光面などのいわゆる経済活性化につながる

ものと、大変期待できる内容ではないかと思っておりますので、ぜひ実現に向けて

頑張っていきたいと考えているところです。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○２０番（坂井正次君） ありがとうございます。あの地域は、経済、利便性、交通安

全といろいろありますけれども、温泉ドーム、リバーサイドパークとつなぐ堤防も

ございます。本当にさくらの里、癒やしの空間として、 高のフットパス等も含め

まして、そういった環境が整うものだと思っております。どうぞよろしくお願いを

いたします。 

 続きまして、農業振興について質問をいたします。 

 合併して１０年目を迎えているわけでございます。しかしながら、今までの９年

間、本市の農家の方々は、農業振興に対する市の施策は厳しいようでございますけ

れども、ほとんどないに等しいと言っておられます。また、よく考えてみれば、目

玉は何だったんだろうと考えさせられます。そこで質問ですけれども、今の農業振

興施策を述べていただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 
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○経済部長（平野國臣君） おはようございます。坂井議員のご質問にお答えします。 

 本市の農業振興につきましては、総合計画後期基本計画に掲げております主要施

策である特性を活かした魅力ある農林業の振興及び計画的な土地利用の推進の実現

に向け、その主要施策ごとにさまざまな施策を設定し、推進をいたしておるところ

でございます。 

 ＴＰＰ参加問題を初め、農業を取り巻く厳しい状況が続く中、本市における農業

振興施策といたしましては、農家所得の向上を図ることが 重要課題であることを

踏まえ、農産物消費拡大事業や経営安定対策事業、並びに農地・水保全管理支払事

業、中山間地域等直接支払制度事業、家畜導入事業などを初め、農林畜産関係のさ

まざまな事業に取り組んでいるところであります。また、新たな流通の取り組みと

しましては、インターネットショップの開設や安全・安心な農産物の他市町村との

差別化や販路拡大を図るための菊池基準の制定にも取り組んでいるところでござい

ます。 

 いずれの事業にいたしましても、本市の特産品が高く評価され、生産者が豊かに

暮らせるまちを目指し、今後とも県やＪＡを初めとする農業団体と連携を密にして

取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○２０番（坂井正次君） いろいろ述べていただきましたけれども、やはり物産館とか

農協あたりと連携した施策がちょっと乏しかったんじゃなかったかなと私は思いま

すけれども、江頭市長は菊池基準でのインターネットショップ開設による農業振興

を図ると言っておられます。これは、１０年先を見据えた大きな目玉だと、私は大

変期待をしているところでございます。 

 しかしながら、それをつくり出すと言いますか、施設、設備、メロンドームの場

合はメロンを販売するに当たって、メロンドームの耐久ハウスをハウスリースでつ

くりました。そのように、市長が全国に打って出たとき、それをつくり出すような

施設も同時に考えなければならないと私は思っております。 

 そんな中、強い農業づくり交付金という国からの５割補助の補助金が出ましたけ

れども、園芸作物の安定供給体制の確保、園芸産地の収益力の向上という目標を掲

げ、農水省から２４４億円出ていますが、地元の代議士も積極的に協力をされてい

ると聞いております。市の取り組みはどのようになっておりますか、質問いたしま

す。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 
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［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 再質問にお答えします。 

 強い農業づくり交付金事業につきましては、農畜産物の高品質、高付加価値化、

低コスト化及び食品流通の合理化等、地域における生産から流通、消費までの取り

組みを総合的に推進することを目的として、産地の競争力強化のための共同利用施

設整備に対し、事業費の２分の１以内の額が国から支援される補助事業でございま

す。事業実施主体は、都道府県、市町村、農協や土地改良区、その他農業者が組織

する団体となっております。 

 現在、来年度の事業実施希望調査につきまして、実施主体として想定されますＪ

Ａ菊池や熊本県畜産農業協同組合中央支所及び各総合支所の産業建設課等に対して

事業要望の照会を行い、申請の有無を確認しているところでございます。 

 また、事前に相談やご要望が上がっている農業者で組織された団体等があれば、

直接、事業要望等について聞き取り調査などを行うことにいたしております。また、

申請される団体等につきましては、申請や事業実施、実績報告など各段階におきま

しても、手続や連絡調整などについて指導や支援に当たっているところでございま

す。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○２０番（坂井正次君） そのような通知とか指導をされていると思います。ただ、私

は、ＪＡとかいろいろな組合が一緒に取り組むのが大事だと思います。初日に中山

議員も国の補助をもっと積極的に獲得、活用すべきとの意見がございました。同感

でございます。補助金には、市の支出はありません。１００％融資、つまり借り入

れと比べまして、５０％、７０％の補助では経営的には大きな差が出てきます。 

 先ほども言いましたように私は養豚業をやっていますが、私の農場規模まで土地

や施設を整えるならば６億円ぐらい必要でしょう。今まで借り入れと返済を繰り返

しやってきましたけれども、これを全額借入金にするか、また５０％なり７０％の

補助を受けるかというのは、経営において大きな差であります。経営の競争力の差

が出てきます。せっかくなら補助事業でやったほうが断然有利であります。また、

補助金を使うことで、特産品、銘柄づくりができれば、なお有効であります。 

 これは、熊日新聞ですけれども、「経済対策で大盤振る舞い」と。「高すぎ。９割

補助」。八代でハウスリースに９割補助の補助金が出たと。国が５割、県が４割。

これは問題になっております。ここだけに余り補助金を高く出し過ぎたと。しかし、

９割補助を獲得した八代市は立派だと私は思っております。やはり補助金を獲得す
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るには、以前から農協なりそういった組織、第三セクターいろいろなところと協議

をして、資料をつくって準備しておかなければ、いざというときには間に合いませ

ん。こういった有利な補助が出たときにはさっと取り組めるように、八代市は準備

していたのではないかと、私はそのように思います。この９割補助のハウスリース

について、市長はどのようにお考えですか。お伺いをいたします。執行部でも、部

長でも。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 再々質問にお答えいたします。 

 平成２５年度に、ＪＡやつしろにおいて取り組まれました農業用ハウス等への９

割補助の仕組みにつきましては、当初、県では、国の強い農業づくり交付金により

５割助成となっておりましたが、その後、国からの緊急経済対策として、地域の元

気臨時交付金が打ち出されたことによりまして、さらに県の４割の補助率を上乗せ

されたものでございます。 

 今、坂井議員からご紹介がありましたように、この件につきましては、農家の方

や大学の教授などの声も含めて、平成２５年９月１９日に熊日新聞で報道がなされ

たところでございます。 

 個人的な考えでございますが、こうした単年度に限った上乗せ補助につきまして

は、事業に取り組まれておる事業主体に対しての平等性とか均衡性に少し問題があ

ったので、こういった報道がなされたということで認識をいたしております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○２０番（坂井正次君） 部長、すみません。ちょっと質問し忘れていたところもござ

います。今のご答弁で、不均衡というようなことを批判するよりも、市としては、

そういった補助金をいかに獲得して農家の方に利用してもらうかということを真剣

に考えていただきたいと思いますね。 

 ちょっと言い忘れたところも言いますけれども、この答弁は結構です。農家の

方々が八代とか熊本から長洲に通っている湾岸道路を通ってみますと、耐久ハウス

が整然と並びすごかったと。そのハウスリースのおかげで、八代は日本一のトマト

の産地になりましたし、横島町は有名なイチゴの産地でもございます。 

 しかしながら、こういったハウスリースを農家が考え、補助金を受ける場合、農

家単独では補助金は受けられない状況で、対象となる受け皿、先ほどもおっしゃい

ましたように、組合、法人、組織、団体、いろいろあると思いますけれども、受け
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皿が必要でございます。受け皿として、農協なり物産館なりが窓口に必要で、特に、

農協がそういった連携をするには一番 適だと思いますけれども、そのことについ

てどのようにお考えですか。また、ほかに利用しやすい窓口とかがあったら教えて

ください。よろしくお願いします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 質問にお答えします。 

 強い農業づくり交付金を初め、農業関係のさまざまな補助事業には、各事業の要

綱の中におきまして、ＪＡや第三セクター以外にも市町村や農業団体、農業法人組

織、農業者で組織する団体、民間団体、また農家個人であるなど、その事業により

事業実施主体が定められておりますので、事業の要綱に沿った申請となるよう指導、

支援を行っていきたいと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○２０番（坂井正次君） 合併前の七城の事例を申しますと、町ですとか農協、そして

第三セクターのメロンドームがハウスリースの窓口になっていたと思います。また、

そういうやり方が、農家も非常に参加しやすいわけですね。農業振興特産品づくり

のための補助金獲得は、先ほどから言っておりますけれども、農協、また物産館と

の連携が必要だと私は思っております。 

 先日、ＪＡ菊池の執行部の方とお話をしました。合併して９年、今までは市との

連携という連携は余りとれていないのではないかということをおっしゃっていまし

た。産地づくり、銘柄づくりを進めるためにも、そのための補助金獲得をするため

にも、市との協議、連携は今後、大いに必要であり、お願いしたいとのことでござ

いました。ＪＡも２市２町が合併して非常に難しい点もあると思いますけれども、

農業振興上も、補助金獲得のためにも、ＪＡとの連携が今後非常に大事だと思いま

す。 

 そのためにも、これは私の提案でございますけれども、市役所とＪＡ菊池がお互

いに職員を派遣、常駐させ、情報収集、連携を図ることが大事ではないかと思いま

す。また、物産館で補助金などのハウスリース事業等を受ける場合は、その時期で

もいいですから、物産館へ事務処理とか、市の職員の派遣等の連携が必要だと思い

ますがいかがですか、質問いたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 
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○市長（江頭 実君） ＪＡ、物産館ほかとの連携の必要性についてのご質問でござい

ます。 

 農業の振興を図る上におきまして、ＪＡさん、あるいはほかの関係機関、物産館

等との連携は大変重要であると、私も認識しているところでございます。ご提案の

ありました派遣という方法も、方法の一つとしてはあるかもしれませんが、私とし

てはまず、従来の連携を見直して、この連携を強めていきたいと考えているところ

でございまして、ただいま現在では、職員の派遣については特段考えていないとこ

ろでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○２０番（坂井正次君） インターネットショップ、これはやはり全農家を対象とはし

ていないと思います。でも、それが成功して、だんだん輪が広くなった場合は、や

はり農協とかそういうところとの連携も必要になってくると、私は思いますね。そ

ういう点で、また、何より市長なり職員の皆さんが一丸となって、ＪＡ等と連携し、

農家にとって有利な補助金を獲得して、農業振興、特産品づくりの一翼を担う気概

が必要であると思います。また、農家は強く求めておられると思いますが、その点

に対してご答弁をお願いします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 菊池の農業を強くするということは、市役所だけでできるもの

というのはもうございませんので、ＪＡさん、それから関係機関、物産館さん、そ

れから生産者の方々、こことの連携をよく図って、力を一つにしていくということ

が一番大事だと思いますので、それに向けて全力を尽くしてやっていく所存です。

そして、その過程で、例えば国の補助金等については、本当にチャンスがあるわけ

ですから、積極的にそこを取りにいくような姿勢で臨みたいと考えています。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○２０番（坂井正次君） そういう気概で、また霞が関にも農水省にも行って、そうい

った情報を入れながら、有利な補助金獲得をよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、県道の整備について質問いたします。県道１８６号辛川鹿本線について質

問いたします。 

 県道辛川鹿本線は菊陽町辛川から合志市、そして泗水町、七城町を通り、山鹿市
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鹿本町、来民まで通じる通勤、通学、産業、生活の基幹道路として、七城町南地区

を縦断する 重要路線であります。しかし、路幅の狭いところもあり、安全上も利

便上もバイパス道路が必要ということで、バイパス道路の計画路線もその地域の協

議で決まり、１５年くらいも進まぬままでございます。特に、児童の通学上、非常

に危険ですので、幾度となく質問してきましたが、市長の今回の施政方針で、辛川

鹿本線の整備を県に要望してまいりますと非常にありがたい言葉がございました。

どのように考えておられるのか、お伺いをいたします。 

○議長（山瀬義也君） 建設部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○建設部長（松野浩一君） 議員ご質問の県道辛川鹿本線の現在の取り組み状況と計画

等についてお答えいたします。 

 県道辛川鹿本線につきましては、県の管理道路でございますので、菊池地域振興

局土木部にお尋ねしたところ、現在、山鹿市から七城町上橋田区の手前までの拡幅

工事が完了しておりますが、上橋田区から内島区までのバイパス予定区間は未整備

の状態でございます。そのバイパス予定区間の調整には長い時間を要するため、平

成２３年度には現道の一部を拡幅して離合箇所を設けるなど、集落内の道路交通に

つきましては、安全性の向上を図っているとのことでございます。 

 今後は、県道熊本菊鹿線やふるさと農道等の周辺道路が新たに整備されるなど、

当初の計画時から大きな状況の変化も発生していることでございます。そのことを

受けまして、交通の流れの変化を確認した上で、バイパス区間の整備のあり方につ

きまして再調整を図ってまいりたいと伺っているところでございます。 

 市といたしましては、今後も継続して県に対し要望を行ってまいりますとともに、

協力体制を図りながら早期事業着手ができますよう、地元の関係者の皆さんのご理

解、ご協力をいただきながら推進してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○２０番（坂井正次君） もちろん、これは経済の活性化にもつながりますけれども、

児童の通学路でもあります。市長がおっしゃいます安心・安全を確保するためにも、

早期の着工を市のほうから要望、よろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、菊池づくりについて質問いたします。市長は、住みやすさ日本一の

菊池づくり、経済活性化の仕組みづくり、そのようなことを述べておられますけれ

ども、私はあえて産業振興のための日本一菊池づくりについて質問いたします。 

 施政方針で、市長は菊池渓谷や温泉等の自然、またおいしい水と農産物等、一流
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の素材がそろっていると言っておられますけれども、日本でも上位に位置する観光

地、また菊池の物産など何があると思われますか。お示しください。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 質問にお答えします。 

 本市 大の観光資源であります菊池渓谷は東の奥入瀬、西の菊池渓谷とも称され、

昨年５月発刊の週刊誌では「著名人１０人が選んだ日本の絶景」の中で、一番 初

のページで紹介をされております。また、台座を入れた騎馬像としては日本一の高

さを誇る武光公騎馬像や、複合ダムとしては日本 大級で２,０００メートル級の

ボートコースを有する竜門ダム等があります。 

 さらに、旭志地域のホタルにつきましては、二鹿来川や渡瀬川において、昭和６

１年にゲンジボタルが大量発生したということから、日本一のホタルの里として専

門家から称され、看板等も設置されているところでございます。 

 次に、農林畜産物としましては、特に畜産業におきましては、西日本有数の出荷

額を誇っておりまして、全国でも７位にランクづけをされております。また、菊池

米や水田ゴボウ、かすみ草、干しシイタケといった多様な農林畜産物が全国に出荷

されており、高い評価を得ているところでございます。なかでも、七城の米は日本

穀物検定協会の食味ランキングにおきまして、２００８年、平成２０年ですが、か

ら６年連続、通算８度目となる 高評価の特Ａを獲得しているところでございます。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○２０番（坂井正次君） ありがとうございました。私が知らないことも多々ありまし

た。騎馬像も日本一、そして、またダムもいろいろな中で日本一と。そして、旭志

のホタルも日本一と。日本一ならば、これは表に出して発信すべきとも思います。 

 ２番目の質問ですけれども、日本一の山は富士山、第２位の山はご存じでしょう

か。日本一長い川は信濃川、２番目の川はご存じでしょうか。日本一の湖は琵琶湖

です。第２位はご存じでしょうか。そのように、日本一と日本２位、３位では雲泥

の差がございます。全然インパクトが違うと思いますが、執行部としては、どのよ

うにお考えですか。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 再質問にお答えします。 

 日本一の概念につきましては、量や質、大きさ、高さ、精度などの、さまざまな
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考え方や比較のもとに決定されるものではないかと考えております。いずれの基準

におきましても、日本一の価値というものは、他の追随を許さない 高のものであ

ると考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○２０番（坂井正次君） 簡単に答えられましたけれども、私が言いたいのは、例えば

日本の２位、３位の渓谷と、日本一の渓谷となれば、それはもうインパクトが違う

んですね。わー、日本一なんだと。日本一のタワーはスカイツリーですよ。やはり

日本一になったらインパクトが違います。 

 そういう意味で、日本一に も近い菊池では、日本一もちょっとありましたけれ

ども、菊池渓谷ですね。散策したい渓谷のランキング２位です。そしてまた、新潟

の魚沼こしひかり、山形庄内のひとめぼれに肩を並べる七城のひのひかり。３銘柄、

日本航空で取り上げられていました。その他、菊池の水田ごぼうもいいところにい

っておると思いますけれども、日本一に近いものに、せっかくなら力を入れて、日

本一にしたらインパクトが違いますし、相乗効果も抜群に出ると思います。そうい

った上位のものを日本一に引っ張り上げるという考えはございませんか。 

 また、あと一つ、ついでに質問しますけれども、日本一に も近い菊池渓谷、菊

池の宝でありますが、１０年前、５年前、昨年の来訪者の推移をお示しください。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 再々質問にお答えします。 

 本市が持つ観光資源、農産物、グルメなどのさまざまな魅力を発信することによ

り、誘客数の増加や認知度向上につながるものと考えております。 

 その一つの取り組みとしまして、平成２５年度に観光動画のコマーシャルを製作

し、福岡県内２カ所の映画館におきまして、本編映画の上映前に３０秒のコマーシ

ャルを２９日間、延べ２７３回放映し、夏休み期間中ということもあり、多くのフ

ァミリー層への宣伝効果があったものと考えております。 

 また、県北の近隣自治体が連携し、県北エリアの魅力を発信する事業として、福

岡をターゲットに温泉や渓谷、メロンなどの特産品を紹介する動画をテレビや博多

駅前のシティービジョンで放映することで、メディアを使った情報発信にも努めて

いるところでございます。 

 こうした取り組みが、菊池観光協会のホームページへのアクセス件数に効果とし

てあらわれ、宿泊者数のふえる１０月から１２月までの期間におきまして、平成２
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４年度の３万４,８０２件と比較し、平成２５年は５万２,６５４件と、約１万６,

０００件の増加につながっております。 

 次に、菊池渓谷への入谷者数につきましては、１０年前の平成１５年は３５万人、

平成２０年は３３万３,８５４人、平成２２年は３４万２,１８２人、豪雨災害があ

りました平成２４年は２４万７,８０８人で、平成２５年は２７万４,４７１人とな

っております。 

 また、昨年においてＮＨＫほか民放テレビの中継で菊池渓谷が全国に放映された

こともあり、九州外からの問い合わせが多く寄せられているところであります。今

後とも、こうしたメディアを活用し、本市の持つ魅力を積極的に発信し、誘客に努

めてまいりたいと考えております。 

 また、農畜産物の取り組みにつきましては、本年度、米生産農家が自分自身の米

の食味評価を認知し、良質な米づくりに向けた意識高揚につなげるため、菊池米食

味コンクールを開催いたしております。平成２８年には、全国の米生産農家の約４,

０００検体の米食味評価を競い合う、第１８回米・食味分析鑑定コンクール国際大

会が本市において開催されることが決定されておりますので、米どころ菊池市を全

国にＰＲできる絶好の機会であるとともに生産者の生産意欲につながるものと捉え

ております。 

 また、本市独自の安全・安心な農産物栽培の取り組みであります菊池基準制度を

確立することで、他の市町村との差別化や農産物の付加価値を高めることにより、

本市農産物を全国に向け発信し、販路拡大につなげてまいりたいと考えております。 

 なお、引き続き、農産物消費拡大事業に取り組みながら、本市が誇れる農産物の

ＰＲと消費拡大に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○２０番（坂井正次君） 全国食味コンクールはすごくインパクトがあると思いますけ

れども、成功するようにぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 菊池渓谷、七城米、菊池水田ごぼう等は、数少ない菊池の宝であると、私は思っ

ております。宝の持ち腐れにならぬように、せっかくなら２、３、４位でなく、も

っと力を入れて、難しゅうございますけれども、日本一に持っていくことも大事で

あると思いますが、いかがですか。 

 後になりますが、日本第２位の菊池渓谷を取り上げてみます。先ほど、部長が

述べられました菊池渓谷の来訪者の推移ですが、私に言わせれば年々減少している

のではないかと思います。どうにかせねばならないと思います。この点で、前回の
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定例会で菊池渓谷のことを質問しましたけれども、時間がございませんでした。続

きでちょっとやってみたいと思います。 

 菊池渓谷にトロッコ列車をというアイデアでございます。そんな中で比較します

けれども、九重町の九重のつり橋というのをそのとき、例に出してみましたね。平

成２２年に何もない山間の谷間に、２０億の大金を投じて実行に移された。完成後、

４年たった時点で実に６００万人の方が訪れ、１年間で１５０万、目標は３０万だ

ったので、５倍の入場者だったそうです。一人が５００円の入場料で、４年間で６

００万を掛けますと、３０億の収入だったそうです。３０億の売り上げから２０億

の元手を引きますと、町の役場の職員の方が４年間で１０億円余ったと言っておら

れました。その他、食事、土産等をあわせますと、波及効果も絶大だったと思いま

す。 

 九重町のように、散策したい渓谷、日本第２位の菊池渓谷でございます。先ほど、

部長がおっしゃいましたけれども、来訪者も年々減少傾向にあると思います。また、

前回は、駐車場が足らないと私、質問しましたけれども、シャトルバスで対応して

いるという答弁だったと思います。しかし、シャトルバスも、その期間中、また土

日限定だったというふうに覚えておりますけれども、私はもったいないと思います。 

 年間、平日でもにぎわうように、渓谷の峰の隣にもともと材木を運ぶトロッコ列

車があったことでもございますし、渓谷の貯木場跡地、いこいの里、水の駅へとつ

なぐ、また民間とタイアップしてでも山の自然渓谷、また山の料理、山の遊びとか

いろいろなことを一つのテーマとして、湧水の渓谷へ自然を満喫するトロッコ列車

と銘打って、テーマパークなどをつくったら非常におもしろいのではないかという

提案をしました。 

 熊日新聞を見ていましたところ、何日前だったかはちょっと覚えていませんけれ

ども、大阪のテーマパーク、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの会社が本格的に

九州にテーマパークをつくると発表しました。これは、ちょっと規模が大き過ぎる

かもしれませんが、チャレンジする気持ちはございませんか。それが無理でも、市

として少しでも観光客がふえるように、近くに大きな駐車場をつくる、また離れて

いる上の大駐車場から谷間を、入山者をリフトで運ぶ、また先ほど言った元あった

材木トロッコ列車を観光トロッコ列車で復活させる等、菊池の宝の渓谷を、前向き

に努力して観光客を呼び込み、日本一の菊池渓谷を目指してみてはどうでしょうか。

お伺いをいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ただいまのご質問は、菊池渓谷を日本一にしてはどうかという
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ご提言であったと理解します。 

 先ほど一つの例として、 近の新聞でのＵＳＪの動きをご案内されたところでご

ざいますが、ＵＳＪの件は、あくまでそういう例があるとして言われたことだとは

承知しておりますけれども、例えば、ディズニーランドもそうですけども、大型の

集客型の娯楽施設でございますので、比較的大都市圏を後背地に持った交通至便の

地を恐らく狙っていくんだろうなと思うわけですが、菊池の場合は、自然を売りに

していこうということでございますので、菊池らしい試みというのを考えていきた

いとは思っております。自然や山間地を生かしたアウトドア型と言いましょうか、

アドベンチャー型と言いましょうか、実際に、実はある企業からこうしたアドベン

チャー的なコンセプトでのご質問とかアプローチもあったりはしております。 

 先ほど来からの日本一とおっしゃっているのは、恐らくご趣旨としては、必ずし

も規模のことだけをおっしゃっているわけではなくて、一つのユニークさと言いま

しょうか、特色出しという趣旨ではないかなと、私としては理解するところでござ

います。 

 規模となりますと、日本一の、例えば橋にすれば、長さ１メートルでもまた次の

が出てくると、すぐ２位になっちゃうと。そこが自分たちでコントロールできない

ということになるわけですから。ただ、ご趣旨を酌み取れば、いろいろな工夫が必

要だとは思っております。 

 一方で、私どもは菊池の発展の大もとである自然、あるいは森、水、こういった

ものを守りながらやっていかなきゃいけませんので、例えて言うなら、菊池渓谷と

いうものを規模とかではなくて癒やし度日本一というような質をきわめていくよう

なことは可能ではないか。そういう夢のあるものを追い求めていきたいなと、きょ

うのお話を聞いて、決意を新たにしたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 坂井正次君。 

［登壇］ 

○２０番（坂井正次君） もう少し質問しとうございましたけれども、時間も多分ない

と思います。いずれにしても、菊池渓谷に観光客がふえるように、癒やしでも何で

も結構でございます。市長、よろしくお願いします。 

 私のように、言うはやすく、行うは非常に難しいと思います。江頭市長なら、何

かやってくれそうな気がしております。江頭市長の本市の未来を大きく期待いたし

まして、私の 後の一般質問といたします。ありがとうございました。 

○議長（山瀬義也君） ここで、１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 



 －311－

休憩 午前１０時５８分 

開議 午前１１時０６分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１７番（隈部忠宗君） １７番の隈部でございます。通告に従いまして、一般質問を

いたします。 

 定例会の初日から、故東裕人議員の席には、白いカサブランカの花が置かれてお

りました。当初は花びらが二つでつぼみは一つでしたけれども、きょうは三つとも

きれいに咲いております。１２月定例会では、故東裕人議員の予算書には附せんが

いっぱい張られておりました。そして、過去５年間の推移とか、そういうものを円

グラフ、棒グラフで示されて、私たちに問題点を説明されておりました。まだ、信

じ切れない気持ちでございますが、故東裕人議員のご冥福をお祈りいたしますとと

もに、彼の遺志を継いで、私たちは菊池市の発展のために頑張らなければならない

と改めて思っております。 

 市長は平成２６年度、施政方針の中で、農業と観光を、今後、本市の発展の両輪

として「癒しの里 菊池」を目指していく、その中で「日本一の桜の里」「森の中

のまち」など、にぎわいをつくり出すための基盤づくりを進めていきたいと言われ

ております。そして、これらのキーワードは三つの「つ」、すなわち「つどう」「つ

なぐ」「つづける」であると強調されました。その思いは、１歩ずつ確実に前進し

ていると思います。通告に「きらっと輝く菊池について」としましたが、前に発表

されました坂井議員が「日本一の菊池」ですので、ちょっと落ちるかなと思います

けれども、私の思いを述べたいと思います。 

 私が「きらっと輝く」に接したのは、半世紀、５０年前です。高校の卒業式、校

長先生の訓辞の中で、「君たちは、ただ単なる石ころかもしれんけれども、社会の

片隅できらっと輝く人になれ」と言われたことが、非常に印象に残っております。 

 １番目に、「きらっと輝く菊池について」四点。２番目に農業の活性化について、

３番目に菊池の歴史を生かした活性化について二点質問をいたします。 

 菊池の文化資源総合調査と域学連携事業についての成果と今後の活用についてで

ございますが、本市は九州大学に３年間委託しまして、菊池文化資源総合調査研究

をお願いをいたしました。その成果と、昨年、住民の方々、学生、行政が互いに連

携をし、地域の再生に取り組む域学連携地域活力創出モデル事業に取り組まれまし

たけれども、その成果についてお伺いをいたします。 
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 ２番目に、菊池市がきらっと輝くためには、そこに住む人たちが輝き、そして地

域が輝き、高齢者の方々や障がい者の方々が輝き、子どもたちの一人一人が輝くこ

とが大切であると思います。まず、施政方針に示されました地域おこし、地域づく

りプロジェクトについて、何人かの議員さんがお尋ねになりましたが、お伺いをい

たします。 

 ３番目に、高齢者や障がいを持つ方々が輝くためにどのように取り組まれるか。

私は昨年、高齢者大学に参加をしました。９６歳の方もいました。何歳になっても

健康で、生き生き仕事やボランティア活動に打ち込むことができ、しかも知識や経

験、技能等の持てる力を生かし、生きがいを持って活躍できる仕組みづくりが必要

であると思いますけれども、どのように取り組まれるかお聞きします。また、障が

い者の方々につきましては、「障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条

例」が制定をされております。安心して暮らすことができる共生社会づくりが大切

であると思いますけれども、本市として共生社会をどのようにつくるかお伺いをい

たします。 

 四点目に、子どもたちが夢のある教育につきまして、どのように取り組まれるか。

本市の教育の理念であります文武両道・廉恥礼節の実現に向け、知・徳・体のバラ

ンスのとれた子どもたちを育てたいと、家庭、地域との連携を深めながら取り組ま

れております。 近では、論語を取り入れた教育がなされております。 近は、国

も県もＩＣＴの導入に力を入れているようでございますが、本市におけるＩＣＴ導

入の状況についてお伺いをいたします。 

 以上、第１回目の質問といたします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） おはようございます。隈部議員のご質問にお答えいた

します。 

 九州大学に委託して３年間実施いたしました文化資源総合調査は、国登録有形文

化財４件の指定や、古民家を活用するために建築関係の専門集団、たてもの応援団

を結成して建物調査に取り組む体制が整うなど、大きな成果を生み出しました。文

化資源概念の啓発を行う講演会は、各方面から講師をお呼びし、１４回開催してお

りますし、まちづくりに活躍されている方を紹介する、まちづくり道場の開催も１

７回にも及んでおります。 

 また、今年度事業実施しました総務省の域学連携事業につきましては、６大学、

３高校、九つのまちづくり団体の参加をいただいて、四つのコースを設けて取り組

んでおり、フットパスコースの体験会や菊池高校前の古民家である松倉邸の修復と
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活用方法の検討、農業分野での有機栽培農業の研修などを開催しています。 

 参加者につきましては、文化資源総合調査では１４回の講演会に延べ約１,００

０人の参加をいただいております。まちづくり道場にも延べ３００人程度参加をい

ただいております。また、大学生の参加者数は、延べ人数で３００人を超えている

ところでございます。今年度の域学連携事業につきましては、高校生の参加は３校

合わせて４０人で、大学生は延べ９０人参加をいただいたところです。２月１６日

に七城公民館で開催いたしました域学連携シンポジウムでは１３０人のご来場をい

ただき、今年度の活動報告を行うことができました。 

 次に、地域が輝くための地域づくりプロジェクトの「癒しの里」パートナーシッ

プ事業についてのお尋ねでございますが、新たに市民提案型協働事業を実施するも

のです。市民ニーズの多様化に伴い、従来の行政サービスでは市民満足度の高い行

政サービスを行うことが困難となってきていますので、市民団体やＮＰＯ法人等が

有する課題発見力、解決のアイデア、ひらめきを市行政に反映させ、市民生活の課

題解決を図るための手法を導入することにいたしました。新しい公共の考え方に沿

った、多様な主体による市民目線での事業推進を図っていくものでございます。１

事業は３０万円を限度額として、今年度２００万円の事業費で実施する予定といた

しております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） 三点目の高齢者や障がいを持つ方々が輝くためにどの

ように取り組むかについてお答えいたします。 

 いつまでも健康で元気に暮らしたいという高齢者の願いを実現していくための一

つの方法として、高齢者の方々が地域社会の担い手として、これまで培ってこられ

た能力や経験、技術を生かしていくことができる生活環境を整えることが健康、長

寿につながり、生き生きと輝く生活ができるものと思います。そのため、地域にお

ける老人クラブ活動の推進や、一人暮らし高齢者への声かけ、話し相手などの友愛

訪問活動などボランティア活動の支援、また高齢者が働くことを通じて生きがいを

得られ、地域社会の活性化に貢献することができるシルバー人材センターの支援等

を行っているものです。 

 本市の高齢化率は年々高くなっており、それとともに認知症の発症率も増加して

おります。高齢者が生きがいを持って生き生きと暮らしていくためには、介護予防

事業は重要であり、筋力アップ等の体力低下を防ぐ教室や認知症予防教室などを展

開しているところです。 
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 また、「障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」が、平成２４年に

熊本県において制定されております。この条例は障がいの有無にかかわらず安心し

て暮らすことができる共生社会の実現を目指しているものであります。 

 本市におきましても、「菊池市身体障がい者相談員設置要綱」を定め、３名の身

体障がい者相談員、１名の知的障がい者相談員を配置し、障がいのある人からのさ

まざまな相談に応じております。また、相談内容に応じ、必要な情報の提供や権利

擁護の援助を行う相談支援業務を社会福祉法人に委託しております。今後とも障が

いのある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、市としても

支援してまいります。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、中村鉄男君。 

［登壇］ 

○教育部長（中村鉄男君） おはようございます。教育委員会からは四点目の子どもた

ちが夢のある教育にどのように取り組むかについて、お答えをさせていただきたい

と思います。 

 本市におきましては、文武両道・廉恥礼節の教育理念のもとに五つの目指す子ど

も像を掲げ、知・徳・体のバランスのとれた教育指導に当たっております。議員ご

指摘のとおり、子どもたち一人一人が夢を持ち、その夢に向かって努力していく夢

のある教育を行うことは、教育委員会としましても大変重要なことであると考えて

おります。 

 とりわけ、ＩＣＴ機器を効果的に活用し、わかりやすい授業を展開して、確かな

学力の定着を図っていきたいと考えております。そのために、学校教育の重点努力

事項の一つに、ＩＣＴ活用による一人一人の力を伸ばす授業の創造を設定し、重点

的に進めているところでございます。ＩＣＴ活用のかなめとなる本市における電子

黒板の整備状況でございますが、小学校では１２３学級に対しまして９４台、設置

率７６％、中学校では５４学級に対しまして３０台導入しており、設置率５５％と

なっております。 

 また、児童生徒用タブレット型パソコンは、本年度二つの小学校と一つの中学校

に１学級の人数分程度を導入いたしております。タブレットを導入したある小学校

では「児童が生き生きと学び分かる授業の創造」を研究テーマに、ＩＣＴを活用し

た国語科、算数科の授業づくりに取り組み、学力が向上したとの成果が出ておりま

す。 

 今後、この成果を全ての小中学校に広げるため、ＩＣＴの効果的な活用方法につ

いて教育委員会でも研修会等を実施し、夢のある教育をさらに推進していきたいと
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考えているところでございます。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１７番（隈部忠宗君） 再質問をいたします。 

 菊池の文化資源総合調査につきましては、ぜひ今後も続けていただきたいと思い

ますが、どのような方法で継続されるのか、また成果の活用についてお伺いをいた

します。 

 ３年間の間に藤原先生を中心として、大学生の方々が菊池を訪れてくださいまし

た。私たちはこの授業の成果、それから大学生の受け入れ態勢、 初はなかなか菊

池市になじまない授業だったかもしれませんけれども、だんだん受け入れ態勢がで

きてきたのではないかと思います。ただ、やはり課題の共通認識というのは、市民

の方々、それから行政、なかなか共有できなかったのではないかと思っております。

成果をどう活用されるか、お伺いします。特に、たてもの応援団の皆さん方には、

ボランティアで非常に活躍していただきまして、敬意を表したいと思います。 

 それから、域学連携事業につきましては、短期間の連携事業でありましたので、

今後はワークショップを重ねて、課題を持って取り組むことが必要ではないかと思

いました。どのような方法で継続され、初年度の成果を生かされるかお伺いをいた

します。 

 ２番目の、地域が輝くためのプロジェクトについては、大変いいプロジェクトだ

と思います。子どもから大人まで地域おこしのワークショップを行い、地域力を高

め、市全体に地域ブランドをつくってはどうかと提案します。例えば、１地域１品

とか１集落１品運動が必要ではないかと思います。そのためには、市民と行政、特

に行政マンの知恵とノウハウが必要であると思います。 

 地域担当制を提案してきましたけれども、地域担当制は上からの目線であって、

やはり、みずから行政マンの知恵とノウハウを地域に生かしていただきたいと思い

ます。例えば９９、そしてことし１３の菊池遺産が認定をされております。１１２

の菊池遺産の活用、それから、菊池にはすばらしい人材がいっぱいおられます。そ

の方々を登用する場面をつくる。また、そういう方々によって、地域の手づくりの

マップによるフットパスやウォークラリーと、市長がかねがね言われておりますよ

うに、菊池には宝がいっぱい隠されております。どうこれを活用するか、お伺いを

いたします。 

 ３番目の、長寿を楽しむ社会づくりが大切であると思います。高齢者の居場所と

出番の提供が必要だと思います。高齢者の方々が介護が必要になっても、あるいは
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病気になっても安心して暮らせる環境づくりに本市がどう取り組むか、お伺いをい

たします。また、障がいを持つ方々の組織であります身体障害者福祉協議会、この

方々とお話する機会がございましたけれども、会員の把握がなかなかできない、い

い会合や、例えば障がい者の方々に対する協力店とか入浴する温泉とかがあるけれ

ども、なかなか徹底しない。個人的に会って話せば、非常にあー、いいなあと言っ

て賛同されるけれども、そういう会員の方々の把握ができないということがありま

したけれども、たしか長崎方式はいいという話を聞きましたけれども、会員の把握

はどのように行われているか、個人情報の関係で大変だと思いますけれども、状況

をお聞かせいただきたいと思います。 

 ４番目のＩＣＴについて、本市として今後どう対応するか、お伺いをいたします。

反転授業で話し合いを活性化できる、また学びの質の向上が図られるということを

今、お話しになりましたけれども、これからタブレット等の情報端末を児童生徒に

配付をし、学習活動に利用する動きが全国で広まっております。文科省でも新規事

業として情報通信技術を活用した教育振興事業や、先導的教育体制構築事業等の予

算化がなされているようでございますが、一人１台時代の可能性についてもお伺い

いたします。経費や指導体制等、環境づくりも大切であると思いますけれどもお伺

いをいたします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 隈部議員の再質問にお答えいたします。 

 九州大学が実施してきました文化資源総合調査につきましては、形式を変えて継

続的に取り組むようにしておりまして、登録有形文化財調査は生涯学習課において

市全域での候補建物の把握及び調査に努めてまいります。また、文化資源の活用や

まちづくり人材の育成などの取り組みも、域学連携事業の中で継続して行うように

しております。 

 域学連携事業の今後の取り組みにつきましては、今年度整備いたしました松倉邸

を「菊池ラボ」と称しまして、大学や高校、まちづくり団体の活動拠点として使用

しながら取り組むもので、市の施策に沿ったフットパスコースの整備や運営する人

材の育成、大学や地域づくりに取り組んでいる人材のネットワーク化、ＩＣＴ活用

によるまちづくり情報や菊池市の情報発信などを計画しています。 

 今年度、雪野地区で実施しました集落再生の取り組みは、菊池広報の２月号に掲

載しておりますように、新たに熊本県立大学と連携して集落再生に取り組む集落を

募集しています。事業が多様化しているため、総務省が実施する「地域おこし協力

隊」制度を活用して隊員を雇用し、運営をサポートする体制も整備してまいります。 
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 次に、地域が輝くための取り組みでございますが、市長が常々申していますよう

に、自然や水に恵まれた本市は宝の山でございます。既に、七城米や旭志牛はブラ

ンドとして定着しており、竜門のシイタケ２０４を「黒香」と命名してブランド化

する取り組みも始まっています。こうした個別ブランドの取り組みを進めながらも、

今後は菊池市全体として地域ブランドイメージを確立し、市内外への発信を続ける

ことが重要だと考えております。 

 また、農林畜産物などの産品に限らず、菊池遺産に象徴される地域の史跡や名所

なども文化資源という形で掘り起こしが進められています。これら文化資源を、菊

池地域振興局が作成いたしました菊池一族散策マップや、水源交流館が作成した千

畳河原付近を歩くフットパスマップなどでつなげて情報発信していくことで活用を

図ってまいりたいと思います。１月には、迫間地区フットパス体験会も開催され、

３月２３日には孔子公園をスタートするフットパスも計画をされています。既にさ

まざまな取り組みが始まっており、今後、菊池市全体へ広げ、菊池市が全体として

全国に誇れるブランドになるように取り組んでまいりたいと思います。 

 それと、先ほど議員がおっしゃった１１２の菊池遺産の活用などにつきましても、

昨日、行政の職員の地区担当制というような話で、それは隈部議員の質問に対して、

きのう東議員の質問でもお答えしましたけれども、行政区と職員がどのようにかか

わることができるのか検討を進めるということでお答えしておりますけれども、人

材がたくさんいらっしゃるということは、私もいろいろな形でお聞きしております

し、まだそういう方がたくさんいらっしゃって、なかなか表に出てこられないとお

聞きしておりますので、そういう皆さんとどういう形でかかわり合ってお話ができ

て、そういうことをこれからの地域づくりにどう生かしていくかも検討してまいり

たいと思います。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 健康福祉部長、宮本誠一君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（宮本誠一君） 三点目の長寿を楽しむ社会づくりについてお答えいた

します。 

 高齢者の方が要支援・要介護状態になった場合には、必要なサービスが速やかに

利用できる介護基盤の整備や介護サービスの質の向上のために、３年ごとに菊池市

老人保健福祉計画及び介護保険事業計画を策定し、介護福祉施策の指針としており

ます。安心して暮らせる地域の環境づくりのため、介護施設等での介護支援ボラン

ティア、地域における生活支援を行うボランティアなど、元気な高齢者の方々の地

域社会への積極的な参加を図ることにより互助的活動が高まり、自立した生活と生
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きがいのある人生を送ることができるような施策を推進していく必要があると思っ

ております。菊池市老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の基本理念である「す

べての高齢者が幸せを実感できる、光あふれる健康のまちづくり」の実現こそが、

市民が住みなれた地域で安全で安心した生活ができる環境づくりと考えております。 

 身体障害者福祉協議会への障がい者の情報提供についてですが、長崎県五島市の

事例は、身体障害者手帳の受け取り時に、ご本人の障がいに関する相談のために、

身体障害者相談員に個人情報の提供をしてよろしいか事前に確認をとり、承諾後、

相談員に情報の提供を行っているとのことでした。本市におきましても、手帳取得

時に身体障害者福祉協議会への会員募集のチラシを配り、ご案内をしておりますが、

個人情報保護の観点からも協議会に対する個人情報の提供については現在のところ

考えておりません。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 教育部長、中村鉄男君。 

［登壇］ 

○教育部長（中村鉄男君） 四点目の再質問にお答えをいたします。 

 平成２５年６月１４日に閣議決定された、世界 先端ＩＴ国家創造宣言では、２

０２０年までには全ての小中学校、高等学校、特別支援学校で教育環境のＩＴ化を

実現し、一人１台の情報端末配備の全国的な普及、展開、クラウドを活用した学

校・家庭環境の構築を目指すとされております。 

 また、平成２６年度の文部科学省概算要求にも、情報通信技術を活用した新たな

学び推進事業が新規に盛り込まれ、ＩＣＴの活用は国を挙げての取り組みとなって

いるところでございます。本市の小中学校におきましても、ＩＣＴを効果的に活用

していく中で、目当てやまとめをはっきりと意識した授業、子どもたちの興味、関

心を高める授業、わかりやすい授業の実践が広がり、学力の向上へと結びついてい

くものと期待をいたしております。さらに、本市においては、論語の朗唱に取り組

んでいるところでございますが、その場面でも電子黒板の機能を有効に活用し、子

どもたちが自然と暗唱できるように工夫した取り組みも行われております。 

 今後は国の動向を見据え、教育環境のＩＴ化に積極的に取り組んでいきたいと考

えております。また、議員よりご提案がございましたタブレット導入につきまして

は、４人から５人で１台を活用するグループ学習が、同時に３学級程度使用可能と

なるよう、補助金等を活用しながら整備を進めてまいります。 

 今後の課題といたしましては、家庭学習への活用も視野に入れ、国の目指す一人

１台の配備となるよう努めてまいりたいと考えております。教育指導体制につきま

しても、導入したＩＣＴ機器がより有効に活用できるよう、教務主任会や研究主任
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会等の各種研修会でＩＣＴ活用研修を進め、きらっと輝く菊池の子どもの育成に努

めてまいりたいと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１７番（隈部忠宗君） 再々質問をいたします。 

 きらっと輝く菊池につきまして、域学連携、それから地域が輝くためには、高齢

者や障がい者が輝くためには、それから子どもたちが輝くためには、この四つの視

点から質問をいたしましたが、市長の所信をお伺いしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） それでは、私のほうで総括をさせていただきたいと思います。

きらっと輝く菊池の中で、四つのポイントがございました。まず、 初に域学連携、

それから地域が輝くため、高齢者、障がい者の皆様、それから子どもたちと、四つ

ございますのでちょっと簡単に申し述べます。 

 まず、 初の域学連携と地域が輝くということは多少連携しておりますので、あ

わせてお話をさせていただきますが、この地域が輝くという意味合いは、恐らく地

域が生き生きとした活性化された状態にあることを指していると、私としては解釈

しております。地域が輝くというのは、すなわち人が輝いている状態を指している

んだと思います。これはつまり、住民が主体となって地域おこしが自分たちの手に

よってなされている、そういう成功した状態を指していると思いまして、それこそ

私たちが今、目指しているものでございます。 

 それをどうやって獲得していくかということについては、私たちの持っている自

然の恵み、それから文化、歴史等の先人からの恵みを生かしていこうというわけで

ございます。そういう意味での素材はそろっております。また、ここに文化資源調

査がもたらした新しい素材というものもそろってまいりました。自信を持ってよい

レベルではないかと思っております。あとはもう、三つの「つ」を着実に進めてい

くということに尽きるのではないかと思います。 

 今まで、官民一体となってやっていくというところが、まだまだ十分でなかった

と思いますので、まず集うことで知恵を集めていきたいと思いますし、つなげると

いうことでは、ここにまさに今回の域学連携で新たなたくさんの大学ネットもつな

がってまいりましたので、都市部の方ともつながって若者、よそ者、こうした新し

いネットワークを生かしていけるのではないかと思います。ただ、この域学連携を

有効にするには、生かすも殺すも結局私たち次第だと思っております。加えて、３
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番目の続けるということ、私たち自身の責務だと思っておりますので、いかに息長

く続けていけるかにかかってくるのだと思っている次第です。 

 それから、３番目の高齢者、障がい者の皆様が輝くためにということで申し上げ

ますと、この「安心・安全の癒しの里」の実現を市民参画で進めていくということ

が、結局、全ての市民の皆様がわくわくするような、健康で生きがいを持って、幸

せに生活できる社会をつくるということにつながると思います。ですから、そのた

めには、まず市民が本当に自分の問題としてお互いを助け合う、共助の社会をつく

り出していくということに加えて、高齢者の方々、あるいは障がいをお持ちの方々

にもそれぞれの立場に応じた役割を持って、社会に参画できる世界をつくっていき

たい、そのことが生きがいにもつながるだろうし、本当の意味で菊池に生まれてよ

かったという癒しの里にもつながっていくのかと考えております。 

 後に子どもたちに関してですけども、私が進めております「癒しの里」構想と

いうのは、農業、観光、福祉、教育、いろいろなところに分かれるわけですが、結

局、 後は人が命でございます。人が基本であることは言うまでもありません。で

すから、就任後初の所信表明におきましても、この菊池の価値を永続的に高めるた

めには、教育の振興が必要であるということを申し上げたところでございます。言

葉を変えれば人材育成というのは、私たちの永遠の 重要課題であると言えます。

この人材育成の中で、私なりに目指している目標像というのは、自分で考えて行動

する知恵と気概とそして郷土愛を持った人間像ということです。こうした姿を追い

求めながら、夢を持って挑戦する気持ちを忘れない子どもたちをつくっていきたい

と考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１７番（隈部忠宗君） ２番目の農業の活性化について質問をいたします。 

 幾人かの議員さんがこれについては質問をされました。稼げる農業について施政

方針ではインターネットのショップの開設、ブランド力を高めるため菊池基準を設

け、安心・安全というイメージを打ち出し、所得の向上につなげるプロジェクトを

立ち上げるということでございましたけれども、何人かの議員さんの質問で、甚だ

弱いところがありはしないかと懸念をしておりましたところ、プロジェクトチーム

の内容は再々にわたりましてご検討されているということで、非常に力強く感じま

した。今回はその前提となります農業後継者につきまして、３カ年の動向をお尋ね

したいと思います。また、企業の参入を非常に進めておりますけれども、本市にお

いて企業の参入がどのくらいあったのか、また、地域では非常に高齢者が多くなり
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まして、担い手不足から農地の集積が課題となっておりますけれども、ことしから

始まります農地中間管理機構についてどういうものか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 隈部議員の質問にお答えします。 

 本市における新規農業就業奨励金の交付者数の３カ年の推移につきましては、平

成２２年度は就農形態別で学卒者が１０名、Ｕターン者が１１名で合計２１名、平

成２３年は学卒者が２名、Ｕターン者が２名で合計４名、平成２４年度は学卒者が

６名、Ｕターン者が１５名で合計２１名となっております。なお、平成２５年度に

つきましては、学卒者が９名、Ｕターン者が１１名で合計２０名の新規就農者に対

しまして、交付を予定いたしております。 

 次に、農業への企業参入の動向につきましては、県におきましても企業等への農

業への参入を新たな担い手の確保と地域活性化の一環として位置づけられ、総合的

な支援を行うことで農業への参入を促進するために相談窓口が設置されているとこ

ろでございます。 

 そのような中、農家への企業参入の状況につきましては、平成２１年から平成２

４年度まで、県全体として１０２社の企業などが参入されており、そのうち本市に

は１社の参入があっているところでございます。本市としましては、関係部署や県

等関係機関と連携し、地域の農業振興が発展するような企業参入の促進を図ってま

いりたいと考えております。 

 次に、農地中間管理機構につきましては、農地の有効利用の継続や農業経営の効

率化を進める農業の担い手の方々への農地利用の集積や集約化を進めるため、本年

４月１日に熊本県の中に設置されているところでございます。仕組みとしましては、

地域内に分散し錯綜した農地利用を整理し、担い手ごとに集約化する必要がある場

合や、耕作放棄地等を機構が借り受け、農地として管理を行いながら把握している

担い手へ貸し付けるという、農地の集積バンクとなっております。 

 現時点におきましては、詳細は示されておりませんが、機構から一部の事務が市

町村へ委託される予定となっておりますので、県と連携をとりながら取り組んでま

いりたいと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１７番（隈部忠宗君） 農業後継者については推移をお聞きしましたけれども、奨励

金の人数であって、本来ならもうちょっと多いかもしれませんけれども、こうした
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農業者につきまして今後ＩＣＴを活用した技術革新が始まると思いますけれども、

どう指導されるのかをお伺いをいたします。 

 また、本市は竜門ダムの水を利用した農業が行われておりますけれども、貴重な

この竜門ダムの水をどのように活用され、今後どのように生かされて指導されるか

お伺いをいたします。 

○議長（山瀬義也君） 経済部長、平野國臣君。 

［登壇］ 

○経済部長（平野國臣君） 再質問にお答えします。 

 担い手の高齢化や減少に加え、農林畜産物の価格低迷などにより、農業を取り巻

く厳しい環境の中、ＩＣＴなど新しい情報技術を農業分野へ活用していくことは、

今後の農業振興を図る上において、農産物の高品質化や低コスト化等につながるこ

とから、大変重要なものであると認識をいたしているところでございです。 

 したがいまして、本市としましてもＩＣＴなどの技術に関する情報の把握に努め

るとともに、講習会や説明会などの開催やＩＣＴ技術等の情報があった場合には、

農業後継者や認定農業者などに対しまして周知徹底を図りながら、県や専門の技術

者、団体等との連携をさらに図ってまいりたいと考えております。 

 次に、竜門ダムの水を利用した農業につきましては、本市のみならず、玉名平野

に至る郡市を越えた広域的な広がりを有しているところでございます。七城地区の

うてな地域におきましては、古くから農業用水を雨水に頼り、干ばつを受けやすい

状況であったことから、竜門ダムの農業用水を確保され、またパイプラインの整備

による畑地かんがい等によりまして、現在はハウスメロンやスイカ、ゴボウ、ネギ

など、新たな作物の導入が図られているところでございます。 

 また、うてな台地、花房台地、合志台地からなる菊池台地の畑作地域におきまし

ても、畑地かんがい施設と区画整理があわせて整備され、安定した農業用水確保に

よる生産性の向上が図られているところでございます。本市としましても、竜門ダ

ムの水が有効に活用され、農業の振興につながるよう、引き続き関係機関や団体と

連携をしてまいりたいと考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（山瀬義也君） 隈部忠臣君。 

［登壇］ 

○１７番（隈部忠宗君） 再々質問に、市長の農業振興と稼げる農業についての所信を

伺うようにしておりましたけれども、今まで熱い思いを各議員さん方に述べられま

したので省きたいと思います。すみません。 

 ３番目の菊池の歴史を生かした本市の活性化について質問をいたします、菊池振



 －323－

興局主催の菊池武光シンポジウムを初めといたしまして、菊池一族シンポジウムと

菊池一族の歴史にスポットを当てた企画が計画をされております。 

 まず、１番目に菊池一族につきましては、十八外城に気軽に行けるよう整備され

ないかと質問をいたします。例えば、台城についてお話をしますと、若干１２歳の

１７代の武朝が、九州探題今川了俊率いる軍勢をこの城で迎え撃ったという話が残

っております。数万の軍勢を２,０００騎で撃破したというのが、水島の戦いでご

ざいます。内田川に死体の山ができた、島ができたと、江戸時代の読本に書かれて

おります。相手の矢をとって放ったということから「矢取」という地名も残ってい

るところでございます。ここが竹林に遮られまして、菊鹿平野、それから不動岩、

内田川のすばらしい景色が見えません。ほかにも、ちょっと手を入れればすばらし

い景観になる場所があると思います。ぜひ検証してほしいと思います。 

 ２番目に生涯学習の中で、こういうシンポジウムが一過性のものでなくて、菊池

一族にスポットを当てた講座や出前講座を開いてほしいと思います。また、こうい

う歴史を書いた嶋屋日記とすばらしい古文書が菊池にはございます。また、木下

韡村のようなすばらしい人材も輩出されておりまして、こういうことを知らない

私たち市民は講座をぜひ開いてほしいと思います。お伺いいたします。 

○議長（山瀬義也君） 教育長、倉原久義君。 

［登壇］ 

○教育長（倉原久義君） ただいまの十八外城の整備につきましては、平成２６年度か

ら本格的に着手いたします守山城跡、そして菊之城跡を中心とした菊池一族の関連

史跡群の国指定に向けた取り組みの中で、仮称ではございますが、菊池市史跡調査

検討委員会での審議を経ながら整備、そして活用の両面で具体的な計画を策定して

まいりたいと考えております。 

 先日、その準備として文化庁記念物課の調査官、また熊本大学の大学の先生も来

られまして、現地調査、そして今後の取り組みについての協議を行ったところでご

ざいます。今後、関連史跡の包括的国指定へ向けまして、年次計画を定めながら、

そして計画的に進めてまいりたいと考えております。 

 今、お話がありました台城につきましては、十八外城の中でも鹿本方面に対して

備える大変重要な城でございました。立地は高台にありまして眺望はすばらしく、

私も一度お邪魔しまして、確かに竹林が前にありまして見えにくうございました。

また周辺には「矢取」という水島の戦いにまつわる地名が現在も残されております。

しかし、ここは私有地ですので、市が直接事業を行うことはできませんけれども、

さきに述べました包括的国指定への取り組みの中で、十八外城の全体的な整備計画

を定めました上で、台城につきましても景観等を含めた個別の整備を進めてまいり
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たいと考えております。 

 次に、ふるさとの歴史に関する講座についてでございますが、中央公民館で実施

しておりますふるさと歴史講座の受講者数は、平成２４年度以前は２０名前後で大

変少なかったわけですが、２５年度になりますと４１名の申し込みとなっておりま

す。歴史に関する平成２５年度の生涯学習出前講座におきましても、本年２月現在

で１８件延べ４２０名ほどの参加があっております。 

 このように、歴史に対する市民の関心が年々高まってきている感じもいたします。

２６年度の計画としましても、この講座を活用し、案内人育成も含めた講座を講師

の先生と協力しながら開催したいと考えております。講座の内容につきましては、

本市は多くの歴史的題材を持っておりますので、年度ごと、あるいは半期ごとにテ

ーマを決めるなどして開催してまいりたいと考えております。 

 今後の本市におけます国指定の取り組み、あるいは歴史を生かしたまちづくりを

進めていく中で、やはり市民の関心が一番重要なものとなりますので、一族シンポ

ジウムや歴史講座等を行いながら、意識の啓発にこれからも取り組んでまいりたい

と考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１７番（隈部忠宗君） ありがとうございました。時間がなくなって慌てておりまし

た。申しわけありません。 

 後に、市長の歴史を生かした本市の活性化について、所信をお伺いしたいと思

います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） それでは、もうちょっと時間がありませんので・・に。 

 今、教育長が申し上げたとおり、この歴史というものを本当によく使っていきた

いと思います。その中で、菊池一族というのは も重要なんですが、さらに来年度

からこの菊池氏の関連史跡を点ではなく面で国指定へ持っていこうという取り組み

が本格化してまいりますので、ここの取り組みの中から大変多くの可能性が広がっ

ていくのではないかと思います。ですから、自然の恵みを生かすということと、先

ほど申し上げた先人からの恵みを生かすと。これで、今回大変楽しみがふえたと思

っているところでございます。引き続き、観光への活性化につながる話でもござい

ます。それから、菊池市民の誇りにつながることでございますので、力を入れてや

っていきたいと思います。 



 －325－

○議長（山瀬義也君） 質問時間の６０分となりました。発言を中止します。 

［「どうもありがとうございました」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） ここで、昼食等のため暫時休憩します。 

 午後の会議は、１時１０分から開きます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後零時０７分 

開議 午後１時０７分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ここで発言の申し出があっておりますので、これを許します。市長、江頭実君。 

○市長（江頭 実君） 午前中の私の 後の答弁の中で、一部表現が不適切なところが

あったようです。時間が押しておりまして、大変慌ててしまいまして、申しわけご

ざいませんでした。おわびして訂正をさせていただきます。お取り計らいについて

は議長によろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） ただいまの件につきましては後日会議録を調査し、不適切発言

等があった場合には善処したいと思います。 

 一般質問を続けます。 

 次に、岡﨑俊裕君。 

［登壇］ 

○６番（岡﨑俊裕君） 議席番号６番、岡﨑俊裕でございます。議長のお許しをいただ

きましたので、一般質問を行います。 

 まず 初に、故東裕人議員のご冥福をお祈りを申し上げたいと思います。故人と

は市職員としての現職時代からおつき合いをさせていただいておりまして、議会に

初当選をしたときには勉強会までしていただきまして、議員としての一からのスタ

ートを切るための大切なご指摘をいただいて、今日の私があると思っております。

また、レガッタ大会に向けたボートの練習のときには、たび重なる差し入れもいた

だいて、本当にさまざまな面でご支援をいただいたことに心から感謝を申し上げて

いるところであります。ご冥福を心からお祈りを申し上げまして、質問に入ります。 

 今回、２項目について、通告をいたしております。一つは新市建設計画と市長の

公約について、もう一つは施政方針について、以上二点であります。 

 初めに、新市建設計画と市長の公約についてお伺いをいたします。新市建設計画

は、菊池北部４市町村、旧の菊池市、旧七城町、旧旭志村、旧泗水町が平成１７年

の３月２２日に合併により誕生する前の、平成１６年１０月に法定協議会として制

定されました菊池北部４市町村合併協議会において策定をされております。 
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 合併後は、本計画に沿った新市建設計画事業の推進が図られてきたところであり

ます。また、菊池市の 上位計画であります菊池市総合計画のもととなっているも

のであります。菊池市総合計画は平成１７年度から平成２６年度までの合併後の１

０カ年間を期間とした基本構想と、前期５カ年間の前期基本計画として平成１８年

７月に策定をされ、今日まで本計画に基づく新市のまちづくりが進められてきてお

ります。 

 新菊池市誕生から来る３月２２日で９カ年が過ぎようといたしています。これま

で、新市建設計画で当初定めた４市町村別の事業計画の進捗は、これまでの議会答

弁からしまして４市町村間でそれぞれ異なっています。このことにつきましては、

先ほど質問をされました坂井正次議員が、たびたび進捗状況についても質問をされ

ておりますので、執行部においてはおわかりのことと思います。 

 さて、市長は昨年の平成２５年度の施政方針の中で、「菊池市はすばらしい素材

がたくさんある宝の山です。企業的な経営方法や新しい考え方と発想を盛り込んで、

菊池の自然の恵みを守り自然を生かして穏やかな発展を続けていく、安心・安全の

癒しの里を目標とし、新しい菊池の未来像を描いてまいります」と、所信を述べら

れています。 

 また、予算編成方針では、「公正公平を基本に緊急性や実効性、効果の高い事業

を優先に、新市建設計画に基づき各種事業に取り組みます」と述べられています。

すなわち、新市建設計画に定める事業を 優先にして取り組むと、私は認識し理解

をしているところであります。先般、合併した地方自治体が新市建設計画で定める

事業に対し、合併特例債の期間が５カ年間延長されました。このことによって、本

市でも新市建設計画に定める事業推進について大変有効となりますし、また新たな

事業も計画可能ではないかと思っています。 

 そこでお尋ねをしますけれども、一点目には、新市建設計画の意義と位置づけに

ついて、市民の皆さんが、また私が理解できるよう、なるほどと思えるようにわか

りやすく説明、答弁をしてください。 

 二点目に、新市建設計画各事業の推進と市長が公約として就任時に挙げられまし

た、それぞれ進めていこうとされる各種事業との整合について問題はないかという

ことをお尋ねをいたします。 

 三点目、新市建設計画に沿った各事業等への合併特例債の５年延長をどう今後生

かしていかれるつもりか、以上三点について、１回目の質問といたします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 岡﨑議員のご質問にお答えいたします。 
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 新市建設計画は、市町村の合併について定めた合併特例法に基づき、合併市町村

のまちづくりを総合的、効果的に推進するために、合併協議会で策定された合併後

１０年間の計画でございます。新市の将来ビジョンや政策の方向性を記しており、

この計画に記載してある事業について、合併特例債の活用が可能となっております。

総合計画は、市の進むべき方向を明確にするための総合的、長期的な計画であり、

市政における全ての施策の基本となるもので、市の 重要計画に位置づけられてお

り、策定に当たっては、新市建設計画を尊重したものとなっております。 

 新市建設計画は、合併後の菊池市の一体的な将来ビジョンや目指すまちづくりの

方向性など大まかな指針を示した計画であり、総合計画はその大まかな指針の範囲

内で、その策定時の社会情勢や市民ニーズの変化に合わせた具体的な施策の方向を

示した計画と位置づけております。 

 次に、江頭市長が公約に掲げています「安心・安全の癒しの里」の実現について

は、これまでに事業の調整やソフト面を中心とした事業が進められています。ハー

ド面につきましては、これから事業を進める中で検討することになりますので、新

市建設計画の普通建設事業は、総合計画の各施策を具体化した実施計画をローリン

グする中で対応していく必要があると考えております。ご質問がありました市長公

約に掲げる事業につきましては、新市建設計画の第４章「新市の施策」の範囲内で

対応が可能であると判断しております。 

 合併特例債の５年延長に伴う事業の考え方につきましては、合併特例債がその償

還に当たり、国の財政支援がある有利な地方債であるため、有効に活用しなければ

ならないと考えております。本市の将来の財政状況を見通したとき、平成２７年度

から普通交付税の一本算定に向けた段階的な縮減が始まることや、有利な地方債で

あっても借金はあくまでも借金であるため、今後も厳しい財政運営が続くものと考

えております。そのため、事業の実施に当たっては国県補助金を優先的に活用して、

市の実質負担を極力抑えながら、必要性、緊急性を重視して取り組む必要があると

考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 岡﨑俊裕君。 

［登壇］ 

○６番（岡﨑俊裕君） ２回目の質問をいたします。 

 市長の公約に掲げる事業については対応可能だとお聞きをいたしました。癒しの

里構想で、特に、具体的には「森の中のまち」「桜の里」「ホタル王国」、以上３本

柱を掲げ進めていくと、平成２５年度の施政方針の中で所信を述べられています。

実際に今日まで約１年余りにわたって、事業の推進が図られてまいりました。例え
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ば、一つには「日本一の桜の里」づくりを推進する取り組みでは、菊池さくら千年

プロジェクト実行委員会が、先般１月１７日に発足をしています。去る２月１１日、

火曜日の建国記念日には、菊池市泗水浄化センターにおいて、菊池さくら千年プロ

ジェクト実行委員会の設立記念と、合志川流域水と緑、命を守る会発足２０周年記

念の合同植樹祭が実施をされています。また、２月２２日には七城町の小野崎区の

年賀塚公園においても桜の記念植樹が実施をされております。 

 二つ目には、１月２６日でしたか、日曜日に、これも３本柱の一つであります

「森の中のまち」を推進する取り組みとして、さきに中議員の質問では、キック

オフコンサートと答弁されております記念コンサートが開催をされました。その開

催場所は、国の重要無形民俗文化財に指定されております御松囃子御能の専用舞台

として建てられたもので、熊本県の指定文化財、菊池松囃子能場の能舞台で開催を

されています。当然、松囃子能保存会のご協力がなくては開催できない事業であろ

うと思います。いずれの事業も市長の公約に掲げられた「癒しの里」づくりに沿っ

た催しで、市民と一体となった大変すばらしい取り組みだと、私は思っているとこ

ろであります。 

 そこで、これらの取り組みについてお尋ねしますけれども、先ほど新市建設計画

との対応は可能だということでありまして、新市建設計画との整合が図れていると

いうことでありますけれども、これらの事業については４市町村の事業枠ではどこ

の事業に当てはまるのか、お示しをいただきたいと思います。 

 先般、２５年１２月１９日、議会審議会が開催をされましたときに、新市建設計

画の変更についてのご説明があっておりますけれども、今定例会に新市建設計画の

変更議案が上程をされております。その変更事項、内容、目的等について、お示し

をいただきたいと思います。 

 また、社会資本整備計画、都市再生整備計画で計画がされております菊池中心市

街地地区、事業名は地方都市リノベーション事業、この事業計画等についてもお示

しをしていただきたいと思います。 

 以上、２回目の質問とします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） 再質問にお答えいたします。 

 市長の観光戦略「安心・安全の癒しの里」構築プロジェクトの柱である「森の中

のまち」「桜の里」「ホタル王国」の三つについて、新市建設計画との整合性は図ら

れているのかとのご質問でございますが、まず「森の中のまち」については、新市

建設計画の「さまざまな資源を活用した観光の振興」が対応しています。次に、
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「桜の里」につきましては「美しい景観づくり」。「ホタル王国」につきましては

「自然環境の保全・活用」が対応しているところでございます。これらに基づく合

併特例債の対象事業については活用が可能となっております。 

 次に、三つの柱に係る新市建設計画の普通建設事業での取り扱いについてでござ

いますが、これまで調整やソフト面の事業を中心に行っており、これから計画する

ハード面の事業につきましては、これまでに報告しました普通建設事業一覧表での

記載はございません。また、平成２６年度においての事業区分としては、全市的な

取り組みは共通事業とし、地域限定の取り組みについては市町村事業としての取り

扱いになると考えております。 

 次に、新市建設計画の変更事項（内容）についてでございますが、この計画変更

は、平成２４年６月２７日に「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る

地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行されたことにより、合併

特例債を発行できる期間が延長可能となったため行うものでございます。 

 本市では、平成２４年度までに約９２億７,０００万円の合併特例債を活用して

いますが、合併特例債の発行期限が５年間延長され、利用可能残額の約１２０億２,

０００万円の活用が平成３１年度まで可能となります。また、今後の社会情勢や財

政状況に鑑み、国が合併市町村を財政支援する合併特例債を有効に活用することは、

本市の一体的な発展や一体感の醸成をさらに推進するために必要であると考えてお

ります。 

 今回の計画期間の変更に伴い、将来人口、世帯数、就業人口の推移といった主要

指標の見通し及び財政計画の期間等の変更を行っております。その他の部分につき

ましては、主要指標の見通しの変更後も人口減少などの課題に大きな変化はありま

せんので、基本的な方針や施策の変更は行っておりません。なお、財政計画の推計

につきましては、平成２５年度実施の市町村行政体制強化支援事業における県との

ワークショップの意見を参考に推計をいたしております。 

 次に、社会資本総合整備計画によるリノベーション事業についてでございますが、

この事業は国の平成２４年度の経済対策を伴う補正予算において、都市再生整備計

画事業が拡充される中で、地方都市リノベーション事業として創設された事業でご

ざいます。このリノベーション事業では、新たに病院や学校、図書館などを基幹事

業として交付対象とすることができ、また交付率は５０％と通常の社会資本総合整

備交付金の都市再生整備事業よりも１０％交付率が拡充されることになります。 

 しかしながら、この事業には要件がございまして、まず一点目が、人口集中地区

であること、二点目にバス停留所から半径５００メートルの範囲内で、そのバス停

が１時間当たりピーク時の運行本数が片道３本以上あること、三点目が区域内の道
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路、公園、緑地または広場の面積の割合が１５％以上あることの、三点全てクリア

することが必要となっております。 

 菊池中心市街地は、この要件を全てクリアすることができ、これまでの図書館、

公民館の建設と市民広場の再整備は、新市建設計画の普通建設事業で計画している

事業であり、合併特例債での対応を考えていましたが、国の交付金を受けるための

リノベーション事業を活用することで有利となるものでございます。具体的には、

安心・安全癒しの里づくりによる中心市街地のにぎわいの再生を目的として、隈府

地区の市街地９８ヘクタールを区域とし、期間は平成２６年度から平成３０年度ま

での５年間で、全体事業費は２６億２,３００万円、うち国費が１３億１,１５０万

円となる予定でございます。 

 また、一体的に実施することにより効果を促進する事業として、ソフト事業も補

助対象事業となるとのことですので、地区内で行う森の中のまち事業や桜の里事業、

水力発電などの自然エネルギー活用事業についても、有利な財源を活用する事業と

して取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（山瀬義也君） 岡﨑俊裕君。 

［登壇］ 

○６番（岡﨑俊裕君） 再々質問を行います。 

 今、地方都市リノベーション事業についてのご説明がありまして、４０％が５

０％という大変有利な事業であるということで、旧菊池市の中心市街地に特化した

事業ということで進められるということでもありますし、中心市街地というのが都

市計画ではＤＩＤ地区ということで、中心市街地の人口密集地、または都市的機能

が集約された地域に限って採用される地方都市リノベーション事業であると認識を

いたしました。中心市街地９８ヘクタールあるということで、その中で市長が公約

で掲げておられます「森の中のまち」、桜の植樹、そういった事業にも当然有利に

この事業が使えるということでありますので、なるだけ有利な事業を使って進めて

いかれることは大変有効なことだろうと思います。 

 このことにつきましては、当然、新市建設計画の変更も含めてされてきておりま

すし、現計画については地域審議会で１月の１４、１５、１６でしたか、各審議会

で説明をされていると思っております。この審議会の中では、この変更計画につい

て、またはこのリノベーション事業についても説明をされていると思いますけれど

も、その中では、どういった審議会の意見が出されたのかなということでお聞きを

したいと思います。議会審議会では何らご意見はなかったというようなことを聞い

ておりますので、そこら辺のことをもう一度お尋ねしたいと存じます。よろしくお
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願いいたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 今のご質問でございますが、リノベーション事業の内容につき

ましては、特に審議会等の場でも特段の異議は出ておりません。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 岡﨑俊裕君。 

［登壇］ 

○６番（岡﨑俊裕君） 特段の異議はなかったということでありますので、十分に執行

部としては、それぞれの審議会に出して説明責任を果たしたということで理解をし

たいと存じます。それぞれ合併市町村、４市町村ございますけれども、特に今回の

ような中心市街地、ＤＩＤ地区ということで特化した事業でございますので、そこ

ら辺のところを大変心配したところでありますので、何も出なかったということで

あれば、有利な事業でございますので進めていっていただきたいと思いますし、今

後とも議会、地域審議会、市民が納得されるような説明責任だけは果たしていって

もらいたいと存じます。 

 次に移ります。二点目、施政方針についてであります。一点目につきましては組

織の改編についてお尋ねをします。市長は施政方針の中で「第２次菊池市行政改革

大綱に定める市民視点の行政サービスの充実、簡素で効率的な行政運営、以上二点

の目的に沿って、質の高い行財政改革、行財政運営を目指して推進してまいりま

す」と述べられております。また、国においても行財政改革を強力に進めており、

今まで以上の改革を地方自治体にも促す施策が打ち出されており、菊池市もより一

層の改革を行うため、第３次行政改革大綱の策定にも取り組むと表明をされている

ところであります。 

 そこでお伺いしますけれども、今定例会に議案第４号、菊池市部課設置条例の一

部を改正する条例が上程をされております。改正される内容につきましては、これ

までの総務企画部を政策企画部と総務部への改正となっております。この改正によ

って、市長部局につきましては、これまでの５部制から６部制への組織改編であり、

一つ部がふえるということになります。教育委員会事務局と合わせれば、これまで

の６部制から７部制となります。市長が施政方針の中で示されております行財政改

革、行政のスリム化とは、この点では逆行しているんではないかと私は理解をして

おりますけれども、この部課設置条例改正を出されておりますけれども、上程され

ました理由、目的をお聞かせいただければと思っております。 

 次に二点目です。男女共同参画推進についてでございますけれども、まず初めに、
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市長は海外での生活経験が大変豊かでありますので、帰郷されて市長になられてお

りますし、帰郷後、男女共同参画の社会についての菊池市の現状については、特に

海外、米国やヨーロッパの各国との違いも含めてお聞かせを願えればと思っており

ます。 

 以上、１回目の質問といたします。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 今、岡﨑議員から組織改編について、それから男女共同参画に

関する海外との比較といったご質問をいただきました。 

 第一点目でございますけれども、人口の減少ですとか、それから平成２７年度か

ら当市の普通交付税が段階的な一本算定に移行するということで、本市を取り巻く

環境は徐々に厳しさを増してきている状況にございます。そのような中で、組織と

しては、新たな課題に対してサービスの質を維持しながら多様化するニーズに対し

て特にスピート感を持って対応していかなければならないということで、従来の体

制をさらに強化して、これに即応できるような形にしなきゃいかんと思います。 

 そういうことで、今回、政策企画部というものを新設しまして、狙いとしまして

は、さまざまな情報がいろいろな部署にまたがったり、あるいは場合によってはエ

アーポケットが起きたりということになりがちでございますので、こうした情報を

一元化するとともに、関係部局との調整を図りながら政策を進めていくということ

が、極めてスピートの上でも効果的な政策を生み出す上でも非常に重要だと思いま

す。そういう機能を果たす上での中心的な部署と位置づけたところでございます。

また、ここにさまざまな情報発信機能も置いて、さらに強化をしていきたいと考え

ております。部は一つふえることにはなりますが、むしろ庁舎全体の業務効率とい

うものは上がってくると、私は信じております。 

 それから、男女共同参画の推進についてですが、特に、海外との比較でいかがか

というご質問のようですが、海外から帰った目で見ますと、菊池市の男女共同参画

という観点においては、実情はまだまだという感じが正直なところでございます。

特に、普通の家庭生活においても、例えば、日本では後片づけ等は女性がやってお

るのがごくごく自然に見受けられる光景ですが、欧米では男性が一緒にやるという

のが普通の光景であるということを考えますと、まだ、やはり意識の差が大きいの

かなと感じている次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 岡﨑俊裕君。 

［登壇］ 
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○６番（岡﨑俊裕君） 一点目につきましては、総務企画部が政策企画と総務に分かれ

ておりますけれども、当然、部長が１名ふえるということであれば、人件費もその

分はね返ってくるということになりますし、市長答弁では将来を見据えた政策立案

機能の強化を見据えた機構改革として位置づけているということだろうと思います。

このことは、菊池市の将来にとって、大変重要で大事なことであると認識をいたし

ておりますけれども、私は組織も大変重要な、大きな要件だと思いますけれども、

その組織の前にも政策立案にたけた人材もたくさん庁内にはいると、職員にいると

思いますし、そういう人を見出し、または育成するのが も重要ではないかと認識

をいたしております。そういう点で、市長、その人材を育成、登用するということ

についての思いをもう１回お聞かせ願いたいと存じます。 

 男女共同参画につきましては、怒留湯議員さんが初日に質問されておりまして、

重複する部分があるのでお許しを願いたいと思いますけれども、市長、怒留湯議員

にもほかの質問の中にもありましたように、菊池市が発行をいたしております機関

紙「ともに」のインタビューの中でもお答えをしておられます。「男も女も輝く社

会。男女共同参画社会を目指して」と。ヨーロッパは先ほども言われましたけれど

も、社会の成熟度が進んでいる、男女平等や男女共同参画の考えが自然に生活に溶

け込んでいるところから見ると、先ほど言われました日本はまだまだです。そのほ

かにも、「私の 後の職場では男女共同参画は当たり前になっていました」とも言

っております。「この点で菊池はまだまだですね」という思いを述べられていると

ころであります。 

 そこで、本市における男女共同参画社会が進まない理由はどこにあると思われて

いるのか、２回目の質問とさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ご質問が二点でございました。 

 一点は人材育成に関する私の考え方、それから男女共同参画が進まない理由とい

うことでございます。 

 まず、人材育成でございますが、先ほど隈部議員にお答えした際に、菊池市を生

かしていく根本はやはり人であると申し上げましたが、これはもうどこの組織でも

同じだと思います。やはり組織を動かしていくのは人でございますから、私のほう

では、それを少しでも動きやすい環境づくりをしようとしておるわけでございます

けれども、その中にいる人がその能力を発揮して初めて、組織として機能していく

わけでございますので、人材育成というのを私は大変重要なテーマだと考えており

ます。一方で、それを少しずつでも具体的にやっていかねば、またスローガンだお
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れになると思いますので、来年度につきましては、まずとにかく外の風を吸っても

らおうと、外の空気に触れてもらおうということで、まず外部に派遣する職員の数

をふやしました。それから、新しい先も今回探してまいりました。２６年度につき

ましては、熊本県の市長会の東京事務所、これは実は輪番でいくと来年度の順番で

なかったんですが、あえてお願いして１名の派遣を引き受けていただいた。それか

ら、引き続き熊本県の大阪事務所にも出していきますし、それから県庁との人事交

流もふやさせていただきました。また、新しい試みとしましては、熊本大学大学院

の政策創造研究教育センターというのがございまして、そこに１名、政策研究とい

う形で派遣することを予定しております。今後も引き続き、そういう研修の機会を

ふやしていきながら、職員の意識改革を進めるとともに、能力向上を図っていきた

いと考えております。 

 それから、男女共同参画を阻害する要因でございますけれども、先ほど１例申し

上げたとおりでございまして、特に本市におきましては、必ずしも悪い面ばかりで

はないわけですけども、依然として古いしきたりや慣習というのは比較的まだ残っ

ているのかなと思います。そういう意味では、しきたりや慣習というのは、ヨーロ

ッパのほうが歴史は長いわけでございますけども、この日本の菊池で、まだそれが

残っているということは、先ほどおっしゃった、やはり社会全体の成熟度というこ

とに結局はなってくるのかもしれません。 

 ただ、そのことを打破するには、やはり私どもの意識改革というのは非常に重要

であろうと思います。先ほど、家事、育児、介護などの女性の負担がまだまだ偏っ

ているということが意識の状況をあらわしているのかと考えている次第でございま

す。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 岡﨑俊裕君。 

［登壇］ 

○６番（岡﨑俊裕君） 今回は人材育成ということで、東京事務所には隔年で派遣がさ

れておりましたけれども、今回は新たに東京事務所、大阪事務所、県庁とも交流し、

熊大にも１名ということで、熊大では政策研究のほうに市長が公約に挙げておりま

す。今度、新しい部が政策企画部でございますので、非常に人材を育成する意味で

は大変重要であると思っております。 

 ３回目の質問にさせていただきますけれども、組織改編につきましては、市長の

公約であります「癒しの里 菊池」を目指す取り組みはまだ始まったばかりでござ

いますので、坂井議員と同じですけれども、１０年先を見据えて人事を大切にして

もらいたいと思っております。大変優秀な職員が身近にもたくさんいると思ってお
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りますけれども、私が知る限り、近年、職員の中で、私はこの人たちはしっかり頑

張っているなという職員を考えておりますけれども、一つは菊池では当たり前にな

っておりますように、べんりカーやあいのりタクシーがありますけれども、今はも

う全国区でこのあいのりタクシーやべんりカーが菊池発で活用されているところで

あります。熊本市も持っておりまして、近隣の市町村はたいがいべんりカー、あい

のりタクシーというのは非常に活用されていると思います。これも一人の職員の発

案で出てきとるわけですね。 

 スタートは平成１３年７月に旧菊池市の市長が交通体系の見直しをというような

ことが取っかかりだと聞いております。１４年にきくちべんりカーというのが市街

地で試行運転をされたということで、１４年１０月から１１月の２カ月間試行運転

をしたら大変好評であったということから、１５年度予算については中山間、山間

地域も含めた交通体系をどうするかという、議会からの提案もあったということで、

べんりカーの運行予算が平たん部に限るということで、やはりいろいろな意見もあ

ったということでありますけれども、平成１６年２月、３月には、小木地区または

迫間地区の一部についてもあいのりタクシーの運行が試験的にされております。１

６年度には、中山間、山間地域においてもべんりカーの本格運行が開始されており

ますし、あいのりタクシーについては、廃止バス路線について運行が路線部分の代

替役として、小木や迫間の一部分を１６年８月には運行が再開されているというこ

とで、べんりカー、あいのりタクシーを職員が提案したことによって、市民の皆さ

ん方の利便性は大変助かった部分があったんじゃないかと思いますし。現在は、旧

菊池市だけじゃなくて、泗水の西部、東部、旭志の東部あたりにまであいのりタク

シーが広まっているという状況にありますし、あいのりタクシー、べんりカーとい

うのは、市民の足として大変に有効に活用されている部分だと思います。平成２２

年６月には、国土交通大臣表彰を受けているということでありますので、大変な事

業の発案があって、今日まで市民の利便性が図られているという例が、これも職員

の提案ですけれども。 

 もう一つは、 近テレビ、新聞等でもありましたように、菊池市の広報が昨年、

ことしと続けてグランプリに輝いておりますけれども、このホームページも含めて

担当している職員もおりまして、非常に広報誌関係等については県下でもトップで

ありますし、グランプリを昨年、ことしもとっているということで、非常に優秀な

職員が身近にいるということでありますので、こういう人たちを積極的に活用して

いただくことと、ホームページを通じて世界に通じるフェイスブックあたりにも対

応できるようにしているということでありますので、こういう人材をどう生かして

いくかが大変だろうと思います。 
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 現在、担当している人については、以前、マイバッグ運動のキャンペーンソング

もつくって、マイバッグの普及に尽力をされた職員の一人でありますし、平成１８

年には環境大臣賞を受賞されているということでもありますので、こういう政策に

たけた人材を見出しながら、そういう人材に匹敵するような人たちをぜひ育ててい

ってもらいたいと思っております。人材を生かすも殺すも、その人を使うか使わな

いかで決まってくるとも思いますので、ぜひそこら辺のところをお願いをしたいと

思っております。 

 もう一つ、組織改編ですけれども、市長が組織改編の中で、男女共同参画推進の

インタビューの中で、「男女を問わずその個性を生かすことはもちろんですが、女

性は特にコミュニケーション能力が高いと思いますので、特にそうした能力が求め

られる部署での活躍を期待したい」というようなことを答えております。それは

「ともに」の中ですけど。このことは、市長は女性登用について積極的に発言をさ

れていると、私は理解をしております。男女共同参画社会、まずはこの市役所が先

頭に立って、できれば今回の機構改革とあわせて、女性の登用、特に幹部職に女性

登用をする考えはないか、お尋ねをいたします。 

 以上二点でございます。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 女性の登用ということでのご質問でございます。 

 繰り返しになりますけれども、男女共同参画の実現に当たっては、よもや男性か

女性かということではなくて、性別に捉われずに、あらゆる分野でその個性と能力

を発揮できるような仕組みをつくっていく必要があると思います。とりわけ行政組

織の中では、女性の視点というのが大変有益だと考えておりまして、例えば子育て

等における母としての視点、先ほどおっしゃった交通体系等における生活者として

の視点といったものが非常に生かされるでありましょうし、また女性の持っていら

っしゃる感性、視点が、特に観光分野等においては大いに発揮されるだろうなと考

えております。 

 そういう意味で、積極的にこの市役所内においても女性管理職を登用していきた

いと思っておるところでございまして、徐々にではありますけれども増加傾向には

あるようですが、まだまだその率は低いと言わざるを得ないと思いますので、そう

した状況を踏まえて、市役所のほうでも女性管理職の登用率を向上させていくよう

に努力したいと考えておるところです。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 岡﨑俊裕君。 
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［登壇］ 

○６番（岡﨑俊裕君） ぜひ女性登用については、期待をしております。組織機構にお

いて、優秀な職員を育て登用していくということ、そして男女共同参画社会の中で

は女性の登用を積極的に図っていただきたいと思うわけです。そういう仕組みづく

りを今後しっかりとしていっていただければと思います。 

 後に、市長は市長になられまして、４月で丸１年になられますね。当然、市長

選で市長に投票されている過半数以上は女性の方ですよね。女性の方に物すごく人

気があると思いますし、市長のことを大変すばらしい人だとよく耳にしますし、ぜ

ひ頑張ってもらいたいと思いますし、女性登用については大変期待をしているとこ

ろですけれども、今回の組織改革において新しい政策企画部長のポストが新たにで

きておりますので、できれば女性をこの際びしっと据えて、男女共同参画社会づく

りに菊池市役所が本格的に取り組むんだという姿勢を見せてもらってはどうだろう

かなと私は思っております。 

 なぜかと言いますと、先ほど言いましたように有権者の半数以上は女性であるし、

市長の右腕は、右のほうに座っております副市長が男性でありますし、周りを見て

もらえばすぐわかるように、全部男性ばかりですよ。それだけ、男性を登用されて

おるということでありますので、ぜひ副市長の隣に女性の政策企画部長を据えられ

るおつもりはないだろうかと、非常に期待を持っております。また、女性の視点で

政策にかかわっていただければ、もっとすばらしい菊池市が成り立っていくと思い

ますし、市長の思いが市民の皆さん方に理解され、市民の皆さん方がより市政に対

して期待感を持って協力もしますし、そういう意味ではぜひ女性登用をこの際、ご

決断いただけないかとお聞きしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 人事に関することでございますが、人事を考える際にはあくま

で業務という観点でもちろん見ていくわけでございます。今のお尋ね、特に固有の

ポストの名前も出ましたが、個別人事については言及をちょっと差し控えさせてい

ただきます。 

 また、ポストと人材のタイミングといった観点は必ずございますので、こういっ

た点をよく見きわめながら、女性登用というものを積極的に進めていきたいと考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 岡﨑俊裕君。 

［登壇］ 
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○６番（岡﨑俊裕君） ぜひ考えていってほしいと思います。 

 後に、今定例会を 後に退職をされる、またはこの場を去っていかれるという

人が数名おられるということでございますので、菊池市政に心身ともに頑張ってい

ただいた退職者の皆さんに、心からご苦労をねぎらって質問を終わりたいと思いま

す。 

 ありがとうございました。 

○議長（山瀬義也君） これで、一般質問を終わります。 

 以上で、本日の議事日程は全部終了しました。次の会議は３月１８日の午前１０

時から開き、議案等の採決を行います。 

 本日は、これにて散会します。 

 全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後２時０５分 
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平成２６年第１回菊池市議会定例会 

 

議事日程 第６号 

 

平成２６年３月１８日（火曜日）午前１０時開議 

 

第１ 各常任委員長報告・質疑・討論・採決 

第２ 議会改革検討特別委員会の報告 

第３ 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

追加議事日程（第６号の追加１） 

第１ 議員提出議案第１号 菊池市議会基本条例の制定について 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

第２ 議員提出議案第２号 菊池市政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

第３ 議員提出議案第３号 菊池市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

第４ 議案第４６号    調停の申立てについて 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 各常任委員長報告・質疑・討論・採決 

日程第２ 議会改革検討特別委員会の報告 

日程第３ 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について 

日程第４ 議員提出議案第１号 菊池市議会基本条例の制定について 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

日程第５ 議員提出議案第２号 菊池市政治倫理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

日程第６ 議員提出議案第３号 菊池市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

日程第７ 議案第４６号    調停の申立てについて 
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 上程・説明・質疑・討論・採決 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

出席議員（２２名） 

                     １番  荒 木 崇 之 君 

                     ２番  柁 原 賢 一 君 

                     ３番  工 藤 圭一郎 君 

                     ４番  城   典 臣 君 

                     ５番  大 賀 慶 一 君 

                     ６番  岡 﨑 俊 裕 君 

                     ７番  水 上 彰 澄 君 

                     ８番  東   英 俊 君 

                    １０番  泉 田 栄一朗 君 

                    １１番  森   清 孝 君 

                    １２番  中    繁 君 

                    １３番  樋 口 正 博 君 

                    １４番  中 山 繁 雄 君 

                    １５番  怒留湯 健 蓉 さん 

                    １６番  坂 本 昭 信 君 

                    １７番  隈 部 忠 宗 君 

                    １８番  葛 原 勇次郎 君 

                    １９番  木 下 雄 二 君 
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                    ２１番  森   隆 博 君 
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                    ２３番  境   和 則 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

欠席議員（なし） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

説明のため出席した者 

             市     長     江 頭   実 君 

             副 市 長     木 村 利 昭 君 

             総務企画部長     野 口 祐 成 君 

             市民環境部長     下 田 俊 一 君 

             健康福祉部長     宮 本 誠 一 君 
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             経 済 部 長     平 野 國 臣 君 

             建 設 部 長     松 野 浩 一 君 

          総務企画部統括審議員     西 浦 一 義 君 

             七城総合支所長     岩 下 利 昭 君 

             旭志総合支所長     水 上 菊 也 君 

             泗水総合支所長     松 岡 千 利 君 

             財 政 課 長     小 川 秀 臣 君 

             総務課長兼選挙 
                         伊 藤 道 俊 君 
           管理委員会事務局長 

             市 長 公 室 長     倉 原 良 則 君 

             教 育 長     倉 原 久 義 君 

             教 育 部 長     中 村 鉄 男 君 

           農業委員会事務局長     松 永 隆 則 君 

             水 道 局 長     原   和 徳 君 

             監査事務局長     宮 村 公 男 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

事務局職員出席者 

             事 務 局 長     城   主 一 君 

             議 事 課 長     宮 川 啓 子 さん 

             総 務 審 議 員     德 永 裕 治 君 
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○議長（山瀬義也君） 全員、起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

 帽子のほうは脱帽をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（山瀬義也君） ただいまより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 各常任委員長報告・質疑・討論・採決 

○議長（山瀬義也君） それでは、日程に従いまして、日程第１、去る３月４日の会議

において、各常任委員会に審査を付託しました議案第１号から議案第４４号まで、

並びに請願第１号の４５案件について、各常任委員長から審査結果の報告があって

おりますので、これを一括して議題とします。 

 ただいまから各常任委員会における審査の経過及び結果について、各常任委員長

の報告を求めます。 

 まず、総務文教常任委員長、東英俊君。 

［登壇］ 

○総務文教常任委員長（東 英俊君） おはようございます。総務文教常任委員会の委

員長報告をさせていただきます。 

 本定例会で総務文教常任委員会に付託されました議案は、条例案９件、予算案２

件、議決案１件の１２案件でございました。現地調査を踏まえまして４日間にわた

り慎重に審議いたしましたので、その審議の経過と結果についてご報告いたします。 

 まず、議案第３号、菊池市学校教育施設整備基金条例の制定について申し上げま

す。これは、基金条例を制定する背景といたしまして、昨年、美少年に譲渡されま

した水源小学校の財産処分に関しては、公立学校施設整備国庫補助金を受けており、

学校を処分する場合、通常は残存価格に相当する補助金額を国に返還する必要があ

るが、文部科学大臣の承認を得て国庫納付額相当分を学校整備を目的とした基金に

積み立て、適切に運用すれば、返還金を猶予されることから、今回、制定するもの

との説明がありました。 

 これを受けまして、委員より、今回、平成２６年度菊池市一般会計予算書で、６

０５万円を基金積み立てとして予算計上しているが、その根拠はとの質疑に対しま

して、執行部より、文部科学大臣の承認は平成２５年６月２８日に受けており、譲
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渡額に係る補助金相当額５８４万１,３２６円以上の金額を１年以内に積み立てる

必要があるため６００万円とし、５万円は利子分として６０５万円という形で計上

しているとの説明がありました。 

 採決の結果、全員異議なく、可決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、議案第４号、菊池市部設置条例の一部を改正する条例の制定について申し

上げます。 

 この条例は、まちづくりにおいて、経済の活性化・効率化・公平公正の仕組みづ

くりに取り組むため、政策調整機能の強化を図り、担当部、担当課の整備を図る必

要があるため、現在の総務企画部を政策企画部と総務部に改める部の事務分掌の見

直しを行うものであります。 

 委員より、政策企画部が筆頭部になっているが、総務部が抱えている業務内容、

人事、給与、財政がある中、筆頭は総務部ではないのか。また、行政のスリム化に

逆行しているのではないかとの質疑に対しまして、執行部より、各部署の調整を図

りながら政策機能を充実させるための新設であり、事務方のトップは総務部と位置

づけているとの説明がありました。 

 現在の課題といたしまして、縦割り意識が強く、調整機能がうまく機能していな

いための横断的な考えで組織間の意思統一を図る必要があり、それと同時に、政策

審議員もそれぞれの部署に配置をするとの説明がありました。 

 また、江頭市長にも出席をいただき、お考えをお聞きをし、慎重に審議をいたし

ました。市長の考えとしましては、まず、第１点が情報力の強化と一元化、２点目

に情報をリンクさせ、観光・農業の連携を図り、政策立案機能の強化を図る、３点

目にスピード感、４点目に全体の管理の仕組みを強化したいとの説明がありました。 

 別段討論もなく、採決の結果、全員異議なく、可決すべきものと決定をいたしま

した。 

 次に、議案５号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 

 成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律の施

行により、条例別表の公職選挙法関係の部を改正する必要があり、また、新たに委

員会（再生可能エネルギー活用推進委員会、子ども・子育て会議委員、介護相談員、

地域おこし協力隊員）が設置されることから、これらを追加するものであるとの説

明がありました。 

 採決の結果、全員異議なく、可決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、議案第６号、菊池市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の制定について申し上げます。 
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 国においては平成２１年に人事院勧告で、県においては平成２４年に人事委員会

勧告で自宅に係る住居手当を廃止されており、本市においても自宅に係る住居手当

等の廃止と勤務１時間当たりの給与額の見直しを行うものとの説明があり、委員よ

り、改正の理由は何か、また、該当者は何名いるのか、１時間当たりの単価はどう

なるのかとの質疑に対しまして、執行部より、今回の改正は、国・県は現在、施行

しており、県内１４市においても改正済み、または改正予定との回答を受けており、

本市としても足並みをそろえたものとの説明がありました。対象者は、持ち家５年

未満で３６名、持ち家５年以上が約１０３名であり、１時間当たりの給与額は上が

ることになり、組合との協議は終了しているとの説明がありました。 

 採決の結果、全員異議なく、可決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、議案第１３号、菊池市就学指導委員会条例の一部を改正する条例の制定に

ついて申し上げます。共生社会の形成に向けた学校教育法施行令の一部改正に伴い

改正を行うもので、総合的な観点から就学先を決定する仕組みが適当とする中央教

育審議会分科会の提言を踏まえた改正であるとの説明を受け、委員より、具体的な

中身はどのように変わったのかとの質疑に対し、執行部より、障がいのある児童た

ちに対して早期からの教育支援を行い、一貫した支援体制を整え、適正な就学指導

を行うこととするとし、これまでの条文よりも役割を明文化したとの説明がありま

した。 

 採決の結果、全員異議なく、可決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、議案第１４号、菊池市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例の制

定について申し上げます。この議案は、菊池地区の学校給食共同調理場の新設に伴

い改正するもので、採決の結果、全員異議なく、可決すべきものと決定をいたしま

した。 

 議案第１５号、菊池市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て申し上げます。社会教育法が一部改正されたことに伴い、社会教育委員の委嘱の

基準の取り扱いが変更になり、条例の一部を改正する必要があるため、また、そこ

で今回新たに第１８条の第１項に委嘱の基準を設けた形となったとの説明がありま

した。 

 採決の結果、全員異議なく、可決すべきものと決定をいたしました。 

 議案第１６号、菊池市公民館条例の一部を改正する条例の制定について申し上げ

ます。この議案は、菊池市泗水公民館の新築移転に伴って改正するもので、採決の

結果、全員異議なく、可決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、議案第１７号、菊池市長等の給料の特例に関する条例を廃止する条例の制

定について申し上げます。この議案は、平成２３年５月に職員の懲戒処分を行った
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事を踏まえて、市長、副市長の給与を減額したが、現在は事実上、効力を失ってい

るため、この条例を廃止するものとの説明がありました。 

 採決の結果、全員異議なく、可決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、議案第１８号、平成２５年度菊池市一般会計補正予算（第５号）について

申し上げます。今回は、ほとんどが事業実績または執行見込みによる減額補正であ

り、主なものといたしましては、第３表、繰越明許費補正の款９教育費、項５社会

教育費の市民会館整備事業１億６,４７４万７,０００円についてでありますが、委

員より、昨年６月議会において認めた文化会館の空調設備改修工事であるが、その

内容は、現在のボイラー式から電気式に取りかえ、効率的な運用ができるようにし

たいとの説明で６月議会で認めておりました。工期は成人式終了後から３月末まで

で行いたいとの説明がありました。 

 今回、繰り越しとなった理由は何かとの質疑に対しまして、執行部より、当初の

計画は電気式で空調施設整備を計画し、予算化もお願いしたところであったが、そ

の後、電気式でやる場合、外に室外機を置くことになり、そのことによって近隣住

民への騒音の問題や室外機等の設置をどこに持っていくのかという問題が生じてき

たため、どうしてもボイラー式でやらざるを得なくなった。それらの調査等に要す

る時間がかかり、それで新年度に繰り越すこととなったとの説明がありました。 

 また、委員より、昨年の６月議会に上程する時点で、調査はしておかなければい

けなかったのではないのか。また、ボイラー式から電気式に取りかえることが可能

との確認はされてからの提案ではなかったのかとの質疑に対しまして、執行部より、

設備業者のほうからこれくらいで可能であろうと見積もりをつくっていただいてか

らの提案であった。最大の問題は、電気式でできないとする室外機の騒音の問題を

見込んでいなかったことが原因だと考えるとの説明がありました。 

 また、委員より、今回、設計委託を文化会館開設当初からお世話になった総合設

計事務所に随意契約されているが、入札そのものが公平公正にいろいろな人たちに

行き渡るところからすると、文化会館の開設以来の設計者に任せるとするのは通用

しないのではないか。また、今回、随意契約ではなくて、きちんとした入札そのも

のを行って設計業務の委託は決めておけば、内容が二転三転することはなかったの

ではないかとの質疑に対しまして、執行部より、入札にするのか、随意契約にする

のかは、指名審査会に提案をし、了解をいただいているところであるとの担当課の

説明がありました。しかし、指名審査会へは、原課からの提案であることを踏まえ

れば、原課から随意契約が妥当とする提案があったため、指名審査会として認めた

ものと考えるとの説明がありました。 

 また、随意契約の理由としては、配管、電気設備の配線について、当初設計を行
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っているため、新たに平面図を作成したり、配管、配線等の調査をする必要がなく、

その分、金額的に安くできる。また技術的にも、会館を建てているため、適切な業

務を確保することが有利であることでお願いをしたとの説明がありました。 

 また、委員より、文化会館は３３年を経過し、古い建物であるわけだから、メン

テナンスも複雑な要因が求められてきていて、根本的に熱源を変えることであれば、

いろいろな事が想定されたものと考える。だから、昨年６月議会提案の前にいろい

ろな想定をもとに専門家をその時点で入れて、これならいけるとする確実な形をつ

くってからの提案が望ましかったと残念に思うがいかがかとの質疑に対しまして、

執行部より、文化会館の熱源関係で、非常に最近とまったり、全体に行き渡らなか

ったりと、どうにかしなければと急いだ感が多少あるのかもしれない。市民の方々

にご迷惑をかけるわけにはいけないということで、早く工事をやろうという意識で

やっていった。 

 この部分に関しましては、当委員会といたしまして、今議案が平成２５年度一般

会計補正予算である以上、以下２点の付帯意見を付すことによりまして、認めるこ

とといたしました。１点目が、実施設計委託については、事務体制を総合的に見直

すこと。２点目に、市民の要望が多数寄せられている事から早期に実施をすること。

以上の付帯意見を付して、可決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、議案第２９号、平成２６年度菊池市一般会計予算について申し上げます。 

 歳入の主なものとして、地方譲与税、利子割交付金、ゴルフ場利用税、自動車取

得税交付金、減収補てん特例交付金、地方交付税は、地方財政計画及び過去の実績

に基づき予算計上をした。また、地方消費税交付金については、現行では１％分が

地方に交付されており、４月から消費税が８％になった場合、１.７％が地方消費

税として交付されることになる。これについては、消費税法第１条第２項の規定に

より、社会保障政策に要する経費に充てるものとされている。また、地方交付税に

ついては、本年７９億円を予算計上している、内訳は普通交付税が７５億円、特別

交付税が４億円を計上しているとの説明がありました。 

 歳出の主なものとして、委員より、総務費のメディア活用委託料は各課を集約し

て８００万円となっている。財政的に縮小できたのかとの質疑に対しまして、執行

部より、これまで商工観光課、ブランド推進課、企画振興課と、それぞれの課にわ

たり、今までは１,４４０万円程度かけていた。市長の掲げる癒しの里菊池として

市をアピールしたい全体構想があるので、これを一つにまとめて年間計画でいろい

ろな事業、イベントを広告していきたいとして、１,４４０万円を８００万円にま

とめ、事業費の削減効果につながったとの説明がありました。 

 また、委員より、項１総務管理費、節１９負担金補助及び交付金の臨時給付金と
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は何かとの質疑に対しまして、執行部より、消費税の引き上げに際し、低所得者に

与える負担の影響に鑑み、暫定的、臨時的な措置として臨時福祉給付金として国が

給付するものである。これは、歳入の款１４国庫支出金、項２国庫補助金、目２総

務費国庫補助金１億９,４１６万８,０００円の部分に相当し、給付金が１億７,７

０１万５,０００円、事務費が１,７１５万３,０００円、それぞれ１００％国の補

助となっている。給付対象者は、平成２６年度分市町村民（均等割）が課税されな

い方が対象であり、給付額は、対象者１人につき１万円。年金等の受給者は５,０

００円を加算する。申請手続は、平成２６年１月１日に住民登録がされている市町

村。税の申告により、菊池においては、７月以降に確定がされるため、それからの

申請書送付になる。口座振り込みが基本となり、通常、給付分として１万４,１３

９人、加算分として７,１２５人を予定しているとの説明がありました。 

 別段討論もなく、採決の結果、全員異議なく、可決すべきものと決定をいたしま

した。 

 最後に、議案第４４号、新市建設計画の変更について申し上げます。東日本大震

災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の施行により、期間が５年間

延長になったことにより計画の一部を変更するものであります。 

 別段討論もなく、採決の結果、全員異議なく、可決すべきものと決定をいたしま

した。 

 以上、本委員会に付託されました案件の審議の経過と結果についてご報告をいた

します。 

 議員各位におかれましては、速やかにご賛同いただきますようお願い申し上げま

して、総務文教常任委員長の報告といたします。 

○議長（山瀬義也君） 次に、福祉厚生常任委員長、葛原勇次郎君。 

［登壇］ 

○福祉厚生常任委員長（葛原勇次郎君） おはようございます。福祉厚生常任委員会委

員長報告を行います。 

 本定例会において福祉厚生常任委員会に付託されました案件は、条例４件、予算

案件１０件でございます。現地調査を踏まえ、４日間、慎重審議を行いましたので、

その経過と結果についてご報告を申し上げます。 

 議案第１号、菊池市再生可能エネルギー活用推進委員会設置条例の制定について

申し上げます。本案は、本市の豊富な資源を生かした再生可能エネルギー、小水

力・バイオマス等の利用に関し、市民団体、事業者、各種団体、行政等が相互理解

と連携を図り、調査・検討するため、菊池市再生可能エネルギー活用推進委員会を

設置するものとの説明を受けました。 
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 委員より、条例の第２条第２号中の「小水力及びバイオマス等により」とあるが、

条例の文言の中に「風力、太陽光」を挿入できないかとの質疑に、執行部より、い

ろいろな再生可能エネルギーが含まれている。「等」の中に、「風力、太陽光」も含

まれる。どういった場合にも対応できるようにしているとの答弁がありました。 

 委員より、小水力発電で地域活性化に役立つ委員会になってほしいとの質疑に、

県の事業で小水力等の調査を計画している。２分の１の補助を受けて行う予定であ

る。具体的に市のどこで小水力ができるかの結果が出てくるとの答弁でありました。 

 議案第２号、菊池市子ども・子育て会議設置条例の制定について申し上げます。

本案は、平成２７年４月施行予定の子ども・子育て支援新制度に関する事業の策定、

進捗管理などについて、保護者を含む、子ども・子育て支援の当事者などの意見を

聞くための会議を設置するとの説明を受けました。 

 委員より、子ども・子育て支援ニーズ調査の結果で、３割の方が満足できないと

いう回答であったとの質疑に、執行部より、本市で安心して子育てができる環境づ

くりに努めていきたいとの説明でありました。 

 議案第７号、菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例及び菊池市

一般廃棄物固形燃料化処理施設条例の一部を改正する条例の制定について申し上げ

ます。本案は、消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い、一般廃棄物処理手数料

等の見直しを行うため改正するものとの説明でありました。質疑はありませんでし

た。 

 議案第８号、菊池市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例制定について申し

上げます。本案は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部

改正に伴い、条例の一部を改正するものとの説明でありました。特に質疑はありま

せんでした。 

 議案第１８号、平成２５年度菊池市一般会計補正予算（第５号）についてであり

ますが、そのほとんどが事業実績、また、見込みによる減額補正であります。 

 付託分について、その主な質疑について申し上げます。 

 款８消防費において、公有財産購入費の残額が多くなっているが、計画が変わっ

たのかとの質疑に、当初計画した面積よりも、必要となった面積が少なかったとの

説明でありました。 

 款４衛生費、清掃総務費について、産廃周辺河川等水質検査は年何回実施してい

るのかとの質疑に、検査項目の１５項目の検査を年４回から５回実施しているとの

答弁でありました。 

 同じく、款４衛生費、清掃費負担金補助及び交付金、ごみステーション整備事業

補助金について各区に設置してあるごみステーションの補助金の増額を検討してほ
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しいとの質疑に、補助金増額については補助要綱もあり、今後、検討したいとの答

弁でありました。 

 次に、款３民生費、高齢者福祉費、工事請負費において、旧老人福祉センターの

解体費用と跡地活用はどうなっているのかとの質疑に、解体費用のうち、本体工事

１,４０６万１６０円及び樹木伐採費用が２７０万９,０００円となっている。また、

跡地利用については、高野瀬区より借用の申し出があっているとの説明でありまし

た。 

 款４衛生費、保健衛生費、予防費において、子宮頸がんの予防接種が一時中止と

なっているが、本市の副作用の事例はあるのかとの質疑に、副作用については特段

あっていない。相談は１０件あったとの答弁でありました。 

 議案第１９号、平成２５年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）、議案第２０号、平成２５年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）及び議案第２１号平成２５年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算

（第４号）ですが、そのほとんどが事業費の確定及び実績見込みによる減額であり

ます。特に質疑はありませんでした。 

 議案第２７号、平成２５年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第４

号）については、事業費の確定に伴う減額であります。 

 委員より、つまごめ荘にかかわる随意契約について、全てにおいて入札業者メン

バーが同じであることについて問題である。市内のほかの業者を入れるべきである

との意見がありました。また、開札調書に担当部長の決裁の欄がない。業者選定に

ついても担当部長が知っておくべきとの質疑がありました。 

 執行部より、効率性、情報の共有化のため内部で検討したいとの答弁でありまし

た。 

 議案第２９号、平成２６年度菊池市一般会計予算中、付託分において、その主な

質疑について申し上げます。 

 歳入の款１市税、項１市民税、税収納率について、委員より、徴税課が廃止とな

ったが影響はないか。収納率アップに努力してほしいとの意見がありました。 

 款８消防費、防災管理費、工事請負費において、防災無線デジタル化整備事業が

行われているが、戸別受信機設置の要望が市民より多く、数年をかけて整備ができ

ないかとの質疑に、全戸設置するには多額の費用が要る、この事業が完成してから

考えていきたいとの答弁がありました。 

 款２総務費、戸籍住民基本台帳費、委託料について、委員より、社会保障・税番

号制度の仕組みについて質疑があり、国民総背番号制と言われるもので、新しく個

人に番号をつけるものである。その作業を市民課が行い、その後、税務、年金、国
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保のシステム改修を行う必要があるとの答弁でありました。 

 款３民生費、生活保護総務費、委託料、生活困窮者自立支援モデル事業について、

委員より、この事業は国からの１００％補助事業で、いろいろな面で苦労があると

思うが努力してほしいとの質疑に、菊池圏域で、このモデル事業を進めている。平

成２７年度より必須事業となっているので、全額補助のときから事業を進めている。

今後も菊池方式で進めていきたいとの答弁でありました。 

 款３民生費、高齢者福祉費、負担金補助及び交付金について、委員より、平成２

６年度より単位老人クラブ補助金の支払い方法が変わっているが、老人クラブ連合

会に加入していなくても、補助金は支払われるのかとの質疑に、連合会に加入して

いなくても、地域の中で活動していることがはっきりしていて、事業計画や事業報

告を行なっている団体には補助金を支給するようにしているとの答弁でありました。 

 委員より、老連団体に加入を勧めてほしいとの意見がありました。 

 款３民生費、児童福祉総務費、報奨費のすくすく子宝祝い金について、委員より、

本市は少子化が進んでいる。子育て支援の充実を図る上でも祝金の増額ができない

かとの質疑に、現在、多子世帯の保育料も本市独自で軽減している、財政的な状況

も勘案しながら検討したいとの答弁でありました。 

 款４衛生費、保健衛生総務費において、委員より、泗水総合支所の保健師につい

て、現在１名であるが、ほかの総合支所に比べて人口も多い、負担が大きいのでは

ないかとの質疑に、本庁からも一緒に行って訪問している、市民に迷惑をかけない

ようにしたいとの答弁がありました。 

 議案第３０号、平成２６年度菊池市国民健康保険事業特別会計予算について申し

上げます。 

 委員より、国民健康保険事業は市町村で運営するのが厳しい状態になっていて、

将来的には県単位で運営すると聞いているがとの質疑に、執行部より、現在は市町

村で運営している。県単位の運営ということで国と話し合いをしながら、平成２８

年度から平成２９年度を見て動いているとの答弁でありました。 

 また、国保財政は破綻寸前となっているのか。その原因は何であるかとの質疑に、

統合失調症による精神疾患、糖尿病、腎不全等の長期入院による治療費の割合が多

くを占めている。今後、在宅サービスで生活が送られるように事業展開をしていく。

また、検診率を上げて高額医療費を抑えるよう努力したいとの答弁がありました。 

 委員より、国民健康保険の税率を上げることは考えていないかとの質疑に、執行

部より、低所得者も多く、納税について厳しい方もおられるので、税率の引き上げ

は困難と考えるとの答弁でありました。 

 議案第３１号、平成２６年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計予算については、
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質疑はありませんでした。 

 議案第３２号、平成２６年度菊池市介護保険事業特別会計予算について、委員よ

り、財源不足のため基金を借り入れるのかとの質疑に、執行部より、平成２６年度

において決算見込みを検討したが、財源不足が予想されるので当初予算に計上した

との答弁でありました。 

 議案第３８号、平成２６年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計予算について申

し上げます。 

 委員より、施設の新築後から管工事の修繕が多いようであるがとの質疑に、執行

部より、東館の老朽化により突発的な修繕が多くなっているとの答弁がありました。

委員より、小額の工事及び修繕については小規模事業者に発注するようになってい

るのではないかとの質疑に、執行部より、本年度より小規模事業者に発注を行って

いるとの答弁がありました。 

 委員より、退職される介護職員の方が多いようであるが、労働条件が厳しいのか

との質疑に、勤務条件に沿って業務を行っていただいているとの答弁でありました。 

 以上、現地調査を踏まえ、慎重に審査しました結果、当委員会に付託されました

議案第１号、議案第２号及び議案第７号、議案第８号及び議案第１８号から議案第

２１号、議案第２７号、議案第２９号から議案第３２号及び議案第３８号について

は、別段討論もなく、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

 付託されました案件は以上でございます。 

 市民部４課、健康福祉部４課と２園の歳出予算を合わせますと約１２９億円であ

ります。一般会計総額の約半分を占めております。職員さん方におかれましては、

考え方によってはやりがいのある職場でもあります。今期で退職されます職員さん

方々の労をねぎらい、お礼を申し上げたいと思います。 

 議員各位におかれましては、速やかにご賛同を賜りますよう、お願い申し上げ、

福祉厚生常任委員長の報告といたします。 

○議長（山瀬義也君） 次に、経済建設常任委員長、泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○経済建設常任委員長（泉田栄一朗君） 皆様、おはようございます。ただいまより経

済建設常任委員長の報告をさせていただきます。 

 経済建設常任委員会に付託されました案件は、条例４件、予算案１４件、議決案

件４件、請願１件でございます。現地調査も踏まえ、慎重に審議いたしましたので、

委員会における審査の経過及び結果についてご報告申し上げます。 

 まず、議案第９号、菊池市リバーサイドパーク条例の一部を改正する条例の制定
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について、消費税及び地方消費税の税率の改定及び光熱水費の高騰に伴う使用料の

見直しを行うものとの説明を受け、質疑を行いました。 

 委員より、コインロッカーについては５１円を５０円ということであったが、他

の料金の円単位の分はどうするのかという質疑に対し、執行部より、現在の指定管

理者との協議では、１円単位は徴収せずに１０円単位で徴収するということで進め

ているとの答弁がありました。 

 議案第１０号、菊池市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び

活性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正

する条例の制定について、菊池テクノパークの完成に伴い条例の一部を改正するも

のとの説明を受け、特に質疑はありませんでした。 

 議案第１１号、菊池市都市公園条例の一部を改正する条例の制定については、主

な変更点は、さくら山公園の新設に伴い条例に追加するものとの説明を受け、特に

質疑はありませんでした。 

 議案第１２号、菊池市営住宅条例の一部を改正する条例の制定については、朝日

西団地の公共下水道切りかえによる共益費の改定であるとの説明を受け、特に質疑

はありませんでした。 

 議案第１８号、平成２５年度菊池市一般会計補正予算（第５号）、議案第２２号、

平成２５年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算（第４号）、議案第２３号、

平成２５年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）、議案第２４号、

平成２５年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）、議

案第２５号、平成２５年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第４

号）、議案第２６号、平成２５年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

４号）、議案第２８号、平成２５年度菊池市水道事業会計補正予算（第２号）です

が、そのほとんどが事業費確定によるものであります。 

 次に、議案第２９号、平成２６年度菊池市一般会計予算中、付託分について、そ

の主なものを申し上げます。 

 農業費の農業振興施設費において、委員より、四つの物産館の指定管理委託料が

計上されているが、指定管理が５年と決まって、今後どうしていくのかとの質疑に

対し、執行部より、今までも四つの物産館の統合について進めてはどうかという意

見が出されているが、市の第二次行政改革大綱の中にも物産館の見直しに統合とい

う形が入っている。今後、第三セクター連絡協議会でも検討していくとの答弁があ

りました。 

 ブランド推進費においては、委員より、インターネットショップの今後のスケジ

ュールはとの質疑があり、執行部より、秋をめどに開設したい。６月中にシステム
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開発、４月中に運営主体を決めていく必要があり、インターネットショップ専門部

会でスケジュールは協議しているとの答弁がありました。 

 さらに、委員より、イメージだけで終わらないように、出荷者の組織づくりに取

り組んでほしいとの要望があり、執行部より、販売体制は見えるが、生産サイドの

入荷の仕組みに時間がかかると考えている。ゆくゆくは計画的に生産していく仕組

みをつくっていかなければならないとの答弁がありました。 

 地籍調査費において、委員より、全体の何％終わっていて、あと何年かかるのか

との質疑があり、執行部より、今年度の調査面積を含めて菊池市全体の６１％であ

り、完了年度は平成３５年度を目標に事業を進めているとの答弁がありました。 

 商工費においては、委員より、今後、交付税が削減されていく中、現在の補助金

を維持していくのは相当厳しくなる。観光的には空港や豊肥線を考えると、菊池郡

の連携を持って取り組んでいくべきで、菊池のＰＲが足りない。観光協会や商工会

に補助金だけ出してもどうにかなる問題ではないとの意見に対し、執行部より、菊

池郡市においては、県を中心に観光関係で組織している団体があり、単独ではなく

連携して観光ＰＲに取り組んでいるとの答弁がありました。 

 住宅管理費においては、委員より、市で抱えている住宅は１,２００戸だったと

思うが、修繕等の維持管理でお金がかかって、ふえてくる中、民間のアパートを利

用して家賃を補助するということの検討はしているのかとの質疑があり、執行部よ

り、今後は直接建設するのではなく、民間施設を借り上げることは有効な方法だと

考えているが、具体的な計画はないとの答弁がありました。 

 議案第３３号、平成２６年度菊池市簡易水道事業等特別会計予算については、委

員より、簡易水道の加入率がよくないので、加入者をふやす方法を考えていくベき

との意見があり、執行部より、経営基盤安定のために加入促進に努めていきたいと

の答弁がありました。 

 次に、議案第３４号、平成２６年度菊池市公共下水道事業特別会計予算について

は、委員より、管渠の耐用年数はどのくらいで考えているのかとの質疑に対し、執

行部より管路の状況を調べる時期に来ている。本管については、５０年またはそれ

以上と考えているとの答弁がありました。また、委員より、管渠整備は将来的にい

つごろから負担が始まるのか、早目に把握していったほうが、先の計画も組みやす

いので検討してほしいとの要望がありました。 

 議案第３５号、平成２６年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算、

議案第３６号、平成２６年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計予算、議案第３

７号、平成２６年度菊池市農業集落排水事業特別会計予算、議案第３９号、平成２

６年度菊池市水道事業会計予算については、特に質疑はありませんでした。 
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 また、総括質疑の中で、議案第３３号から議案第３９号までの上下水道関係予算

について、委員より、一般会計からの繰出金が大きく、交付税が減っていく中で今

後の特別会計のあり方をどう考えているのかとの質疑があり、執行部より、現状で

も厳しい状況で、下水道では料金改正の問題を進めており、維持管理についても事

業者と協議をし、また、維持管理費を抑えられる入札の仕方も検討して、早急に改

善を行い、料金も平準化した上で、どれだけ特別会計の中でできるかという問題に

取り組んでいるとの答弁がありました。 

 次に、議案第４０号、市の境界変更について及び議案第４１号、市の境界変更に

伴う財産処分に関する協議については、換地処分において熊本市との間に境界変更

が生じたもの。また、それに伴い道路、水路を熊本市の土地とするものとの説明が

あり、特に質疑はありませんでした。 

 次に、議案第４２号、市道路線の廃止について及び議案第４３号、市道路線の認

定について、主なものは、地域交流センター建設に伴い、市道路線の廃止と認定を

行うものとの説明がありました。 

 委員より、道の駅泗水のところは道がつながらないことになるが、市道として認

定できるのかとの質疑に対し、執行部より、市道認定基準としては、公道から公道

へつながる道路や公道から公共施設へつながる道路であるが、今回、分断したとこ

ろは土地の利用が変わり、用地買収部分を含めて交流センターの駐車場となるとこ

ろであるため、このような路線認定となるとの答弁がありました。 

 また、委員より、５番の道下頭図線は、道路として使用できない部分なので廃止

したほうがいいのではないかとの質疑に、執行部より、この道路は角に個人所有の

施設があり、接道がないと、その権利を奪うことになるため、廃止はできないのが

現状であるとの答弁がありました。 

 次に、請願第１号、孔子公園第一物産館（正面門の右側）の活用については、ま

ず、紹介議員から説明を受け、慎重に審査しました。孔子公園第一物産館の長年に

わたって空室となっている建物を新歴史民族資料館として活用し、後世に戦争の悲

惨さを伝え、平和の尊さを訴える花房飛行場の戦争遺産資料写真の展示、入植開拓

団の苦労や地域の発展を先人たちがどうやって築いてきたかを資料により展示する

ことに共鳴した。慎重審議の上、採択をお願いしたいとの説明があり、質疑を行い

ました。 

 委員より、現在、第三セクターに委託されているが、第三セクターとの話し合い

はされたのかとの質疑に対し、紹介議員より、指定管理者の有朋の里の社長と会っ

て趣旨を説明したところ、歓迎するとのことであった。展示等の維持管理について

はこのグループの方々にしてもらったほうがよいとのことで、グループの方たちに
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も、それで了解を得ているとの答弁がありました。 

 その後、執行部からも聞き取りを行い、委員より、実際に貸すことは可能なのか

との質疑に対し、執行部より、今回の請願は団体名で提出されているので、団体で

あれば可能と考えるとの答弁がありました。 

 委員より、もうすぐ完成の地域交流センターには展示スペースを設ける計画であ

り、請願の場所は駐車場もなく、電気料やガードマンの負担等の問題もあるので、

交流センターを利用するほうがいいのではないかとの意見や、請願の趣旨には、正

面門の右側の棟が全く生かされていないので、それを活用して孔子公園を訪問する

数をふやしたいということもある。あのまま放置しておいても意味はないので、何

らかの形で使わなければならないという意見がありました。 

 以上、慎重審議しました結果、当委員会に付託されました議案第４３号及び請願

第１号を除く議案第９号から議案第１２号、議案第１８号、議案第２２号から議案

第２６号、議案第２８号、議案第２９号及び議案第３３号から議案第３７号並びに

議案第３９号から議案第４２号については、討論もなく、採決の結果、全員異議な

く原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 また、討論のあった議案第４３号及び異議のあった請願第１号について申し上げ

ます。 

 議案第４３号、市道路線の認定については、５番の道下頭図線は、市道としての

道路幅のない状況のままでは認定できないとの反対討論がありました。 

 採決の結果、賛成多数により可決すべきものと決定しました。 

 次に、請願第１号、孔子公園第一物産館（正面門の右側）の活用については、討

論はありませんでしたが、採決の際、原案のとおり採択することに異議がありまし

たので、挙手により採決を行った結果、賛成多数により採択すべきものと決定いた

しました。 

 議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますよう

お願い申し上げまして、経済建設常任委員長の報告を終わらせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 以上で委員長報告を終わります。 

 ただいまの各常任委員長の報告に対し、質疑を行います。質疑はありませんか。 

 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○３番（工藤圭一郎君） こんにちは。総務文教常任委員長にお尋ねいたします。 

 議案第１８号、平成２５年度菊池市一般会計補正予算（第５号）の市民会館整備

事業、１億６,４７４万７,０００円の部分での委員長報告の中で、まず、ボイラー
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式と電気式とのコストの比較がなされたのか、１点お尋ねします。 

 もう１点目、室外機の騒音が問題だったというふうに報告されましたけれど、そ

の室外機の騒音を具体的にどういうお話があったのか、もう少し執行部より説明が

あったのであれば、お答え願いたいと思います。 

 ３点目、随意契約というふうに報告されましたけれど、その随意契約の理由とし

て先ほど報告があった以外にもう少し詳しく説明があったのであれば、お話を聞き

たいと思います。 

 ４点目、付帯意見として、実施設計委託の事務体制を総合的に見直すという委員

長の報告でありましたけれど、事務体制を総合的に見直すというのをもう少し具体

的に話があったのであれば、お知らせ願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 総務文教常任委員長、東英俊君。 

［登壇］ 

○総務文教常任委員長（東 英俊君） 工藤議員の質疑にお答えをしたいと思います。 

 まず、１点目のボイラー式と電気式とのコスト比較がなされたのかという点でご

ざいますが、委員より、この点に関しましては質疑がございました。執行部の答え

としては、相当な差はないということでございます。 

 それと、２点目でございますが、室外機の騒音が問題とされる、どれほどの違い

があるのかという点でございます。これも委員より質疑がございまして、執行部か

らは、私の記憶にあるところからすると、６０ホーンという騒音を示す数値で、も

し室外機をそれ相応の機械の能力に応じた形で市民会館、文化会館の東側に設置を

した場合、近隣住民の住宅に対しまして、騒音が問題にならないようにするために

は８メートルの塀が必要だと、室外機を囲まなければならないというご説明でござ

いました。 

 それと、３点目の随意契約について、委員長報告以外に別に理由はなかったのか

というところでございますが、委員長報告として、議員の皆様方に全てわかるよう

に説明をしておるところでございまして、これ以外に別段理由はございません。 

 それと、４点目の付帯意見の事務体制を総合的に見直すとは具体的には何かとい

うことで、委員長の報告の中でもご案内をしたとおりでございますが、ちょっと濁

した形で、今回、付帯意見という形で出させていただきました。文化会館当初の開

設以来の設計に随意契約で頼んだわけでございますけれど、もともと昨年６月議会

の補正で実施設計委託が７７３万円ほどの予算だったと思います。これが随契によ

って３９０万円の金額で契約されております。菊池市には、菊池市の会計規則がご

ざいまして、随契に関してもあります。５０万円未満だったら随契でいいんだけれ
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どというところで、地方自治法施行令の第１６７条の２の７番に、時価に比して著

しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるときは随契でやっても

いいというような文言がございまして、恐らくそういった形でやられたのだと思い

ますが、ただ、やっぱり約３３年前の設計事務所がやっているにしても、逆に平面

図とか図面はわかっていても、近隣住民とか、そういったものまで含めた設計者で

なくてはいけないんじゃないかというところからして、できれば、金額的には３０

０万円ほどの違いはあるにしても、こういった二転三転するぐらいであれば、きち

んとした形で入札で行っておくことも可能ではないのか、これからはそういったこ

とが必要ではないのかというところも踏まえての意見としております。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○３番（工藤圭一郎君） 以上です。ありがとうございました。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２１番（森 隆博君） おはようございます。総務文教委員長にお尋ねいたします。 

 議案第４４号、新市建設計画の変更についてでありますが、これは東日本の震災

によりまして、合併をしました市町村の事業関係に地方債を絡めまして、合併１０

年というのに５年間の延長ということで、この変更が出されておりますけれども、

この第７章の財政計画ということについての審議がなされたのか、なされなかった

のかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 総務文教常任委員長、東英俊君。 

［登壇］ 

○総務文教常任委員長（東 英俊君） 森議員の質疑にお答えをしたいと思います。 

 この第７章の財政計画において、審議がなされたのかというところでございます

が、審議はしておりません。なされておりません。なぜかと申しますと、一般質問

の終了後に議案の整理をやるということで協議会を委員会として開きました。その

中におきまして、各委員さんたちに委員長から議案の熟読、それと議案の整理をき

ちんとした形でやっておいてくれというところから、恐らく総務文教常任委員さん

方々、全てこの議案は熟読されてからの委員会だったというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２１番（森 隆博君） 今の委員長の報告の中におきましては、この委員会の前にき
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ちんと委員さんが確認をしたということでありますが、この財政計画を出されてお

ります交付税の中におきまして、市長も施政方針の中では一本算定になれば１９億

円は確実に減ると、広報によりまして市民にも議会にもそういった報告が今までな

されてきております。今回出されておりますこの議案の交付税の削減額を見ますと、

１２億５,５００万円程度しか削減されていないということでありますので、その

差についての審議は全くなかったのか。それは承知されておられたのかをまずお尋

ねしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 総務文教常任委員長、東英俊君。 

［登壇］ 

○総務文教常任委員長（東 英俊君） 森議員の２回目の質疑にお答えをしたいと思い

ます。 

 議案説明があった後に、審議はされておりません。要するに、これは私個人的で

申しわけございませんけれど、新旧対照表を見ていただければわかるかと思います。

新旧対照表の２７ページ、２８ページでございますけれど、その第７章の財政計画

が変更前と変更後にも前提条件等が若干変わっております。それプラス、新旧対照

表の２９ページを読んでみますと、変更前と変更後で、この新市建設計画、要する

に合併特例債が５年間延長になったというところからすると、ウの地方交付税で、

変更前は普通交付税及び地方特別交付税がありまして、国の財政計画を考慮すると

ともに、合併特例債にかかわる元利償還額の７０％の普通交付税措置分、合併直後

の臨時的経費に対する普通交付税措置分というところでございます。だから。 

○議長（山瀬義也君） 委員長、経過報告を。そこから突っ込んだことを言えませんか

ら。 

○総務文教常任委員長（東 英俊君） はい。一応、そういう形で各議員さん、そこま

で熟読されてから審議に臨まれたというふうにお答えしておきます。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２１番（森 隆博君） 審議がなかったということで、これで終わります。 

○議長（山瀬義也君） ほかに質疑ありませんか。 

 中繁君。 

［登壇］ 

○１２番（中 繁君） 葛原福祉厚生委員長にお尋ねをいたします。 

 議案第２７号です。つまごめ荘の特別養護老人ホームの予算で、先ほどもお話が

あっておりましたように、地方公共団体が行うあらゆる契約については、複数の業
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者を指名して一般競争入札が望ましいと法律でもうたってあります。しかし、先ほ

ど総務委員長が話しておりましたように、特別に理由があるとき、もしくは５０万

円以下ならば認められるということで、やはり貴重な市民の血税を使って事業を行

うわけですから、その辺は委員長も十分ご承知かと思います。 

 そこで、ご報告がありました、つまごめ荘の随意契約について、まず第１点目が

事業名。すれ違うといけませんので、ちょこちょこメモでもしていてください。そ

れと、事業の予算、事業費ですね、総額幾らだったのか。それと、今回、随意契約

を結んだ、結ばねばならなかった理由。随意契約をした理由ですね。それと、随意

契約を行った相手業者名、さらには、随意契約の契約金額。以上をまずお示しくだ

さい。 

○議長（山瀬義也君） 福祉厚生常任委員会委員長、葛原勇次郎君。 

［登壇］ 

○福祉厚生常任委員長（葛原勇次郎君） 中議員のほうにお答えいたしますが、見積

書ですか。 

［「事業名、事業名。何の工事をしたのか」と呼ぶ者あり］ 

○福祉厚生常任委員長（葛原勇次郎君） ２６年度菊池市特別養護老人ホーム設置清掃

業務委託料が一覧表には上がってきておりますが、この金額ですか。 

［「いや、事業名は何という工事をしたか。それと、その総事業費が幾らだったの

か」と呼ぶ者あり］ 

○福祉厚生常任委員長（葛原勇次郎君） 俺はそっちを見とらん。すみません、ちょっ

と待ってください。ちょっとごめんなさい。 

［「ゆっくりよかです。これは２５年度の補正ですけんね。補正予算ですよ」と呼

ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） ここで暫時休憩いたします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１１時１０分 

開議 午前１１時３０分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 福祉厚生常任委員長、葛原勇次郎君。 

［登壇］ 

○福祉厚生常任委員長（葛原勇次郎君） 緊張しておりまして、意味がよくわかりませ

んでしたものでしたから。 

 平成２５年度予算に当たり、全入札の資料を取り寄せて、いたしました。見積も
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り入札については指名業者に偏りがあったとの指摘があります。また、事業名につ

いては、全て入札結果を提出していただいております。随意契約についても、それ

ぞれ条件に合っているかを審査して、合っているとのことでありました。 

 大体、以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 中繁君。 

［登壇］ 

○１２番（中 繁君） 何が何か余りはっきりわかりませんが、丁寧なご答弁をあり

がとうございました。 

○議長（山瀬義也君） ほかに質疑はありませんか。 

 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１５番（怒留湯健蓉さん） 福祉厚生常任委員長さんに簡単なことを二、三点、確認

させていただきたいと思います。 

 １点目は、議案第２号の子ども・子育て会議設置条例についてですが、これは、

子ども・子育て新制度にかかわる新事業となりますが、この新事業は必須事業とし

て取り組まれることになるのでしょうか。それから、この子ども・子育て会議の役

割として、新事業に対する事業計画の策定、進捗管理に対して意見を聞くための会

議ということでございましたけれども、実際に子育ての支援とかサポートをすると

いう役割は担っていないんですね。その辺の確認を。この支援サポートについては

従前の子育ての組織なり何なりが担っていく、そこへ反映させるという会議である

かどうかということ。 

 それから、２点目は、款４衛生費の子宮頸がんの予防接種についてですが、本市

では重篤な後遺症の報告はなかったということで大変いいんですが、全国的には問

題になっていますよね。厚労省も検討を加えているようですが、本市としては今後

どうするというようなご説明とか、その辺が明らかにされたでしょうか。これをち

ょっとお聞かせください。 

○議長（山瀬義也君） 福祉厚生常任委員長、葛原勇次郎君。 

［登壇］ 

○福祉厚生常任委員長（葛原勇次郎君） まだ子育て支援の組織を設置するというだけ

のことで、ここに書いてありますように、それぞれ、支援会議には学識経験ある者

とか、いろいろな方々のメンバーを構成して今からするというような条例というふ

うに私は説明を受けたつもりでございますが、そのメンバーが必要ということであ

れば。幼稚園、保育園代表、放課後クラブ、民生委員、社協、ＰＴＡという方々が

メンバーになって、今から進めていかれるというような説明を受けて、ほかに何も
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審議はございませんでした。 

 それから、子宮頸がんのことでございますけれども、菊池市は慎重にしておった

関係で、余り何事も出ずに、そして今後のことをということでございますけれども、

今後のことについては何も委員会ではしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１５番（怒留湯健蓉さん） ありがとうございました。大体、どういう方々がかかわ

っているかとわかりましたが、保護者を含む子育て支援の当事者の意見を聞くとい

うことですよね。子育てについては非常に深刻で悩ましい事件もあるわけですが、

ここに今までの方々とは別に専門家などが求められていると思うんですけれども、

例えばソーシャルワーカーといった専門家が予定されているというようなことは、

ご確認がなされたでしょうか。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯議員、委員会の経過の報告でございます。それについて

の質疑です。 

○１５番（怒留湯健蓉さん） はい。じゃあ、メンバーについて、専門家が必要である

というご質疑などは、あったでしょうか。 

○議長（山瀬義也君） 福祉厚生常任委員長、葛原勇次郎君。 

［登壇］ 

○福祉厚生常任委員長（葛原勇次郎君） そのことについてはありませんでした。 

 以上です。 

○議長（山瀬義也君） 怒留湯健蓉さん。 

［登壇］ 

○１５番（怒留湯健蓉さん） ありがとうございました。子育て支援のニーズ調査の結

果、３割の方が満足でないということであったことに対して、子育てのできる環境

づくりに努めていきたいというご答弁だったようですが、このことによって、どの

ようなところが、どのように改善されていくかのご確認なり、ご質疑はあったでし

ょうか。 

○議長（山瀬義也君） 福祉厚生常任委員長、葛原勇次郎君。 

［登壇］ 

○福祉厚生常任委員長（葛原勇次郎君） 委員のほうでは、その３分の１の賛成という

ようなことは、反対が３分の１というか、何と言いますか、意見の少ないほうを取

り上げるべきであるというような意見がなされたわけでございまして、そのほかに

どうというようなことはございませんでした。 
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 それと、みゆき保育園の中に病後児保育施設があって、こういう施設は本当に大

事だから、普通の方々に周知徹底をして、大いに頑張ってくれというような意見は、

委員会のほうから出ております。これは、報告書に載せませんでしたものでしたか

ら、そういうようなことになろうと思いましたけれども、このことは委員会におき

ましても、ぜひ進めてほしい、大事なお母さん方の仕事場を奪わないようにという

ことでございましたので、そのことはご報告しておきます。 

 以上でございます。 

○１５番（怒留湯健蓉さん） ありがとうございました。終わります。 

○議長（山瀬義也君） ほかに質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第１号から議案第４４号まで及び請願１号について、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 森隆博君。 

 まずは、原案に反対者のほうの討論であります。 

［登壇］ 

○２１番（森 隆博君） 議案第４４号について、反対の立場で討論を行います。 

 新市建設計画の一部変更の中に財政計画という形で示されておりますが、合併特

例関係が本年度で終わり、来年度から５年間置いて段階的に削減されるということ

で本当に厳しい現状を踏まえる中、市長の施政方針の中にも１９億円ぐらいは確実

に段階的に減らされていくということであります。他市の宇城市あたりが２月１１

日に熊日に掲載してありましたように、菊池市で言いますと、菊池市４町村の合併

の交付税が大体７５億円です。今現在９２億円、昨年までは９５億円来ておりまし

た。これが段階的に５年間で上乗せ分の２２億円程度がカットされていくというこ

とになります。ですから、２２億円が単純に５年間来れば、１１０億円近い金にな

るわけでありますけれども、実際に３１年度には１９億円が減るということで示し

ていく財政計画でありますけれども、現状、ここに出されております財政計画とし

ての１２億５,０００万円に対して、これは行政として出す数字ではないと。やは

り１９億円と述べてきた以上は１９億円という数字を示すべきだということで、こ

の議案に対しましては反対をさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） ただいま議案第４４号に対する反対討論がありました。 

 まず、議案第４４号に対する討論を行います。議案第４４号に対する賛成者の発

言を許します。ありませんか。 

 議案第４４号について、ほかに討論はありませんか。 
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［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） これで、議案第４４号に対する討論を終わります。 

 ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） ほかに討論はありません。これで討論を終わります。 

 これより採決します。 

 ただいま討論がありました議案第４４号を除き、一括採決します。 

 議案第１号から議案第４３号及び請願１号まで、以上４４案件について、各常任

委員長の報告は原案のとおり可決、採択であります。各常任委員長の報告のとおり

決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、以上４４案件については、各常

任委員長の報告のとおり可決、採択することに決定しました。 

 次に、討論がありました議案第４４号について、起立により採決します。 

 お諮りします。議案第４４号について、原案のとおり可決することに賛成の方は

起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（山瀬義也君） 賛成多数です。よって、議案第４４号は、原案のとおり可決す

ることに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

日程第２ 議会改革検討特別委員会の報告 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第２、議会改革検討特別委員会の報告の件を議題と

します。 

 本件につきましては、平成２４年１２月定例会において、議員定数の検討を初め、

議会機能の充実、活性化を図り、議会改革について総合的に検討するため設置され、

調査を行ってきたものです。 

 このたび特別委員会の報告が提出されました。本件について議会改革検討特別委

員会の報告を求めます。 

 議会改革検討特別委員会委員長、隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１７番（隈部忠宗君） 平成２４年第４回定例会におきまして設置されました議会改

革検討特別委員会の報告をいたします。 

 この特別委員会は、地方を取り巻く社会情勢が厳しい中、議会としても議員定数

の検討、また、開かれた議会を目指すと同時に、議会の役割を果たすため、議会機
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能の充実、活性化を図り、議会運営なども含め議会改革について総合的に検討する

必要があることから、議員１１名で特別委員会を設置したものでございます。 

 平成２４年１２月２１日を第１回目として、平成２６年３月７日まで２０回にわ

たり慎重に審査を行いました。 

 特別委員会で審査する項目につきましては、委員より提案を行い、スケジュール

を確認しながら検討を行いました。 

 審査につきましては、審査項目の優先順位をつけて審査を行いました。その審査

の主なものについて申し上げます。 

 最初に、議会運営についての審査を行いました。 

 初めに、一般質問の運用について審査を行いました。一般質問につきましては、

会議規則により、これまで１議題につき質問は３回となっていましたが、答弁に納

得できない場合、また、消化不良のまま終わらなければならないなど多々あり、会

議規則のただし書きを準用し、答弁に応じて何回も質問できるようにする、執行部

は答弁の際、論点整理のため、議員に質問の趣旨を聞けるようにしました。また、

一般質問の事前受け付け期間は、招集通知、議案配付があってからが妥当であると

いうことで、議運の翌日から定例会開会の前日までとし、従来よりもおくらせまし

た。議員は、執行部からの提出議案を踏まえて一般質問を準備することにしました。

その後、全員協議会で一般質問の運用を執行部も含めまして確認し、平成２５年９

月定例会から行いました。 

 庁舎３階の議場、委員会室の運用については、庁舎等整備に伴い、３階部分を全

て議会関係のフロアにしてほしいという旨を議長とともに市長に申し入れを行いま

したが、昨年１１月より庁舎整備の見直しが行われており、現時点では未確定であ

ります。 

 そのほかの審査項目では、議会報告会、土曜・日曜議会、夜間議会、委員会会議

録についても審査を行いました。 

 議会報告会開催につきましては、昨年、４会場にて初めて開催されましたが、議

会基本条例の中で、市民参加の促進の中に議会報告会の実施についてうたい込むよ

うにしました。 

 土曜・日曜議会、夜間議会及び委員会会議録の公開につきましては、他市の状況

も参考にしながら、開かれた議会を目指して、今後、議会内で検討していくことに

なりました。 

 第５回の特別委員会では、議員定数の件につきまして各委員から具体的に意見を

聞きました。 

 その中の委員からの主な意見としましては、議員が減れば議員の活動範囲が広範
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囲になり、住民の意見が通りにくくなる。市長の独断と独走にもなりかねない。近

隣自治体が削減したから減らすのではなく、市民にこういう論点でこの人数になっ

たという協議を行うべきであるという意見がありました。 

 一方、今後、交付税が減額され、ますます財政も厳しくなる。議員みずから襟を

正すべきであり、定数削減は避けて通れない。他の市議会の状況から見ると、少し

多いようであるといった意見が出されました。 

 その後、６月の全員協議会で全議員より意見の聴取を行い、再度、特別委員会で

議員定数について審査を行い、具体的な定数を聞いて、その数をもとに検討を行い

ました。結果は定数２０名が一番多く、特別委員会の意見としたものでございます。 

 特別委員会での結果を受けまして、平成２５年８月の議会審議会で、次回市議会

議員一般選挙より定数２０名で、９月定例会で中間報告を行ない、同じく９月定例

会で議員提出議案として議会に提案することを報告しました。 

 平成２５年第３会定例会の９月１９日に、議員提出議案として、菊池市議会議員

定数条例の一部を改正する条例の制定について提案を行い、賛成多数で可決されま

した。 

 第１１回の特別委員会からは、議会基本条例についてと会議出席時の費用弁償の

取り扱い及び常任委員会研修についての審査を行いました。費用弁償の取り扱いと

常任委員会研修の件について特別委員会で出ました意見を、１０月の議会審議会で

報告し、意見を聞きました。議会審議会での意見として特別委員会に一任するとの

意見があり、その後、特別委員会で審査を行いました。 

 審査の内容について申し上げます。会議出席時の費用弁償についてですが、廃止

または縮小の意見としては、他自治体でも縮小、廃止の方向が広がっている。旅費

交通費とすると金額が高過ぎる。費用を削減することが議会改革の審査の結論とし

て妥当である。廃止を言う市民の声が大多数であるという意見がありました。 

 一方、当面は継続、あるいは議員報酬との兼ね合いを考えるほうからの意見とし

て、報酬がある程度保障されるなら実費弁償でもいい。また、現在の金額は妥当な

ものではないかとの意見がありました。委員会の結論としては、会議出席時の費用

弁償の取り扱いにつきましては継続の意見が多く、次年度以降も継続となりました。 

 次に、常任委員会の研修についての審査内容について申し上げます。 

 問題意識を共有する複数人で研修したほうがよい。また、研修テーマを追求する

のは議員個人である。政務活動費の返還及び不用額が多いという意見がありました。

一方、継続の意見からは、研修を行い、その中身をどう市政に反映していくかであ

り、研修は重要である。委員会における先進事例を学ぶことは議員の役割であると

いう意見がございました。委員会の結論としては、大変重要な研修の機会であると
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の意見が多く、委員会研修についても継続するということになりました。 

 来年度から常任委員会研修報告を本会議で委員長が行うことが決まりました。 

 また、議会基本条例につきましては、議会や議員の活動に関する基本理念、原則、

責務等を条例で定め、市民に対して宣言し、条例を制定することを特別委員会で確

認いたしました。 

 議会基本条例の前文について審議を行い、二つの案について審査を行いました。

１１月の月例会で、議会基本条例の前文について全議員から意見を聞きました。月

例会での意見を受けて、第１５回の特別委員会で審査を行い、前文について決定し

ました。 

 次に、教育委員長の教育方針の導入について、施政方針の中に入れるかの審査を

行い、それについては、今後、総務文教常任委員会の中で検討するようになりまし

た。 

 １月２１日の議会審議会で議会基本条例（案）につきまして説明を行い、２月１

７日の議会審議会で意見を聞き、２月２６日の全員協議会に諮り、議会基本条例に

対しての意見はなく、了承されました。 

 次に、政治倫理条例の一部改正についてですが、この改正の目的として、市民に

開かれ、市民から信頼されるような議会にすべき、議会議員の規範意識や倫理観が

大切であるということから政治倫理基準の遵守をより一層高めるため、政治倫理条

例の一部改正について審査を行いました。 

 改正する案については、顧問弁護士の指導を受け（案）を作成しました。改正案

については、２月２６日の全員協議会に諮り、全議員より意見を聞きました。市の

契約に対する遵守事項について意見があり、再度、特別委員会を開催し、審査を行

いました。 

 その後の３月１２日の全員協議会で改正案を諮り、意見を伺いました。二親等以

内の親族については同居に限るのか、また、市の一般物品納入契約についての範囲

について質疑がありました。特別委員会としては、同居、別世帯の関係なくという

解釈であるという見解との説明を行いました。物品納入契約については、第三セク

ターとの契約については含まれないという見解であります。 

 そのほかに、今後の議会運営について改善する項目としまして、議会運営委員会

に申し入れを行ない、その後の全員協議会で報告を行いました。 

 項目については、次の４点でございます。 

 一つ目が、委員会審査前の議案等調査についてでありますが、毎回の定例会議案

で、今回はどこが重要であるのか、前回の指摘事項がどう反映されているかを、ま

た、請願・陳情については、その願意がどこにあるかを事前に委員会で協議、検討
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する機会を設けるということでございます。 

 二つ目が、定例会会期日程の申し合わせについてです。１カ月ぐらい前に会期日

程が決まっていれば、議員も執行部も計画を立てやすい、また、市民に早く周知が

できるということでございます。今後は、執行部と協議していくことが求められま

す。 

 三つ目が、常任委員長報告の議員配付についてです。現在はペーパーでは議員に

配付されていませんが、事前に配付されていれば、委員会の審査内容が他の議員も

わかりやすいということでございます。 

 四つ目が、発言の通告です。会議規則にあるように、議場で発言しようとする者

は、あらかじめ通告するという原則に基づき、その徹底を確認するものでございま

す。特に討論をしようとする者は、事前に議長に反対か賛成かの意思を示してほし

いということです。議事のスムーズな運営や間違いをなくすためでございます。定

例会会期日程の申し合わせ以外の項目については、平成２６年第１回定例会より実

施することが決まりました。 

 以上の項目以外に、これまで審査してきました項目としましては、政務活動費の

全議員収支内訳の公開、会派について、常任委員会の複数制について、タブレット

の議場及び委員会への持ち込み、一般質問、質疑等の質の向上、議会事務局の活用

について審査を行いました。 

 これらの項目につきましては、本特別委員会では結論を出すまでには至らず、今

後の課題として議会内で検討していくことになりました。 

 以上、１年４カ月にわたりまして、特別委員会設置の目的であります開かれた議

会を目指すと同時に、議会の役割を果たすため真剣かつ慎重に審査を行いました。 

 これで議会改革検討特別委員会の報告を終わります。ありがとうございました。 

○議長（山瀬義也君） 以上で報告を終わります。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議会改革検討特別委員会の調査につきましては、ただいまの委員

長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、議会改革検討特別委員会の調査

については、委員長報告のとおり決定しました。 

 これで議会改革検討特別委員会の調査を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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日程第３ 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について 

○議長（山瀬義也君） 次に、日程第３、委員会の閉会中の継続審査並びに調査につい

てを議題とします。 

 総務文教常任委員会 

１ 一般行財政、企画開発、地域振興、情報処理、防災、教育等に関する諸

問題の調査について 

 福祉厚生常任委員会 

１ 福祉、環境、市税、健康管理、地籍調査等に関する諸問題の調査につい

て 

 経済建設常任委員会 

１ 農政、林業、商工振興、観光振興等に関する諸問題の調査について 

２ 土木、都市計画、公共下水道、水道等に関する諸問題の調査について 

 議会運営委員会 

１ 議会運営等に関する諸問題の調査について 

 議会広報特別委員会 

１ 議会広報に関すること 

 企業誘致促進特別委員会 

１ 企業誘致に関すること 

 議会運営委員長及び各常任委員長並びに特別委員長から所管事務調査事項につい

て、議席に配付の閉会中の継続審査並びに調査申し出一覧表のとおり申し出があっ

ております。 

 お諮りします。議会運営委員長及び各常任委員長並びに特別委員長からの申し出

のとおり、閉会中の継続審査並びに調査とすることにご異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、議会運営委員長及び各常任委員

長並びに特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査並びに調査とするこ

とに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

追加日程第１ 議員提出議案第１号 上程・説明・質疑・討論・採決 

○議長（山瀬義也君） 次に、追加日程第１、議員提出議案第１号を議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

 隈部忠宗君。 

［登壇］ 

○１７番（隈部忠宗君） 議員提出議案第１号、菊池市議会基本条例の制定について、
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上記の議案を地方自治法第１１２条及び菊池市議会会議規則第１４条第２項の規定

により提出をいたします。 

 提案理由でございますが、議員提出議案第１号、菊池市議会基本条例の制定につ

いて、提案理由の説明を申し上げます。 

 まず、議会基本条例制定の目的であります。地方自治における二元代表制の一翼

を担う議会が、その責任を果たすための基本的事項を定めることで、市民の負託に

応え、市政の発展、市民福祉の向上、及び地方分権の進展に的確に対応するため、

議会の活性化を推進するものであります。 

 次に、提出条例案の概要を説明させていただきます。 

 条例は、前文と１０章から成る本文２６条、及び附則で構成をされております。

前文は、本条例の制定背景を明記し、市民の最大の利益と幸せを追求する議会、議

員同士が討論し、連帯する議会、そして首長やその他の執行機関と切磋琢磨する議

会の実現に向け、取り組む姿勢をうたっております。 

 本文の主な概要を申し上げます。 

 第１章の総則では、本条例の制定目的と用語の定義を規定しております。 

 次に、第２章の議会及び議員の活動原則では、開かれた議会への取り組みと、議

会の公正性と透明性の確保、市民の多様な意見をもとに政策立案等に努めること、

また、議員間における自由討論を重んじること、市民全体の福祉の向上を規定して

います。 

 第３章の市民と議会との関係では、市民の意思を聴取し、議会活動を報告する議

会報告会の開催、また、市民からの請願・陳情を市民による政策の提案として位置

づけるよう明記しています。 

 第４章の議会と市長との関係では、二元代表制のもと、常に緊張ある関係を構築

し、事務の執行の監視及び評価を行うこと。また、政策立案、政策提言を通して、

市政の発展に取り組むことを規定しています。 

 第５章の政務活動費では、これを有効に活用し、積極的に調査研究を行うことを

規定しています。 

 第６章の議会機能の評価では、議会が議員による討論の場であることを踏まえ、

議員相互の討議を積極的に行い討論を尽くすこと、また、議員活動を通じて議案の

提出を積極的に行うことを明記しています。 

 第７章では、議員の政治倫理、身分及び待遇、第８章では、議会及び議会事務局

の体制整備、第９章では、議員の責務及び見直し手続を規定し、常に変化に対応で

きるよう本条例を定期的に見直しできるように規定をしております。 

 附則では、本条例の施行期日を平成２６年４月１日、また、本条例の施行に当た
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り、必要な事項は別に定めることと規定しています。 

 以上が、提出条例案の主な概要でありますが、内容の詳細につきましては、配付

させていただいております議案書のとおりでございます。 

 私たち議員は、これまで以上に市民の代表者であるということを自覚し、前文に

うたってありますように、市民福祉の向上を図るべく、市民の負託に全力で応えて

いくことを誓い、議会としての責務と強い自覚を持って前進することを市民に対し

て宣言し、議会活動に取り組むならば、必ずや市政の発展につながるものと確信を

いたします。 

 議員各位におかれましては、提案の趣旨をご理解いただき、ご賛同を賜りますよ

う、お願いを申し上げて、提案理由の説明といたします。ありがとうございました。 

○議長（山瀬義也君） 以上で説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 議員提出議案第１号については、会議規則第３７条第２項の規定によって、委員

会付託を省略し、引き続き審議します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。採決は起立により行います。 

 お諮りします。議員提出議案第１号については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（山瀬義也君） 起立多数です。よって、議員提出議案第１号は、原案のとおり

可決することに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

追加日程第２ 議員提出議案第２号 上程・説明・質疑・討論・採決 

○議長（山瀬義也君） 次に、追加日程第２、議員提出議案第２号を議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

 坂本昭信君。 

［登壇］ 

○１６番（坂本昭信君） それでは、議員提出議案第２号、菊池市政治倫理条例の一部

を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。 

 議会改革検討特別委員会で、市民に開かれた、市民から信頼される議会にすべき
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議会議員の規範意識や倫理観が大事であり、市民全体の利益を実現するため、目的

として行動するよう、新たに改正して現行の条例を強化することが必要であるとい

う意見が各委員から出されました。条例を改正することになりまして、議員提出議

案の７ページをお開きください。市民に信頼され、市民の信託を受けた特別の地位

にあることを再認識し、その職務遂行において、さらに廉潔と、公正公平を保持す

るため、条例の一部を改正するものです。 

 新旧対照表で説明いたします。１ページをごらんください。まず、第４条につい

てですが、現行では、議員及び市長等の配偶者及び二親等以内の親族は、市工事等

の請負契約を辞退し、市民に対し疑惑の念をいだかせるようなことがないように努

めなければならないという条例を、次のように改正いたします。改正案では、議員

及び市長等の配偶者及び二親等以内の親族（姻族を含む。）又は同居の親族が経営

する企業並びに議員及び市長等が実質的に経営に関与する企業は、市の工事等の請

負契約、下請工事及び委託契約を辞退しなければならないように改正するものであ

ります。 

 第３項では、実質的に経営に関与する企業を２点、明記しています。一つ目は、

議員及び市長等が報酬を受領している企業。二つ目は、議員及び市長等が資本金そ

の他これに準ずるものの３分の１を超え出資している企業を追加いたします。 

 次に、第８条ですが、市民の請求権について、市民が調査請求することを条例に

つけ加え、議員が調査請求を行うときの条文を明記しました。改正案では、議員の

定数の５分の１以上の者の連署をもって行うことにいたしました。 

 次に、第９条ですが、倫理基準違反の審査の条文の中に、第４項ですが、現行は

審査会は審査を終えたときは、審査結果の要旨を公表しなければならないとなって

いることを、審査会は審査を付託された日から起算して９０日以内にその審査結果

を議長または市長に報告しなければならないという条文に改正するものです。 

 なお、第１３条の虚偽報告等の公表及び第１６条の委任については、文言の整理

を行いました。 

 各議員におかれましては、提案の趣旨をご理解いただき、ご賛同を賜りますよう、

お願いを申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 以上で説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１番（荒木崇之君） 議員提出議案第２号、菊池市政治倫理条例の一部を改正する条

例の制定について、質疑をいたします。 
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 第４条です。議員及び市長等の配偶者及び二親等以内の親族（姻族を含む。）は、

市工事等の請負契約、下請工事及び委託契約を辞退しなければならない。物品購入

についても同じとあります。この条例をわかりやすく解釈しますと、二親等以内の

親族、すなわち祖父母、おじいちゃん、おばあちゃんですね、それとお父さん、お

母さん、それに兄弟、その配偶者も含みます。子、子の配偶者も含みます。孫、孫

の配偶者も含むわけですが、その方たちが何らかの事業をしていたら、公共事業、

下請、物品の納入等を辞退しなければならないという解釈になりますが、これは生

計を別としていても、という解釈になりますが、以上の解釈で間違いないでしょう

か。お尋ねいたします。 

○議長（山瀬義也君） 坂本昭信君。 

［登壇］ 

○１６番（坂本昭信君） お答えします。先ほど発表いたしました条例どおりでござい

ます。終わります。 

○議長（山瀬義也君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１番（荒木崇之君） 以上で質問を終わります。 

○議長（山瀬義也君） ほかにありませんか。 

 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○３番（工藤圭一郎君） 議員提出議案第２号、菊池市政治倫理条例の一部を改正する

条例の制定について、質疑をしたいと思います。 

 私は現行の政治倫理で十分今まで機能していたと思います。今回、この文言を大

きくつけ加えられた理由をもう少し詳しくお聞かせ願いたいと思います。 

 それと、議員が関係するとするならば、今言われる入札関係は当然あると思いま

すけれど、今度は補助金関係も出てくると思います。補助金を審査するのも議員で

す。補助金の行き先のこともこの中には全然載っておりませんけれど、そのあたり

の議論はあったのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 坂本昭信君。 

［登壇］ 

○１６番（坂本昭信君） お答えします。これはあくまでも、市民に開かれた、市民か

ら信頼されて、市民から疑惑のないように、議員として行動してもらいたいという

ことでございまして、罰則もございませんし、議員たる者、真摯的な考えで行動し

てもらいたいという思いで行いました。それから、お尋ねのありました全てのこと

につきまして、委員会では討論して進めてまいりました。 
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 以上です。 

［「補助金はどうですか、補助金」と呼ぶ者あり］ 

○１６番（坂本昭信君） 補助金の関係はありませんでした。 

○議長（山瀬義也君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○３番（工藤圭一郎君） 終わります。 

○議長（山瀬義也君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） これで質疑を終わります。 

 議員提出議案第２号については、会議規則第３７条第３項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに

決定しました。 

 委員会の付託を省略し、引き続き審議します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１番（荒木崇之君） 議員提出議案第２号、菊池市政治倫理条例の一部を改正する条

例の制定について、反対討論いたします。なぜなら、先ほど私が質疑いたしました

この第４条、議員及び市長等の配偶者及び二親等以内の親族を含むと書いてありま

す。この方たちは該当者がいれば、市工事請負、下請工事契約等を受けられないと

いうことでありますが、ちょうどそれが広島県府中市でただいま裁判になっており

ます。その裁判結果は、今、高等裁判所でありますが、市議会議員の二親等以内の

親族が経営する企業は市が発注する工事の契約を辞退しなければならず、当該議員

は当該企業の辞退届を提出するように努めなければならない旨を定めた市の条例の

規定は、憲法上保障された当該企業の経済活動の自由、これは憲法第２２条です、

及び当該議員の議員活動の自由、これは憲法第２１条の１及び憲法第９３条の２を

制限できる合理性や必要性を欠いているものであり、条例は違憲で無効であると高

裁は裁判結果を出しております。 

 以上のことから、条例をつくる側の議会が、高裁で違憲で無効とされたものを認

めるわけにはいきません。よって、私は反対討論といたします。 

○議長（山瀬義也君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。 
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 ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） これで討論を終わります。 

 議員提出議案第２号は討論がありましたので、起立により採決します。 

 お諮りします。議員提出議案第２号については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（山瀬義也君） 起立多数です。よって、議員提出議案第２号は、原案のとおり

可決することに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

追加日程第３ 議員提出議案第３号 上程・説明・質疑・討論・採決 

○議長（山瀬義也君） 次に、追加日程第３、議員提出議案第３号を議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

 水上彰澄君。 

［登壇］ 

○７番（水上彰澄君） 議員提出議案第３号について、提案理由の説明を申し上げます。 

 議員提出議案の１０ページ、１１ページをごらんください。 

 昨年９月定例会で議員定数について改正され、各常任委員会委員の定数が変更に

なること、また、先ほど成立しました菊池市部設置条例の一部改正に伴い、常任委

員会の所管が変更となるため、菊池市議会委員会条例の一部を改正するものであり

ます。 

 新旧対照表の４ページをごらんください。右の改正案で各常任委員会の定数は、

総務文教常任委員会７名、福祉厚生常任委員会７名、経済建設常任委員会６名とし

ております。また、総務文教常任委員会の所管のうち、総務企画部が政策企画部と

総務部に分かれるため、政策企画部と総務部の所管に属することとなります。 

 議案に戻っていただきまして、附則で、この条例の施行は平成２６年４月１日か

らでございますが、委員会の定数に関するものは、改選後の平成２６年６月１日か

らとしております。 

 議員各位におかれましては、速やかにご賛同を賜りますよう、お願いを申し上げ、

提案理由の説明といたします。 

○議長（山瀬義也君） 以上で説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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 議員提出議案第３号については、会議規則第３７条第２項の規定によって、委員

会付託を省略し、引き続き審議します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。 

 お諮りします。議員提出議案第３号については、原案のとおり可決することにご

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、議員提出議案第３号は、原案の

とおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

追加日程第４ 議案第４６号 上程・説明・質疑・討論・採決 

○議長（山瀬義也君） 次に、追加日程第４、議案第４６号を議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 大変お疲れさまでございます。それでは、ただいま上程されま

した議案第４６号について、ご説明申し上げます。 

 追加議案書の１ページをお願いいたします。議案第４６号、調停の申立てについ

てでございます。 

 九州産廃株式会社の溶融キルン式焼却施設の閉鎖等及びこれにかかわる補償に関

し、スムーズな決着を図り、将来、疑義が生じないよう裁判所に調停を申し立てる

ものでございます。内容の詳細につきましては、この後、総務企画部長が説明をい

たしますので、慎重ご審議の上、ご賛同を賜りますよう、お願い申し上げまして、

提案理由の説明といたします。 

○議長（山瀬義也君） 総務企画部長、野口祐成君。 

［登壇］ 

○総務企画部長（野口祐成君） お疲れさまでございます。それでは、追加議案書の１

ページをお願いいたします。議案第４６号、調停の申立てについてでございます。 

 提案理由といたしましては、調停を申し立てるときは、地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 

 調停の申し立てをする相手方の住所及び氏名。熊本県菊池市西寺６３３番地２、

九州産廃株式会社。代表者、代表取締役、中田浩利。 
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 調停の申し立ての要旨。相手方は市に対し、溶融キルン式焼却施設の閉鎖及び今

後、菊池市内にいかなる焼却施設も設置しないことを確約し、市は相手方の確約に

伴う適正なる補償金を支払うことについて調停を求めるものでございます。 

 以上、議案第４６号の説明とさせていただきます。 

○議長（山瀬義也君） 以上で説明が終わりました。 

 ここで暫時休憩します。 

 議員の皆さん方は、全員協議会を開きますので、大会議室のほうにお集まりくだ

さい。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後零時４２分 

開議 午後１時００分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（山瀬義也君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 森隆博君。 

［登壇］ 

○２１番（森 隆博君） 議案第４６号につきましてお尋ねしたいと思いますが、今ま

でのいきさつからしますと、平成１０年の環境保全協定書から、１９年ですかね、

要するに４年間短縮という努力目標が掲げられ、それに対しての裁判関係、そして

また、４年間短縮に対しての補償、そういったものがもろもろ出てきまして、そし

て今回、基本合意もきちんとできておったということで安心しておりました。その

中には、こういった補償金の問題はうたっていなかったというふうに思っておりま

す。 

 そして、新市長、これは本当にいきなりのことだろうと思いますけれど、今回、

キルン関係の施設の閉鎖、そしてまた、焼却施設の設置はしないと、これが３月い

っぱいで片づくと私たちは理解をしておったわけでありますが、今回また環境の確

約書の中にこの補償金が入ってくるということで、この補償金の問題。それと、一

番思いますのが、やはり、この調停に入ったとき、目安として１年以内に、半年以

内にといったことで片づくのかということ。これが何年も引きずるならば、いろい

ろな問題も発生してまいりますので、その点について、よかったら考えをお聞かせ

いただきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 森議員のご質問にお答えいたします。 
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 調停に入れば、いつ果てるともなく続くのではないかというご心配だと思います。

私どもが考えておりますのは、長くても半年くらいで終わるのではないかと考えて

いるところでございます。おおむね会社のほうも、調停に入るのは同意しておりま

すので、お互いが金額に対しましては近い数字がございますので、あとは第三者に

間に立っていただきまして、最終的に決定して、調停で取り交わすということでご

ざいますので、おおむねすぐに終わるのではないかなと考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２１番（森 隆博君） 大体、半年ほどで片づけたいというようなことでありますが、

今までの流れから来ますと、やはり１３項目の努力目標の後、調停に入りまして、

結構時間もかかった上に、４年間短縮の補償料関係も発生してきております。そし

てまた、今回、新たな施設を設けないという条件の補償金の問題を第三者を入れて

協議をするということでありますけど、この金額につきましては、市民の方々が納

得いくものでなければならないということがあります。私も、泗水の立場から物を

言わせていただきますと、このごみ処理問題は泗水地区には全く関係ない問題であ

りまして、税金的に払うなら、泗水の人も補償金を払わなければならないという形

になりますが、理解できるような説明を執行部ができるかできないかも、よかった

ら確認しておきたいと思います。 

○議長（山瀬義也君） 市民環境部長、下田俊一君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（下田俊一君） 補償金に関しましては、現在、専門のコンサルに委託

しておりまして、そこで出た金額を参考に会社と交渉しておりまして、ほぼ、おお

むね近い数字といいますか、会社のほうもおおむね同意しているところでございま

すので、あとは先ほどから言いますように、将来、疑義を生じないように第三者に

立ち会っていただいて、調停をするということでございますけれども、予算につき

ましては、前回の一般質問でも答弁しておりましたとおり、環境整備基金を積み立

てておりますので、その範囲内で出せる金額ということでご理解いただきたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（山瀬義也君） 森隆博君。 

［登壇］ 

○２１番（森 隆博君） わかりました。やはり、泗水地区の方々にしますと、一般財
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源から出るのではないかという不安もありますので、その点を確認しておきたかっ

たものですから。 

 これで終わります。 

○議長（山瀬義也君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 議案第４６号については、会議規則第３７条第３項の規定によって、委員会付託

を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに

決定しました。 

 委員会の付託を省略し、引き続き審議します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。 

 お諮りします。議案第４６号については、原案のとおり可決することに異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山瀬義也君） 異議なしと認めます。よって、議案第４６号は、原案のとおり

可決することに決定しました。 

 以上をもって本日の議事日程は全部終了し、今定例会に付議されました事件は全

て議了しました。 

 これをもちまして、平成２６年第１回菊池市議会定例会を閉会します。 

 全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

閉会 午後１時０６分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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平成２６年第１回定例会付議事件一覧及び審議結果表 

（２月２６日・３月１８日議決） 

議 案 番 号 件       名 審議結果

議案第 １号 
菊池市再生可能エネルギー活用推進委員会設置条例の制

定について 
原案可決

議案第 ２号 菊池市子ども・子育て会議設置条例の制定について 原案可決

議案第 ３号 菊池市学校教育施設整備基金条例の制定について 原案可決

議案第 ４号 菊池市部設置条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第 ５号 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 
原案可決

議案第 ６号 
菊池市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例の制定について 
原案可決

議案第 ７号 

菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例

及び菊池市一般廃棄物固形燃料化処理施設条例の一部を

改正する条例の制定について 

原案可決

議案第 ８号 
菊池市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 
原案可決

議案第 ９号 
菊池市リバーサイドパーク条例の一部を改正する条例の

制定について 
原案可決

議案第１０号 

菊池市企業立地の促進等による地域における産業集積の形

成及び活性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づく

準則を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

原案可決

議案第１１号 菊池市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第１２号 菊池市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第１３号 
菊池市就学指導委員会条例の一部を改正する条例の制定

について 
原案可決

議案第１４号 
菊池市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例の

制定について 
原案可決

議案第１５号 
菊池市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制

定について 
原案可決

議案第１６号 菊池市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決



 －付 2－

議 案 番 号 件       名 審議結果

議案第１７号 
菊池市長等の給料の特例に関する条例を廃止する条例の

制定について 
原案可決

議案第１８号 平成２５年度菊池市一般会計補正予算（第５号） 原案可決

議案第１９号 
平成２５年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号） 
原案可決

議案第２０号 
平成２５年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計補正予

算（第１号） 
原案可決

議案第２１号 
平成２５年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第４

号） 
原案可決

議案第２２号 
平成２５年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算（第

４号） 
原案可決

議案第２３号 
平成２５年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算（第

４号） 
原案可決

議案第２４号 
平成２５年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号） 
原案可決

議案第２５号 
平成２５年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補正

予算（第４号） 
原案可決

議案第２６号 
平成２５年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第４号） 
原案可決

議案第２７号 
平成２５年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予

算（第４号） 
原案可決

議案第２８号 平成２５年度菊池市水道事業会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第２９号 平成２６年度菊池市一般会計予算 原案可決

議案第３０号 平成２６年度菊池市国民健康保険事業特別会計予算 原案可決

議案第３１号 平成２６年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計予算 原案可決

議案第３２号 平成２６年度菊池市介護保険事業特別会計予算 原案可決

議案第３３号 平成２６年度菊池市簡易水道事業等特別会計予算 原案可決

議案第３４号 平成２６年度菊池市公共下水道事業特別会計予算 原案可決



 －付 3－

議 案 番 号 件       名 審議結果

議案第３５号 
平成２６年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会

計予算 
原案可決

議案第３６号 平成２６年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計予算 原案可決

議案第３７号 平成２６年度菊池市農業集落排水事業特別会計予算 原案可決

議案第３８号 平成２６年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計予算 原案可決

議案第３９号 平成２６年度菊池市水道事業会計予算 原案可決

議案第４０号 市の境界変更について 原案可決

議案第４１号 市の境界変更に伴う財産処分に関する協議について 原案可決

議案第４２号 市道路線の廃止について 原案可決

議案第４３号 市道路線の認定について 原案可決

議案第４４号 新市建設計画の変更について 原案可決

議案第４５号 
熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び規約の一部変更について 
原案可決

議案第４６号 調停の申立てについて 原案可決

議員提出議案 

議員提出議案１号 菊池市議会基本条例の制定について 原案可決

議員提出議案２号 
菊池市政治倫理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
原案可決

議員提出議案３号 
菊池市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
原案可決

請 願 

請願第１号 孔子公園第一物産館（正面門の右側）の活用について 採択 



 －付 4－

議 案 番 号 件       名 審議結果

報 告 

報告第１号 
専決処分の報告について（市営住宅に関する訴訟上の和

解） 
原案報告

報告第２号 専決処分の報告について（公用車車両事故） 原案報告

報告第３号 
平成２５年度菊池市教育委員会の事務に関する点検評価

報告について 
原案報告
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